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PwCあらたのあゆみ

2015年
「PwCあらた監査法人」に法人名称変更
グローバルネットワークの名称を法人名の中
に明示するとともに、「社会における信頼を
構築し、重要な課題を解決する」という私た
ちの存在意義（Purpose）を明確化

2016年
有限責任監査法人に組織変更
法人の大規模化に伴って、各パートナーが、より
複雑化・高度化する自身の業務に専念し、かつ、
これらの業務に対応するための多様な人財の
確保を目的として有限責任監査法人に移行

2019年
日本におけるPwCの源流である、ロー・ビン
ガム・アンド・トムソンズ会計事務所が東京
と神戸に事務所を開設したのは、1949年の
ことでした。以来、70年、私たちは時代の要
請に応えるべく変化を続けてきました。

2022年
2030年に起こり得る未来を「政治経済」
「気候変動」「テクノロジー」「信頼」の4つ
の観点から整理し、Vision2030の基礎
となる未来シナリオを策定

昔も、今もこれからも
私たちは時代とともに変化する社会の期待に
応え続けてまいります。

2006年
あらた監査法人設立
日本の監査業界に「あらた」な風を吹き込みたい
という決意のもと、2006年6月に日本における
プライスウォーターハウスクーパース（PwC）の
メンバーファームとしてあらた監査法人を設立

2008年
PwCアドバイザリーの経営統合
日本企業の持続的な成長に、より一層貢献す
べく、あらた監査法人とPwCアドバイザリー
が経営統合を行い、新組織体制へ移行

PwCあらた
有限責任監査法人

10年後創造
プロジェクト
ー未来の社会に信頼を
構築するためにー
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資本市場

監査法人のガバナンス・コード
（監査法人の社会に対する期待）

PwCあらた有限責任監査法人

組織的な運営

情報開示

対話

フィードバック

自己点検

経営への
反映

ステークホルダー
（資本市場の参加者）

監査品質向上の取り組み

本報告書の目的

本報告書の作成プロセス

　「監査品質に関する報告書」は、私たちの監査品質向上の取り組みについ
て、私たちが資本市場の参加者等をはじめとしたステークホルダーの各位
と対話するためのツールとなることを目的として作成しています。「監査法
人の組織的な運営に関する原則（監査法人のガバナンス・コード）」におい
ては、指針5-1に「監査法人は、被監査会社、株主、その他の資本市場の参
加者等が評価できるよう、本原則の適用の状況や、会計監査の品質の向上

に向けた取り組みについて、一般に閲覧可能な文書、例えば『透明性報告
書』といった形で、わかりやすく説明すべきである」と定めており、資本市場
の参加者等が適切に評価できるように説明を試みています。
　本報告書を用いて、さまざまなステークホルダーとの対話の機会を設
け、そこでいただいたフィードバックを監査法人の経営や監査品質向上の
取り組みに活かしていきます。

　本報告書の作成にあたっては、私たちの監査品質向上の取り組みに関す
るステークホルダーとの対話を通じたフィードバックを踏まえて、自己点検
を行い、認識した課題やリスクについて経営課題として捉えて対応を検討
しています。そして、認識した課題やリスクを透明性をもって開示し、法人と

してどのように対処しているのか、もしくは対処する予定なのかを説明して
います。
　また、より透明性のある報告書とするため、報告書作成チーム以外のメ
ンバーによる批判的検証を実施しています。

本報告書の目的

本報告書の作成プロセス

　本報告書は、監査品質向上の取り組みについての資本市場参加者等に
よる評価および対話ツールとして作成するものであり、主たるステークホル
ダーは、財務諸表を作成する被監査会社、監査済み財務諸表を利用する投
資家、監査を監督する官庁・自主規制機関、監査を第三者の視点から研究
する学界等、監査の社会的意義に関心をお持ちの方々を想定しています。
また、本報告書は私たちの職員との対話においても利用しています。具体
的には、スタッフフォーラム（p.16）のメンバーから、監査品質に関する報告
書へのフィードバックを受け、翌年度版へ意見を反映させています。

本報告書において想定する主たるステークホルダー

　私たちは、監査基準や関係法令の要求事項を満たした監査を実施し、監
査対象となった情報に対して信頼を付与することにより、さまざまな情報
利用者に対して価値を提供しています。
　私たちは、監査に求められるものは社会の要請によって常に変化してい
くものと考え、ステークホルダーとの対話を通じて常に最新の期待に対応
するだけでなく、将来に必要となることまで見据えた取り組みを実施する
ことにより、国民経済の健全な発展に寄与する監査を実現します。

私たちが目指す監査品質

本報告書は主に「監査法人の組織的な運営に
関する原則（監査法人のガバナンス・コード）」
の適用状況を説明するために作成されてお
り、同ガバナンス・コードに定められた項目に
ついて説明しています。監査品質指標（Audit 
Quality Indicator）の開示にあたっては、日
本公認会計士協会「監査品質の指標（AQI）に
関する研究報告」を参考としています。また、
PwCネットワークにおける海外の開示動向
も踏まえました。

本報告書の作成基準

本報告書において、2022年度とは2021年7月1日から2022年6月30日までの事業年度を指します。他の年度も同様です。
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difference Care
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Act with
integrity

Values and Behaviours PwC Professional

社会における信頼を構築し、
重要な課題を解決する

Our purpose
私たちの存在意義

Our  Fundamentals
Purposeを実現するための土台 

Purposeを追求するため行動指針 Purposeを追求して行動するリーダーであるために
PwCのプロフェッショナルに求められる

5つの要素

Our Vision
Purposeを実現するための戦略 

The New Equation
多様なプロフェッショナルがスクラムを組み
「人」と「テクノロジー」の融合による
持続的な成長と信頼の構築に貢献

デジタル社会に信頼を築く
リーディングファーム

Vision2025

▶  https://www.pwc.com/jp/ja/the-new-equation.html
▶  https://www.pwc.com/jp/ja/about-us/member/assurance/
     vision2025.html
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　私たちは、2030年にあり得る複数のシナリオを、「政治経
済」「気候変動」「信頼」の軸から作成し、4つの未来シナリオ
「SF社会の到来」「環境危機に団結する社会」「新たな冷戦時
代へ」「ディストピア化する社会」としてまとめ、発表しました。

貧富の差の拡大と中間層の
衰退

PwCあらたのシナリオ分析 ～10年後創造プロジェクト～

世界が直面する5つの課題

PwCのPurposeとPwCあらたのマテリアリティ

A D A P T
テクノロジーの広がりやすさ
とそれが個人、社会、気候に
与える影響

ビジネス、社会制度、経済へ
の人口動態圧力

世界的なコンセンサスの崩
壊や分断、ナショナリズムや
ポピュリズムの台頭

社会を支える諸機関への信
頼低下

未来の社会に信頼を構築するために

可能

不能

分断 協調

確立

喪失

政治
経済

気候
変動

信頼 未来シナリオ

1
未来シナリオ

3

未来シナリオ

2
未来シナリオ

4
https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/
thoughtleadership/10-years.html

詳細は、リンク先の
「10年後創造プロジェクト」をご覧ください。

　いま、気候変動、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）、地
政学リスクなどにより、未来への不確実性がますます高まってい
ます。私たちは、このような不確実性が高まっている時代におい
て、社会における信頼を構築し、重要な課題を解決する存在であ
るためには、政治経済・気候変動・テクノロジーなどの各領域を含

む経済・社会環境において起こり得る未来の社会課題を想定し、
求められる信頼を定義してゆくことが重要と考えました。そして、
未来のシナリオを想定し、世界が直面する課題を見つめた上で、
私たちが特に重要と考える課題をマテリアリティとして整理しま
した。

　私たちは、「急速な都市化の進行」「気候変動と資源不足」「人口構造の変
化」「世界の経済力のシフト」「テクノロジーの進歩」の5つを、社会のさまざ
まな課題の根底にある大きな変化、すなわちメガトレンドと捉えています。

またこれらのメガトレンドのもとで、テクノロジーの進展などを背景に、こ
こ数年で急速に世界全体の課題として認識されてきた事象をʻADAPT’とし
て整理しています。

　10年後創造プロジェクトで描かれる変化する外部環境の中で、Purposeの実現に向けてわれわれが解決すべき数多くの課題の中から、6つの課題をマテ
リアリティ=重要課題として定めました。

■ 持続可能で高品質なトラストサービスの提供
■ 倫理的かつ誠実な文化の醸成
■ 人財育成／優秀な人財の獲得と維持／
　 従業員エンゲージメント

■ インクルージョン&ダイバーシティ
■ 情報セキュリティ／データガバナンス
■ 社会・人々のウェルビーイング

10年後創造プロジェクトで描かれた未来の社会
変化する社会の中で、絶えず果たし続けるべきPwCのPurpose

人が中心となりながら（“Human-led”）デジタルを最大限に活用し（“Tech-powered”）The New Equationを実現

PwCあらたのマテリアリティ
10年後創造プロジェクトで描かれる変化する
外部環境の中で、Purposeの実現に向けて
我々が解決すべき数多くの課題の中から6つの
課題をマテリアリティ＝重要課題として定義

Asymmetry
（非対称性）

Disruption
（破壊的な変化）

Age
（人口動態）

Polarisation
（分断）

Trust
（信頼）
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■ 私たちが目指す監査品質への取り組みとステークホルダーとの対話

監査法人の
ガバナンス・コード

社会的な基準や要求
事項を遵守した監査

コンプライアンス

社会の変化に合った
監査を提供

時代との関連性

人財

アシュアランス変革

私たちが目指す監査品質への取り組み

品質管理

私たちが目指す監査品質

P83 ▶ 

P67 ▶ 

P137 ▶ 

P111 ▶ 

P49 ▶ 

行動規範 Values and Behaviours P12 ▶ 

PwCあらたが果たす役割と私たちが目指す監査品質

ガバナンス

　当法人は、「社会における信頼を構築し、重要な課題を解決す
る」を存在意義（Purpose）とし、社会からの期待に応えるべく、
変化の激しいデジタル社会において、高品質な監査を実施してい
きます。私たちは、監査基準の要求事項を満たした監査を実施

し、監査対象となった情報に対して信頼を付与することにより、さ
まざまな情報利用者に対して価値を提供しています。
　私たちは、監査に求められるものは社会の要請によって常に変
化していくものと考え、ステークホルダーとの対話を通じて常に

最新の期待に対応するだけでなく、将来に必要となることまで見
据えた取り組みを実施することにより、国民経済の健全な発展に
寄与する監査を実現します。
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ステーク
ホルダー

社会

金融資本
市場

社会の期待を超える
監査を提供

付加価値

監査報告書
 KAM※

Insightの提供

財務・非財務情報の開示拡大への
監査人としての貢献

対話・フィードバック

※KAM（監査上の主要な検討事項）

P63 ▶ 

P107 ▶ 
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　当法人は、「社会における信頼を構築し、重要な課題を解決す
る」を存在意義（Purpose）とし、社会からの期待に応えるべく、
変化の激しいデジタル社会において、高品質な監査を実施してい
きます。私たちは、監査基準の要求事項を満たした監査を実施

し、監査対象となった情報に対して信頼を付与することにより、さ
まざまな情報利用者に対して価値を提供しています。
　私たちは、監査に求められるものは社会の要請によって常に変
化していくものと考え、ステークホルダーとの対話を通じて常に

最新の期待に対応するだけでなく、将来に必要となることまで見
据えた取り組みを実施することにより、国民経済の健全な発展に
寄与する監査を実現します。
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Executive Summary

A

私たちは、不確実性の高まる時代の中、
ステークホルダーからの多様な期待に迅速に対応し、
社会における信頼を構築するための監査を提供します。

社会の期待を超える監査の実現へ

グローバル改革

不確実性の時代

社会環境

企業開示・監査環境

・ 地政学リスク
・ COVID-19
・ デジタル社会
・ ESG／SDGs
・ ダイバーシティ
・ 働き方改革

・ 非財務情報開示の拡充
・ 四半期開示の見直し
・ 人的資本開示
・ 監査法人の
  ガバナンス・コード改訂
・ 公認会計士法改正
・ 監基報315号等の改正
・ 独立性ルール改正
・欧州における監査制度改革

私たちの経営基盤と考え

高品質な
監査を支える
多様な人財

健全な
財務基盤

PwC
ネットワーク

Purpose
社会における
信頼を構築し、
重要な課題を
解決する

行動規範

Vision 2025
デジタル社会に
信頼を築く

リーディングファーム

The New 
Equation
持続的な成長と
信頼の構築

Values
and

Behaviours

高度な専門性
変革を推進する
デジタル技術

ステーク
ホルダーとの
信頼関係・連携

P153
▶ 

P21
▶ 

P63
▶ 

P69
▶ 

P113
▶ 

D A
P T
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品質管理の仕組みQMSE

私たちの価値創造活動

私たちの目指すもの

国民経済の
健全な発展に寄与する

監査を実現

社会の変化に合った
監査の提供

Relevance

社会の期待を超える
監査の提供

Value Creation

社会的な基準や要求事項を
遵守した監査

Compliance

データ基盤と分析体制の確立

4　1

品質目標

P100 ▶ P90 ▶ 
P100 ▶ P123 ▶ 

品質向上の取り組み

「4＋1」

1

担当者の業務
負荷の見直し
とモニタリング

被監査会社の
業務リスク見
直しと対応

個別監査業務
のモニタリン
グ（ホットレ
ビュー）の拡充
　

EPQによる監
査業務の実
施プロセスの
改善

組織風土

戦
略

的優先領域-品質
の追

求

モ
ニ
タ
リン

グ

品
質
管
理
活

動の
   評価と報告

品質管理活動の

責任の明
確化

リ
ス
ク
評
価
の
実

践と

リ
ス
ク
対
応
の
整

備

リーダーシップ
チームによる
品質管理の推進

原
因
分
析
と
是
正
措
置

1 2 3 4

P17 ▶ 
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「日本の監査にあらたな風を」。私たちは、高品質な監査を最優先事項として設立した監査法人です。
世界に通用する監査を目指してゼロから設立されました。
常に高い品質を保つことを意識して法人運営を行ってきており、このような組織風土が根付いています。

PwCあらたの組織風土 

　「日本の監査にあらたな風を」。私た
ちは、日本の監査業界に「あらた」な
風を吹き込みたいという決意のもと
2006年6月にあらた監査法人を設立
しました。
　私たちは高品質な監査を最優先事
項とし、社会から信頼される監査法人
を目指して、設立直後に「卓越したサー

ビスを提供するプロフェッショナル集
団として厳正かつ公正な高品質の監
査を実施することにより経済の健全
な発展に寄与すること」を新法人のミッ
ションに掲げました。
　このような目的意識を共有し続け
てきたことが、今日における高い品質
を保つという組織風土と私たちが提

供する価値につながっています。
　具体的には➀風通しの良さ➁One 
PwC➂柔軟性と機動性、という3つ
の要素が私たちの組織風土に根付い
ており、これらが一体となって、高品質
な監査の実施の土台となっています。

'Doing the right thing'と'Speak up'の文化
を大切にし、自分の意見を持って正しいと思う
こと、良いと思うことを発言し、それを尊重し
て改善を続けています。

風通しの良さ

日本および世界中のPwCメンバーが'One 
team'として結集し、スキルや知見を活用して、
提供する価値を最大化しています。

One PwC
柔軟性と機動性の高い組織・カルチャーを活
かし、ステークホルダーとの対話を踏まえ意
思決定の適時性を重視しています。

柔軟性と機動性

One PwC

風通しの良さ

柔軟性と機動性

PwCあらたの成り立ち
品質を最優先事項として
設立したファームであり、
業務品質について妥協しない

Executive Summary
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Values and Behaviours

行動規範

Act with integrity Make a difference Care

https://www.pwc.com/jp/ja/about-us/code/code-of-conduct.html

Work together Reimagine the possible

PwCあらたの組織風土

ステークホルダーと
対話し公正に判断する

マネジメント
ディスカッション

ステークホルダー
への発信と対話

高品質な監査を
実現する

Professional Culture
の醸成

品質管理システム
（QMSE）

未来への取り組み

アシュアランス
変革
サステナビリティ
未来への人づくり
テクノロジー×
Trust

　P111 ▶ 

　P33 ▶ 

　P39 ▶ 

　P43 ▶ 

P13 ▶ 

P17 ▶ 

P27 ▶ 

P63 ▶ 

PwCではPwCの存在意義を定めた'Purpose'と共通の基
本的価値観である'Values'を定め、私たちが職務を遂行す
るにあたり、日々の意思決定の指針となる行動規範としてい

ます。これに基づき私たちに求められる行動を理解し、実践
することが、PwCのプロフェッショナルとしての私たちの真
のあるべき姿の根幹を成しています。

PwCの'Purpose'や'Vision'を達成するために、私たちはグローバルで
'Values and Behaviours'を共有しています。これは5つのValues（価値
観）、15個のBehaviours（行動）から構成されるもので、152カ国のグ

ローバルネットワークのメンバー、一人一人が日々の業務の中でこれらを
意識し実践することが求められています。

行動規範（Values and Behaviours）

Act with
integrity

Make a
difference

Care Work
together

Reimagine
the possible

PwCあらた有限責任監査法人　監査品質に関する報告書2022 ｜ 12



　PwCあらたは、多様な専門性を持っ
た人が、互いに尊重し合い、それぞれの
専門性を発揮し協働することによって、
社会に信頼を構築していく、プロフェッ
ショナルファームです。
　PwCあらたのVision 2025「デジタ
ル社会に信頼を築くリーディングファ
ーム」の実現基盤となるのは、私たちの
姿勢の根幹となる「カルチャー」です。

指示された行動からは、変化は生まれ
ません。変化を起こすには、根幹となる
カルチャーを共有し、相互に尊重し合う
ことで、自発的に多くの人が同じ方向を
目指し、私たち一人一人が主体性を持っ
て常に正しいことをするように心掛け、
その実現のための案を、お互いに
Speak upし行動（Action）することが
必要です。また、お互いに、どんな新し

いことや今までと異なることでも、まず
受け入れて挑戦する姿勢を持ち、Speak 
upされたことを助け合って実現できる
ように取り組むことも重要です。
　これらの変化のために必要な行動と
私たちの行動規範である「Values and 
Behaviours」を結び付けた次の3つを
「Professional Culture」として設定し、
浸透させる取り組みを継続しています。

Professional Culture

Purposeの実現

Visionの実現

Values & Behavioursの体現

Professional
Cultureの浸透

Action Plan

アクションプラン

Listen up & 

Follow up

Actio
n

アク
ショ
ン

List
en up & 

Follo
w up

Speak up &

Action
スピークアップ

と行動 

Analys
e

原因
分析

List
en up & 

Follo
w up

Analyse／原因分析
'Speak up'を受け入れ、
それを分析する仕組み

Action／アクション
'Speak up'からの
挑戦を実現するため

協働・行動する仕組み

Speak up & action／スピークアップ
【Feedback／測定】
'Do the right thing'を実行するための
'Speak up'を「自律的に」行う仕組み

Action Plan／アクションプラン
'Speak up'から新たなことへ挑戦するための
アクションプランを策定する仕組み

Visualise／可視化
仕組み全体やそこにある
Values & Behaviours、Vision
が伝わる仕組み

PwCあらたの基礎となるProfessional

Professional Culture Values & Behaviours

 
個々人が主体となって行動し、常にDo the right thingを
するためSpeak upする

新しいこと、違うことをまず受け入れ、挑戦する

Speak upで挙がった声について、サポートする

Speak up & Action

Listen up

Follow up

Act with integrity

Make a difference 
Reimagine the possible

Work together, Care

 

Executive Summary
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　監査品質を継続的に向上するために
は、メンバーの業務に対するモチベー
ションが高く維持されていることが必
要です。PwCあらたでは毎年全メン
バーに対し、職員エンゲージメント調
査（Global People Survey：GPS）を
実施しています。GPSはメンバーの仕
事に対するやりがいやワークライフバ
ランス、インフラに対する満足度など、
法人へのエンゲージメントを測るため
の質問を設定し、それぞれの設問に対
する肯定的な回答の率を集計すること
により、メンバーの法人に対するエン
ゲージメントを測定するとともに法人
の課題を把握し、組織の状態を可視化
することを目的としています。2020年
度より継続してクラスター分析などの
データ分析技術を用いた調査結果の
分析を行い、組織横断的に根本原因分
析と対策を検討し、アクションプランを
定め、その進捗をモニタリングし、実行
状況を毎月公開しています。分析結果
およびそれを踏まえたアクションプラ
ンについても全メンバーに公開し、各ア
クション責任者とともに、説明会を実
施し、フィードバックも得ています。ま
たそのフィードバックへの対応も公開し

ています。
　GPSは、回答率、回答内容によるメ
ンバーのエンゲージメントの測定だけ
でなく、フリーコメントの回答によって
Speak upを促すものとなっています。
当年度も前年度に引き続き回答率が
91％と過去最高を記録し、全体的なエ
ンゲージメント目標であった74％には
届かなかったものの、前年度同様71％
という水準を達成しました。コメントに
ついては前年度の6,089個をさらに超
える7,930個のコメントが寄せられまし
た。コメント数の増加はSpeak upの
表れであり、Professional Cultureの
浸透を示す結果となったと考えていま
す。今後もProfessional Cultureの浸
透・維持のために回答率は85％以上を
目標とし、また2023年度のエンゲージ
メント目標は75％に設定しています。
　寄せられたコメントについてはテキ
ストマイニング等により分析と分類が
された上で、全て分析チームのメンバー
および各担当責任者が目を通した上で
アクションプランを策定しました。各担
当責任者は、策定したアクションプラン
の達成にオーナーシップを持って取り
組むことと、達成状況の報告を毎月実

施しています。
　また、人財企画室および人財開発室
において、業務負荷の低減によるウェ
ルビーイングの向上に加え、業務を通
して自己の成長を実感できるよう、一人
一人が主体性を持ってキャリアパスや
それに合わせた研修、業務経験を選ぶ
ことのできる仕組みを実施しています。

　また、GPSに加えて、目安箱に対す
る「Speak up」への対応の公表、All 
Staff Meetingからの一貫性のある
メッセージの伝達、スタッフフォーラム
との「現場」からの提言のリーダーシッ
プとの直接協議およびスタッフフォー
ラムによる「現場」へのインフルエンサー
としての発信などの取り組みの実行と
可視化を継続することによって、
「Speak up＆Action」が「Listen up」
され、「Follow up」されることが認識
されてきています。今後もお互いに
「Speak up＆Action」を「Listen up」
し、「Follow up」する行動の浸透も、こ
の一連の流れを可視化し続けることで
促進し続けていきます。

「Speak up & Action」から「Listen up」&「Follow up」の可視化による浸透

 Cultureの醸成

　「相互の尊重」がProfessional Cultureの土台となります。「お互いに」相手を尊重することの体現の1つとして、以下のよ
うな、「お互いに」感謝を伝えるカルチャーの醸成を実施しています。

お互いに感謝を伝えるカルチャーの醸成

詳細はp.67を参照

　当期より、法人業務等へ関与し、成果を残したメンバーへのレコグニションを行うため、法人
レコグニション制度を創設しました。当該レコグニション制度を通じて、多様な能力の構築を推
進していきます。　その一環として、2022年7月7日に開催した法人全体のAll Staff Meeting
において、法人レコグニション制度において受賞された方々の表彰を行いました。

法人レコグニション制度
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　2023年度におけるカルチャー変革
に関する新たな取り組みとして「Criti-
cal Few」を実施しています。「Critical 
Few」とは、組織の公式的な立場および
非公式の立場の双方から、一貫して少
数の望ましい行動を積極的に支援し実
行することで、組織のカルチャーを目指
す方向に進化させていく取り組みで
す。Critical Fewは、PwC Strategy＆
のJ・カッツェンバック氏が提唱した、企
業文化改善のための実践理論です。企
業は戦略・経営モデル・組織文化の3点
で運営されているという前提の上で、組
織文化を「他の二つの要素の原動力で、
かつ支援する」ものであり、「リーダー
が戦略を語るときに、社員が感じる（あ
るいは感じない）コミットメント」と定
義づけています。すなわち、カルチャー
無くしては組織は動き出すことができ
ないという点で、極めて重要な要素と
捉えています。また、どの様な企業にも

独自のカルチャーがありますが、それを
一から作り直すことは極めて難しく、む
しろ既存のカルチャーの良いところを
生かし、変革の目的に沿った形で的を
絞って再構成することが必要となると
いう考えをもとに、少数の重要な要素を
引き出し、活用することがカルチャーを進
化させるために不可欠という理論です。
　PwCあらたが目指す方向としての
PurposeおよびVisionを達成するため
の行動規範としての「Values ＆ Be-
haviours」は変わりません。Critical 
Fewの取り組みは、PwCあらたの特性
を捉え、まず「我々は何者か」を形質
（注）として定義し、その上で「我々だか
らできる」重要な少数の行動を特定し、
その少数の行動の実践を広めていくこ
とで、Purpose、VisionおよびValues 
＆ Behavioursを実現することを目的
としています。この取り組みの特徴は、
組織としてトップダウンで実施するので

はなく、組織のメンバーへの調査や、組
織を非公式に代表する人々による協議
を経て、形質（注）および、重要な少数の
行動を特定することです。
　この取り組みの結果、現在、Profes-
sional Cultureとして法人が公式に示
している３つの行動が、別の望ましい少
数の行動に変更されることを想定し
ています。それにより、公式・非公式双
方の立場からの支援が得られ、一貫し
た少数の行動の浸透による目指すカル
チャーへの進化が達成されると考えて
います。2023年度においては、重要な
少数の行動の特定を実施し、2024年度
において、その浸透に取り組むことを
予定しています。

新たな取り組み「Critical Few」

　カルチャー変革というのは、人の行動をどのように変えていくのかということに他なりません。一人一人の行動の変化が、法人のビジョンを一緒に
達成していく方向に向かうものとするように、「Professional Culture」の浸透に取り組み続けています。法人のビジョンの根幹には、多様性
Inclusion & Diversityがあります。社会に信頼を築くには、多様な人財、多様な働き方、多様な考え方が必要です。それぞれの考え方を持った人財
一人一人が、Visionを達成するための提言と行動を起こし（Speak up & Action）、「お互いに」それぞれの多様性を受け止め尊重し（Listen up）、一
緒に挑戦する（Follow up）ことが「Professional Culture」です。
　Speak upの浸透が進んでいることは、さまざまなところで表れていますが、一方で、Speak upをする人・される人という、役割分担があるという
「誤解」が生じていることも分かりました。Speak up & Action、Listen up、Follow upは、「お互いに」実施するものであり、役割としてSpeak upす
る人とListen up、Follow upする人が分かれているのではありません。
　誰でもSpeak up & Actionをし、誰でも他の人のSpeak up & ActionをListen up、Follow upするという、「相互の尊重」や「お互いさま」という
ことの浸透を、新たな取り組みであるCritical Fewも通じて、より推進していこうと考えています。

カルチャー変革推進パートナーからのメッセージ

「お互い」を尊重し、一緒に挑戦する
カルチャーの浸透を
執行役
カルチャー変革推進担当
パートナー

鈴木 智佳子

Executive Summary

（注）形質：人々の行動様式の特性、あらゆる組織の中核にあ
る家族的類似性。社員が共有する仕事上の前提で、社員と仕
事との感情的なつながりの核となる。「我々は何者か」という
自己認識。
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■ 第2期スタッフフォーラムの成果

＜チームメンバー＞　有本 知香、石橋 篤、白山 達也、
戸川 比呂司、中山 尚彦

法人レコグニションにおける
Good Coaching、業務効率化施策の
表彰によるEPQ促進の取り組み

＜チームメンバー＞　山口 千里、山本 大輔、飯沼 篤史、
笠井 周、中嶋 邦人、大西 良宜

人財育成の仕組みとカルチャー浸透の
強化の品質と成長の
バランス強化の取り組み

＜チームメンバー＞　中村 功平、三浦 朱美、田村 傑、
西 仁和、村田 貴恒

Team G Team H Team I

デジタル新時代に
求められる人財育成の取り組み

＜チームメンバー＞　盛 蕾、李 浩、フェアディナンセン 研

文化背景にかかわらず
Speak up・コミュニケーションの向上の取り組み

＜チームメンバー＞　植田 壯一、山本 哲史、黒田 滋樹、
伊東 恭子

Broader Assurance Serviceの
品質向上の取り組み

＜チームメンバー＞　津田 一至、松本 弥紅、上田 祐太、
折原 修治、高野 拓人、眞下 めぐり

Team D Team E Team F

コーチ研修による
コーチングの質の向上の取り組み

＜チームメンバー＞　石川 良亮、富永 駿、澁川 翔太、
飯倉 裕貴、川前 興平、伊藤 洋輔

TCCの利用促進・
自動化ツールの利用促進

＜チームメンバー＞　鄭 善斗、相馬 佳奈、入江 謙一郎、
立石 佳奈

タスクマネジメント向上の
取り組み

＜チームメンバー＞　下城 未月紀、古庄 卓人、
阿知波 俊樹

Team A Team B Team C

Monthly Assurance Update
閲覧数向上の取り組み

「Speak up & Action」、「Listen up & Follow up」実践の継続的な取り組み

□ リーダーメッセージの自分ゴト化
□ Speak up & Actionの促進・実践
□ Listen up & Follow upの協議 ・ Act with integrity

・ Make a difference
・ Care
・ Work together
・ Reimagine the possible

□ リーダーメッセージを自分ゴトとして周りに
　 伝える「インフルエンサー」
□ Listen up & Follow upの実施

Values and Behavioursの実践Leadership

Staff Forum

Assurance members

スタッフフォーラム

　スタッフフォーラムは、PwCあらたの
メンバー全員が日々の業務において認
識している課題や重要な問題に対して、
リーダーシップチームとの協議等を通
じ、一緒に課題解決に導いていくという
取り組みです。現場の声を直接マネジメ
ントや担当パートナーに提示・共有する
という点では、目安箱やGPSなどととも
にSpeak up & Actionを促進・実践し、
また、Listen up & Follow upを一緒に
実施していく取り組みの1つです。
　第1期の活動の成果は監査品質に関
する報告書2021に掲載しています。
2020年11月から開始した第2期は、シ
ニアマネージャーや日本以外の文化背

景を持っているメンバーも加わること
で、より多様な提言や取り組みを実施し
ています。2022年2月からは第3期の活
動を開始しています。
　第2期はシニアアソシエイト４チーム、
シニアマネージャー4チーム、日本以外
の文化背景を持つ1チームの9チーム
が活動しました。各チームの提言と実施
した取り組みは以下のとおりです。ま
た、スタッフフォーラムに参加したメン
バーから得たその活動に対するフィー
ドバックによれば、チームメンバーとの
ディスカッションは「最も有意義であっ
た」が89％、「クライアントや周囲に対
する働きかけに変化があった」が84%、

「自分自身の強みや課題への気付きが
あった」が87%、「自分らしさを発揮で
きた」が78%、「心理的安全性は高かっ
た」が94%、「経営課題への視座や視
野、取り組む意識等に変化があった」が
94%、「事務局の活動支援に満足して
いる」が94%となっています。スタッフ
フォーラムを通じて参加したメンバー
の意識が向上し、メンバーそれぞれが法
人の課題を自分ゴトとして捉えるきっか
けとなり、自身の成長を実感できたこと
が表れています。また、第１期と同様、
リーダーやメンバーとの話し合いが成
長に欠かせないことが示されています。
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Executive Summary

PwCあらたの品質管理～QMSEフレーム
PwCあらたでは、監査品質を継続的に向上させるために、監査事務所の品質管理においてQMSEという仕組みを導入
しています。QMSEにより、新しいISQM1に沿って、自らリスクや課題を洗い出し、これに対応する統制を設計・運用し
ていく品質管理を行っています。

リスクアプローチへの転換

  監査事務所が備えるべき品質管理
システムは、国内外の品質管理基準
に規定されており、各監査事務所は、
今までもこれらの基準に準拠してい
るか否かを自己点検してきました。
  近年、監査事務所の規模や業務内
容に応じた最適な品質管理システム
の設計を可能とするため、国際的な
品質管理基準の見直しが行われまし
た。従来の品質管理基準では、監査
事務所に対しあらかじめ定められた
一定の品質管理の方針および手続の
整備が求められてきましたが、新しい
国際品質マネジメント基準第1号
（ISQM1）では、監査事務所自らが、
品質管理システムの項目ごとに達成
すべき品質目標を設定し、当該品質
目標の達成を阻害し得るリスクを識
別して評価を行い、評価したリスクに
対処するための方針または手続を定
め、これを実施するという、リスク・ア
プローチに基づく品質管理システム
を導入することになりました。これに
より、監査事務所が、経済社会の変
化に応じ、主体的にリスクを管理する
ことで、質の高い品質管理が可能と
なります。
  当法人では、ISQM1の導入を見据
え、2019年度より、品質管理システ
ムの設定および評価を行うQMSE
（Quality Management for Ser-
vice Excellence）と呼ぶフレーム
ワークを導入しています。

リーダーシップチームの関与　

　被監査会社や資本市場をはじめと
するステークホルダーの期待に応え
る高品質の監査を提供するには、それ
を下支えする十分な体制が必要とな
ります。
　適切な監査を行い得る監査チームを
組成するためには、人財の採用・育成が
必要となりますし、適材適所のアサイン
メントを実現するためには、部門レベ
ル・法人レベルでのアサインメント管理
が必要になります。
　監査チームが効率的かつ効果的な監
査を実施できるよう、ITを活用したツー
ルの提供、会計・監査に関するナレッジ
の提供や専門的知識を有するチームに
よるサポートも必要になります。
　監査法人が国際化・多様化を図る昨
今の環境下ではさらに進んだ体制の構
築が必要になります。
　職階や業種だけでなく、国際業務の
経験や監査以外の業務の経験も考慮し
たアサインメント体制の構築、監査業務
と非監査業務の最適バランスの実現、
人財の多様化が進む中で業務の品質を
維持するための現場レベルでのモニタリ
ングの拡充や業務プロセス見直しの取
り組みなど、品質管理の優先領域は法
人の経営方針と密接に関連しています。
　このため当法人ではQMSEにアシュ
アランスリーダーをはじめとするリーダー
シップチームが深く関与し、あるべき品
質管理システムの姿について検討を重
ねています。

品質目標の設定、リスクの識別と対応

　当法人では、高品質な監査を提供す
るために不可欠の目標として15の品質
目標を定めています。
　これらの品質目標を達成するために
は、関連するリスクを的確に捉え、リス
クを低減させる必要があります。
　例えば、適切な人財の採用、人財の
育成という目標を達成する際に、採用
計画と現場のニーズが合致しないとい
うリスクや採用を推進する人事部門の
リソースが不足するリスクなどが考えら
れます。また、リモート環境下での円滑
な入所研修の実施が困難になるリスク
も考えられます。
　当法人では、現在の環境を踏まえて
15の品質目標に対してそれぞれリスク
を識別し、識別されたリスクに対して、
各領域の責任者がリスクを低減するた
め施策を整備し運用しています。

品質管理活動の評価と報告、
原因分析と是正措置

　QMSEでは独立した評価チームが、各
領域のリスク対応手続の整備状況と運
用状況の評価を行います。リスクに照ら
して整備状況の評価を行い、今までの自
己点検では発見しづらかった「個々の承
認プロセスはあるが、総量をモニタリン
グする仕組みがない」といった、全体像を
踏まえた問題点を捉え、是正するアク
ションをとることを目的としています。
　QMSEの評価結果と発見された事項
についての原因分析が、リーダーシップ
チームに報告され、リーダーシップチーム
は品質改善計画を策定し、各領域の責任
者がこれを実行していきます。
　発見事項に基づく改善施策の中で、特
に優先順位の高い施策をとりまとめたも
のが「4＋1」という品質向上のための施策
です。
　このように品質管理システムの評価が
経営方針と整合する形で実施され、その
評価結果を経営方針に反映することによ
り、機動的で効果的な品質管理が行われ
ています。組織風土

戦
略

的優先領域-品質
の追

求

モ
ニ
タ
リン

グ

品
質
管
理
活

動の
   評価と報告

品質管理活動の

原
因
分
析
と
是
正
措
置

責任の明
確化

リ
ス
ク
評
価
の
実

践と

リ
ス
ク
対
応
の
整

備

リーダーシップ
チームによる
品質管理の推進

■ 品質管理システムの評価プロセスーQMSEー
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リーダーシップおよび品質管理体制　

契約の締結および更新

職業倫理・独立性　

人財管理

AQIデータ
p.147

AQIデータ
p.147

AQIデータ
p.145-146

AQIデータ
p.149-150

AQIデータ
p.148

◆目標4：被監査会社の業務リスクの
　　　    見直しと対応

監査の実施と支援

◆目標12：監査チームに対する適切な
　　　      サポートの提供

◆目標15：監査業務の品質管理および
　　　　  検証

◆目標14：専門的な見解の提供

◆目標13：監督および査閲

◆目標1：リーダーシップチームによる適切な
　　　    品質管理体制の維持構築

◆目標2：行動規範と法規制の遵守
              および適切な行動

ITの活用

モニタリング

◆目標11：デジタル化の推進と
　　　      ITシステムの適切な管理

◆目標3：独立性の遵守

◆目標7：人財の採用、人財育成および
　　　　 人財の定着

◆目標5：PwCの戦略に沿った
　　　    新しいサービスの開発

◆目標6：契約の締結および更新

■ 15の品質目標

ワーク（ISQM1対応）

リスクアプローチへの転換

  監査事務所が備えるべき品質管理
システムは、国内外の品質管理基準
に規定されており、各監査事務所は、
今までもこれらの基準に準拠してい
るか否かを自己点検してきました。
  近年、監査事務所の規模や業務内
容に応じた最適な品質管理システム
の設計を可能とするため、国際的な
品質管理基準の見直しが行われまし
た。従来の品質管理基準では、監査
事務所に対しあらかじめ定められた
一定の品質管理の方針および手続の
整備が求められてきましたが、新しい
国際品質マネジメント基準第1号
（ISQM1）では、監査事務所自らが、
品質管理システムの項目ごとに達成
すべき品質目標を設定し、当該品質
目標の達成を阻害し得るリスクを識
別して評価を行い、評価したリスクに
対処するための方針または手続を定
め、これを実施するという、リスク・ア
プローチに基づく品質管理システム
を導入することになりました。これに
より、監査事務所が、経済社会の変
化に応じ、主体的にリスクを管理する
ことで、質の高い品質管理が可能と
なります。
  当法人では、ISQM1の導入を見据
え、2019年度より、品質管理システ
ムの設定および評価を行うQMSE
（Quality Management for Ser-
vice Excellence）と呼ぶフレーム
ワークを導入しています。

リーダーシップチームの関与　

　被監査会社や資本市場をはじめと
するステークホルダーの期待に応え
る高品質の監査を提供するには、それ
を下支えする十分な体制が必要とな
ります。
　適切な監査を行い得る監査チームを
組成するためには、人財の採用・育成が
必要となりますし、適材適所のアサイン
メントを実現するためには、部門レベ
ル・法人レベルでのアサインメント管理
が必要になります。
　監査チームが効率的かつ効果的な監
査を実施できるよう、ITを活用したツー
ルの提供、会計・監査に関するナレッジ
の提供や専門的知識を有するチームに
よるサポートも必要になります。
　監査法人が国際化・多様化を図る昨
今の環境下ではさらに進んだ体制の構
築が必要になります。
　職階や業種だけでなく、国際業務の
経験や監査以外の業務の経験も考慮し
たアサインメント体制の構築、監査業務
と非監査業務の最適バランスの実現、
人財の多様化が進む中で業務の品質を
維持するための現場レベルでのモニタリ
ングの拡充や業務プロセス見直しの取
り組みなど、品質管理の優先領域は法
人の経営方針と密接に関連しています。
　このため当法人ではQMSEにアシュ
アランスリーダーをはじめとするリーダー
シップチームが深く関与し、あるべき品
質管理システムの姿について検討を重
ねています。

品質目標の設定、リスクの識別と対応

　当法人では、高品質な監査を提供す
るために不可欠の目標として15の品質
目標を定めています。
　これらの品質目標を達成するために
は、関連するリスクを的確に捉え、リス
クを低減させる必要があります。
　例えば、適切な人財の採用、人財の
育成という目標を達成する際に、採用
計画と現場のニーズが合致しないとい
うリスクや採用を推進する人事部門の
リソースが不足するリスクなどが考えら
れます。また、リモート環境下での円滑
な入所研修の実施が困難になるリスク
も考えられます。
　当法人では、現在の環境を踏まえて
15の品質目標に対してそれぞれリスク
を識別し、識別されたリスクに対して、
各領域の責任者がリスクを低減するた
め施策を整備し運用しています。

品質管理活動の評価と報告、
原因分析と是正措置

　QMSEでは独立した評価チームが、各
領域のリスク対応手続の整備状況と運
用状況の評価を行います。リスクに照ら
して整備状況の評価を行い、今までの自
己点検では発見しづらかった「個々の承
認プロセスはあるが、総量をモニタリン
グする仕組みがない」といった、全体像を
踏まえた問題点を捉え、是正するアク
ションをとることを目的としています。
　QMSEの評価結果と発見された事項
についての原因分析が、リーダーシップ
チームに報告され、リーダーシップチーム
は品質改善計画を策定し、各領域の責任
者がこれを実行していきます。
　発見事項に基づく改善施策の中で、特
に優先順位の高い施策をとりまとめたも
のが「4＋1」という品質向上のための施策
です。
　このように品質管理システムの評価が
経営方針と整合する形で実施され、その
評価結果を経営方針に反映することによ
り、機動的で効果的な品質管理が行われ
ています。

データ基盤と分析体制の確立

品質目標

1

担当者の
業務負荷
の見直し
とモニタ
リング

被監査会
社の業務
リスク見
直しと対
応

個別監査
業務のモ
ニタリン
グ（ホット
レビュー）
の拡充　

EPQによ
る監査業
務の実施
プロセス
の改善

4　1

1 2 3 4

■ 品質向上の取り組み「4＋1」

PwCあらたの「ガバナンス」 ▶  p.49

将来の監査領域に向けた取り組み  ▶  p.129

サイバーリスクに対する取り組み  ▶  p.132

契約の締結および更新  ▶  p.90 

アシュアランス変革  ▶  p.111

監査現場における品質管理  ▶  p.91

専門的な見解の問い合わせ  ▶  p.100

被監査会社の業務リスクの見直しと対応
▶  p.90

職業倫理と独立性・
契約の締結および更新  ▶  p.87

多様な働き方・キャリア実現のための
検討  ▶  p.77

目指すべき人財像を実現するための
取り組み  ▶  p.81

Performance Management／評価
▶  p.79

採用  ▶  p.72

研修  ▶  p.75

配置・アサインメント  ▶  p.73

監査業務の定期的検証  ▶  p.103

アシュアランス変革  ▶  p.111

成長支援の考え方  ▶  p.73サステナビリティ／
ESGサービス拡充のロードマップ  ▶  p.134

品質管理本部によるサポートおよび
モニタリング  ▶  p.86

リアルタイムでの電子調書のモニタリング
▶  p.118

PwCあらたの「品質管理」 ▶  p.83

◆目標8：教育研修

◆目標9：人財の配置

◆目標10：人事評価
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Executive Summary

PwC Japanグループ代表

木村 浩一郎

PwCはプロフェッショナル・サービス・ネットワークとして、世界152カ国に及ぶグローバルネットワークに
約328,000人のスタッフを擁し、高品質な監査、税務、アドバイザリーサービスを提供しています。
私たちPwCあらたは、このネットワークから世界の最新情報や潮流を把握し、
また海外拠点と協力しながら、顧客を支援しています。

PwCネットワーク

PwC Japanグループ代表のメッセージ

　COVID-19のパンデミックがいまだ
収束しない中、2022年2月にはロシア
によるウクライナへの軍事侵攻が始ま
りました。気候変動問題の解決も大き
な困難に直面しています。このような
中、これまで無条件に受け入れられて
いた社会全体に対する信頼に大きな
揺らぎが生じています。

　絶え間なく変動する不確実な環境
においてこそ、私たちは変化を前に萎
縮するのではなく、PwC Purposeの
目指す「信頼」の構築を実現するため
に、積極的に変化していく必要がある
と考えています。
　私たちPwC Japanグループは、
「The New Equation」と呼ぶ成長戦

略のもと、One PwCとしてさまざま
な能力や価値観を持った世界のプロ
フェッショナルがお互いを尊重し力を
合わせることで、企業や社会にとって
最も重要な2つのニーズである「持続
的な成長」と「信頼の獲得」の実現に貢
献してまいります。
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プライスウォーターハウスクーパース・インターナショナル・リミテッド
グローバルチェアマン（会長）

ロバート・ E ・モリッツ

Robert E. Moritz  
Chairman, PricewaterhouseCoopers International Limited

グローバルチェアマンのメッセージ

The need to build trust and drive outcomes needed for stakeholders becomes even 
more important in a changing landscape, especially with the continuing challenges 
the world is facing and how these challenges impact all of us.
We believe business has a responsibility to be a force for good in society, 
answerable not just to shareholders but to all stakeholders: staff, customers, 
communities, policymakers, regulators and society at large. This is necessary for 
companies to maintain a social license to operate, but more importantly it’s crucial to 
maintaining the healthy societies on which we all depend.
We believe that the PwC network plays a critical role in helping to build trust and 
drive those needed sustained outcomes. With quality at the forefront, we are 
committed to continuous improvement through our ongoing investments in digital 
technology and transforming our workforce through upskilling.
We are pleased to share the 2022 PwC Aarata Transparency Report with you.

　ステークホルダーと信頼を築き、ス
テークホルダーが求める成果を出すこ
と。目まぐるしく変化するこの時代にあ
っては、特に社会が直面する絶え間の
ない課題やその課題が私たちの社会
に与える影響を踏まえると、このことが
より一層必要となっています。
　企業には、社会をより良くする原動
力となり、株主だけではなく、従業員、

顧客、コミュニティ、政策立案者、規制
当局、さらには社会全体といった全て
のステークホルダーに対して責任があ
ると考えます。このことは、企業が社会
で持続的に事業を営むために必要な
ものですが、誰もが必要とする社会の
健全性を維持するためにも極めて重
要なものと考えます。
　PwCネットワークは、信頼を築き、

求められる持続的な成果を出すため
に、重要な役割を果たすことができる
と確信しています。私どもは、品質を第
一に考え、デジタルテクノロジーへの
継続的な投資やスキルの向上等を通
じた人財変革により、品質を常に向上
させていきます。  
　「監査品質に関する報告書2022」を
ご高覧いただければ幸いです。
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　グローバルボードはPwCILのガバナンスに関す
る責任を負うとともに、ネットワーク・リーダーシッ
プチームを監視する役割を担います。グローバル
ボードは対外的な役割は負っていません。ボードメ
ンバーは全てのメンバーファームのパートナーの中
から、改選期におけるグローバルでの選挙を行い、
日本からも監視委員会委員である足立晋（当法人
の代表社員）がグローバルボードのメンバーとして
参加しています。

　PwCネットワークは世界中の国々で運営されてい
る独立したファームの集合体です。PwCネットワーク
内のファームは'PricewaterhouseCoopers Inter-
national Limited（PwCIL）'のメンバーであり、
'PricewaterhouseCoopers'の名称を使用する権利
を有しています。
　PwCあらた有限責任監査法人は日本における
PwCILのメンバーファームとなっています。PwCネット
ワークのメンバーとして、各国のファームはそのナレッ
ジやスキル、リソースを共有しています。これにより、各
国のファームは国内での法制度や規制、業界実務等の
知見の優位性を保ったまま、グローバルに業務を展開
している企業に対しても国際的な水準の高品質のサー
ビスを提供することが可能となります。
　PwCネットワークのメンバーであるということは、
同時に、PwCネットワークで定められている共通の
厳格な基準を遵守していることを意味します。各国の
ファームは、提供する業務内容、職業倫理、独立性、法
令遵守等に関する品質管理およびそのモニタリング
活動を行うことになります。

「PwCネットワーク」とは

グローバルボード

　ネットワーク・リーダーシップチームは、PwCネッ
トワークにおける全体の戦略を決定し、メンバー
ファームが遵守すべき基準を策定する責任を負っ
ています。ロバート・E・モリッツ（Robert E. Moritz）
は、ネットワーク・リーダーシップチームのグロー
バルチェアマン（会長）です。

ネットワーク・リーダーシップチーム

世界152カ国、
サービス提供法人688法人、

327,947名のスタッフ

01
Feature

所在国152カ国

PwCの総人数327,947名
パートナー 12,702人のうち女性比率は23%

オフィス688都市

クライアント

社会活動

業務利益

※フォーチューン誌が発表している世界の企業売上高ランキング

（Fortune Global 500企業中※）

※2022年7月、PwCロシアおよびPwCベラルーシのPwCグローバルネットワークからの離脱が完了しています。
　https://www.pwc.com/jp/ja/press-room/statement-on-pwc-russia-sanctions-update-220706.html

84%

コミュニティ活動参加人数
34,254人
従事時間
約789,600時間

総収益           503億米ドル
13.4%UP

アシュアランス180億米ドル
7.6%UP

アドバイザリー207億米ドル
23.5%UP

法務・税務    116億米ドル
6.8%UP

PwC ネットワーク

Executive Summary
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　PwCILは英国にある法人であり、クライ
アントに対する業務提供は行いません。
PwCILは、主要なエリアについてのPwC
全体の戦略、ブランド、品質管理に関するポ
リシーを作成し、適用を主導します。各国の
ファームは'PricewaterhouseCoopers'
の名称とともに、PwCネットワーク内のさ
まざまなリソースや監査手法を共有するこ
とができますが、そのためにはPwCネット
ワークで定められている共通の厳格な基準
を遵守することが必要となります。

PricewaterhouseCoopers
International Limited（PwCIL）

　各国のファームはPwCILや他国のファームの代理人として行動
することはできません。また、PwCILが各国のファーム自身の専門
的な判断の行使をコントロールすることはありません。

PwCネットワークのガバナンス

　グローバル・リーダーシップチームは、ネットワーク・
リーダーシップチームおよびPwCネットワークの会長よ
り指名されたメンバーから構成され、ネットワーク・リー
ダーシップチームおよびPwCネットワークの会長に対
する報告責任を負っています。チームのメンバーは、ネッ
トワーク・リーダーシップチームにより策定された戦略
を実行し、各国における私たちの業務に係るさまざまな
活動をコーディネートするために組成されたチームをリー
ドします。

グローバル・リーダーシップチーム

　ストラテジーカウンシルは、世界各地域における主要な
メンバーファームのリーダーで構成されており、ネットワー
ク全体の戦略的方向性に対する同意を行い、戦略の遂行の
整合性を促進させます。日本におけるPwCネットワークの
メンバーファーム（当法人を含む）およびそれらの関連会社
により構成されるPwC Japanグループのグループ代表で
ある木村浩一郎（当法人の代表社員）は、ストラテジーカ
ウンシルのメンバーであり、ネットワーク・リーダーシップチー
ムとの関係を維持・構築しています。

ストラテジーカウンシル

国内での知見の優位性を
保ったまま、国際水準の
高品質サービスを
提供可能

03
Feature

PwCのグローバル
ネットワークを活用できる
ナレッジと専門性

02
Feature

　PwCグローバルネットワークは、世界各国・地域に、日本企業のビジネスを支援するため、会計・監査をはじ
めとする専門家から構成される日本企業支援ネットワーク（JBN：Japanese Business Network）を構築し
ています。2022年6月30日現在、JBNには663名（うち、日本語対応可能461名）の専門家を配置しています。

PwCネットワークとの連携

JBN所在国・
地域

41カ国
欧州、中・東欧／

アフリカ

132名
アジア・
パシフィック

348名
米州

183名
拠点数

107カ所 日本語対応可能な人数
45名

日本語対応可能な人数
295名

日本語対応可能な人数
121名
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PwC Japanグループ

PwC Japanグループ 

PwCコンサルティング合同会社

PwCアドバイザリー合同会社

PwC税理士法人

PwC弁護士法人

PwCあらた有限責任監査法人

PwC京都監査法人

PwC総合研究所合同会社

PwCサステナビリティ合同会社

PwCビジネスアシュアランス合同会社

PwCビジネスソリューション合同会社

Executive Summary

　PwC Japanグループは、日本におけるPwCグローバルネ
ットワークのメンバーファームおよびそれらの関連会社の総
称です。各法人は独立した別法人として事業を行っています。
　複雑化・多様化する企業の経営課題に対し、PwC Japan
グループでは、監査およびアシュアランス、コンサルティング、
ディールアドバイザリー、税務、そして法務における卓越した専

門性を結集し、それらを有機的に協働させる体制を整えてい
ます。
　また、公認会計士、税理士、弁護士、その他専門スタッフ約
10,200人を擁するプロフェッショナル・サービス・ネットワー
クとして、クライアントニーズにより的確に対応したサービス
の提供に努めています。

　私たちは、プロフェッショナルサービスの品質がマーケッ
トや社会に与える大きな影響力を認識しています。PwCグ
ローバルネットワークの定める厳格なポリシーを踏まえた

品質基準やガバナンスに関わるルールを策定し、ネットワー
クと緊密に連携しながら、高品質なサービスの提供を追求
しています。

PwC Japanグループのガバナンス・組織体制

PwC Japanグループの
ガバナンス体制について

PwC Japanグループの各領域を代表するパートナー
により構成された合議体であるGeneral Oversight 
Committeeが、PwC Japanグループ執行体制の活
動を監視・監督し、グループ内連携のガバナンスを推
進します。

PwC Japan グループの
執行体制について

PwC Japanグループの執行体制は、各領域を統括す
る責任者のメンバーによって構成されています。

PwC Japanグループと
PwCあらたの意思決定

　PwC Japanグループの執行体制のもと、日本のメンバーファー
ム間の協力、共通の方針の協議、独立性等の情報交換、そのため
の基盤整備に資する枠組みの構築を議論し、その議論の内容を 
PwC Japanグループのガバナンス体制が監視・監督しています。
　当法人がその業務運営において日本のメンバーファーム間の協
力及び共通の方針の協議に合意す
る場合は、あくまでも当法人による
独自かつ任意の判断（監査法人の機
関による独立した意思決定）に基づ
くものであり、かつ、日本の法令等
の許容する範囲に限られています。
そして、当法人の意思決定の内容を
当法人の監視委員会が独立して監
視・監督しています。
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■ PwC Japanグループの注力分野

■ インクルージョン&ダイバーシティ

■ PwC Japanグループの業務収益

Fact and Figures

※「One PwC」は、PwCグローバルネットワークまたはそのメンバーフォームを指しています。各メンバーフォームは独立した法人として事業を行っています。

• M&A・経営統合
• 事業再生・事業再編
• インフラ・都市開発

ディールを通じたValue Creation
（価値創造）の実現へ

One PwC

• 環境・社会課題解決を通じた
  持続的成長を包括的に支援

長期的な企業価値向上のための
本質的なサステナビリティ経営を
実現

インシデント対応の各段階に応じた
サービスで日本企業の信頼および
企業価値向上を支援

• 業種・業界の特性を踏まえた幅広い 
  観点から、新時代のセキュリティ対策
  を総合的に支援

Inclusion Networkは、PwC Japanグループのメンバーの誰もが参加できるコ
ミュニティです。各テーマの当事者や、そのテーマに関心を持っているメンバーが
お互いを理解し、自分たちに何ができるかを考え、行動を起こしていくための対話
や交流が行われています。

デジタル時代の信頼
「Digital trust」構築を推進

• データアナリティクス／
  AIの活用からビジネス変革へ
• 企業のAI活用を支援する
  「AI Lab（エーアイラボ）」

データ資産を最大限に活用し
ビジネスにおける価値創造を促進

• インシデントの予防（Prepare）
• 企業価値毀損の最小化と早期回復
  （Respond & Recover）
• さらなる企業価値向上
  （Transformation）

Assurance
PwCあらた有限責任監査法人

PwC 京都監査法人

Deal Advisory
PwCアドバイザリー合同会社

Consulting
PwCコンサルティング合同会社

Deals  p
latfo

rm
Data and analytics／AI Lab

ESG
 and sustainability Ri

sk
 a

nd
 g

ov
er

na
nc

e

Digital trust

女性比率

Inclusion Networkの登録者数

37%

Ability　356名 LGBT＋　443名
xCulture　430名 Working Parents　349名

外国籍スタッフ
出身国　38カ国
人員数　584人

法定決算ベース／グループ単純合計

■ PwC Japanグループの
　人員
※2022年6月末時点に在籍している
　正社員、有期雇用、Expat、
　一般事業会社受入

2,279億円

7000
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

9000

約10,200人
11000

約9,000人
業務収益 約9,400人

約8,100人

約7,300人

　PwC Japanグループでは、One PwC※ としてさまざまな専門家がスク
ラムを組み、人ならではの発想力や経験と、テクノロジーによるイノベーシ
ョンを組み合わせながら、次の5つの分野に注力して企業の持続的な成長
とそのための基盤となる信頼の構築を支援しています。監査という観点か

らは、各分野において蓄積した知識や経験をもって、より専門的な知識が
必要な分野においては監査人の利用する専門家としての関与や必要に応じ
てリスク評価における専門的なインプットの提供など組織の垣根のない支
援をもって監査品質の向上に貢献しています。

Tax
PwC 税理士法人

Legal
PwC 弁護士法人
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2022年度監査品質指標（AQI）
当法人は監査品質を見える化するための取り組みとして
「監査品質指標（AQI：Audit Quality Indicators）を設定し、この数値をモニタリングして、
必要な改善活動を実施しています。

人財

人財定着

● 職員エンゲージメント
調査の結果

p.14

p.145

人財育成

● 人財交流（出向・異動） ● パートナーに占める
海外赴任経験者割合

● 監査従事者の平均研修受講時間
  （研修受講単位ベース）

168名
PwCネットワーク内（海外を含む）での異動

p.145

PwCネットワーク外への出向

p.145

50%2022年度 2022年度

p.82

61.7時間

● 退職率 ● 平均有給休暇取得日数
　（パートナーを除く）

● 男性の育児休暇取得率WEF
指標

WEF
指標

WEF
指標

WEF
指標

WEF
指標

WEF
指標

インクルージョン&ダイバーシティ

p.72

● 日本の公認会計士および
　試験合格者等以外の比率

40%

2022年度 2022年度 2022年度 2022年度

p.72

● 女性比率

30.4% 18.6%

全体に占める割合

p.145

マネージャー以上

p.72

● PwCあらた在籍スタッフの
出身国数（日本含む）

22カ国

p.116

PwC Japanグループとしての
テクノロジーへの投資金額

約100億円
2022年度 2022年度 2022年度

414名 99.9%
p.121

デジタル研修受講完了率

p.116

デジタル化の推進者数

WEF
指標

Executive Summary

変革への投資

2021年度 
71%

2021年度 
102名

71%

2022年度

2021年度 
45%

2021年度 
33.5%

2021年度 
17.1%

2021年度 
22カ国

p.145

2021年度 
77% 88%

2022年度

p.145

2021年度 
16.2日 17.2日

2022年度

p.78

2021年度 
8% 9%

2022年度

2022年度
2021年度 
16名

2021年度 
48%

2021年度 
62.1時間18名2022年度

2021年度 約89億円 2021年度 352名 2021年度 99.9%

　監査業務は、カルチャーの醸成、ガバナンス、人財、品質
管理活動、テクノロジーの活用等のさまざまな要素を組み
合わせたプロセスを経て、監査報告書の発行に至ります。本
図表はそれぞれの構成要素が監査報告書の発行にどのよう
につながり、AQIが最終的な監査品質とどのように関係して
いるのかを示しています。開示しているAQIは、2019年度か
ら導入しているQMSEという品質管理のフレームワークに

基づき設定した指標のうち、ステークホルダーに開示する
べきであると判断した指標であり、当該AQIは、日本公認会
計士協会「監査品質の指標（AQI）に関する研究報告」を全
て網羅しています。さらに、PwCネットワークにおける海外
の開示動向も踏まえ、世界経済フォーラム（WEF：World 
Economic Forum）の提示する21の指標に関連した指標
も開示し、ESGに関する開示を段階的に拡充しています。

p.152

● 男女の賃金比率

83.1%

2022年度

WEF
指標

p.72

● 中途採用の職員数

273名
2022年度

2021年度 
158名
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品質管理本部のサポート体制整備

レビューアーの稼働時間

専門的な見解の問い合わせ

● 品質管理業務の人員数

p.86

25.8%

監査従事者に占める品質管理本部の人員比率（マネージャー以上） 正式な専門的な見解の問い合わせ数 見解の相違に基づく審査会の開催数

p.106

● 設立以降の金融庁による行政処分

p.106

● 設立以降の日本公認会計士協会の
品質管理レビューの結果に基づく措置

p.147

外部検査による処分

監査意見の修正が必要

定期的検証

検証結果の対応

● 監査報告書等の再発行を伴う財務諸表の
修正再表示

※WEF指標：世界経済フォーラムで提言された21の指標に関連する指標

品質管理本部によるサポートおよびモニタリング

監査品質の検証

2021年度 23.7% 2022年度

p.100

457件2021年度 552件 2022年度

p.86

0件2021年度 0件 2022年度

● ホットレビュー ● 定期的検証 ● 合計

p.103

8,722時間2021年度 
8,062時間

2022年度

p.103

4,281時間2021年度 
3,762時間

2022年度

p.103

13,003時間2021年度 
11,824時間

2022年度

0件2021年度 4件 2022年度0件2021年度 0件 2022年度0件2021年度 0件 2022年度

職業・倫理独立性 デジタルの活用

● 独立性に関する検査 ● Aura（電子監査調書システム）導入率

● Connect 上場被監査会社への導入率
 

100%
独立性に関する確認への回答率

WEF
指標

監査品質を支える取り組み

2022年度2021年度 100% 100%2022年度2021年度 100%

88.2%2022年度2021年度 89.8%

p.89 p.126

p.125

● 独立性に関する検査 ● Halo 上場被監査会社への導入率

6名
認識された違反人数

2022年度2021年度 7名 60.8%2022年度2021年度 47.0%
p.89 p.127

● テクニカル・コンピテンシー・センター関与率

100%2022年度2021年度 94.4%
p.122

p.104

● 定期的検証の結果

0件
2022年度

2021年度 
0件

p.104

対象件数

32件
2022年度

2021年度 
25件

p.104

パートナーカバー率

47%

2022年度

2021年度 
41%

p.104

重要な指摘事項なし

31件
2022年度

2021年度 
24件

p.104

重要な指摘事項あり

1件
2022年度

2021年度 
1件
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Q.この1年で、世の中はどう変わ
り、何が重要な社会課題に
なったと考えますか。

井野　2020年初頭から続いてきた
COVID-19のパンデミックは、デルタ
株からオミクロン株への置き換わり
やワクチン接種率の向上等により、当
初と異なった対応が求められるよう
になりました。国によっては厳しかっ
た国境管理の簡略化やPCR検査結
果・ワクチン証明書の提示義務の免
除等が行われるなど、全体的な感染
者数や医療資源の逼迫度合いを見据
えながら、世界は徐々にウィズコロナ

の時代に移行しつつあると考えられ
ます。
そんな中、2022年2月24日に生じたロ
シアによるウクライナへの侵攻は、これ
までわれわれが暗黙の了解としてきた
国際社会の前提を大きく覆しました。国
際秩序の枠組みの中で解決が叶わず、
国際社会の中で大きな力を持つ国が、
侵攻という方法を選択したのです。
この侵攻は相互依存を深めてきた国
際社会にも大きな影響を及ぼし、燃料
価格や食品価格のインフレは最も直
接的に影響が及んだ部分でしょう。日
本に関して言えば、金利政策の違いに
よる円安の急激な進行がそうした物

価上昇にさらに拍車をかけています。
私たちは再び分断の時代に生きてい
ます。

久保田　環境問題も、外部不経済の
扱いを巡って分断が顕著です。化石燃
料を中心としたエネルギー事業とそれ
を前提とした社会構造を変革せずに
GHG（温室効果ガス）問題を解決する
ことはできません。しかし、その変革は
同時に既得権益を持つ当事者にとって
は大きなリスクであり、気候変動対策
を進めようとする動きとの間に対立が
生まれています。
COVID-19の拡大やロシア・ウクライ

ナ問題などの対立を助長するのが、デ
ジタルに発信されたデマやフェイク
ニュース等でした。捏造技術の高度化、
ハッキング等のサイバーセキュリティ
リスクの高まり、匿名性の高いSNSの
利用者側の倫理不足やAI等の制御手
法の未熟さから、信頼性の不確かな情
報も社会に溢れています。

井野　日本国内に目を向けると、岸
田政権が掲げている成長と分配の好
循環を軸とした新しい資本主義は、
人への投資を積極的に行うことで、
外部環境の変化に柔軟に対応し継
続的に成長していくための政策と捉
えられます。人的資本の潜在価値の
大きさが認識される一方で、人的資
本の所有者は経営者ではないという
事実が改めて注目されています。生
産者としても消費者としても世代交
代が進む中で企業が新たな価値観
のもとで選別される時代に入ろうと
しており、投資家も意思決定のため

に人的資本開示も含めた非財務情
報を求めています。
2022年4月、日本取引所グループに
おいて資本市場が再編され、国際的
な投資家が集まることを目指したプラ
イム市場が稼働を開始しました。我が
国の資本市場がさらに強くなるために
は、プライム市場における情報の信頼
性と有用性が高まることが重要であ
り、私たちも含めて市場での役割を有
する存在の果たすべき責任も重くなっ
ていると感じます。

Q.このような不確実性の高まった
時代において、世の中の価値観
やニーズはどのように変わって
きていると考えていますか。

井野　これまでにないスピードで世
界が変容し、社会の分断が顕在化
し、世の中の信頼が大きく揺らぐ中
で、私たちは、柔軟に対応し変化し
続けることを求められています。不

安や変数が多数存在し過去の延長
線上に未来が約束されない時代に
おいて、常に変わり続けることが求
められる一方で、自分が何を大切に
して、何を求め、どこに向かっていく
のか、自分はどうありたいのかを見
つめ直すことで、普遍的な価値観が
再認識されたと思います。そして、そ
の価値観に基づく自身の行動が社
会にどのようなインパクトをもたらす
のかということを考え、明確に発信
することが重要視されるようになっ
ています。

久保田　私たちのクライアントを含む
多くの企業においても、自社の社会的
なインパクトを見つめ直し、事業を通
じた社会貢献を実現することを目指し
たサステナビリティ経営へのシフト
チェンジが行われています。企業経営
や個人の価値観が短期的な成果だけ
ではなく長期的な価値創造力や社会
へのインパクトなどを重視する動きへ

シフトする中で、気候変動、サーキュ
ラーエコノミー、サイバーセキュリティ、
人的資本や人権などのサステナビリ
ティ情報への関心が一層高まってい
ます。

久保田　また、テクノロジーの進化に
より、世界のあらゆるボーダーが取り
払われ、世界の可能性が無限に広がっ
ています。デジタル社会においては情
報の量と速度は飛躍的に増加し、距離
や空間の制限がなくなります。一方で、
情報によるボラティリティの高まりに
よる影響力の大きさや拡散スピード
は、時に私たちの想定を超えるものと
なり、匿名性により責任なく発信され
る情報の信頼性の問題や情報を受信
する側と発信する側での情報の非対
称性の存在、サイバーセキュリティリス
クなど、デジタル時代の新たな問題へ
の対応が求められます。テクノロジー
を使うのは人間であり、玉石混交の大
量の情報を利用し正しく分析するため
の能力が求められると同時に、発信さ
れた情報を安心して利用するための情
報への信頼の付与が非常に重要なも
のとなっています。

井野　様々な経営者の方々との対話
で感じるのは、短期的な収益にも配慮
しつつ、外部不経済を取り込みながら
長期にわたって経済的価値を創出し
続け、未来の世代に豊かな社会を繋い
でいくバランスのとれた意思決定を行

い、そして対外説明して支持を得るこ
との難しさです。自分の代では芽が出
ないかもしれないことであっても、長
期的な未来を見据えて投資をしたいと
いう意思がある一方、投資を決めた人
と投資の責任を負う人あるいは投資の
成果を享受する人が世代を超えて存
在することで、対立が生じかねないと
いう問題があります。これはもはや経
営者の個人的な勇気や判断で成立す
るものではなく、組織の内外で共感が
得られて初めて真の協力が生まれ、よ
うやく達成できる難しいバランスを目
指す経営判断のように思われます。
正しい情報に基づく透明な判断を共有
し対話することで、利害を調整しなが
ら影響力の大きな行動を導くことがで
きるのではないでしょうか。
私自身も法人経営を進める中で、将
来世代が実現したい未来を思い描け
るために「未来をより良いものにする
ために、どう働きかけたいのか」を全
員に問いかけ、仲間の意見も共有し、
将来を見据えた対話を行う中で1つの
文化に昇華させていきたいと願ってい
ます。

Q.環境や価値観の変化は、監査
を含めたアシュアランスのあ
り方にどのようなインパクト
を与えますか。

井野　企業が重要な情報を開示する
時こそ、外部によるアシュアランスの意
義があります。企業が変化に対応する
ときこそ、外部によるリスク感度の高い
保証が役に立ちます。社会が安心して
開示された情報を利用できるために
は、第三者保証報告書が添付されてい
るだけでは十分とは言えません。ア
シュアランスのフレームワークや焦点
が世に共有されていること、情報の脆
弱さに対するリスク感度の高い第三者
が、専門性とIT技術で裏打ちされた証
拠固めを行っていることが大切になる
と思うのです。
こうした監査のあるべき変化に向け
て、部分的ですが既に対応が始まって
います。監査基準委員会報告701（監
基報701）が適用され、監査上の主要
な検討事項により保証のありようを説
明していく実務は2022年3月期に本
番適用2年目を終えました。財務諸表

と同時にその他の情報の一部として
開示されている非財務情報について
は、監査基準委員会報告720（監基報
720）の改定により、今まで以上に一歩
踏み込んだ理解を行い、監査の実施過
程で知り得た情報との整合性に気を配
ることや、必要に応じて質問や矛盾点
等を指摘することが2022年3月期から
求められています。また、IT環境につい
ても2023年3月期に適用となる監査
基準委員会報告315（監基報315）の
改正版では、企業の内部統制やIT環境
への理解を深めることで、深度のある
リスク評価を行い、リスクに対応した
より適切な監査手続の実施が期待さ
れています。
しかし、これらは始まりに過ぎませ
ん。監基報720は開示された情報それ
自体が正しいか監査しているもので
はありませんし、監基報315もリスク
評価に何を取り込むのか次第で監査
の実質的な中身が変わります。監基
報701も表面的な対応に終始すれば
ボイラープレート化する危険がありま
す。非財務情報もITリスクへの対応も
さらには保証の焦点の説明も、それぞ

れ投資家等に対する有用性と信頼性
を高めるよう作成者と監査人が個別
に努力し、結果を社会に説明し、利害
関係者の判断に資する対応を重ねて
いくことで、市場から選ばれる企業、
市場から選ばれる監査人が自然に定
まっていくと考えています。

久保田　非財務情報であっても、開
示を行う上で一定の判断が必要とさ
れることに着目すると、これまで財務
諸表監査で培ってきた考え方のフレー
ムワークとの親和性が高い分野にな
ります。これを踏まえると、監査やア
シュアランスに従事してきた者として、
これまでの知見を最大限に活かし、基準
やガイダンスの検討に関わっていくこ
とが今後求められていくでしょう。ま

た、基準等の検討への関与だけでは
なく、その信頼性を担保するために
も、非財務情報の保証にかかるプラッ
トフォーム構築の段階で信頼性を確
保するためのプロセスを組み込むな
ど、保証という観点からのアプローチ
も期待されていると考えています。
プラットフォームの構築への関与と
いう点については、特にデジタルやIT
の分野での保証の実現が重要な位
置を占めてくると考えられます。この
数十年で既に私たちが経験してきた
ように、ITの台頭は社会の変化を加
速させてきました。インターネットと
いう分野に絞っても、匿名性や距離
や空間の縛りがないという特性によ
り、私たち一人一人の世界は大きく広
がりました。一方でデジタル環境にお
いては、扱える情報の量や速度が格
段に上がり、結果として1つの情報に
対する社会のボラティリティが極め
て高い状況になっています。これは
当然良い方向にも作用し得るもので
すが、同時に何かネガティブな情報
や信頼性のない不確かな情報もあ
っという間に拡散されてしまうという
リスクも抱えています。
このような環境下においては、事後
的に検証し確認するという今の保証
の枠組みでは対応しきれない部分が
出てきます。今後は、プラットフォー
ムなどの中にインフラとして保証の
観点を組み込むことで、リアルタイ
ムで保証を実現していく仕組みづく
りが不可欠になっていくと考えてい
ます。

井野　足元の会計不正の件数は減少
しておらず、監査法人の一番の責任で
ある監査により会計不正を発見する役
割について、常に基本に立ち返り、十
分に責任を果たせているのかを省み

る必要があります。しかし、そのやり方
が従来型のものであっては企業の変
化に追いつけないため、新しい監査の
着眼点、新しい監査の技術、新しい人
間性の理解により対処していくべきも
のだと考えます。

Q.類を見ないほどのスピードで
環境が変化する中で、PwCあ
らたはどうあるべき、何をすべ
きと考えますか。

井野　私たちが組織として持続可能
でありPurposeを実現していくため
には、起こり得る未来を想定し、先を
見据えた取り組みを行っていくこと、
柔軟に変革し続けながらも、軸足を
しっかり定めておくことが重要だと考
えます。

久保田　Purposeである「社会におけ
る信頼を構築し、重要な課題を解決す
る」ことを実現するため、監査だけでは
なくアシュアランスというより幅広い
観点から行動することが求められてい
ます。私たちPwCは、既に基準がある
分野における信頼の構築だけではな
く、明確な基準のないところに適切な
ものさしを作るという、基準の1つ先の
世界に足を踏み入れていきます。私た
ちは、「監査変革」から「アシュアランス
変革」に進化していきます。

10年後創造プロジェクト

私たちは、未来が過去からの延長線
上にあるとは限らない不確実性の大
きな時代において、起こり得る未来に
ついて複数のシナリオを想定しなが
らも、実際に起こりつつある変化に対
しては、いち早く対応していく適応力
を有する組織が、環境や社会を含む

広範なステークホルダーに貢献しな
がら、企業価値を最大化し、持続可能
なビジネスモデルを構築することがで
きると考えました。
また、変化の時代において私たち自
身が柔軟に変革し続けていくために
は、より多面的な視点が必要です。マ
ネジメントのみが法人戦略策定に関
与するのではなく、時代や価値観の
変化に対して感度の高い現場を担う
若い世代の職員が、自ら未来の社会
に対する視点を築き上げることで、一
人一人の職員が経営目線で日々の業
務に向き合うことのできる自律性の
ある組織が生まれていくとも考えま
した。このような観点から、若手を中
心に2030年にあり得る未来を「政治
経済」「気候変動」「信頼」の軸から4
つの未来シナリオ「SF社会の到来」
「環境危機に団結する社会」「新たな
冷戦時代へ」「ディストピア化する社
会」をまとめて公表しています。私た
ちのVision2030の重要なインプット
です。
詳細は「10年後創造プロジェクト」
をご覧ください。

マテリアリティについて

私たちが掲げるPurposeを実現し、
アシュアランスの専門集団として社会
に持続的に存在するために、社会にと
って重要なこと、私たちにとって重要
なことを2年間にわたり温めたり冷や
したりしながら議論を行い、最も重な
り合う領域としてマテリアリティを策定
しました。
その策定過程では、経営会議での議
論を基礎として、パートナーミーティ
ング、監視委員会や外部の有識者が
いる公益監督委員会と意見交換しま
した。また、現在はアカデミアやアナ
リストの方とも意見交換を始めていま
す。私たちのマテリアリティは、➀持
続可能で品質の高いプロフェッショナ
ルサービスの提供➁人財育成／優秀
な人財の獲得と維持／従業員エンゲー
ジメント➂インクルージョン＆ダイ
バーシティ➃情報セキュリティ／テクノ

ロジーの責任ある利用➄倫理的かつ
誠実な文化の醸成➅従業員のウェル
ビーイングの6つと定めました。

井野　マテリアリティを追求する事
業戦略を立案し、実行するリーダー
シップチームの機能を再検討し、
2022年7月1日より以下の変更を行い
ました。マテリアリティを追求する人
選の結果、経営会議の多様性が昨年
より向上しました。なお、執行役の選
定は、代表執行役が立案し、監視委員
会の同意を経て決定しています。

マテリアリティを追求する
リーダーシップチーム

● 持続可能で品質の高いプロフェッシ
ョナルサービスの提供を進めるた
め、監査担当執行役を追加配置し、
副代表の兼務を解消します。また、
顧客の立場に立って難題を解決して
きた経験豊富なパートナーが常に
経営会議に参加し、内向きの議論を
牽制していきます。

● 人財領域については複数のマテリア
リティがあり、人事領域の強化を決
めました。具体的には、採用からアル
ムナイまでの人事機能の企画・運営
を行う人事の責任者としての担当執
行役に加え、中立の立場で職員と対
話しながら目指す企業文化への改善
を推進するとともに、そこで活躍でき
る人財像の策定と人財開発を企画
する執行役を新しく配置しました。経
営判断の場面において、目指すべき
企業文化との乖離が見られれば、人
事担当執行役や事業を所管する執
行役と対等の立場より、経営の方針
や施策について意見し、より良い解
決を導くための取り組みです。

● テクノロジーの責任ある利用をさら
に推進するため、IT専門家が常に経
営会議に参加します。

Q.目指す姿を踏まえて、今の
PwCあらたの現在地と挑戦
を教えてください。

久保田　変化が激しい時代において
どのようなことが今後求められている
のか、予見しづらい時代となっていま
す。その中でも確実なのは、デジタル
化が進展していくこと、それに基づい
たデータの信頼性に関する重要性が
増していくこと、そして、それらを利用
した個々人の価値観、活動が多様化し
ていくことです。これらの変化に対応
するためには、部分的なデジタル化や
ツールの導入では不十分であり、私た
ち自身が常に変わり続ける、そのため
に多様な人財を受け入れ続けることが
必要であり、それはカルチャーまで踏
み込んで初めて実現できるものです。
仕組みについては多くの取り組みが進
みましたが、デジタルや多様性など、ま
だまだ深化が必要な事項は多々ありま

す。ただし、変わり続けること自体につ
いてのカルチャーは根付いており、今
後のさらなる社会の変化を捉え続けら
れる基礎はできていると考えています。

井野　久保田さんの熱意と前を向く姿
勢は、私も含めた多くの人を惹きつけて
います（笑）。PwCあらたはおかげさま
で設立から16年が経過し人数も3倍以
上に成長することができました。他方で
時間の経過とともに世代交代も進み、
設立当初の想いを、時代の変化に合わ
せながら、組織全体で共感していく必
要があると考えています。私は事務所
設立時にパートナーではありませんで
したが、リーダーたちのサポートをして
いたので、パートナーシップの素晴らし
さや国際目線にこだわる理由などにつ
いてダイレクトな精神注入も相当いた
だきました（笑）。「日本の監査にあらた
な風を吹かせたい」と願って立ち上げ
たのですから、今年どんな新しいこと
ができたのかを語れないようでは一同
失格なのです。私たちのいる場を創って
きてくれた多くの先達への感謝を、まだ
見ぬ未来のメンバーに還元していきます。
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久保田 正崇PwCあらた有限責任監査法人 執行役副代表
（アシュアランスリーダー／アシュアランス変革担当／企画管理担当）

Q.この1年で、世の中はどう変わ
り、何が重要な社会課題に
なったと考えますか。

井野　2020年初頭から続いてきた
COVID-19のパンデミックは、デルタ
株からオミクロン株への置き換わり
やワクチン接種率の向上等により、当
初と異なった対応が求められるよう
になりました。国によっては厳しかっ
た国境管理の簡略化やPCR検査結
果・ワクチン証明書の提示義務の免
除等が行われるなど、全体的な感染
者数や医療資源の逼迫度合いを見据
えながら、世界は徐々にウィズコロナ

の時代に移行しつつあると考えられ
ます。
そんな中、2022年2月24日に生じたロ
シアによるウクライナへの侵攻は、これ
までわれわれが暗黙の了解としてきた
国際社会の前提を大きく覆しました。国
際秩序の枠組みの中で解決が叶わず、
国際社会の中で大きな力を持つ国が、
侵攻という方法を選択したのです。
この侵攻は相互依存を深めてきた国
際社会にも大きな影響を及ぼし、燃料
価格や食品価格のインフレは最も直
接的に影響が及んだ部分でしょう。日
本に関して言えば、金利政策の違いに
よる円安の急激な進行がそうした物

価上昇にさらに拍車をかけています。
私たちは再び分断の時代に生きてい
ます。

久保田　環境問題も、外部不経済の
扱いを巡って分断が顕著です。化石燃
料を中心としたエネルギー事業とそれ
を前提とした社会構造を変革せずに
GHG（温室効果ガス）問題を解決する
ことはできません。しかし、その変革は
同時に既得権益を持つ当事者にとって
は大きなリスクであり、気候変動対策
を進めようとする動きとの間に対立が
生まれています。
COVID-19の拡大やロシア・ウクライ

ナ問題などの対立を助長するのが、デ
ジタルに発信されたデマやフェイク
ニュース等でした。捏造技術の高度化、
ハッキング等のサイバーセキュリティ
リスクの高まり、匿名性の高いSNSの
利用者側の倫理不足やAI等の制御手
法の未熟さから、信頼性の不確かな情
報も社会に溢れています。

井野　日本国内に目を向けると、岸
田政権が掲げている成長と分配の好
循環を軸とした新しい資本主義は、
人への投資を積極的に行うことで、
外部環境の変化に柔軟に対応し継
続的に成長していくための政策と捉
えられます。人的資本の潜在価値の
大きさが認識される一方で、人的資
本の所有者は経営者ではないという
事実が改めて注目されています。生
産者としても消費者としても世代交
代が進む中で企業が新たな価値観
のもとで選別される時代に入ろうと
しており、投資家も意思決定のため

に人的資本開示も含めた非財務情
報を求めています。
2022年4月、日本取引所グループに
おいて資本市場が再編され、国際的
な投資家が集まることを目指したプラ
イム市場が稼働を開始しました。我が
国の資本市場がさらに強くなるために
は、プライム市場における情報の信頼
性と有用性が高まることが重要であ
り、私たちも含めて市場での役割を有
する存在の果たすべき責任も重くなっ
ていると感じます。

Q.このような不確実性の高まった
時代において、世の中の価値観
やニーズはどのように変わって
きていると考えていますか。

井野　これまでにないスピードで世
界が変容し、社会の分断が顕在化
し、世の中の信頼が大きく揺らぐ中
で、私たちは、柔軟に対応し変化し
続けることを求められています。不

安や変数が多数存在し過去の延長
線上に未来が約束されない時代に
おいて、常に変わり続けることが求
められる一方で、自分が何を大切に
して、何を求め、どこに向かっていく
のか、自分はどうありたいのかを見
つめ直すことで、普遍的な価値観が
再認識されたと思います。そして、そ
の価値観に基づく自身の行動が社
会にどのようなインパクトをもたらす
のかということを考え、明確に発信
することが重要視されるようになっ
ています。

久保田　私たちのクライアントを含む
多くの企業においても、自社の社会的
なインパクトを見つめ直し、事業を通
じた社会貢献を実現することを目指し
たサステナビリティ経営へのシフト
チェンジが行われています。企業経営
や個人の価値観が短期的な成果だけ
ではなく長期的な価値創造力や社会
へのインパクトなどを重視する動きへ

シフトする中で、気候変動、サーキュ
ラーエコノミー、サイバーセキュリティ、
人的資本や人権などのサステナビリ
ティ情報への関心が一層高まってい
ます。

久保田　また、テクノロジーの進化に
より、世界のあらゆるボーダーが取り
払われ、世界の可能性が無限に広がっ
ています。デジタル社会においては情
報の量と速度は飛躍的に増加し、距離
や空間の制限がなくなります。一方で、
情報によるボラティリティの高まりに
よる影響力の大きさや拡散スピード
は、時に私たちの想定を超えるものと
なり、匿名性により責任なく発信され
る情報の信頼性の問題や情報を受信
する側と発信する側での情報の非対
称性の存在、サイバーセキュリティリス
クなど、デジタル時代の新たな問題へ
の対応が求められます。テクノロジー
を使うのは人間であり、玉石混交の大
量の情報を利用し正しく分析するため
の能力が求められると同時に、発信さ
れた情報を安心して利用するための情
報への信頼の付与が非常に重要なも
のとなっています。

井野　様々な経営者の方々との対話
で感じるのは、短期的な収益にも配慮
しつつ、外部不経済を取り込みながら
長期にわたって経済的価値を創出し
続け、未来の世代に豊かな社会を繋い
でいくバランスのとれた意思決定を行

い、そして対外説明して支持を得るこ
との難しさです。自分の代では芽が出
ないかもしれないことであっても、長
期的な未来を見据えて投資をしたいと
いう意思がある一方、投資を決めた人
と投資の責任を負う人あるいは投資の
成果を享受する人が世代を超えて存
在することで、対立が生じかねないと
いう問題があります。これはもはや経
営者の個人的な勇気や判断で成立す
るものではなく、組織の内外で共感が
得られて初めて真の協力が生まれ、よ
うやく達成できる難しいバランスを目
指す経営判断のように思われます。
正しい情報に基づく透明な判断を共有
し対話することで、利害を調整しなが
ら影響力の大きな行動を導くことがで
きるのではないでしょうか。
私自身も法人経営を進める中で、将
来世代が実現したい未来を思い描け
るために「未来をより良いものにする
ために、どう働きかけたいのか」を全
員に問いかけ、仲間の意見も共有し、
将来を見据えた対話を行う中で1つの
文化に昇華させていきたいと願ってい
ます。

Q.環境や価値観の変化は、監査
を含めたアシュアランスのあ
り方にどのようなインパクト
を与えますか。

井野　企業が重要な情報を開示する
時こそ、外部によるアシュアランスの意
義があります。企業が変化に対応する
ときこそ、外部によるリスク感度の高い
保証が役に立ちます。社会が安心して
開示された情報を利用できるために
は、第三者保証報告書が添付されてい
るだけでは十分とは言えません。ア
シュアランスのフレームワークや焦点
が世に共有されていること、情報の脆
弱さに対するリスク感度の高い第三者
が、専門性とIT技術で裏打ちされた証
拠固めを行っていることが大切になる
と思うのです。
こうした監査のあるべき変化に向け
て、部分的ですが既に対応が始まって
います。監査基準委員会報告701（監
基報701）が適用され、監査上の主要
な検討事項により保証のありようを説
明していく実務は2022年3月期に本
番適用2年目を終えました。財務諸表

と同時にその他の情報の一部として
開示されている非財務情報について
は、監査基準委員会報告720（監基報
720）の改定により、今まで以上に一歩
踏み込んだ理解を行い、監査の実施過
程で知り得た情報との整合性に気を配
ることや、必要に応じて質問や矛盾点
等を指摘することが2022年3月期から
求められています。また、IT環境につい
ても2023年3月期に適用となる監査
基準委員会報告315（監基報315）の
改正版では、企業の内部統制やIT環境
への理解を深めることで、深度のある
リスク評価を行い、リスクに対応した
より適切な監査手続の実施が期待さ
れています。
しかし、これらは始まりに過ぎませ
ん。監基報720は開示された情報それ
自体が正しいか監査しているもので
はありませんし、監基報315もリスク
評価に何を取り込むのか次第で監査
の実質的な中身が変わります。監基
報701も表面的な対応に終始すれば
ボイラープレート化する危険がありま
す。非財務情報もITリスクへの対応も
さらには保証の焦点の説明も、それぞ

れ投資家等に対する有用性と信頼性
を高めるよう作成者と監査人が個別
に努力し、結果を社会に説明し、利害
関係者の判断に資する対応を重ねて
いくことで、市場から選ばれる企業、
市場から選ばれる監査人が自然に定
まっていくと考えています。

久保田　非財務情報であっても、開
示を行う上で一定の判断が必要とさ
れることに着目すると、これまで財務
諸表監査で培ってきた考え方のフレー
ムワークとの親和性が高い分野にな
ります。これを踏まえると、監査やア
シュアランスに従事してきた者として、
これまでの知見を最大限に活かし、基準
やガイダンスの検討に関わっていくこ
とが今後求められていくでしょう。ま

た、基準等の検討への関与だけでは
なく、その信頼性を担保するために
も、非財務情報の保証にかかるプラッ
トフォーム構築の段階で信頼性を確
保するためのプロセスを組み込むな
ど、保証という観点からのアプローチ
も期待されていると考えています。
プラットフォームの構築への関与と
いう点については、特にデジタルやIT
の分野での保証の実現が重要な位
置を占めてくると考えられます。この
数十年で既に私たちが経験してきた
ように、ITの台頭は社会の変化を加
速させてきました。インターネットと
いう分野に絞っても、匿名性や距離
や空間の縛りがないという特性によ
り、私たち一人一人の世界は大きく広
がりました。一方でデジタル環境にお
いては、扱える情報の量や速度が格
段に上がり、結果として1つの情報に
対する社会のボラティリティが極め
て高い状況になっています。これは
当然良い方向にも作用し得るもので
すが、同時に何かネガティブな情報
や信頼性のない不確かな情報もあ
っという間に拡散されてしまうという
リスクも抱えています。
このような環境下においては、事後
的に検証し確認するという今の保証
の枠組みでは対応しきれない部分が
出てきます。今後は、プラットフォー
ムなどの中にインフラとして保証の
観点を組み込むことで、リアルタイ
ムで保証を実現していく仕組みづく
りが不可欠になっていくと考えてい
ます。

井野　足元の会計不正の件数は減少
しておらず、監査法人の一番の責任で
ある監査により会計不正を発見する役
割について、常に基本に立ち返り、十
分に責任を果たせているのかを省み

る必要があります。しかし、そのやり方
が従来型のものであっては企業の変
化に追いつけないため、新しい監査の
着眼点、新しい監査の技術、新しい人
間性の理解により対処していくべきも
のだと考えます。

Q.類を見ないほどのスピードで
環境が変化する中で、PwCあ
らたはどうあるべき、何をすべ
きと考えますか。

井野　私たちが組織として持続可能
でありPurposeを実現していくため
には、起こり得る未来を想定し、先を
見据えた取り組みを行っていくこと、
柔軟に変革し続けながらも、軸足を
しっかり定めておくことが重要だと考
えます。

久保田　Purposeである「社会におけ
る信頼を構築し、重要な課題を解決す
る」ことを実現するため、監査だけでは
なくアシュアランスというより幅広い
観点から行動することが求められてい
ます。私たちPwCは、既に基準がある
分野における信頼の構築だけではな
く、明確な基準のないところに適切な
ものさしを作るという、基準の1つ先の
世界に足を踏み入れていきます。私た
ちは、「監査変革」から「アシュアランス
変革」に進化していきます。

10年後創造プロジェクト

私たちは、未来が過去からの延長線
上にあるとは限らない不確実性の大
きな時代において、起こり得る未来に
ついて複数のシナリオを想定しなが
らも、実際に起こりつつある変化に対
しては、いち早く対応していく適応力
を有する組織が、環境や社会を含む

広範なステークホルダーに貢献しな
がら、企業価値を最大化し、持続可能
なビジネスモデルを構築することがで
きると考えました。
また、変化の時代において私たち自
身が柔軟に変革し続けていくために
は、より多面的な視点が必要です。マ
ネジメントのみが法人戦略策定に関
与するのではなく、時代や価値観の
変化に対して感度の高い現場を担う
若い世代の職員が、自ら未来の社会
に対する視点を築き上げることで、一
人一人の職員が経営目線で日々の業
務に向き合うことのできる自律性の
ある組織が生まれていくとも考えま
した。このような観点から、若手を中
心に2030年にあり得る未来を「政治
経済」「気候変動」「信頼」の軸から4
つの未来シナリオ「SF社会の到来」
「環境危機に団結する社会」「新たな
冷戦時代へ」「ディストピア化する社
会」をまとめて公表しています。私た
ちのVision2030の重要なインプット
です。
詳細は「10年後創造プロジェクト」
をご覧ください。

マテリアリティについて

私たちが掲げるPurposeを実現し、
アシュアランスの専門集団として社会
に持続的に存在するために、社会にと
って重要なこと、私たちにとって重要
なことを2年間にわたり温めたり冷や
したりしながら議論を行い、最も重な
り合う領域としてマテリアリティを策定
しました。
その策定過程では、経営会議での議
論を基礎として、パートナーミーティ
ング、監視委員会や外部の有識者が
いる公益監督委員会と意見交換しま
した。また、現在はアカデミアやアナ
リストの方とも意見交換を始めていま
す。私たちのマテリアリティは、➀持
続可能で品質の高いプロフェッショナ
ルサービスの提供➁人財育成／優秀
な人財の獲得と維持／従業員エンゲー
ジメント➂インクルージョン＆ダイ
バーシティ➃情報セキュリティ／テクノ

ロジーの責任ある利用➄倫理的かつ
誠実な文化の醸成➅従業員のウェル
ビーイングの6つと定めました。

井野　マテリアリティを追求する事
業戦略を立案し、実行するリーダー
シップチームの機能を再検討し、
2022年7月1日より以下の変更を行い
ました。マテリアリティを追求する人
選の結果、経営会議の多様性が昨年
より向上しました。なお、執行役の選
定は、代表執行役が立案し、監視委員
会の同意を経て決定しています。

マテリアリティを追求する
リーダーシップチーム

● 持続可能で品質の高いプロフェッシ
ョナルサービスの提供を進めるた
め、監査担当執行役を追加配置し、
副代表の兼務を解消します。また、
顧客の立場に立って難題を解決して
きた経験豊富なパートナーが常に
経営会議に参加し、内向きの議論を
牽制していきます。

● 人財領域については複数のマテリア
リティがあり、人事領域の強化を決
めました。具体的には、採用からアル
ムナイまでの人事機能の企画・運営
を行う人事の責任者としての担当執
行役に加え、中立の立場で職員と対
話しながら目指す企業文化への改善
を推進するとともに、そこで活躍でき
る人財像の策定と人財開発を企画
する執行役を新しく配置しました。経
営判断の場面において、目指すべき
企業文化との乖離が見られれば、人
事担当執行役や事業を所管する執
行役と対等の立場より、経営の方針
や施策について意見し、より良い解
決を導くための取り組みです。

● テクノロジーの責任ある利用をさら
に推進するため、IT専門家が常に経
営会議に参加します。

Q.目指す姿を踏まえて、今の
PwCあらたの現在地と挑戦
を教えてください。

久保田　変化が激しい時代において
どのようなことが今後求められている
のか、予見しづらい時代となっていま
す。その中でも確実なのは、デジタル
化が進展していくこと、それに基づい
たデータの信頼性に関する重要性が
増していくこと、そして、それらを利用
した個々人の価値観、活動が多様化し
ていくことです。これらの変化に対応
するためには、部分的なデジタル化や
ツールの導入では不十分であり、私た
ち自身が常に変わり続ける、そのため
に多様な人財を受け入れ続けることが
必要であり、それはカルチャーまで踏
み込んで初めて実現できるものです。
仕組みについては多くの取り組みが進
みましたが、デジタルや多様性など、ま
だまだ深化が必要な事項は多々ありま

す。ただし、変わり続けること自体につ
いてのカルチャーは根付いており、今
後のさらなる社会の変化を捉え続けら
れる基礎はできていると考えています。

井野　久保田さんの熱意と前を向く姿
勢は、私も含めた多くの人を惹きつけて
います（笑）。PwCあらたはおかげさま
で設立から16年が経過し人数も3倍以
上に成長することができました。他方で
時間の経過とともに世代交代も進み、
設立当初の想いを、時代の変化に合わ
せながら、組織全体で共感していく必
要があると考えています。私は事務所
設立時にパートナーではありませんで
したが、リーダーたちのサポートをして
いたので、パートナーシップの素晴らし
さや国際目線にこだわる理由などにつ
いてダイレクトな精神注入も相当いた
だきました（笑）。「日本の監査にあらた
な風を吹かせたい」と願って立ち上げ
たのですから、今年どんな新しいこと
ができたのかを語れないようでは一同
失格なのです。私たちのいる場を創って
きてくれた多くの先達への感謝を、まだ
見ぬ未来のメンバーに還元していきます。
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Q.この1年で、世の中はどう変わ
り、何が重要な社会課題に
なったと考えますか。

井野　2020年初頭から続いてきた
COVID-19のパンデミックは、デルタ
株からオミクロン株への置き換わり
やワクチン接種率の向上等により、当
初と異なった対応が求められるよう
になりました。国によっては厳しかっ
た国境管理の簡略化やPCR検査結
果・ワクチン証明書の提示義務の免
除等が行われるなど、全体的な感染
者数や医療資源の逼迫度合いを見据
えながら、世界は徐々にウィズコロナ

の時代に移行しつつあると考えられ
ます。
そんな中、2022年2月24日に生じたロ
シアによるウクライナへの侵攻は、これ
までわれわれが暗黙の了解としてきた
国際社会の前提を大きく覆しました。国
際秩序の枠組みの中で解決が叶わず、
国際社会の中で大きな力を持つ国が、
侵攻という方法を選択したのです。
この侵攻は相互依存を深めてきた国
際社会にも大きな影響を及ぼし、燃料
価格や食品価格のインフレは最も直
接的に影響が及んだ部分でしょう。日
本に関して言えば、金利政策の違いに
よる円安の急激な進行がそうした物

価上昇にさらに拍車をかけています。
私たちは再び分断の時代に生きてい
ます。

久保田　環境問題も、外部不経済の
扱いを巡って分断が顕著です。化石燃
料を中心としたエネルギー事業とそれ
を前提とした社会構造を変革せずに
GHG（温室効果ガス）問題を解決する
ことはできません。しかし、その変革は
同時に既得権益を持つ当事者にとって
は大きなリスクであり、気候変動対策
を進めようとする動きとの間に対立が
生まれています。
COVID-19の拡大やロシア・ウクライ

ナ問題などの対立を助長するのが、デ
ジタルに発信されたデマやフェイク
ニュース等でした。捏造技術の高度化、
ハッキング等のサイバーセキュリティ
リスクの高まり、匿名性の高いSNSの
利用者側の倫理不足やAI等の制御手
法の未熟さから、信頼性の不確かな情
報も社会に溢れています。

井野　日本国内に目を向けると、岸
田政権が掲げている成長と分配の好
循環を軸とした新しい資本主義は、
人への投資を積極的に行うことで、
外部環境の変化に柔軟に対応し継
続的に成長していくための政策と捉
えられます。人的資本の潜在価値の
大きさが認識される一方で、人的資
本の所有者は経営者ではないという
事実が改めて注目されています。生
産者としても消費者としても世代交
代が進む中で企業が新たな価値観
のもとで選別される時代に入ろうと
しており、投資家も意思決定のため

に人的資本開示も含めた非財務情
報を求めています。
2022年4月、日本取引所グループに
おいて資本市場が再編され、国際的
な投資家が集まることを目指したプラ
イム市場が稼働を開始しました。我が
国の資本市場がさらに強くなるために
は、プライム市場における情報の信頼
性と有用性が高まることが重要であ
り、私たちも含めて市場での役割を有
する存在の果たすべき責任も重くなっ
ていると感じます。

Q.このような不確実性の高まった
時代において、世の中の価値観
やニーズはどのように変わって
きていると考えていますか。

井野　これまでにないスピードで世
界が変容し、社会の分断が顕在化
し、世の中の信頼が大きく揺らぐ中
で、私たちは、柔軟に対応し変化し
続けることを求められています。不

安や変数が多数存在し過去の延長
線上に未来が約束されない時代に
おいて、常に変わり続けることが求
められる一方で、自分が何を大切に
して、何を求め、どこに向かっていく
のか、自分はどうありたいのかを見
つめ直すことで、普遍的な価値観が
再認識されたと思います。そして、そ
の価値観に基づく自身の行動が社
会にどのようなインパクトをもたらす
のかということを考え、明確に発信
することが重要視されるようになっ
ています。

久保田　私たちのクライアントを含む
多くの企業においても、自社の社会的
なインパクトを見つめ直し、事業を通
じた社会貢献を実現することを目指し
たサステナビリティ経営へのシフト
チェンジが行われています。企業経営
や個人の価値観が短期的な成果だけ
ではなく長期的な価値創造力や社会
へのインパクトなどを重視する動きへ

シフトする中で、気候変動、サーキュ
ラーエコノミー、サイバーセキュリティ、
人的資本や人権などのサステナビリ
ティ情報への関心が一層高まってい
ます。

久保田　また、テクノロジーの進化に
より、世界のあらゆるボーダーが取り
払われ、世界の可能性が無限に広がっ
ています。デジタル社会においては情
報の量と速度は飛躍的に増加し、距離
や空間の制限がなくなります。一方で、
情報によるボラティリティの高まりに
よる影響力の大きさや拡散スピード
は、時に私たちの想定を超えるものと
なり、匿名性により責任なく発信され
る情報の信頼性の問題や情報を受信
する側と発信する側での情報の非対
称性の存在、サイバーセキュリティリス
クなど、デジタル時代の新たな問題へ
の対応が求められます。テクノロジー
を使うのは人間であり、玉石混交の大
量の情報を利用し正しく分析するため
の能力が求められると同時に、発信さ
れた情報を安心して利用するための情
報への信頼の付与が非常に重要なも
のとなっています。

井野　様々な経営者の方々との対話
で感じるのは、短期的な収益にも配慮
しつつ、外部不経済を取り込みながら
長期にわたって経済的価値を創出し
続け、未来の世代に豊かな社会を繋い
でいくバランスのとれた意思決定を行

い、そして対外説明して支持を得るこ
との難しさです。自分の代では芽が出
ないかもしれないことであっても、長
期的な未来を見据えて投資をしたいと
いう意思がある一方、投資を決めた人
と投資の責任を負う人あるいは投資の
成果を享受する人が世代を超えて存
在することで、対立が生じかねないと
いう問題があります。これはもはや経
営者の個人的な勇気や判断で成立す
るものではなく、組織の内外で共感が
得られて初めて真の協力が生まれ、よ
うやく達成できる難しいバランスを目
指す経営判断のように思われます。
正しい情報に基づく透明な判断を共有
し対話することで、利害を調整しなが
ら影響力の大きな行動を導くことがで
きるのではないでしょうか。
私自身も法人経営を進める中で、将
来世代が実現したい未来を思い描け
るために「未来をより良いものにする
ために、どう働きかけたいのか」を全
員に問いかけ、仲間の意見も共有し、
将来を見据えた対話を行う中で1つの
文化に昇華させていきたいと願ってい
ます。

Q.環境や価値観の変化は、監査
を含めたアシュアランスのあ
り方にどのようなインパクト
を与えますか。

井野　企業が重要な情報を開示する
時こそ、外部によるアシュアランスの意
義があります。企業が変化に対応する
ときこそ、外部によるリスク感度の高い
保証が役に立ちます。社会が安心して
開示された情報を利用できるために
は、第三者保証報告書が添付されてい
るだけでは十分とは言えません。ア
シュアランスのフレームワークや焦点
が世に共有されていること、情報の脆
弱さに対するリスク感度の高い第三者
が、専門性とIT技術で裏打ちされた証
拠固めを行っていることが大切になる
と思うのです。
こうした監査のあるべき変化に向け
て、部分的ですが既に対応が始まって
います。監査基準委員会報告701（監
基報701）が適用され、監査上の主要
な検討事項により保証のありようを説
明していく実務は2022年3月期に本
番適用2年目を終えました。財務諸表

と同時にその他の情報の一部として
開示されている非財務情報について
は、監査基準委員会報告720（監基報
720）の改定により、今まで以上に一歩
踏み込んだ理解を行い、監査の実施過
程で知り得た情報との整合性に気を配
ることや、必要に応じて質問や矛盾点
等を指摘することが2022年3月期から
求められています。また、IT環境につい
ても2023年3月期に適用となる監査
基準委員会報告315（監基報315）の
改正版では、企業の内部統制やIT環境
への理解を深めることで、深度のある
リスク評価を行い、リスクに対応した
より適切な監査手続の実施が期待さ
れています。
しかし、これらは始まりに過ぎませ
ん。監基報720は開示された情報それ
自体が正しいか監査しているもので
はありませんし、監基報315もリスク
評価に何を取り込むのか次第で監査
の実質的な中身が変わります。監基
報701も表面的な対応に終始すれば
ボイラープレート化する危険がありま
す。非財務情報もITリスクへの対応も
さらには保証の焦点の説明も、それぞ

れ投資家等に対する有用性と信頼性
を高めるよう作成者と監査人が個別
に努力し、結果を社会に説明し、利害
関係者の判断に資する対応を重ねて
いくことで、市場から選ばれる企業、
市場から選ばれる監査人が自然に定
まっていくと考えています。

久保田　非財務情報であっても、開
示を行う上で一定の判断が必要とさ
れることに着目すると、これまで財務
諸表監査で培ってきた考え方のフレー
ムワークとの親和性が高い分野にな
ります。これを踏まえると、監査やア
シュアランスに従事してきた者として、
これまでの知見を最大限に活かし、基準
やガイダンスの検討に関わっていくこ
とが今後求められていくでしょう。ま

た、基準等の検討への関与だけでは
なく、その信頼性を担保するために
も、非財務情報の保証にかかるプラッ
トフォーム構築の段階で信頼性を確
保するためのプロセスを組み込むな
ど、保証という観点からのアプローチ
も期待されていると考えています。
プラットフォームの構築への関与と
いう点については、特にデジタルやIT
の分野での保証の実現が重要な位
置を占めてくると考えられます。この
数十年で既に私たちが経験してきた
ように、ITの台頭は社会の変化を加
速させてきました。インターネットと
いう分野に絞っても、匿名性や距離
や空間の縛りがないという特性によ
り、私たち一人一人の世界は大きく広
がりました。一方でデジタル環境にお
いては、扱える情報の量や速度が格
段に上がり、結果として1つの情報に
対する社会のボラティリティが極め
て高い状況になっています。これは
当然良い方向にも作用し得るもので
すが、同時に何かネガティブな情報
や信頼性のない不確かな情報もあ
っという間に拡散されてしまうという
リスクも抱えています。
このような環境下においては、事後
的に検証し確認するという今の保証
の枠組みでは対応しきれない部分が
出てきます。今後は、プラットフォー
ムなどの中にインフラとして保証の
観点を組み込むことで、リアルタイ
ムで保証を実現していく仕組みづく
りが不可欠になっていくと考えてい
ます。

井野　足元の会計不正の件数は減少
しておらず、監査法人の一番の責任で
ある監査により会計不正を発見する役
割について、常に基本に立ち返り、十
分に責任を果たせているのかを省み

る必要があります。しかし、そのやり方
が従来型のものであっては企業の変
化に追いつけないため、新しい監査の
着眼点、新しい監査の技術、新しい人
間性の理解により対処していくべきも
のだと考えます。

Q.類を見ないほどのスピードで
環境が変化する中で、PwCあ
らたはどうあるべき、何をすべ
きと考えますか。

井野　私たちが組織として持続可能
でありPurposeを実現していくため
には、起こり得る未来を想定し、先を
見据えた取り組みを行っていくこと、
柔軟に変革し続けながらも、軸足を
しっかり定めておくことが重要だと考
えます。

久保田　Purposeである「社会におけ
る信頼を構築し、重要な課題を解決す
る」ことを実現するため、監査だけでは
なくアシュアランスというより幅広い
観点から行動することが求められてい
ます。私たちPwCは、既に基準がある
分野における信頼の構築だけではな
く、明確な基準のないところに適切な
ものさしを作るという、基準の1つ先の
世界に足を踏み入れていきます。私た
ちは、「監査変革」から「アシュアランス
変革」に進化していきます。

10年後創造プロジェクト

私たちは、未来が過去からの延長線
上にあるとは限らない不確実性の大
きな時代において、起こり得る未来に
ついて複数のシナリオを想定しなが
らも、実際に起こりつつある変化に対
しては、いち早く対応していく適応力
を有する組織が、環境や社会を含む

広範なステークホルダーに貢献しな
がら、企業価値を最大化し、持続可能
なビジネスモデルを構築することがで
きると考えました。
また、変化の時代において私たち自
身が柔軟に変革し続けていくために
は、より多面的な視点が必要です。マ
ネジメントのみが法人戦略策定に関
与するのではなく、時代や価値観の
変化に対して感度の高い現場を担う
若い世代の職員が、自ら未来の社会
に対する視点を築き上げることで、一
人一人の職員が経営目線で日々の業
務に向き合うことのできる自律性の
ある組織が生まれていくとも考えま
した。このような観点から、若手を中
心に2030年にあり得る未来を「政治
経済」「気候変動」「信頼」の軸から4
つの未来シナリオ「SF社会の到来」
「環境危機に団結する社会」「新たな
冷戦時代へ」「ディストピア化する社
会」をまとめて公表しています。私た
ちのVision2030の重要なインプット
です。
詳細は「10年後創造プロジェクト」
をご覧ください。

マテリアリティについて

私たちが掲げるPurposeを実現し、
アシュアランスの専門集団として社会
に持続的に存在するために、社会にと
って重要なこと、私たちにとって重要
なことを2年間にわたり温めたり冷や
したりしながら議論を行い、最も重な
り合う領域としてマテリアリティを策定
しました。
その策定過程では、経営会議での議
論を基礎として、パートナーミーティ
ング、監視委員会や外部の有識者が
いる公益監督委員会と意見交換しま
した。また、現在はアカデミアやアナ
リストの方とも意見交換を始めていま
す。私たちのマテリアリティは、➀持
続可能で品質の高いプロフェッショナ
ルサービスの提供➁人財育成／優秀
な人財の獲得と維持／従業員エンゲー
ジメント➂インクルージョン＆ダイ
バーシティ➃情報セキュリティ／テクノ

ロジーの責任ある利用➄倫理的かつ
誠実な文化の醸成➅従業員のウェル
ビーイングの6つと定めました。

井野　マテリアリティを追求する事
業戦略を立案し、実行するリーダー
シップチームの機能を再検討し、
2022年7月1日より以下の変更を行い
ました。マテリアリティを追求する人
選の結果、経営会議の多様性が昨年
より向上しました。なお、執行役の選
定は、代表執行役が立案し、監視委員
会の同意を経て決定しています。

マテリアリティを追求する
リーダーシップチーム

● 持続可能で品質の高いプロフェッシ
ョナルサービスの提供を進めるた
め、監査担当執行役を追加配置し、
副代表の兼務を解消します。また、
顧客の立場に立って難題を解決して
きた経験豊富なパートナーが常に
経営会議に参加し、内向きの議論を
牽制していきます。

● 人財領域については複数のマテリア
リティがあり、人事領域の強化を決
めました。具体的には、採用からアル
ムナイまでの人事機能の企画・運営
を行う人事の責任者としての担当執
行役に加え、中立の立場で職員と対
話しながら目指す企業文化への改善
を推進するとともに、そこで活躍でき
る人財像の策定と人財開発を企画
する執行役を新しく配置しました。経
営判断の場面において、目指すべき
企業文化との乖離が見られれば、人
事担当執行役や事業を所管する執
行役と対等の立場より、経営の方針
や施策について意見し、より良い解
決を導くための取り組みです。

● テクノロジーの責任ある利用をさら
に推進するため、IT専門家が常に経
営会議に参加します。

Q.目指す姿を踏まえて、今の
PwCあらたの現在地と挑戦
を教えてください。

久保田　変化が激しい時代において
どのようなことが今後求められている
のか、予見しづらい時代となっていま
す。その中でも確実なのは、デジタル
化が進展していくこと、それに基づい
たデータの信頼性に関する重要性が
増していくこと、そして、それらを利用
した個々人の価値観、活動が多様化し
ていくことです。これらの変化に対応
するためには、部分的なデジタル化や
ツールの導入では不十分であり、私た
ち自身が常に変わり続ける、そのため
に多様な人財を受け入れ続けることが
必要であり、それはカルチャーまで踏
み込んで初めて実現できるものです。
仕組みについては多くの取り組みが進
みましたが、デジタルや多様性など、ま
だまだ深化が必要な事項は多々ありま

す。ただし、変わり続けること自体につ
いてのカルチャーは根付いており、今
後のさらなる社会の変化を捉え続けら
れる基礎はできていると考えています。

井野　久保田さんの熱意と前を向く姿
勢は、私も含めた多くの人を惹きつけて
います（笑）。PwCあらたはおかげさま
で設立から16年が経過し人数も3倍以
上に成長することができました。他方で
時間の経過とともに世代交代も進み、
設立当初の想いを、時代の変化に合わ
せながら、組織全体で共感していく必
要があると考えています。私は事務所
設立時にパートナーではありませんで
したが、リーダーたちのサポートをして
いたので、パートナーシップの素晴らし
さや国際目線にこだわる理由などにつ
いてダイレクトな精神注入も相当いた
だきました（笑）。「日本の監査にあらた
な風を吹かせたい」と願って立ち上げ
たのですから、今年どんな新しいこと
ができたのかを語れないようでは一同
失格なのです。私たちのいる場を創って
きてくれた多くの先達への感謝を、まだ
見ぬ未来のメンバーに還元していきます。

マネジメントディスカッション
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Q.この1年で、世の中はどう変わ
り、何が重要な社会課題に
なったと考えますか。

井野　2020年初頭から続いてきた
COVID-19のパンデミックは、デルタ
株からオミクロン株への置き換わり
やワクチン接種率の向上等により、当
初と異なった対応が求められるよう
になりました。国によっては厳しかっ
た国境管理の簡略化やPCR検査結
果・ワクチン証明書の提示義務の免
除等が行われるなど、全体的な感染
者数や医療資源の逼迫度合いを見据
えながら、世界は徐々にウィズコロナ

の時代に移行しつつあると考えられ
ます。
そんな中、2022年2月24日に生じたロ
シアによるウクライナへの侵攻は、これ
までわれわれが暗黙の了解としてきた
国際社会の前提を大きく覆しました。国
際秩序の枠組みの中で解決が叶わず、
国際社会の中で大きな力を持つ国が、
侵攻という方法を選択したのです。
この侵攻は相互依存を深めてきた国
際社会にも大きな影響を及ぼし、燃料
価格や食品価格のインフレは最も直
接的に影響が及んだ部分でしょう。日
本に関して言えば、金利政策の違いに
よる円安の急激な進行がそうした物

価上昇にさらに拍車をかけています。
私たちは再び分断の時代に生きてい
ます。

久保田　環境問題も、外部不経済の
扱いを巡って分断が顕著です。化石燃
料を中心としたエネルギー事業とそれ
を前提とした社会構造を変革せずに
GHG（温室効果ガス）問題を解決する
ことはできません。しかし、その変革は
同時に既得権益を持つ当事者にとって
は大きなリスクであり、気候変動対策
を進めようとする動きとの間に対立が
生まれています。
COVID-19の拡大やロシア・ウクライ

ナ問題などの対立を助長するのが、デ
ジタルに発信されたデマやフェイク
ニュース等でした。捏造技術の高度化、
ハッキング等のサイバーセキュリティ
リスクの高まり、匿名性の高いSNSの
利用者側の倫理不足やAI等の制御手
法の未熟さから、信頼性の不確かな情
報も社会に溢れています。

井野　日本国内に目を向けると、岸
田政権が掲げている成長と分配の好
循環を軸とした新しい資本主義は、
人への投資を積極的に行うことで、
外部環境の変化に柔軟に対応し継
続的に成長していくための政策と捉
えられます。人的資本の潜在価値の
大きさが認識される一方で、人的資
本の所有者は経営者ではないという
事実が改めて注目されています。生
産者としても消費者としても世代交
代が進む中で企業が新たな価値観
のもとで選別される時代に入ろうと
しており、投資家も意思決定のため

に人的資本開示も含めた非財務情
報を求めています。
2022年4月、日本取引所グループに
おいて資本市場が再編され、国際的
な投資家が集まることを目指したプラ
イム市場が稼働を開始しました。我が
国の資本市場がさらに強くなるために
は、プライム市場における情報の信頼
性と有用性が高まることが重要であ
り、私たちも含めて市場での役割を有
する存在の果たすべき責任も重くなっ
ていると感じます。

Q.このような不確実性の高まった
時代において、世の中の価値観
やニーズはどのように変わって
きていると考えていますか。

井野　これまでにないスピードで世
界が変容し、社会の分断が顕在化
し、世の中の信頼が大きく揺らぐ中
で、私たちは、柔軟に対応し変化し
続けることを求められています。不

安や変数が多数存在し過去の延長
線上に未来が約束されない時代に
おいて、常に変わり続けることが求
められる一方で、自分が何を大切に
して、何を求め、どこに向かっていく
のか、自分はどうありたいのかを見
つめ直すことで、普遍的な価値観が
再認識されたと思います。そして、そ
の価値観に基づく自身の行動が社
会にどのようなインパクトをもたらす
のかということを考え、明確に発信
することが重要視されるようになっ
ています。

久保田　私たちのクライアントを含む
多くの企業においても、自社の社会的
なインパクトを見つめ直し、事業を通
じた社会貢献を実現することを目指し
たサステナビリティ経営へのシフト
チェンジが行われています。企業経営
や個人の価値観が短期的な成果だけ
ではなく長期的な価値創造力や社会
へのインパクトなどを重視する動きへ

シフトする中で、気候変動、サーキュ
ラーエコノミー、サイバーセキュリティ、
人的資本や人権などのサステナビリ
ティ情報への関心が一層高まってい
ます。

久保田　また、テクノロジーの進化に
より、世界のあらゆるボーダーが取り
払われ、世界の可能性が無限に広がっ
ています。デジタル社会においては情
報の量と速度は飛躍的に増加し、距離
や空間の制限がなくなります。一方で、
情報によるボラティリティの高まりに
よる影響力の大きさや拡散スピード
は、時に私たちの想定を超えるものと
なり、匿名性により責任なく発信され
る情報の信頼性の問題や情報を受信
する側と発信する側での情報の非対
称性の存在、サイバーセキュリティリス
クなど、デジタル時代の新たな問題へ
の対応が求められます。テクノロジー
を使うのは人間であり、玉石混交の大
量の情報を利用し正しく分析するため
の能力が求められると同時に、発信さ
れた情報を安心して利用するための情
報への信頼の付与が非常に重要なも
のとなっています。

井野　様々な経営者の方々との対話
で感じるのは、短期的な収益にも配慮
しつつ、外部不経済を取り込みながら
長期にわたって経済的価値を創出し
続け、未来の世代に豊かな社会を繋い
でいくバランスのとれた意思決定を行

い、そして対外説明して支持を得るこ
との難しさです。自分の代では芽が出
ないかもしれないことであっても、長
期的な未来を見据えて投資をしたいと
いう意思がある一方、投資を決めた人
と投資の責任を負う人あるいは投資の
成果を享受する人が世代を超えて存
在することで、対立が生じかねないと
いう問題があります。これはもはや経
営者の個人的な勇気や判断で成立す
るものではなく、組織の内外で共感が
得られて初めて真の協力が生まれ、よ
うやく達成できる難しいバランスを目
指す経営判断のように思われます。
正しい情報に基づく透明な判断を共有
し対話することで、利害を調整しなが
ら影響力の大きな行動を導くことがで
きるのではないでしょうか。
私自身も法人経営を進める中で、将
来世代が実現したい未来を思い描け
るために「未来をより良いものにする
ために、どう働きかけたいのか」を全
員に問いかけ、仲間の意見も共有し、
将来を見据えた対話を行う中で1つの
文化に昇華させていきたいと願ってい
ます。

Q.環境や価値観の変化は、監査
を含めたアシュアランスのあ
り方にどのようなインパクト
を与えますか。

井野　企業が重要な情報を開示する
時こそ、外部によるアシュアランスの意
義があります。企業が変化に対応する
ときこそ、外部によるリスク感度の高い
保証が役に立ちます。社会が安心して
開示された情報を利用できるために
は、第三者保証報告書が添付されてい
るだけでは十分とは言えません。ア
シュアランスのフレームワークや焦点
が世に共有されていること、情報の脆
弱さに対するリスク感度の高い第三者
が、専門性とIT技術で裏打ちされた証
拠固めを行っていることが大切になる
と思うのです。
こうした監査のあるべき変化に向け
て、部分的ですが既に対応が始まって
います。監査基準委員会報告701（監
基報701）が適用され、監査上の主要
な検討事項により保証のありようを説
明していく実務は2022年3月期に本
番適用2年目を終えました。財務諸表

と同時にその他の情報の一部として
開示されている非財務情報について
は、監査基準委員会報告720（監基報
720）の改定により、今まで以上に一歩
踏み込んだ理解を行い、監査の実施過
程で知り得た情報との整合性に気を配
ることや、必要に応じて質問や矛盾点
等を指摘することが2022年3月期から
求められています。また、IT環境につい
ても2023年3月期に適用となる監査
基準委員会報告315（監基報315）の
改正版では、企業の内部統制やIT環境
への理解を深めることで、深度のある
リスク評価を行い、リスクに対応した
より適切な監査手続の実施が期待さ
れています。
しかし、これらは始まりに過ぎませ
ん。監基報720は開示された情報それ
自体が正しいか監査しているもので
はありませんし、監基報315もリスク
評価に何を取り込むのか次第で監査
の実質的な中身が変わります。監基
報701も表面的な対応に終始すれば
ボイラープレート化する危険がありま
す。非財務情報もITリスクへの対応も
さらには保証の焦点の説明も、それぞ

れ投資家等に対する有用性と信頼性
を高めるよう作成者と監査人が個別
に努力し、結果を社会に説明し、利害
関係者の判断に資する対応を重ねて
いくことで、市場から選ばれる企業、
市場から選ばれる監査人が自然に定
まっていくと考えています。

久保田　非財務情報であっても、開
示を行う上で一定の判断が必要とさ
れることに着目すると、これまで財務
諸表監査で培ってきた考え方のフレー
ムワークとの親和性が高い分野にな
ります。これを踏まえると、監査やア
シュアランスに従事してきた者として、
これまでの知見を最大限に活かし、基準
やガイダンスの検討に関わっていくこ
とが今後求められていくでしょう。ま

た、基準等の検討への関与だけでは
なく、その信頼性を担保するために
も、非財務情報の保証にかかるプラッ
トフォーム構築の段階で信頼性を確
保するためのプロセスを組み込むな
ど、保証という観点からのアプローチ
も期待されていると考えています。
プラットフォームの構築への関与と
いう点については、特にデジタルやIT
の分野での保証の実現が重要な位
置を占めてくると考えられます。この
数十年で既に私たちが経験してきた
ように、ITの台頭は社会の変化を加
速させてきました。インターネットと
いう分野に絞っても、匿名性や距離
や空間の縛りがないという特性によ
り、私たち一人一人の世界は大きく広
がりました。一方でデジタル環境にお
いては、扱える情報の量や速度が格
段に上がり、結果として1つの情報に
対する社会のボラティリティが極め
て高い状況になっています。これは
当然良い方向にも作用し得るもので
すが、同時に何かネガティブな情報
や信頼性のない不確かな情報もあ
っという間に拡散されてしまうという
リスクも抱えています。
このような環境下においては、事後
的に検証し確認するという今の保証
の枠組みでは対応しきれない部分が
出てきます。今後は、プラットフォー
ムなどの中にインフラとして保証の
観点を組み込むことで、リアルタイ
ムで保証を実現していく仕組みづく
りが不可欠になっていくと考えてい
ます。

井野　足元の会計不正の件数は減少
しておらず、監査法人の一番の責任で
ある監査により会計不正を発見する役
割について、常に基本に立ち返り、十
分に責任を果たせているのかを省み

る必要があります。しかし、そのやり方
が従来型のものであっては企業の変
化に追いつけないため、新しい監査の
着眼点、新しい監査の技術、新しい人
間性の理解により対処していくべきも
のだと考えます。

Q.類を見ないほどのスピードで
環境が変化する中で、PwCあ
らたはどうあるべき、何をすべ
きと考えますか。

井野　私たちが組織として持続可能
でありPurposeを実現していくため
には、起こり得る未来を想定し、先を
見据えた取り組みを行っていくこと、
柔軟に変革し続けながらも、軸足を
しっかり定めておくことが重要だと考
えます。

久保田　Purposeである「社会におけ
る信頼を構築し、重要な課題を解決す
る」ことを実現するため、監査だけでは
なくアシュアランスというより幅広い
観点から行動することが求められてい
ます。私たちPwCは、既に基準がある
分野における信頼の構築だけではな
く、明確な基準のないところに適切な
ものさしを作るという、基準の1つ先の
世界に足を踏み入れていきます。私た
ちは、「監査変革」から「アシュアランス
変革」に進化していきます。

10年後創造プロジェクト

私たちは、未来が過去からの延長線
上にあるとは限らない不確実性の大
きな時代において、起こり得る未来に
ついて複数のシナリオを想定しなが
らも、実際に起こりつつある変化に対
しては、いち早く対応していく適応力
を有する組織が、環境や社会を含む

広範なステークホルダーに貢献しな
がら、企業価値を最大化し、持続可能
なビジネスモデルを構築することがで
きると考えました。
また、変化の時代において私たち自
身が柔軟に変革し続けていくために
は、より多面的な視点が必要です。マ
ネジメントのみが法人戦略策定に関
与するのではなく、時代や価値観の
変化に対して感度の高い現場を担う
若い世代の職員が、自ら未来の社会
に対する視点を築き上げることで、一
人一人の職員が経営目線で日々の業
務に向き合うことのできる自律性の
ある組織が生まれていくとも考えま
した。このような観点から、若手を中
心に2030年にあり得る未来を「政治
経済」「気候変動」「信頼」の軸から4
つの未来シナリオ「SF社会の到来」
「環境危機に団結する社会」「新たな
冷戦時代へ」「ディストピア化する社
会」をまとめて公表しています。私た
ちのVision2030の重要なインプット
です。
詳細は「10年後創造プロジェクト」
をご覧ください。

マテリアリティについて

私たちが掲げるPurposeを実現し、
アシュアランスの専門集団として社会
に持続的に存在するために、社会にと
って重要なこと、私たちにとって重要
なことを2年間にわたり温めたり冷や
したりしながら議論を行い、最も重な
り合う領域としてマテリアリティを策定
しました。
その策定過程では、経営会議での議
論を基礎として、パートナーミーティ
ング、監視委員会や外部の有識者が
いる公益監督委員会と意見交換しま
した。また、現在はアカデミアやアナ
リストの方とも意見交換を始めていま
す。私たちのマテリアリティは、➀持
続可能で品質の高いプロフェッショナ
ルサービスの提供➁人財育成／優秀
な人財の獲得と維持／従業員エンゲー
ジメント➂インクルージョン＆ダイ
バーシティ➃情報セキュリティ／テクノ

ロジーの責任ある利用➄倫理的かつ
誠実な文化の醸成➅従業員のウェル
ビーイングの6つと定めました。

井野　マテリアリティを追求する事
業戦略を立案し、実行するリーダー
シップチームの機能を再検討し、
2022年7月1日より以下の変更を行い
ました。マテリアリティを追求する人
選の結果、経営会議の多様性が昨年
より向上しました。なお、執行役の選
定は、代表執行役が立案し、監視委員
会の同意を経て決定しています。

マテリアリティを追求する
リーダーシップチーム

● 持続可能で品質の高いプロフェッシ
ョナルサービスの提供を進めるた
め、監査担当執行役を追加配置し、
副代表の兼務を解消します。また、
顧客の立場に立って難題を解決して
きた経験豊富なパートナーが常に
経営会議に参加し、内向きの議論を
牽制していきます。

● 人財領域については複数のマテリア
リティがあり、人事領域の強化を決
めました。具体的には、採用からアル
ムナイまでの人事機能の企画・運営
を行う人事の責任者としての担当執
行役に加え、中立の立場で職員と対
話しながら目指す企業文化への改善
を推進するとともに、そこで活躍でき
る人財像の策定と人財開発を企画
する執行役を新しく配置しました。経
営判断の場面において、目指すべき
企業文化との乖離が見られれば、人
事担当執行役や事業を所管する執
行役と対等の立場より、経営の方針
や施策について意見し、より良い解
決を導くための取り組みです。

● テクノロジーの責任ある利用をさら
に推進するため、IT専門家が常に経
営会議に参加します。

Q.目指す姿を踏まえて、今の
PwCあらたの現在地と挑戦
を教えてください。

久保田　変化が激しい時代において
どのようなことが今後求められている
のか、予見しづらい時代となっていま
す。その中でも確実なのは、デジタル
化が進展していくこと、それに基づい
たデータの信頼性に関する重要性が
増していくこと、そして、それらを利用
した個々人の価値観、活動が多様化し
ていくことです。これらの変化に対応
するためには、部分的なデジタル化や
ツールの導入では不十分であり、私た
ち自身が常に変わり続ける、そのため
に多様な人財を受け入れ続けることが
必要であり、それはカルチャーまで踏
み込んで初めて実現できるものです。
仕組みについては多くの取り組みが進
みましたが、デジタルや多様性など、ま
だまだ深化が必要な事項は多々ありま

す。ただし、変わり続けること自体につ
いてのカルチャーは根付いており、今
後のさらなる社会の変化を捉え続けら
れる基礎はできていると考えています。

井野　久保田さんの熱意と前を向く姿
勢は、私も含めた多くの人を惹きつけて
います（笑）。PwCあらたはおかげさま
で設立から16年が経過し人数も3倍以
上に成長することができました。他方で
時間の経過とともに世代交代も進み、
設立当初の想いを、時代の変化に合わ
せながら、組織全体で共感していく必
要があると考えています。私は事務所
設立時にパートナーではありませんで
したが、リーダーたちのサポートをして
いたので、パートナーシップの素晴らし
さや国際目線にこだわる理由などにつ
いてダイレクトな精神注入も相当いた
だきました（笑）。「日本の監査にあらた
な風を吹かせたい」と願って立ち上げ
たのですから、今年どんな新しいこと
ができたのかを語れないようでは一同
失格なのです。私たちのいる場を創って
きてくれた多くの先達への感謝を、まだ
見ぬ未来のメンバーに還元していきます。
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Q.この1年で、世の中はどう変わ
り、何が重要な社会課題に
なったと考えますか。

井野　2020年初頭から続いてきた
COVID-19のパンデミックは、デルタ
株からオミクロン株への置き換わり
やワクチン接種率の向上等により、当
初と異なった対応が求められるよう
になりました。国によっては厳しかっ
た国境管理の簡略化やPCR検査結
果・ワクチン証明書の提示義務の免
除等が行われるなど、全体的な感染
者数や医療資源の逼迫度合いを見据
えながら、世界は徐々にウィズコロナ

の時代に移行しつつあると考えられ
ます。
そんな中、2022年2月24日に生じたロ
シアによるウクライナへの侵攻は、これ
までわれわれが暗黙の了解としてきた
国際社会の前提を大きく覆しました。国
際秩序の枠組みの中で解決が叶わず、
国際社会の中で大きな力を持つ国が、
侵攻という方法を選択したのです。
この侵攻は相互依存を深めてきた国
際社会にも大きな影響を及ぼし、燃料
価格や食品価格のインフレは最も直
接的に影響が及んだ部分でしょう。日
本に関して言えば、金利政策の違いに
よる円安の急激な進行がそうした物

価上昇にさらに拍車をかけています。
私たちは再び分断の時代に生きてい
ます。

久保田　環境問題も、外部不経済の
扱いを巡って分断が顕著です。化石燃
料を中心としたエネルギー事業とそれ
を前提とした社会構造を変革せずに
GHG（温室効果ガス）問題を解決する
ことはできません。しかし、その変革は
同時に既得権益を持つ当事者にとって
は大きなリスクであり、気候変動対策
を進めようとする動きとの間に対立が
生まれています。
COVID-19の拡大やロシア・ウクライ

ナ問題などの対立を助長するのが、デ
ジタルに発信されたデマやフェイク
ニュース等でした。捏造技術の高度化、
ハッキング等のサイバーセキュリティ
リスクの高まり、匿名性の高いSNSの
利用者側の倫理不足やAI等の制御手
法の未熟さから、信頼性の不確かな情
報も社会に溢れています。

井野　日本国内に目を向けると、岸
田政権が掲げている成長と分配の好
循環を軸とした新しい資本主義は、
人への投資を積極的に行うことで、
外部環境の変化に柔軟に対応し継
続的に成長していくための政策と捉
えられます。人的資本の潜在価値の
大きさが認識される一方で、人的資
本の所有者は経営者ではないという
事実が改めて注目されています。生
産者としても消費者としても世代交
代が進む中で企業が新たな価値観
のもとで選別される時代に入ろうと
しており、投資家も意思決定のため

に人的資本開示も含めた非財務情
報を求めています。
2022年4月、日本取引所グループに
おいて資本市場が再編され、国際的
な投資家が集まることを目指したプラ
イム市場が稼働を開始しました。我が
国の資本市場がさらに強くなるために
は、プライム市場における情報の信頼
性と有用性が高まることが重要であ
り、私たちも含めて市場での役割を有
する存在の果たすべき責任も重くなっ
ていると感じます。

Q.このような不確実性の高まった
時代において、世の中の価値観
やニーズはどのように変わって
きていると考えていますか。

井野　これまでにないスピードで世
界が変容し、社会の分断が顕在化
し、世の中の信頼が大きく揺らぐ中
で、私たちは、柔軟に対応し変化し
続けることを求められています。不

安や変数が多数存在し過去の延長
線上に未来が約束されない時代に
おいて、常に変わり続けることが求
められる一方で、自分が何を大切に
して、何を求め、どこに向かっていく
のか、自分はどうありたいのかを見
つめ直すことで、普遍的な価値観が
再認識されたと思います。そして、そ
の価値観に基づく自身の行動が社
会にどのようなインパクトをもたらす
のかということを考え、明確に発信
することが重要視されるようになっ
ています。

久保田　私たちのクライアントを含む
多くの企業においても、自社の社会的
なインパクトを見つめ直し、事業を通
じた社会貢献を実現することを目指し
たサステナビリティ経営へのシフト
チェンジが行われています。企業経営
や個人の価値観が短期的な成果だけ
ではなく長期的な価値創造力や社会
へのインパクトなどを重視する動きへ

シフトする中で、気候変動、サーキュ
ラーエコノミー、サイバーセキュリティ、
人的資本や人権などのサステナビリ
ティ情報への関心が一層高まってい
ます。

久保田　また、テクノロジーの進化に
より、世界のあらゆるボーダーが取り
払われ、世界の可能性が無限に広がっ
ています。デジタル社会においては情
報の量と速度は飛躍的に増加し、距離
や空間の制限がなくなります。一方で、
情報によるボラティリティの高まりに
よる影響力の大きさや拡散スピード
は、時に私たちの想定を超えるものと
なり、匿名性により責任なく発信され
る情報の信頼性の問題や情報を受信
する側と発信する側での情報の非対
称性の存在、サイバーセキュリティリス
クなど、デジタル時代の新たな問題へ
の対応が求められます。テクノロジー
を使うのは人間であり、玉石混交の大
量の情報を利用し正しく分析するため
の能力が求められると同時に、発信さ
れた情報を安心して利用するための情
報への信頼の付与が非常に重要なも
のとなっています。

井野　様々な経営者の方々との対話
で感じるのは、短期的な収益にも配慮
しつつ、外部不経済を取り込みながら
長期にわたって経済的価値を創出し
続け、未来の世代に豊かな社会を繋い
でいくバランスのとれた意思決定を行

い、そして対外説明して支持を得るこ
との難しさです。自分の代では芽が出
ないかもしれないことであっても、長
期的な未来を見据えて投資をしたいと
いう意思がある一方、投資を決めた人
と投資の責任を負う人あるいは投資の
成果を享受する人が世代を超えて存
在することで、対立が生じかねないと
いう問題があります。これはもはや経
営者の個人的な勇気や判断で成立す
るものではなく、組織の内外で共感が
得られて初めて真の協力が生まれ、よ
うやく達成できる難しいバランスを目
指す経営判断のように思われます。
正しい情報に基づく透明な判断を共有
し対話することで、利害を調整しなが
ら影響力の大きな行動を導くことがで
きるのではないでしょうか。
私自身も法人経営を進める中で、将
来世代が実現したい未来を思い描け
るために「未来をより良いものにする
ために、どう働きかけたいのか」を全
員に問いかけ、仲間の意見も共有し、
将来を見据えた対話を行う中で1つの
文化に昇華させていきたいと願ってい
ます。

Q.環境や価値観の変化は、監査
を含めたアシュアランスのあ
り方にどのようなインパクト
を与えますか。

井野　企業が重要な情報を開示する
時こそ、外部によるアシュアランスの意
義があります。企業が変化に対応する
ときこそ、外部によるリスク感度の高い
保証が役に立ちます。社会が安心して
開示された情報を利用できるために
は、第三者保証報告書が添付されてい
るだけでは十分とは言えません。ア
シュアランスのフレームワークや焦点
が世に共有されていること、情報の脆
弱さに対するリスク感度の高い第三者
が、専門性とIT技術で裏打ちされた証
拠固めを行っていることが大切になる
と思うのです。
こうした監査のあるべき変化に向け
て、部分的ですが既に対応が始まって
います。監査基準委員会報告701（監
基報701）が適用され、監査上の主要
な検討事項により保証のありようを説
明していく実務は2022年3月期に本
番適用2年目を終えました。財務諸表

と同時にその他の情報の一部として
開示されている非財務情報について
は、監査基準委員会報告720（監基報
720）の改定により、今まで以上に一歩
踏み込んだ理解を行い、監査の実施過
程で知り得た情報との整合性に気を配
ることや、必要に応じて質問や矛盾点
等を指摘することが2022年3月期から
求められています。また、IT環境につい
ても2023年3月期に適用となる監査
基準委員会報告315（監基報315）の
改正版では、企業の内部統制やIT環境
への理解を深めることで、深度のある
リスク評価を行い、リスクに対応した
より適切な監査手続の実施が期待さ
れています。
しかし、これらは始まりに過ぎませ
ん。監基報720は開示された情報それ
自体が正しいか監査しているもので
はありませんし、監基報315もリスク
評価に何を取り込むのか次第で監査
の実質的な中身が変わります。監基
報701も表面的な対応に終始すれば
ボイラープレート化する危険がありま
す。非財務情報もITリスクへの対応も
さらには保証の焦点の説明も、それぞ

れ投資家等に対する有用性と信頼性
を高めるよう作成者と監査人が個別
に努力し、結果を社会に説明し、利害
関係者の判断に資する対応を重ねて
いくことで、市場から選ばれる企業、
市場から選ばれる監査人が自然に定
まっていくと考えています。

久保田　非財務情報であっても、開
示を行う上で一定の判断が必要とさ
れることに着目すると、これまで財務
諸表監査で培ってきた考え方のフレー
ムワークとの親和性が高い分野にな
ります。これを踏まえると、監査やア
シュアランスに従事してきた者として、
これまでの知見を最大限に活かし、基準
やガイダンスの検討に関わっていくこ
とが今後求められていくでしょう。ま

た、基準等の検討への関与だけでは
なく、その信頼性を担保するために
も、非財務情報の保証にかかるプラッ
トフォーム構築の段階で信頼性を確
保するためのプロセスを組み込むな
ど、保証という観点からのアプローチ
も期待されていると考えています。
プラットフォームの構築への関与と
いう点については、特にデジタルやIT
の分野での保証の実現が重要な位
置を占めてくると考えられます。この
数十年で既に私たちが経験してきた
ように、ITの台頭は社会の変化を加
速させてきました。インターネットと
いう分野に絞っても、匿名性や距離
や空間の縛りがないという特性によ
り、私たち一人一人の世界は大きく広
がりました。一方でデジタル環境にお
いては、扱える情報の量や速度が格
段に上がり、結果として1つの情報に
対する社会のボラティリティが極め
て高い状況になっています。これは
当然良い方向にも作用し得るもので
すが、同時に何かネガティブな情報
や信頼性のない不確かな情報もあ
っという間に拡散されてしまうという
リスクも抱えています。
このような環境下においては、事後
的に検証し確認するという今の保証
の枠組みでは対応しきれない部分が
出てきます。今後は、プラットフォー
ムなどの中にインフラとして保証の
観点を組み込むことで、リアルタイ
ムで保証を実現していく仕組みづく
りが不可欠になっていくと考えてい
ます。

井野　足元の会計不正の件数は減少
しておらず、監査法人の一番の責任で
ある監査により会計不正を発見する役
割について、常に基本に立ち返り、十
分に責任を果たせているのかを省み

る必要があります。しかし、そのやり方
が従来型のものであっては企業の変
化に追いつけないため、新しい監査の
着眼点、新しい監査の技術、新しい人
間性の理解により対処していくべきも
のだと考えます。

Q.類を見ないほどのスピードで
環境が変化する中で、PwCあ
らたはどうあるべき、何をすべ
きと考えますか。

井野　私たちが組織として持続可能
でありPurposeを実現していくため
には、起こり得る未来を想定し、先を
見据えた取り組みを行っていくこと、
柔軟に変革し続けながらも、軸足を
しっかり定めておくことが重要だと考
えます。

久保田　Purposeである「社会におけ
る信頼を構築し、重要な課題を解決す
る」ことを実現するため、監査だけでは
なくアシュアランスというより幅広い
観点から行動することが求められてい
ます。私たちPwCは、既に基準がある
分野における信頼の構築だけではな
く、明確な基準のないところに適切な
ものさしを作るという、基準の1つ先の
世界に足を踏み入れていきます。私た
ちは、「監査変革」から「アシュアランス
変革」に進化していきます。

10年後創造プロジェクト

私たちは、未来が過去からの延長線
上にあるとは限らない不確実性の大
きな時代において、起こり得る未来に
ついて複数のシナリオを想定しなが
らも、実際に起こりつつある変化に対
しては、いち早く対応していく適応力
を有する組織が、環境や社会を含む

広範なステークホルダーに貢献しな
がら、企業価値を最大化し、持続可能
なビジネスモデルを構築することがで
きると考えました。
また、変化の時代において私たち自
身が柔軟に変革し続けていくために
は、より多面的な視点が必要です。マ
ネジメントのみが法人戦略策定に関
与するのではなく、時代や価値観の
変化に対して感度の高い現場を担う
若い世代の職員が、自ら未来の社会
に対する視点を築き上げることで、一
人一人の職員が経営目線で日々の業
務に向き合うことのできる自律性の
ある組織が生まれていくとも考えま
した。このような観点から、若手を中
心に2030年にあり得る未来を「政治
経済」「気候変動」「信頼」の軸から4
つの未来シナリオ「SF社会の到来」
「環境危機に団結する社会」「新たな
冷戦時代へ」「ディストピア化する社
会」をまとめて公表しています。私た
ちのVision2030の重要なインプット
です。
詳細は「10年後創造プロジェクト」
をご覧ください。

マテリアリティについて

私たちが掲げるPurposeを実現し、
アシュアランスの専門集団として社会
に持続的に存在するために、社会にと
って重要なこと、私たちにとって重要
なことを2年間にわたり温めたり冷や
したりしながら議論を行い、最も重な
り合う領域としてマテリアリティを策定
しました。
その策定過程では、経営会議での議
論を基礎として、パートナーミーティ
ング、監視委員会や外部の有識者が
いる公益監督委員会と意見交換しま
した。また、現在はアカデミアやアナ
リストの方とも意見交換を始めていま
す。私たちのマテリアリティは、➀持
続可能で品質の高いプロフェッショナ
ルサービス（「高品質なトラストサービ
ス」）の提供➁人財育成／優秀な人財
の獲得と維持／従業員エンゲージメ
ント➂インクルージョン＆ダイバー

シティ➃情報セキュリティ／テクノロ
ジーの責任ある利用（「データガバナ
ンス」）➄倫理的かつ誠実な文化の醸
成➅従業員を含む社会・人々のウェル
ビーイングの6つと定めました。

井野　マテリアリティを追求する事
業戦略を立案し、実行するリーダー
シップチームの機能を再検討し、
2022年7月1日より以下の変更を行い
ました。マテリアリティを追求する人
選の結果、経営会議の多様性が昨年
より向上しました。なお、執行役の選
定は、代表執行役が立案し、監視委員
会の同意を経て決定しています。

マテリアリティを追求する
リーダーシップチーム

● 持続可能で品質の高いプロフェッシ
ョナルサービスの提供を進めるた
め、監査担当執行役を追加配置し、
副代表の兼務を解消します。また、
顧客の立場に立って難題を解決して
きた経験豊富なパートナーが常に
経営会議に参加し、内向きの議論を
牽制していきます。

● 人財領域については複数のマテリア
リティがあり、人事領域の強化を決
めました。具体的には、採用からアル
ムナイまでの人事機能の企画・運営
を行う人事の責任者としての担当執
行役に加え、中立の立場で職員と対
話しながら目指す企業文化への改善
を推進するとともに、そこで活躍でき
る人財像の策定と人財開発を企画
する執行役を新しく配置しました。経
営判断の場面において、目指すべき
企業文化との乖離が見られれば、人
事担当執行役や事業を所管する執
行役と対等の立場より、経営の方針

や施策について意見し、より良い解
決を導くための取り組みです。

● テクノロジーの責任ある利用をさら
に推進するため、IT専門家が常に経
営会議に参加します。

Q.目指す姿を踏まえて、今の
PwCあらたの現在地と挑戦
を教えてください。

久保田　変化が激しい時代において
どのようなことが今後求められている
のか、予見しづらい時代となっていま
す。その中でも確実なのは、デジタル
化が進展していくこと、それに基づい
たデータの信頼性に関する重要性が
増していくこと、そして、それらを利用
した個々人の価値観、活動が多様化し
ていくことです。これらの変化に対応
するためには、部分的なデジタル化や
ツールの導入では不十分であり、私た
ち自身が常に変わり続ける、そのため
に多様な人財を受け入れ続けることが
必要であり、それはカルチャーまで踏
み込んで初めて実現できるものです。
仕組みについては多くの取り組みが進
みましたが、デジタルや多様性など、ま

だまだ深化が必要な事項は多々ありま
す。ただし、変わり続けること自体につ
いてのカルチャーは根付いており、今
後のさらなる社会の変化を捉え続けら
れる基礎はできていると考えています。

井野　久保田さんの熱意と前を向く姿
勢は、私も含めた多くの人を惹きつけて
います（笑）。PwCあらたはおかげさま
で設立から16年が経過し人数も3倍以
上に成長することができました。他方で
時間の経過とともに世代交代も進み、
設立当初の想いを、時代の変化に合わ
せながら、組織全体で共感していく必
要があると考えています。私は事務所
設立時にパートナーではありませんで
したが、リーダーたちのサポートをして
いたので、パートナーシップの素晴らし
さや国際目線にこだわる理由などにつ
いてダイレクトな精神注入も相当いた
だきました（笑）。「日本の監査にあらた
な風を吹かせたい」と願って立ち上げ
たのですから、今年どんな新しいこと
ができたのかを語れないようでは一同
失格なのです。私たちのいる場を創って
きてくれた多くの先達への感謝を、まだ
見ぬ未来のメンバーに還元していきます。

マネジメントディスカッション

【10年後創造プロジェクト】
https://www.pwc.com/jp/ja/knowl-
edge/thoughtleadership/10-years.
html
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Q.この1年で、世の中はどう変わ
り、何が重要な社会課題に
なったと考えますか。

井野　2020年初頭から続いてきた
COVID-19のパンデミックは、デルタ
株からオミクロン株への置き換わり
やワクチン接種率の向上等により、当
初と異なった対応が求められるよう
になりました。国によっては厳しかっ
た国境管理の簡略化やPCR検査結
果・ワクチン証明書の提示義務の免
除等が行われるなど、全体的な感染
者数や医療資源の逼迫度合いを見据
えながら、世界は徐々にウィズコロナ

の時代に移行しつつあると考えられ
ます。
そんな中、2022年2月24日に生じたロ
シアによるウクライナへの侵攻は、これ
までわれわれが暗黙の了解としてきた
国際社会の前提を大きく覆しました。国
際秩序の枠組みの中で解決が叶わず、
国際社会の中で大きな力を持つ国が、
侵攻という方法を選択したのです。
この侵攻は相互依存を深めてきた国
際社会にも大きな影響を及ぼし、燃料
価格や食品価格のインフレは最も直
接的に影響が及んだ部分でしょう。日
本に関して言えば、金利政策の違いに
よる円安の急激な進行がそうした物

価上昇にさらに拍車をかけています。
私たちは再び分断の時代に生きてい
ます。

久保田　環境問題も、外部不経済の
扱いを巡って分断が顕著です。化石燃
料を中心としたエネルギー事業とそれ
を前提とした社会構造を変革せずに
GHG（温室効果ガス）問題を解決する
ことはできません。しかし、その変革は
同時に既得権益を持つ当事者にとって
は大きなリスクであり、気候変動対策
を進めようとする動きとの間に対立が
生まれています。
COVID-19の拡大やロシア・ウクライ

ナ問題などの対立を助長するのが、デ
ジタルに発信されたデマやフェイク
ニュース等でした。捏造技術の高度化、
ハッキング等のサイバーセキュリティ
リスクの高まり、匿名性の高いSNSの
利用者側の倫理不足やAI等の制御手
法の未熟さから、信頼性の不確かな情
報も社会に溢れています。

井野　日本国内に目を向けると、岸
田政権が掲げている成長と分配の好
循環を軸とした新しい資本主義は、
人への投資を積極的に行うことで、
外部環境の変化に柔軟に対応し継
続的に成長していくための政策と捉
えられます。人的資本の潜在価値の
大きさが認識される一方で、人的資
本の所有者は経営者ではないという
事実が改めて注目されています。生
産者としても消費者としても世代交
代が進む中で企業が新たな価値観
のもとで選別される時代に入ろうと
しており、投資家も意思決定のため

に人的資本開示も含めた非財務情
報を求めています。
2022年4月、日本取引所グループに
おいて資本市場が再編され、国際的
な投資家が集まることを目指したプラ
イム市場が稼働を開始しました。我が
国の資本市場がさらに強くなるために
は、プライム市場における情報の信頼
性と有用性が高まることが重要であ
り、私たちも含めて市場での役割を有
する存在の果たすべき責任も重くなっ
ていると感じます。

Q.このような不確実性の高まった
時代において、世の中の価値観
やニーズはどのように変わって
きていると考えていますか。

井野　これまでにないスピードで世
界が変容し、社会の分断が顕在化
し、世の中の信頼が大きく揺らぐ中
で、私たちは、柔軟に対応し変化し
続けることを求められています。不

安や変数が多数存在し過去の延長
線上に未来が約束されない時代に
おいて、常に変わり続けることが求
められる一方で、自分が何を大切に
して、何を求め、どこに向かっていく
のか、自分はどうありたいのかを見
つめ直すことで、普遍的な価値観が
再認識されたと思います。そして、そ
の価値観に基づく自身の行動が社
会にどのようなインパクトをもたらす
のかということを考え、明確に発信
することが重要視されるようになっ
ています。

久保田　私たちのクライアントを含む
多くの企業においても、自社の社会的
なインパクトを見つめ直し、事業を通
じた社会貢献を実現することを目指し
たサステナビリティ経営へのシフト
チェンジが行われています。企業経営
や個人の価値観が短期的な成果だけ
ではなく長期的な価値創造力や社会
へのインパクトなどを重視する動きへ

シフトする中で、気候変動、サーキュ
ラーエコノミー、サイバーセキュリティ、
人的資本や人権などのサステナビリ
ティ情報への関心が一層高まってい
ます。

久保田　また、テクノロジーの進化に
より、世界のあらゆるボーダーが取り
払われ、世界の可能性が無限に広がっ
ています。デジタル社会においては情
報の量と速度は飛躍的に増加し、距離
や空間の制限がなくなります。一方で、
情報によるボラティリティの高まりに
よる影響力の大きさや拡散スピード
は、時に私たちの想定を超えるものと
なり、匿名性により責任なく発信され
る情報の信頼性の問題や情報を受信
する側と発信する側での情報の非対
称性の存在、サイバーセキュリティリス
クなど、デジタル時代の新たな問題へ
の対応が求められます。テクノロジー
を使うのは人間であり、玉石混交の大
量の情報を利用し正しく分析するため
の能力が求められると同時に、発信さ
れた情報を安心して利用するための情
報への信頼の付与が非常に重要なも
のとなっています。

井野　様々な経営者の方々との対話
で感じるのは、短期的な収益にも配慮
しつつ、外部不経済を取り込みながら
長期にわたって経済的価値を創出し
続け、未来の世代に豊かな社会を繋い
でいくバランスのとれた意思決定を行

い、そして対外説明して支持を得るこ
との難しさです。自分の代では芽が出
ないかもしれないことであっても、長
期的な未来を見据えて投資をしたいと
いう意思がある一方、投資を決めた人
と投資の責任を負う人あるいは投資の
成果を享受する人が世代を超えて存
在することで、対立が生じかねないと
いう問題があります。これはもはや経
営者の個人的な勇気や判断で成立す
るものではなく、組織の内外で共感が
得られて初めて真の協力が生まれ、よ
うやく達成できる難しいバランスを目
指す経営判断のように思われます。
正しい情報に基づく透明な判断を共有
し対話することで、利害を調整しなが
ら影響力の大きな行動を導くことがで
きるのではないでしょうか。
私自身も法人経営を進める中で、将
来世代が実現したい未来を思い描け
るために「未来をより良いものにする
ために、どう働きかけたいのか」を全
員に問いかけ、仲間の意見も共有し、
将来を見据えた対話を行う中で1つの
文化に昇華させていきたいと願ってい
ます。

Q.環境や価値観の変化は、監査
を含めたアシュアランスのあ
り方にどのようなインパクト
を与えますか。

井野　企業が重要な情報を開示する
時こそ、外部によるアシュアランスの意
義があります。企業が変化に対応する
ときこそ、外部によるリスク感度の高い
保証が役に立ちます。社会が安心して
開示された情報を利用できるために
は、第三者保証報告書が添付されてい
るだけでは十分とは言えません。ア
シュアランスのフレームワークや焦点
が世に共有されていること、情報の脆
弱さに対するリスク感度の高い第三者
が、専門性とIT技術で裏打ちされた証
拠固めを行っていることが大切になる
と思うのです。
こうした監査のあるべき変化に向け
て、部分的ですが既に対応が始まって
います。監査基準委員会報告701（監
基報701）が適用され、監査上の主要
な検討事項により保証のありようを説
明していく実務は2022年3月期に本
番適用2年目を終えました。財務諸表

と同時にその他の情報の一部として
開示されている非財務情報について
は、監査基準委員会報告720（監基報
720）の改定により、今まで以上に一歩
踏み込んだ理解を行い、監査の実施過
程で知り得た情報との整合性に気を配
ることや、必要に応じて質問や矛盾点
等を指摘することが2022年3月期から
求められています。また、IT環境につい
ても2023年3月期に適用となる監査
基準委員会報告315（監基報315）の
改正版では、企業の内部統制やIT環境
への理解を深めることで、深度のある
リスク評価を行い、リスクに対応した
より適切な監査手続の実施が期待さ
れています。
しかし、これらは始まりに過ぎませ
ん。監基報720は開示された情報それ
自体が正しいか監査しているもので
はありませんし、監基報315もリスク
評価に何を取り込むのか次第で監査
の実質的な中身が変わります。監基
報701も表面的な対応に終始すれば
ボイラープレート化する危険がありま
す。非財務情報もITリスクへの対応も
さらには保証の焦点の説明も、それぞ

れ投資家等に対する有用性と信頼性
を高めるよう作成者と監査人が個別
に努力し、結果を社会に説明し、利害
関係者の判断に資する対応を重ねて
いくことで、市場から選ばれる企業、
市場から選ばれる監査人が自然に定
まっていくと考えています。

久保田　非財務情報であっても、開
示を行う上で一定の判断が必要とさ
れることに着目すると、これまで財務
諸表監査で培ってきた考え方のフレー
ムワークとの親和性が高い分野にな
ります。これを踏まえると、監査やア
シュアランスに従事してきた者として、
これまでの知見を最大限に活かし、基準
やガイダンスの検討に関わっていくこ
とが今後求められていくでしょう。ま

た、基準等の検討への関与だけでは
なく、その信頼性を担保するために
も、非財務情報の保証にかかるプラッ
トフォーム構築の段階で信頼性を確
保するためのプロセスを組み込むな
ど、保証という観点からのアプローチ
も期待されていると考えています。
プラットフォームの構築への関与と
いう点については、特にデジタルやIT
の分野での保証の実現が重要な位
置を占めてくると考えられます。この
数十年で既に私たちが経験してきた
ように、ITの台頭は社会の変化を加
速させてきました。インターネットと
いう分野に絞っても、匿名性や距離
や空間の縛りがないという特性によ
り、私たち一人一人の世界は大きく広
がりました。一方でデジタル環境にお
いては、扱える情報の量や速度が格
段に上がり、結果として1つの情報に
対する社会のボラティリティが極め
て高い状況になっています。これは
当然良い方向にも作用し得るもので
すが、同時に何かネガティブな情報
や信頼性のない不確かな情報もあ
っという間に拡散されてしまうという
リスクも抱えています。
このような環境下においては、事後
的に検証し確認するという今の保証
の枠組みでは対応しきれない部分が
出てきます。今後は、プラットフォー
ムなどの中にインフラとして保証の
観点を組み込むことで、リアルタイ
ムで保証を実現していく仕組みづく
りが不可欠になっていくと考えてい
ます。

井野　足元の会計不正の件数は減少
しておらず、監査法人の一番の責任で
ある監査により会計不正を発見する役
割について、常に基本に立ち返り、十
分に責任を果たせているのかを省み

る必要があります。しかし、そのやり方
が従来型のものであっては企業の変
化に追いつけないため、新しい監査の
着眼点、新しい監査の技術、新しい人
間性の理解により対処していくべきも
のだと考えます。

Q.類を見ないほどのスピードで
環境が変化する中で、PwCあ
らたはどうあるべき、何をすべ
きと考えますか。

井野　私たちが組織として持続可能
でありPurposeを実現していくため
には、起こり得る未来を想定し、先を
見据えた取り組みを行っていくこと、
柔軟に変革し続けながらも、軸足を
しっかり定めておくことが重要だと考
えます。

久保田　Purposeである「社会におけ
る信頼を構築し、重要な課題を解決す
る」ことを実現するため、監査だけでは
なくアシュアランスというより幅広い
観点から行動することが求められてい
ます。私たちPwCは、既に基準がある
分野における信頼の構築だけではな
く、明確な基準のないところに適切な
ものさしを作るという、基準の1つ先の
世界に足を踏み入れていきます。私た
ちは、「監査変革」から「アシュアランス
変革」に進化していきます。

10年後創造プロジェクト

私たちは、未来が過去からの延長線
上にあるとは限らない不確実性の大
きな時代において、起こり得る未来に
ついて複数のシナリオを想定しなが
らも、実際に起こりつつある変化に対
しては、いち早く対応していく適応力
を有する組織が、環境や社会を含む

広範なステークホルダーに貢献しな
がら、企業価値を最大化し、持続可能
なビジネスモデルを構築することがで
きると考えました。
また、変化の時代において私たち自
身が柔軟に変革し続けていくために
は、より多面的な視点が必要です。マ
ネジメントのみが法人戦略策定に関
与するのではなく、時代や価値観の
変化に対して感度の高い現場を担う
若い世代の職員が、自ら未来の社会
に対する視点を築き上げることで、一
人一人の職員が経営目線で日々の業
務に向き合うことのできる自律性の
ある組織が生まれていくとも考えま
した。このような観点から、若手を中
心に2030年にあり得る未来を「政治
経済」「気候変動」「信頼」の軸から4
つの未来シナリオ「SF社会の到来」
「環境危機に団結する社会」「新たな
冷戦時代へ」「ディストピア化する社
会」をまとめて公表しています。私た
ちのVision2030の重要なインプット
です。
詳細は「10年後創造プロジェクト」
をご覧ください。

マテリアリティについて

私たちが掲げるPurposeを実現し、
アシュアランスの専門集団として社会
に持続的に存在するために、社会にと
って重要なこと、私たちにとって重要
なことを2年間にわたり温めたり冷や
したりしながら議論を行い、最も重な
り合う領域としてマテリアリティを策定
しました。
その策定過程では、経営会議での議
論を基礎として、パートナーミーティ
ング、監視委員会や外部の有識者が
いる公益監督委員会と意見交換しま
した。また、現在はアカデミアやアナ
リストの方とも意見交換を始めていま
す。私たちのマテリアリティは、➀持
続可能で品質の高いプロフェッショナ
ルサービス（「高品質なトラストサービ
ス」）の提供➁人財育成／優秀な人財
の獲得と維持／従業員エンゲージメ
ント➂インクルージョン＆ダイバー

シティ➃情報セキュリティ／テクノロ
ジーの責任ある利用（「データガバナ
ンス」）➄倫理的かつ誠実な文化の醸
成➅従業員を含む社会・人々のウェル
ビーイングの6つと定めました。

井野　マテリアリティを追求する事
業戦略を立案し、実行するリーダー
シップチームの機能を再検討し、
2022年7月1日より以下の変更を行い
ました。マテリアリティを追求する人
選の結果、経営会議の多様性が昨年
より向上しました。なお、執行役の選
定は、代表執行役が立案し、監視委員
会の同意を経て決定しています。

マテリアリティを追求する
リーダーシップチーム

● 持続可能で品質の高いプロフェッシ
ョナルサービスの提供を進めるた
め、監査担当執行役を追加配置し、
副代表の兼務を解消します。また、
顧客の立場に立って難題を解決して
きた経験豊富なパートナーが常に
経営会議に参加し、内向きの議論を
牽制していきます。

● 人財領域については複数のマテリア
リティがあり、人事領域の強化を決
めました。具体的には、採用からアル
ムナイまでの人事機能の企画・運営
を行う人事の責任者としての担当執
行役に加え、中立の立場で職員と対
話しながら目指す企業文化への改善
を推進するとともに、そこで活躍でき
る人財像の策定と人財開発を企画
する執行役を新しく配置しました。経
営判断の場面において、目指すべき
企業文化との乖離が見られれば、人
事担当執行役や事業を所管する執
行役と対等の立場より、経営の方針

や施策について意見し、より良い解
決を導くための取り組みです。

● テクノロジーの責任ある利用をさら
に推進するため、IT専門家が常に経
営会議に参加します。

Q.目指す姿を踏まえて、今の
PwCあらたの現在地と挑戦
を教えてください。

久保田　変化が激しい時代において
どのようなことが今後求められている
のか、予見しづらい時代となっていま
す。その中でも確実なのは、デジタル
化が進展していくこと、それに基づい
たデータの信頼性に関する重要性が
増していくこと、そして、それらを利用
した個々人の価値観、活動が多様化し
ていくことです。これらの変化に対応
するためには、部分的なデジタル化や
ツールの導入では不十分であり、私た
ち自身が常に変わり続ける、そのため
に多様な人財を受け入れ続けることが
必要であり、それはカルチャーまで踏
み込んで初めて実現できるものです。
仕組みについては多くの取り組みが進
みましたが、デジタルや多様性など、ま

だまだ深化が必要な事項は多々ありま
す。ただし、変わり続けること自体につ
いてのカルチャーは根付いており、今
後のさらなる社会の変化を捉え続けら
れる基礎はできていると考えています。

井野　久保田さんの熱意と前を向く姿
勢は、私も含めた多くの人を惹きつけて
います（笑）。PwCあらたはおかげさま
で設立から16年が経過し人数も3倍以
上に成長することができました。他方で
時間の経過とともに世代交代も進み、
設立当初の想いを、時代の変化に合わ
せながら、組織全体で共感していく必
要があると考えています。私は事務所
設立時にパートナーではありませんで
したが、リーダーたちのサポートをして
いたので、パートナーシップの素晴らし
さや国際目線にこだわる理由などにつ
いてダイレクトな精神注入も相当いた
だきました（笑）。「日本の監査にあらた
な風を吹かせたい」と願って立ち上げ
たのですから、今年どんな新しいこと
ができたのかを語れないようでは一同
失格なのです。私たちのいる場を創って
きてくれた多くの先達への感謝を、まだ
見ぬ未来のメンバーに還元していきます。
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Executive Summary

サステナビリティ情報開示の動向

　環境問題や社会問題は、昨今、急激
な勢いで深刻化・複雑化しており、こ
れらへの対応が喫緊の課題となって
います。例えば、世界全体の気温上昇
に伴う異常気象が世界各地で見られ
ています。このような問題はさまざま
な形で企業にも影響を及ぼしており、
これまでの事業戦略を将来にわたっ
て継続することが難しくなっている
ケースも出始めています。
  このような現状に対し、資金の出し
手である投資家は、投資行動の変化
を通じて問題解決を図ることを考え
ました。例えば、「責任投資原則
（PRI）」では、投資家がESG（環境・社
会・ガバナンス）の観点を投資判断に
組み込むことを提唱しています。投資
家が企業の分析および評価を行う上
で長期的な視点を持ち、長期的に持
続可能な経営を行おうとする企業に
対して資金を提供することにより、企
業行動の変革が促進され、結果とし
て、持続可能な社会がもたらされると
いう考え方です。企業による情報開示
は、投資家が投資判断を行う上で重
要な情報源の１つと考えられます。投
資家が投資判断を行うには、投資家
の必要とする情報を、正確性および信
頼性をもって企業が開示することが
必要です。上述の投資判断に必要な
情報として、企業の短期・中期・長期
にわたる事業戦略やその強靭性（レ
ジリエンス）などについての情報が挙

げられます。このような情報を開示す
るものがサステナビリティ情報開示
であり、近年、国内外において急速な
勢いで進化が生じている分野です。

　サステナビリティ情報開示は、これ
までさまざまな規制やフレームワーク
に基づき行われてきました。具体的に
は、GRI（グローバル・レポーティング・
イニシアティブ）、CDSB（気候変動開
示基準委員会）、IIRC（国際統合報告
評議会）、SASB（米国サステナビリ
ティ会計基準審議会）、TCFD（気候
関連財務情報開示タスクフォース）な
どの団体が公表した基準やフレーム
ワークが国際的に使われてきました。
  しかし、これらの基準等は、任意開
示の中で使われてきた事例がほとん
どで、使用している基準等は企業間
で統一されていなかったため、結果と
して開示される情報も企業間で比較
可能性がないことが問題とされてき
ました。
　このため、上述のように基準等が乱
立した状態を解消し、国際的に一貫性
のあるサステナビリティ開示基準を
開発することを期待して、2021年11
月にISSB（国際サステナビリティ基
準審議会）が設立されました。ISSB
は、IFRS会計基準を開発するIASB

（国際会計基準審議会）の姉妹組織と
して、IFRS財団のもとに設置された
基準設定主体です。
　 ISSBは、上述した団体のうち、
CDSB、IIRCおよびSASBと合併し、
それらの団体が開発した基準等を基
礎として、国際的に一貫性のあるサス
テナビリティ開示基準を開発するこ
とを目的としています。IS SBは、
2022年3月に公表した2つの公開草
案（そのうちの1つは気候変動開示に
関するもの）について、2022年末まで
に最終基準化することを目指していま
す。また、「気候」の次のテーマとして
何に取り組むべきかについて、アジェ
ンダ協議と呼ばれる公開協議を行う
予定です。

　欧州では、サステナビリティ情報開
示をマネジメントレポートの中で行う
ことを義務付けたCSRD（企業サス
テナビリティ報告指令）が採択されま
した。CSRDに基づくサステナビリ
ティ情報開示のため、EFRAG（欧州
財務報告諮問グループ）がESRS（欧
州サステナビリティ報告基準）という
開示基準を開発しています。
　ISSBの公開草案がサステナビリ
ティ報告全般と気候関連開示を取り
扱ったものであるのに対し、ESRS
は、それらのみならず、汚染、水と海洋
資源、生物多様性とエコシステム、循
環型経済といった環境テーマや、従業

員、コミュニティ、顧客といった社会
テーマ、リスク管理や内部統制といっ
たガバナンステーマに関する公開草案
も公表したことが特徴です。また、
ISSBの公開草案では、気候関連開示
について産業別基準が提案されてい
たのに対し、ESRSでは産業別基準
は今後公表予定とされています。
　CSRDは、平均従業員数が250人
超などの要件に該当する企業に適用
されるため、日本の現地法人にも適用
される可能性があります。適用日につ
いては検討中ですが、大企業は2024
年1月1日以後に開始する事業年度か
ら適用開始となる可能性が高いと考
えられています。

　米国では、2022年3月に証券取引
委員会（SEC）が気候変動開示規則
の草案を公表しました。提案の内容
は、TCFD提言を基礎としたもので
あったため、既にTCFD提言に基づく
開示を行っている企業は、対応コスト
は比較的大きくないと言えるかもしれ

ません。しかしながら、温室効果ガス
排出の一部について第三者保証が求
められている他、財務諸表注記とし
て、異常気象などの気候関連事象や
脱炭素社会への移行に伴う連結財務
諸表への金額影響を開示することが
求められていることが特徴的です。
　適用日は、企業規模によって異なり
ますが、大規模早期提出会社の場合、
2023会計年度より適用開始とするこ
とが提案されています。

　上述の海外動向は、日本国内の開
示実務に対しても影響を及ぼす可能
性があります。
　従来、サステナビリティ情報の重要
な要素である「ガバナンス」や「リスク管
理」に関しては、日本では、金融商品取
引法における有価証券報告書や会社法
における事業報告、取引所規則で求め
られるコーポレート・ガバナンス報告書
などで開示が行われてきました。

　一方、「戦略」や関連する「指標と目
標」に関しては、これらに関連する開
示は制度開示の中でも行われてきた
ものの、「環境」や「社会」というサステ
ナビリティ関連のテーマに焦点を当
てた開示は、基本的には任意開示の
中で行われてきました。
　このような状況を踏まえ、金融審議
会のディスクロージャーワーキング・
グループは、有価証券報告書にサステ
ナビリティ情報開示の「記載欄」を設
け、国際的なフレームワークと整合的
な「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」
「指標と目標」の4つの構成要素に基
づく開示を行うことを提案しました。
このうち、「ガバナンス」と「リスク管
理」に関しては、すべての企業が開示
し、「戦略」と「指標と目標」について
は、各企業が「ガバナンス」と「リスク
管理」の枠組みを通じて重要性を判
断して開示することを提案しました。
今後、この提案が法制度化されていく
ことが見込まれています。

サステナビリティ
情報開示への関心の高まり

多様な情報開示に係る
規制とフレームワーク

国際的に一貫性のある
サステナビリティ開示基準の
開発に向けて

欧州における企業サステナビリティ
報告指令（CSRD）と
欧州サステナビリティ報告基準（ESRS）

サステナビリティへの取り組み
文・小西健太郎ディレクター（サステナビリティ基準委員会にディレクターとして出向中）
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サステナビリティへの取り組み

　環境問題や社会問題は、昨今、急激
な勢いで深刻化・複雑化しており、こ
れらへの対応が喫緊の課題となって
います。例えば、世界全体の気温上昇
に伴う異常気象が世界各地で見られ
ています。このような問題はさまざま
な形で企業にも影響を及ぼしており、
これまでの事業戦略を将来にわたっ
て継続することが難しくなっている
ケースも出始めています。
  このような現状に対し、資金の出し
手である投資家は、投資行動の変化
を通じて問題解決を図ることを考え
ました。例えば、「責任投資原則
（PRI）」では、投資家がESG（環境・社
会・ガバナンス）の観点を投資判断に
組み込むことを提唱しています。投資
家が企業の分析および評価を行う上
で長期的な視点を持ち、長期的に持
続可能な経営を行おうとする企業に
対して資金を提供することにより、企
業行動の変革が促進され、結果とし
て、持続可能な社会がもたらされると
いう考え方です。企業による情報開示
は、投資家が投資判断を行う上で重
要な情報源の１つと考えられます。投
資家が投資判断を行うには、投資家
の必要とする情報を、正確性および信
頼性をもって企業が開示することが
必要です。上述の投資判断に必要な
情報として、企業の短期・中期・長期
にわたる事業戦略やその強靭性（レ
ジリエンス）などについての情報が挙

げられます。このような情報を開示す
るものがサステナビリティ情報開示
であり、近年、国内外において急速な
勢いで進化が生じている分野です。

　サステナビリティ情報開示は、これ
までさまざまな規制やフレームワーク
に基づき行われてきました。具体的に
は、GRI（グローバル・レポーティング・
イニシアティブ）、CDSB（気候変動開
示基準委員会）、IIRC（国際統合報告
評議会）、SASB（米国サステナビリ
ティ会計基準審議会）、TCFD（気候
関連財務情報開示タスクフォース）な
どの団体が公表した基準やフレーム
ワークが国際的に使われてきました。
  しかし、これらの基準等は、任意開
示の中で使われてきた事例がほとん
どで、使用している基準等は企業間
で統一されていなかったため、結果と
して開示される情報も企業間で比較
可能性がないことが問題とされてき
ました。
　このため、上述のように基準等が乱
立した状態を解消し、国際的に一貫性
のあるサステナビリティ開示基準を
開発することを期待して、2021年11
月にISSB（国際サステナビリティ基
準審議会）が設立されました。ISSB
は、IFRS会計基準を開発するIASB

（国際会計基準審議会）の姉妹組織と
して、IFRS財団のもとに設置された
基準設定主体です。
　 ISSBは、上述した団体のうち、
CDSB、IIRCおよびSASBと合併し、
それらの団体が開発した基準等を基
礎として、国際的に一貫性のあるサス
テナビリティ開示基準を開発するこ
とを目的としています。IS SBは、
2022年3月に公表した2つの公開草
案（そのうちの1つは気候変動開示に
関するもの）について、2022年末まで
に最終基準化することを目指していま
す。また、「気候」の次のテーマとして
何に取り組むべきかについて、アジェ
ンダ協議と呼ばれる公開協議を行う
予定です。

　欧州では、サステナビリティ情報開
示をマネジメントレポートの中で行う
ことを義務付けたCSRD（企業サス
テナビリティ報告指令）が採択されま
した。CSRDに基づくサステナビリ
ティ情報開示のため、EFRAG（欧州
財務報告諮問グループ）がESRS（欧
州サステナビリティ報告基準）という
開示基準を開発しています。
　ISSBの公開草案がサステナビリ
ティ報告全般と気候関連開示を取り
扱ったものであるのに対し、ESRS
は、それらのみならず、汚染、水と海洋
資源、生物多様性とエコシステム、循
環型経済といった環境テーマや、従業

サステナビリティ情報開示と財務諸表監査

員、コミュニティ、顧客といった社会
テーマ、リスク管理や内部統制といっ
たガバナンステーマに関する公開草案
も公表したことが特徴です。また、
ISSBの公開草案では、気候関連開示
について産業別基準が提案されてい
たのに対し、ESRSでは産業別基準
は今後公表予定とされています。
　CSRDは、平均従業員数が250人
超などの要件に該当する企業に適用
されるため、日本の現地法人にも適用
される可能性があります。適用日につ
いては検討中ですが、大企業は2024
年1月1日以後に開始する事業年度か
ら適用開始となる可能性が高いと考
えられています。

　米国では、2022年3月に証券取引
委員会（SEC）が気候変動開示規則
の草案を公表しました。提案の内容
は、TCFD提言を基礎としたもので
あったため、既にTCFD提言に基づく
開示を行っている企業は、対応コスト
は比較的大きくないと言えるかもしれ

ません。しかしながら、温室効果ガス
排出の一部について第三者保証が求
められている他、財務諸表注記とし
て、異常気象などの気候関連事象や
脱炭素社会への移行に伴う連結財務
諸表への金額影響を開示することが
求められていることが特徴的です。
　適用日は、企業規模によって異なり
ますが、大規模早期提出会社の場合、
2023会計年度より適用開始とするこ
とが提案されています。

　上述の海外動向は、日本国内の開
示実務に対しても影響を及ぼす可能
性があります。
　従来、サステナビリティ情報の重要
な要素である「ガバナンス」や「リスク管
理」に関しては、日本では、金融商品取
引法における有価証券報告書や会社法
における事業報告、取引所規則で求め
られるコーポレート・ガバナンス報告書
などで開示が行われてきました。

　一方、「戦略」や関連する「指標と目
標」に関しては、これらに関連する開
示は制度開示の中でも行われてきた
ものの、「環境」や「社会」というサステ
ナビリティ関連のテーマに焦点を当
てた開示は、基本的には任意開示の
中で行われてきました。
　このような状況を踏まえ、金融審議
会のディスクロージャーワーキング・
グループは、有価証券報告書にサステ
ナビリティ情報開示の「記載欄」を設
け、国際的なフレームワークと整合的
な「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」
「指標と目標」の4つの構成要素に基
づく開示を行うことを提案しました。
このうち、「ガバナンス」と「リスク管
理」に関しては、すべての企業が開示
し、「戦略」と「指標と目標」について
は、各企業が「ガバナンス」と「リスク
管理」の枠組みを通じて重要性を判
断して開示することを提案しました。
今後、この提案が法制度化されていく
ことが見込まれています。

サステナビリティ
情報開示に係る日本の動向

米国における気候変動開示規則

　一般に、サステナビリティ情報開示
は、財務諸表を補足し、補完する情報
を提供するものと言われています。実
務上は、サステナビリティ情報開示と
財務諸表は所管部署が異なるケース
も多いと考えられるため、情報の整合
性に留意が必要です。例えば、サステ
ナビリティ情報開示でリスクを認識
し、数年間のうちに代替的な技術に置
き換わるといった説明をしていなが
ら、財務諸表では従前の技術に関連

する資産について減損損失を認識し
ていないといった場合には、情報の信
頼性に疑念が生じかねません。
　今後、サステナビリティ情報開示で
は、温室効果ガス排出の削減目標値
やその達成方法に関する開示、事業
戦略やその強靭性（レジリエンス）を
示すためのシナリオ分析の実施など
が行われることも考えられます。今
後、財務諸表監査を行っていくうえで
は、そのようなサステナビリティ関連

の専門的な情報を理解しつつ、適切
に財務諸表監査上のリスク評価を行
い、情報の正確性および信頼性を検
証することが必要になると考えられま
す。PwCあらたでは、さまざまな領域
の専門家が機動的に連携し、効率的
かつ効果的にサービスを提供できる
体制を構築することで、これからの多
様化・複雑化する財務諸表監査に対
応していきます。 

文・小西健太郎ディレクター
（サステナビリティ基準委員会にディレクターとして出向中）
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小西　日本では、ISSBの母体組織で
あるIFRS財団のカウンターパートであ
る財務会計基準機構（FASF）のもと、
企業会計基準委員会（ASBJ）の姉妹
組織として2022年7月にサステナビリ
ティ基準委員会（SSBJ）が設立されま
した。SSBJは、➀国内のサステナビリ
ティ開示基準の開発と➁国際的なサ
ステナビリティ開示基準の開発への貢
献を目的としています。
➀については、SSBJが開発する国内
基準をどのようなものとすべきかにつ
いての検討が行われているところで
す。この検討を踏まえ、今後、運営方針
が作成される見込みです。また、SSBJ
の審議テーマやその優先順位等につ
いては、当法人の遠藤英昭パートナー

も委員を務めているサステナビリティ
基準諮問会議で審議が行われ、重要
性または緊急性の高いものについては
SSBJに提言が行われます。SSBJは、
サステナビリティ基準諮問会議から提
言を受けた場合、原則としてその提言
を尊重し、審議テーマを決定します。
審議テーマが決定すると、そこから
SSBJでの審議が始まります。SSBJ
の会合は毎月2回のペースで開催さ
れ、事務局が作成した審議資料に対し
て委員が意見を述べるという形式で
審議が行われます。SSBJの審議を経
て基準の草案がまとまると、それを公
開草案として公表し、広く一般からの
意見を募集します。必要に応じて、公
開草案に先立ち、論点整理を公表し、
同様に意見の募集を行うことも考えら
れます。公開草案および論点整理に対
して寄せられた意見については、

SSBJにおいて検討され、公開草案を
再度公表する必要性があるか否かを
検討した上で、再度公表する必要がな
いと判断された場合、ようやく基準が
完成します。
SSBJが開発した基準の法的な枠組み
については、今年度の金融審議会ディ
スクロージャーワーキング・グループ
で検討されることとなっています。そこ
での議論を踏まえ、SSBJが開発した
基準が法制度に組み込まれることとな
った場合、国内企業に対して強制力の
ある基準となることが考えられます。 
➁については、ISSBが2022年3月に
公表した2つの公開草案に対する意見

発信が積極的に行われました。国際的
なサステナビリティ開示基準に日本の
関係者の意見が反映されていれば、
SSBJが開発する国内基準は自然と
国際的に整合したものとなります。こ
のため、国際的なサステナビリティ開
示基準の開発に貢献することは、国内
のサステナビリティ開示基準の開発に
とっても重要と考えられています。

小西　これまでSSBJでは、もっぱら
ISSBが2022年3月に公表した2つの
公開草案に対する意見発信について
検討が行われていました。その公開草
案は、サステナビリティ関連財務情報
の開示に関する全般的要求事項と気
候関連開示に関するものでしたが、こ
れからサステナビリティ情報開示に取
り組もうとする法域や企業にとって、
負担の大きなものとなる可能性がある
ことが指摘されていました。このため、
SSBJでは、ISSBが開発する基準が
真にグローバルな基準となるために
は、世界中の各法域で採用できるもの
にする必要があるとして、最初は最も
コアとなる開示要求を設定し、それら
が各法域に受け入れられた後に拡大
するという、段階的なアプローチを採
用すべきではないかといった議論を行
い、この考え方を基礎としたコメント
を行いました。
今後は、まずISSBの次の審議テーマ
を決定するためのアジェンダ協議に関
し、日本としてどのような意見発信を
行うべきなのかについての検討を行っ
ていくことが考えられます。それと並

行して、SSBJが開発する国内基準を
どのようなものとすべきか、具体的な
審議テーマは何とすべきか、といった
審議が行われていくことが考えられ
ます。
SSBJは、幅広い関係者からインプッ
トを集め、基準やコメント・レターとい
う1つの文書に集約していくため、立場
によって関係者の意見が異なる場合
には、それらを調整することが必要と
なります。細やかな配慮が必要な仕事
ではありますが、資本市場のさらなる
発展のために必要なことだと思います
ので、そこに関与できることが何よりも
モチベーションになると考えています。

遠藤　主にサステナビリティに関する
開示を中心に財務数値以外の開示を
行う事例は増えてきています。企業価
値の過半が財務数値では表現できな
いということは古くから言われており、
空白を埋めるために開示情報が増えて
いくというのは資本市場の機能である
効率的な資本配分を実現するために
は必要なことであると考えています。
しかしながらいまだ先進的な取り組み
の域を出ていない感があり、言い換え
ると意識が高い企業がアピールとして
行っている状態だと捉えています。任
意開示であるため、投資家から自社に
とって都合のよい情報だけを開示して
いるのではないかと見られることも十
分に考えられます。そのため、多くの企
業がある程度の強制力によって非財
務情報の開示が求められる制度の導
入が待たれます。開示する企業が増
え、ネガティブな情報もポジティブな
情報と同様に開示されることになっ

て、初めて開示が機能していると言え
る段階に到達すると考えています。こ
れについては、ISSBが起爆剤となり
各国で制度化していく流れになってい
くことを期待したいですね。

遠藤　非財務情報の開示が制度化さ
れ、開示する企業が多くなるのと同じく
重要なのが、開示されている情報の信
頼性が確保されるということだと考えて
います。世間の注目が高まるほど、不正
開示を行うインセンティブが高まり、開
示企業が増えるほど不正事例が発生す
る可能性が高まります。財務報告と監査
制度が作られたのはインターネットが
登場する遥か前であり、情報過多で世
間の関心が移ろいやすい現代と違い、
多くの失敗を重ねながら制度が練り上
げられてきました。一方で非財務情報開
示は今が黎明期だと言えますが、昔と違
い信頼を失ってしまうと世の中の注目
は簡単に別のものに移ってしまい、なか
なか2度目のチャンスは来ません。非財
務情報の開示は世の中をより良くしてい
くための重要な契機だと思います。そし
てこの時機に公認会計士として保証業
務を提供しているというのは幸せなこと
であると感じます。過去何十年にわたっ
て保証業務を提供してきた監査法人と
して、このような流れを上手く仕組みと
して昇華させるように世の中のために貢
献していきたいと考えています。

Executive Summary

サステナビリティとPwCあらたの取り組み

左）小西 健太郎（ディレクター）
監査事業本部副本部長

右）遠藤  英昭（パートナー）

～最前線の現場から～

日本での基準設定は
どのように進められて
いますか。

Q

サステナビリティ基準委員会にディレクターとして出向中
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小西　日本では、ISSBの母体組織で
あるIFRS財団のカウンターパートであ
る財務会計基準機構（FASF）のもと、
企業会計基準委員会（ASBJ）の姉妹
組織として2022年7月にサステナビリ
ティ基準委員会（SSBJ）が設立されま
した。SSBJは、➀国内のサステナビリ
ティ開示基準の開発と➁国際的なサ
ステナビリティ開示基準の開発への貢
献を目的としています。
➀については、SSBJが開発する国内
基準をどのようなものとすべきかにつ
いての検討が行われているところで
す。この検討を踏まえ、今後、運営方針
が作成される見込みです。また、SSBJ
の審議テーマやその優先順位等につ
いては、当法人の遠藤英昭パートナー

も委員を務めているサステナビリティ
基準諮問会議で審議が行われ、重要
性または緊急性の高いものについては
SSBJに提言が行われます。SSBJは、
サステナビリティ基準諮問会議から提
言を受けた場合、原則としてその提言
を尊重し、審議テーマを決定します。
審議テーマが決定すると、そこから
SSBJでの審議が始まります。SSBJ
の会合は毎月2回のペースで開催さ
れ、事務局が作成した審議資料に対し
て委員が意見を述べるという形式で
審議が行われます。SSBJの審議を経
て基準の草案がまとまると、それを公
開草案として公表し、広く一般からの
意見を募集します。必要に応じて、公
開草案に先立ち、論点整理を公表し、
同様に意見の募集を行うことも考えら
れます。公開草案および論点整理に対
して寄せられた意見については、

SSBJにおいて検討され、公開草案を
再度公表する必要性があるか否かを
検討した上で、再度公表する必要がな
いと判断された場合、ようやく基準が
完成します。
SSBJが開発した基準の法的な枠組み
については、今年度の金融審議会ディ
スクロージャーワーキング・グループ
で検討されることとなっています。そこ
での議論を踏まえ、SSBJが開発した
基準が法制度に組み込まれることとな
った場合、国内企業に対して強制力の
ある基準となることが考えられます。 
➁については、ISSBが2022年3月に
公表した2つの公開草案に対する意見

発信が積極的に行われました。国際的
なサステナビリティ開示基準に日本の
関係者の意見が反映されていれば、
SSBJが開発する国内基準は自然と
国際的に整合したものとなります。こ
のため、国際的なサステナビリティ開
示基準の開発に貢献することは、国内
のサステナビリティ開示基準の開発に
とっても重要と考えられています。

小西　これまでSSBJでは、もっぱら
ISSBが2022年3月に公表した2つの
公開草案に対する意見発信について
検討が行われていました。その公開草
案は、サステナビリティ関連財務情報
の開示に関する全般的要求事項と気
候関連開示に関するものでしたが、こ
れからサステナビリティ情報開示に取
り組もうとする法域や企業にとって、
負担の大きなものとなる可能性がある
ことが指摘されていました。このため、
SSBJでは、ISSBが開発する基準が
真にグローバルな基準となるために
は、世界中の各法域で採用できるもの
にする必要があるとして、最初は最も
コアとなる開示要求を設定し、それら
が各法域に受け入れられた後に拡大
するという、段階的なアプローチを採
用すべきではないかといった議論を行
い、この考え方を基礎としたコメント
を行いました。
今後は、まずISSBの次の審議テーマ
を決定するためのアジェンダ協議に関
し、日本としてどのような意見発信を
行うべきなのかについての検討を行っ
ていくことが考えられます。それと並

行して、SSBJが開発する国内基準を
どのようなものとすべきか、具体的な
審議テーマは何とすべきか、といった
審議が行われていくことが考えられ
ます。
SSBJは、幅広い関係者からインプッ
トを集め、基準やコメント・レターとい
う1つの文書に集約していくため、立場
によって関係者の意見が異なる場合
には、それらを調整することが必要と
なります。細やかな配慮が必要な仕事
ではありますが、資本市場のさらなる
発展のために必要なことだと思います
ので、そこに関与できることが何よりも
モチベーションになると考えています。

遠藤　主にサステナビリティに関する
開示を中心に財務数値以外の開示を
行う事例は増えてきています。企業価
値の過半が財務数値では表現できな
いということは古くから言われており、
空白を埋めるために開示情報が増えて
いくというのは資本市場の機能である
効率的な資本配分を実現するために
は必要なことであると考えています。
しかしながらいまだ先進的な取り組み
の域を出ていない感があり、言い換え
ると意識が高い企業がアピールとして
行っている状態だと捉えています。任
意開示であるため、投資家から自社に
とって都合のよい情報だけを開示して
いるのではないかと見られることも十
分に考えられます。そのため、多くの企
業がある程度の強制力によって非財
務情報の開示が求められる制度の導
入が待たれます。開示する企業が増
え、ネガティブな情報もポジティブな
情報と同様に開示されることになっ

て、初めて開示が機能していると言え
る段階に到達すると考えています。こ
れについては、ISSBが起爆剤となり
各国で制度化していく流れになってい
くことを期待したいですね。

遠藤　非財務情報の開示が制度化さ
れ、開示する企業が多くなるのと同じく
重要なのが、開示されている情報の信
頼性が確保されるということだと考えて
います。世間の注目が高まるほど、不正
開示を行うインセンティブが高まり、開
示企業が増えるほど不正事例が発生す
る可能性が高まります。財務報告と監査
制度が作られたのはインターネットが
登場する遥か前であり、情報過多で世
間の関心が移ろいやすい現代と違い、
多くの失敗を重ねながら制度が練り上
げられてきました。一方で非財務情報開
示は今が黎明期だと言えますが、昔と違
い信頼を失ってしまうと世の中の注目
は簡単に別のものに移ってしまい、なか
なか2度目のチャンスは来ません。非財
務情報の開示は世の中をより良くしてい
くための重要な契機だと思います。そし
てこの時機に公認会計士として保証業
務を提供しているというのは幸せなこと
であると感じます。過去何十年にわたっ
て保証業務を提供してきた監査法人と
して、このような流れを上手く仕組みと
して昇華させるように世の中のために貢
献していきたいと考えています。

サステナビリティへの取り組み

いま、どのような議論が
なされているのでしょうか。
今後の展望も踏まえて
教えてください。

Q

非財務情報開示拡大の
流れをどう捉えていますか？Q

その流れの中で、公認会計士、
監査法人としてどう関わりたいと
考えていますか？

Q

PwCあらた有限責任監査法人　監査品質に関する報告書2022 ｜ 36



サステナビリティ課題とPwCあらたの取り組み

Executive Summary

　近年、持続可能な社会の構築に向
けた企業による環境課題・社会課題
への対応について、政府、投資家、従
業員、消費者、地域社会といった直接
的なステークホルダーからの期待・要
請が急速に高まっています。それに伴
い、企業情報開示における、サステナ
ビリティ／ESG情報の重要性はます
ます高まることが予想され、それらサ
ステナビリティ／ESG情報は将来財
務情報とも呼ばれており、中長期的に
は企業の財務情報と密接に関係する
ものでもあります。よって、企業にはそ
れらの非財務情報と財務情報を戦略
的に結合させて開示する統合報告の
実践が求められています。そして、そ
のような情報開示の進展に伴い、監
査法人に求められる役割もまた大き
く進化していくものと考えられます。
PwCあらたは、このような新たな環
境の変化の中でも、多くのクライアン

トの皆様に寄り添って、あらゆるサス
テナビリティの課題解決をサポートでき
る存在であり続けたいと考えています。
　そのため、PwCあらたでは、サステ
ナビリティ／ESG領域におけるリー
ディングファームという将来の目指す
姿を念頭に、サステナビリティ／ESG
関連の基盤整備と定型サービス拡大
に向けた組織体制を整備しています。
2030年に向けて、統合思考・統合報
告のリーディングアドバイザー、統合
監査のリーディングプロバイダーにな
るために、その目標を以下の3つのフ
ェーズによって確実に達成したいと考
えています。
　その第1フェーズは、「基盤整備と業
務品質確保」のフェーズと位置付けて
います。私たちのクライアントが直面
する非財務情報開示に関するさまざ
まな課題の解決をサポートできるよう
になるべく、数多くのOJTを通じた大

規模なアップスキリングを実施すると
ともに、全職員が活用できる情報基
盤の整備や新たなサービスの開発を
実施する予定です。
　サステナビリティ／ESGの課題は
多岐にわたり、また産業によって課題
は全く異なりますが、私たちはクライ
アント固有の課題を理解し、その課題
解決を支援できるよう、自らのケイパ
ビリティを高めていきたいと考えてい
ます。

基盤整備と業務品質確保

Phase

● 非財務／ESG情報開示に関する

  アドバイザリー業務および保証業務の提供
● 職員のESGリテラシーの向上

● 統合思考／統合報告のリーディングアドバイザー
● 統合監査のリーディングプロバイダー

業務高度化と業務基盤の
深化

リーディングファームとして
業界に貢献

1 Phase 2 3Phase

■ サステナビリティ／ESGビジネスのロードマップ

● さまざまなツールの開発
● 品質管理体制の強化
● 基準・ガイダンス検討への積極的な参加
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サステナビリティへの取り組み

アシュアランスの基礎整備のための重点実施領域として、PwCあらたでは、具体的には以下のような施策を実施しています。

社内のアップスキリング（人財育成） 保証業務への踏み込み

　サステナビリティ情報開示への関心が急速に高まっていることから、
クライアントが直面する非財務情報開示に関するさまざまな課題を解決
できる人財がますます求められています。それは、現在においてサステナ
ビリティ関連サービスに従事していない職員も対象であり、PwCあらた
では、サステナビリティ関連サービスに従事している職員、監査業務等に
従事している職員、パートナーに向けたアップスキリングのフレームワー
クを策定し、それぞれの目指す姿に向けたアップスキリング・メニューを
展開しています。
　例えば、サステナビリティの基礎から実践・応用までの社内研修、CDP
スコアリング※をはじめとした監査部門へのOJTの機会の提供を行って
います。また、ISSB（旧SASB）が職業的専門家に対して提供する認定試
験であるFSA Credentialの取得に向けた推進を行っており、試験の受
験を検討している職員に向けた説明会や試験対策講座を実施していま
す。他にも、社内ウェブサイトを通
して、サステナビリティに関する
研修やPwCが提供しているサー
ビス等の定番の情報から、国内
外の基準や規制動向といった最
新情報を法人全体に発信してお
り、それは監査業務やアドバイザ
リー業務に携わる上で求められ
るナレッジの情報プラットフォー
ムとしての役割を担っています。

基準・ガイダンスの検討への積極的な参加

　国内、欧州、米国の規制当局における非財務情報開示に関するルール
設定の動きや、既存の非財務情報の開示指針設定主体による組織統合
の動きなど、非財務情報開示基準を巡っては、世界的な動向変化の最中
にあります。その中で、PwCあらたは、ISSBやSSBJへの出向を通じて、
基準・ガイダンスの検討にも積極的に貢献しています。

※CDPは、英国の慈善団体が管理する非政府組織（NGO）であり、投資家、企業、国家、地域、都
市が自らの環境影響を管理するためのグローバルな情報開示システムを運営しています。
PwCあらたはCDPジャパンと契約したスコアリングパートナーとして、日本企業の評価をサ
ポートしています。

　米国のSEC規制や欧州の企業サステナビリティ報告指令（CSRD）へ
の対応を皮切りに、今後非財務情報の保証が必須となる予定です。将来
的には、日本においても制度化されることが想定されるため、PwCあら
たでも十分な時間をかけて準備を行っています。その中で、国内外での
法規制動向のチェック、独立性の観点から保証業務と非保証業務の同
時提供の可否の検討、日本企業に求められる対応についてどのような支
援ができるかの検討を進めています。

部門間の情報連携

　サステナビリティ／ESGの課題は多岐にわたり、企業の経営課題にあ
らゆる形で結びつくことが多いため、法人内の複数の部門で、既存サー
ビスからサステナビリティ関連サービスへの展開を積極的に行っていま
す。さらに、監査業務においても、今後は非財務情報と向き合う機会が増
えることが予想されます。そのような状況から、PwCあらたでは各部門
でサステナビリティ関連サービスを円滑に提供できるようにするための
サポート体制を法人内で構築しています。例えば、各部門のESG担当の
リーダーとサステナビリティ・アドバイザリー部の間で定期的に情報連
携が行われ、監査部門でもサステナビリティに関するワークショップが
開催されています。
　また、実際のクライアントへのサステナビリティ経営支援サービスで
は、レポーティングの高度化だけでなく、戦略の高度化、事業やオペレー
ションの変革も伴うことが多いため、PwCサステナビリティ合同会社（サ
ステナビリティ・センター・オブ・エクセレンス）やPwCコンサルティング
合同会社等の、PwC Japanグループ内の他法人と組織の壁を越えて協
働しています。
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Executive Summary

　アシュアランスというビジネスにおいて、
人こそが一番の財産です。PwCあらたでは
目指すべき人材像として「多様性の尊重と
追求」、「自律性と挑戦を支える姿勢」、「“人”
を活かし、創り上げる力」の3つを定義して
います。
　PwCあらたでは戦略的な人財開発を行う
ため、人財企画室の領域を「企画領域」と「オ
ペレーション領域」に区分しました。「企画領
域」では人財の育成フレームワーク、つまり人
財育成のプラン策定を行い、それをオペレー
ションの方針に落とし込み、「オペレーション
領域」では人財のライフサイクルの流れで「企
画領域」において定められた方針・ルール等に
基づき人財に係るオペレーションを行います。
　このように、環境の変化に応じて柔軟に人
財開発プランを再検討し、必要であればオペ
レーションに反映させることで、不確実性の
高い時代に対応しています。
　一方で、先の見通せない時代において、一
人の人間が全ての変化に対応することは現
実的ではありません。PwCあらたでは、多様
な人財とその多様性を受け入れる受容力をコ
ンセプトに、インクルージョン＆ダイバーシティ
（I&D）を推進しています。

インクルージョン＆ダイバーシティ

　PwC Japanグループでは、ジェンダー、ナ
ショナリティ（国籍や文化の違い）、ディサビ
リティ（障がい者支援）、LGBT+インクルージ
ョン、働き方改革の5つの領域に焦点を当て、
I&Dを推進しています。一人一人の違いや背
景を受け入れ、お互いを尊重し合う企業文化
のさらなる醸成を目指して、インクルージョン
浸透に向けたさまざまな取り組みを進めてい
ます。

PwCあらたの目指す人財

未来へ続く人づくり

働き方
改革

ディサビリティ

ジェンダー ナショナリティ

LGBT+

PwCあらたの
アプローチ

特集 2
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PwCあらたが追求する信頼の構築
は、外に向けたものばかりではありま
せん。PwCの構成員とPwCとに相互
の信頼関係があってこそ、初めて人財
の育成が可能となります。そのため、
私たちはPwCあらたという組織が、
職員が安心して働ける職場であるこ
とが重要であると考えています。その
ための取り組みとして、ウェルビーイン
グの推進と、職員エンゲージメント調
査による改善活動を実施しています。

PwCのウェルビーイング
● ウェルビーイングの目的

PwCは、ウェルビーイングを、➀
Physical、➁Mental、➂Emotional、
➃Spiritualの4つの領域で捉え、従
業員が充実した仕事や生活ができる
よう、各種施策や組織風土づくりを推
進しています。
● ウェルビーイング推進体制

PwCあらたでは、職員が心身とも

に健康的な生活を送りつつ、高いパ
フォーマンスを発揮できる組織文化
を醸成するため、そして優秀な人材の
獲得・維持に寄与するために代表執行
役がリーダーとなり、経営委員会、企
画管理本部、インターナルファームサー
ビス部門、PwC健康保険組合が連携
し、各種施策に取り組んでいます。
　職員一人一人に対しコーチが割り
当てられ、職員の労働時間や働き方に
ついても適切に相談できる体制となっ
ています。コーチは適切に部門長やグ
ループのリーダーとコミュニケーション
をとり、スクラムを組んで職員のウェ
ルビーイングの向上に取り組んでい
ます。

職員エンゲージメント

　会社に対する職員の信頼は、主に
職員エンゲージメントによって定量化
されます。
PwCあらたでは、職員エンゲージメン

ト調査を年に1回実施することによ
り、職員のPwCに対するエンゲージ
メントを10のエリアに分けて把握し
ています。
その中の1つにウェルビーイングの

エリアがあり、職員からの関心も特に
高い項目です。

2022年度の職員エンゲージメント調
査におけるウェルビーイングの点数は
前年度に引き続き低水準であり、今後
も継続的なウェルビーイングに関する
取り組みが必要であると考えています。

■ ウェルビーイングの目的 ■ ウェルビーイング
推進体制

未来へ続く人づくり

PwCあらたが選ばれるための取り組み

職員エンゲージメント調査の

ウェルビーイングについての
詳細はこちら

詳細はp.14およびp.81を参照

ウェルビーイングについての分析および対応策の
詳細はp.81を参照

代表執行役
経営委員会

公益監督委員会
（PIB）
監視委員会

インターナルファーム
サービス部門

人事・産業保健スタッフ
（産業医・看護師）、総務

企画管理本部
人財企画室

PwC
健康保険
組合

チーム
リーダー

コーチ

OU
リーダー

本人

人として最も大切にしていること、
言うなれば人生の目的や譲れない価値観が、
今の働き方や生き方と調和していますか。

私たちはどのようなレンズを通して世界を見、
それが物事の理解や私たちの感じ方に、
どう影響しているのでしょうか。

時間に限りがあることを認識し、
物事の優先順位をつけ、
やるべきタスクに集中できていますか。

バランスがとれた食事、
適度な運動や休息など、
身体面での調子が整っていますか。

【健康優良法人】
さまざまな取り組みが評価され、PwCあらたは優良な健康経営を実践している
法人として、「健康経営優良法人」に2019年から4年連続で認定されています。
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Executive Summary

　これから先の未来の世界を担うの
は、現在「若手」と呼ばれる人たちで
す。2045年にシンギュラリティが到
来すると言われる現在、現時点での執
行部のメンバーの中で、シンギュラリ
ティを超える者はほとんど残っていま
せん。
　私たちは、若手こそが自律的に自分
ごととして未来を想像し、その未来に

向けて自分たちがどうあるべきか、ど
うするべきかを主体的に考える必要
があると考えています。
　PwCあらたでは、入社3～5年目の
職員から6名を選出し、「10年後創造
プロジェクト」を始動しました。このプ
ロジェクトでは、「政治経済」「気候変
動」「信頼」の軸から到来し得る未来
を若手職員に議論してもらいました。
　このように、私たちPwCのPurpose

である「社会における信頼を構築し、
重要な課題を解決する」を真に理解
し、体現する人財が未来のPwCあら
たを支えていきます。
　未来を担う人財を育成するために
は、PwCの職員が自分のキャリアを
自分で考えていくのが重要です。私た
ちは、職員一人一人の主体性を尊重し
サポートするためのキャリア支援をし
ていきます。

未来を担う人財の育成

　私は2021年7月から2022年5月にかけて、PwCあらたの組織横断の企画である、10年後創造プロジェク
トに参加しました。
　このプロジェクトは、10年後の社会においても、PwCのPurposeを実現するために、2030年にあり得る
複数シナリオの作成を行い、経営陣に提言するというものでした。私はプロジェクト参加時点では入社わずか
2年目でありましたが、このような若手職員が直接経営陣と対話し、経営計画の策定に関わる経験は大変貴
重なものであったと感じています。
　このプロジェクトでは、複数の将来シナリオを考えるにあたってのアジェンダの1つとして「信頼」を採択し、社
会における信頼が確立された将来と喪失された将来がそれぞれどんな姿であるかをメンバーで議論しました。
そこでの議論を通じて、信頼が喪失された社会の恐ろしさを痛感するとともに改めてPwCのPurposeの掲げ
る「信頼」の重要性を実感しました。日々の業務自体が社会全体に与えるインパクトは限定されていても、PwC
のPurposeにつながっていっていることを考え、1つ1つの仕事の質にこだわりを持つようになりました。
　これからも10年後の未来に責任を持つ若手として、PwCとともに社会に信頼を構築することでより良い未
来を創造するプロフェッショナルでありたいと考えています。

10年後創造プロジェクトに参加して

大瀧 翔
テクノロジー・
エンターテインメント
アシュアランス部 

未来シナリオ1
SF社会の到来

未来シナリオ2
環境危機に団結する社会

未来シナリオ3
新たな冷戦時代へ

未来シナリオ4
ディストピア化する社会

「政治経済」は協調し、「気候変動」はコント
ロール不能、「信頼」は確立された未来。

「政治経済」は分断し、「気候変動」はコント
ロール可能、「信頼」は失われた未来。

「政治経済」は分断し、「気候変動」はコント
ロール不能、「信頼」は失われた未来。

「政治経済」は協調し、「気候変動」はコント
ロール可能、「信頼」は確立された未来。
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未来へ続く人づくり

　PwCあらたの働き方は、発足当初
からも大きく変わってきました。特に
コロナ禍を発端としたミーティング
や研修等のオンライン化は、フレキ
シブルな労働環境の構築を加速させ
ました。
　デジタルのメリットは、いつでもど
こでも誰とでも、ボーダーレスにつな
がることができることです。 
　一方で、人と人が顔を合わせるメ
リットもいまだ多くあります。その場
にいることによって得られる情報量
は、画面を介したコミュニケーション
から得られる情報量よりも遥かに多
く、フィジカルという側面での経験は
データ化や言語化できない貴重なも
のであり、また同じ場にいることによ
る一体感やコミュニケーションの活
発化の効果も見過ごせません。 

　PwCでは、デジタルとフィジカルの
ハイブリッドにより、一人一人のライフ
スタイルやライフステージに合わせ
た、より柔軟で効果的な働き方を模索
しています。
　これまでにも働き方改革の一環と
して、テクノロジー面からはクラウド
型オフィスアプリケーションサービス
を利用した職員間のコラボレーショ
ンの促進などを推進してきました。制
度面では、さまざまなバックグラウン
ドの人がライフイベントに応じて継続
的に勤務できるよう、例えば父母同条
件での育児休業制度・育児時短制度
や事実婚・同性婚の場合でも取得可
能な結婚休暇などの社内制度を整備
しており、また、制度が利用しやすくな
るような社内カルチャーの醸成にも
取り組んでいます。
　当期からは定期採用でのフルリモー

トの導入など、さらに柔軟な働き方も
試しています。

　PwCあらたでは、多様な働き方や
キャリアプランを制度面でもサポート
するため、これまでの誰もが昇進を目
標とするという前提に基づいた評価
制度を変更し、2022年度からZone
制を導入しました。

　Zone制の導入により、一人一人の
目的やライフステージに合わせたフ
レキシブルなキャリアプランの策定
やコーチングなどが可能となりまし
た。このように、評価や報酬といった
側面からも、多様な人財を育む土壌
を醸成していきます。

　2017年12月の大阪オフィス、2021
年10月の名古屋オフィスのリノベー
ションに引き続き、2022年6月から大
手町オフィスのリノベーションを行
い、7月に完了しました。
　これにより、これまで部門ごとにオ

フィスの執務スペースが分かれていた
ところを、部門間の多様な交流を目的
としたコラボレーションスペースと、
集中して業務を遂行することを目的と
したコンセントレーションスペースに
エリアを区分し、部門ごとのエリアを
廃止しました。

　これにより、今後は働き方に合わせ
て執務場所を選ぶことができ、かつ
部門の垣根を越えたコミュニケー
ションが期待されます。
　このように、執務環境の観点からも
多様な働き方を支援していきます。

これからの働き方と働き方改革

働き方に合わせた評価の導入

詳細はp.80を参照

大手町オフィスのリノベーション

大手町パークビル13階コラボレーションスペース 大手町パークビル12階コンセントレーションスペース
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PwCあらたのデジタル・テクノロジーに
関する法人全体の取り組み

　PwCあらたでは法人の幅広い活動にテクノ
ロジーを用いており、データドリブン経営を推
進しています。法人の活動の各領域におけるテ
クノロジーを用いた取り組みの概要は、以下の
とおりです。

テクノロジー × Trust  
特集 3

人財

アシュアランス変革

私たちが目指す監査品質への取り組み

ガバナンス

品質管理

私たちが目指す監査品質

行動規範 Values and Behaviours

ガバナンス
テクノロジーを用いたガバナンス体制の効率化・高
度化、テクノロジーに関するガバナンス体制の構築

アシュアランス変革
テクノロジーを用いたアシュアランス変革、社会
の期待に応えるためのデジタルへの取り組み

品質管理
リアルタイム監査に向けたテクノロジーを用い
た品質管理の効率化・高度化、テクノロジーに関
するリスク管理体制

人財
人財領域でのテクノロジーの活用、テクノロジー
に関する人財の採用、発掘や育成への投資 

Executive Summary
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鈴木 智佳子

クラウド
防御

24時間
365日監視

ネットワーク
防御

エンドポイント
防御

アイデンティティ
セキュリティ

サイバー
セキュリティ

カルチャー変革・
人財DX担当執行役

宮村 和谷

トラストサービス
開発推進部
副部長
業務DXリーダー

テクノロジーを用いたガバナンス体制の効率化・高度化
経営判断のためのデータプラットフォーム

テクノロジーに関するガバナンス体制の構築
人財DX担当、業務DX担当の配置

　デジタルに関する体制をより一層強化するため、経営委
員会メンバーとして、人財DX担当、業務DX担当を配置しま
した。
　デジタルが当たり前の世の中において生産性・品質をさらに
向上させるためにも、デジタルに精通したメンバーが経営会議
に参画することで取り組みをさらに加速させていきます。

　さまざまなデータを組み合わせ、それらのデータを管理す
るセキュアなデータプラットフォームを構築しています。
　カスタマーリレーションシップマネジメント（CRM）、人財

情報、アサインメントなど複数の管理システムをつなぎ、デー
タを活用することにより、品質向上とビジネスの成長をバラン
スよく実現するための経営の意思決定を可能としています。

知的財産に関するガバナンス体制

　デジタルトランスフォーメーション（DX）により手作業で行
われていた業務がシステム化されることで、特許をはじめとす
る知的財産に関する論点が発生します。知的財産に関するガ

バナンス体制を整備し知的財産に関する論点を視野に入れな
がらデジタル化を推進しています。

情報セキュリティ管理体制・サイバーセキュリティ対策

　監査法人の業務では、クライアントから機密情報を含むさ
まざまな情報を入手します。PwCあらたでは、情報セキュリ
ティについて万全の管理体制を整備しています。ネットワー
ク防御、エンドポイント防御、クラウド防御、アイデンティティ
セキュリティ、24時間365日監視といった、サイバー攻撃に対
応する体制を構築しています。また、情報セキュリティインシ
デント発生時においては、セキュリティホットラインへの速や
かな報告を義務付けています。そして、情報セキュリティの維
持・強化のため、2022年6月に法人全体でISO／IEC27001
を取得しました。ISO／IEC27001は、情報セキュリティマネ
ジメントシステム（ISMS）に関する国際規格です。

テクノロジー × Trust  

テクノロジー × ガバナンス
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Executive Summary

データドリブンなオペレーション

　職員エンゲージメント調査（GPS）についてテキストマイニ
ング分析を実施することや、職員の意見や困り事を収集する
目安箱においてデジタルツールを活用し、いつでも誰でも投
稿が可能な環境を整備するなど、全ての職員の声に耳を傾け

るとともに効果的な施策の検討を行っています。
　また、パソコン使用時間の自動モニタリングを実施し、過
重労働の発生を防ぐために異常値を自動でピックアップし適
切なフォローを行う仕組みを導入しています。

　全てのパートナーおよび全職員向けのデジタル研修やデー
タの取り扱いに関する研修を実施するなど、デジタルに関す
る研修プログラムを充実させています。
　また、デジタル・ケイパビリティを持つ人財を育成するデジ
タルアクセラレータープログラムや、現場のデジタル化の浸

透を担うデジタルチャンピオンやデジタルアンバサダーの育
成を進めています。
　デジタルに関するカルチャー醸成を推進するため、デジタ
ルの活用事例を法人全体で共有するプラットフォームである
Digital Labを整備しています。

人財領域でのテクノロジーの活用
コミュニケーションや研修におけるテクノロジーの活用

　効果的なコミュニケーション、学習効果の最大化のため
に、メタバースでの入社式や懇親会、VRを活用した不正事例
研修の実施、タブレット端末の活用を通じたオンラインミー
ティングやホワイドボード機能を活用しています。

テクノロジーに関する人財の採用、発掘や育成への投資
デジタルアップスキリング

　デジタルツールやテクノロジーについて学ぶために、デジ
タルリテラシーの高い職員とペアになり、パートナーがメン
ティー（Mentee）となる学習プログラムをデジタルアップス
キリングの1つとして導入しています。

　教える側のメンター（Mentor）となる職員も世代・価値観
の違う仲間から今までにない知見や視座を獲得することが
できます。

リバースメンタリング

■ DXジャーニー（PwCの運営組織において、デジタル文化の醸成、デジタルの実践を推進する）

メタバース入社式 VR不正事例研修 VR新入職員デジタル研修

➀デジタル文化の発信
➁デジタルアンバサダー活動の
　広報

➀デジタルツールの習得
➁現場へのデジタルツール
　利用の検討・導入

デジタルアンバサダー
（デジアン）

デジタルチャンピオン
（デジチャン）

企業変革

自身のデジタル
テクノロジーを向上

新たな技術を学習

マネジメント層の
デジタルリテラシーを向上

専門性を磨く

新たなスキルを実証

デジタル変革をリード

デジタル変革を共有

データガバナンス
プロセスを構築

アップスキリング
啓発

実践

テクノロジー × 人財

45 ｜ PwC



テクノロジー × 品質管理

テクノロジー × Trust  

リアルタイム監査に向けたテクノロジーを用いた品質管理の効率化・高度化
リアルタイム監査に向けたデジタルツールの導入

　リアルタイム監査に向けて、会計データの自動抽出システ
ムであるExtractや、安全にデータを取得・送信・格納する
Data Platformといった、新たなシステムのパイロットテスト
が完了し導入に向けてスケールアップを図っています。
　情報共有システムであるConnectや膨大なデータ分析シ

ステムであるHalo、電子確認状システムであるPwC Confir-
mations、そして電子監査調書システムであるAuraなどを駆
使し、監査の高度化と効率化を図りながら、リアルタイム監
査の実現に向けて準備を進めています。

テクノロジーに関するリスク管理体制
リスク管理体制

　テクノロジーの活用、プロダクト開発、運用および保守業務
においては、IT・法務・リスクマネジメント・品質管理など多数

の部署にデジタルに関する適切な権限および責任を付与した
上で、迅速な情報連携を可能とする体制を整備しています。

IT専門家の設置・育成
　企業のIT化、デジタル化が進む中、従来の紙の証憑や手作業に
よる統制の検証を中心とした監査手続では、大量のサンプルをテ
ストしたとしても、監査リスクを低減させるには不十分です。
　PwCあらたでは、監査全体に占めるIT監査の割合を高め、IT
統制に対してより深度ある監査手続を実施しています。

　ITに関する高度な監査手続を実施するため、PwCあらたに
はシステム・プロセス・アシュアランス部（SPA）が存在し、328名
のIT専門家が所属しています。SPAは多様な専門性を持つプロ
フェッショナルによって構成されており、監査チームと密に連携
した監査体制を実現しています。

監査契約書および監査報告書の電子発行

　被監査対象と協力し監査契約書の電子化導入を加速させ
ています。監査報告書の電子発行が公認会計士法の改正に

より可能となりました。この改正を受けて監査報告書の電子
発行を推進しています。

Real Time Assurance（RTA）
　Aura内に蓄積された電子監査調書のデータを自動的に集
約し業務進捗等をモニタリングする取り組み、Real Time 
Assuranceを進めています。
　業務進捗の遅延や、監査アプローチに対して改善が必要

な監査チームについてリアルタイムにモニタリングし、品質管
理上の問題が顕在化する前に対処するよう支援しています。
当該データを用いて法人全体の品質の傾向の把握、改善のた
めの分析も実施しています。

監査品質指標（AQI）
　監査品質を見える化するための取り組みとして、監査品質
指標（AQI：Audit Quality Indicators）を設定し、当該数値
をモニタリングして、必要な改善活動を実施しています。

SPA人員数 328名

経営ダッシュボード

被監査対象 監査チーム

ERP Extract Data Platform

Connect Aura
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テクノロジー × アシュアランス変革

Executive Summary

テクノロジーを用いたアシュアランス変革
DX推進に必要な3つのステップ

　DXを推進する手段の1つとしてAIの開発やデジタルツール
の導入が挙げられます。
　テクノロジーがそれ単体で効果を最大限に発揮すること
は容易ではありません。テクノロジー導入のためには、1.標準
化、2.デジタル化、3.AIや自動化のためのテクノロジーの導入
という段階的なアプローチを踏む必要があります。

Robotic Process Automation（RPA）

　人の判断が不要な業務はRPAに移管しています。決まった
手順で大量に処理する業務にRPAの導入を進めています。新

しい業務についても順次、手順を標準化し業務品質を維持し
ながら、全体として業務の標準化を実現します。

データ可視化ツール

　監査で用いられるデータは膨大で、かつ数値を主とするた
め、そのままでは十分に理解することが困難な場合がありま

す。ビジュアル化により、多くの情報を引き出すことを可能とし、
相互理解を促進できることで深度ある監査を実現できます。

標準化
Standardization

デジタル化
Digitization

AI／自動化
AI／Automation1

2
3

step

step

step

密なコミュニケーション

リアル
タイムな
データ分析・
異常検知

● クラウド型ERP
● デジタル化された
　証憑書類
● 高度化・自動化された
　経理業務
   ・自動仕訳
   ・開示書類の自動作成

データ標準化

データ蓄積

監査法人被監査対象

● デジタルトランス
　フォーメーション
　推進体制
● 標準化・自動化された
　監査業務
● テクノロジーを
　活用した監査業務
● 多様な
　プロフェッショナル

データ
自動連携

高度なデジタルリテラシー

Next Generation Audit

自動処理業務の累計件数

8.7万件

ツール利用者数 908名

➀ロボット受付システムに
　ログインし、依頼する業務内容を選択

➁業務内容をRPAにより
　振り分け処理

➂業務対応➄監査チームは業務完了の
　連絡を受け取り、
　業務内容を確認

➃業務内容の返信ロボット受付
システム

監査チーム RPA TCC
API

リアルタイム監査像

　PwCグローバルネットワークが世界共
通で利用するさまざまな監査システムをプ
ラットフォームにのせ統合し、データの自動
連携から監査調書の作成までを一貫して行
います。
　取得したデータは標準化して取り込むこ
とで、プラットフォーム上にあるさまざまな監
査ツールとシームレスに連携し、高品質な
監査と業務の効率化をともに実現します。

詳細はp.115を参照
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テクノロジー × Trust  

社会の期待に応えるためのデジタルの取り組み
デジタル・トラストサービス開発

　社会の「信頼に関する課題」が変容する大きな要因の一つ
として、デジタル技術の進展が挙げられます。
　信頼に関する課題の変化に対応するため、私たち自身だけ
でなく、ブローダー・アシュアランス・サービス（BAS）として
DXやデジタル・トラストサービスの開発を推進しています。
　例えば、PwCのデジタル・トラストサービス・プラットフォー

ムの一つであるPwC ’s Lab Assistance Tool（以下、
PLAT）があります。PLATをはじめとするクラウドサービスを
通じて、PwCは「信頼の空白域」の補完を支援します。さまざ
まな課題に対応したモジュール（機能単位）をプラットフォー
ム上に構築し、コスト低減や差別化につながる新しい体験を
個人や社会に提供します。

サイバーセキュリティに関するサービス

　デジタル化が推進されていく社会において、サイバーセキュ
リティは社会課題といっても過言ではありません。
　PwCあらたでは、クラウドサービスのセキュリティ評価

や、サイバーセキュリティリスクに対する内部統制の有効性
評価など、さまざまなサイバーセキュリティに関するサービ
スをBASとして提供しています。

■ デジタル・トラストサービス・プラットフォームの概念図

利用用途（例）
補助金等

公的研究資金管理
内部通報／相談窓口
ガバナンスライン

ERM・リスク
アセスメント

内部監査
コンプライアンス

サイバー
コンシェルジュ

ESG情報開示
ベンチマーク調査

デジタル・
トラストサービス・
プラットフォーム

ユーザー

プラットフォーム内にユーザー専用の
作業スペース構築・運用支援1. プラットフォームを通じた

プロフェッショナルサービスの提供2.PwC

資金支出データ管理
コミュニケーション
（ビジネスチャット） アンケート・サーベイ エビデンス添付

経営情報・
リスク情報収集

クラウド内に安全な作業スペースを構築（PwC）

公的研究プロジェクト
コンソーシアム

弁護士・会計士等
プロフェッショナル企業グループ サプライチェーン企業群

行政機関等

補助事業者

委託先A 委託先B 委託先C

親会社

子会社A 子会社B 関係会社C

孫会社D 孫会社E

調
達

生
産

物
流

販
売

購
買
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1高品質な監査を実現するための
取り組み

Governance

ガバナンス

職業倫理・独立性　

監査の実施と支援

◆目標12：監査チームに対する
　　　　  適切なサポートの提供

モニタリング

◆目標15：監査業務の品質管理
　　　　  および検証

◆目標14：専門的な見解の提供

◆目標13：監督および査閲

◆目標2：行動規範と法規制の遵守
              および適切な行動

◆目標3：独立性の遵守

人財管理

ITの活用

◆目標11：デジタル化の推進と
　　　      ITシステムの適切な管理

◆目標7：人財の採用、人財育成
              および人財の定着
◆目標8：教育研修
◆目標9：人財の配置
◆目標10：人事評価

契約の締結および更新

◆目標4：被監査会社の業務リスク
　　　　 の見直しと対応

◆目標5：PwCの戦略に沿った
　　　    新しいサービスの開発

◆目標6：契約の締結および更新

■ 15の品質目標
リーダーシップおよび品質管理体制　

◆目標1：リーダーシップチームに 
　　　　よる適切な品質管理体
　　　　制の維持構築
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木内 仁志
監視委員会議長

PwCあらたがステークホルダーの期待に
応え続けていけるよう、監視・監督し、
助言を提供していきます。

監視委員会議長からのメッセージ

　PwCあらた有限責任監査法人の
監視委員会議長の木内仁志です。私
が監視委員会議長に就任して今年で
2年目となりました。私を含む大半の
監視委員のメンバーが昨年度に監視
委員に就任しましたので、昨年度1年
間は、監視委員としてどのような目的
意識を持ち、どのような点に焦点を当
て、どのように監視・監督・助言活動
を進めていくかについて前任者から
引き継ぎを受け、PIBの外部委員を含
む外部経験者の方々から学び、また
監視委員の間で協議をし、実行してき
ました。PwCあらた有限責任監査法
人が社会から信頼され、社会に信頼
を提供し続けていくために、私たち監
視委員会は、引き続き、執行部に対し
て監視・監督・助言活動を推進してま
いります。
　さて、私たちの監査対象企業（被
監査会社）を取り巻く環境は大きく
変化しています。ロシア・ウクライナ
情勢の緊迫化および米中関係を中心
とした地政学上の変化、急速な円安

やインフレ、デジタル化やAIその他の
テクノロジーの進展、企業のステーク
ホルダーからのESG・気候変動対応
の強い要請など、企業経営に重要な
影響を及ぼす環境の変化が数多く見
られます。また、最近では財務情報に
加えESGなどの非財務情報の利用価
値が急速に高まっており、非財務情報
の信頼性の向上に向けて、監査法人
に対する期待も大きく変化してきてい
ます。
　このような企業および監査法人を
取り巻く環境の変化に的確に対応す
るため、経営陣は監査品質のさらなる
向上に向けた取り組みを継続してお
り、また将来のあるべき監査の実現
に向けてテクノロジーの導入や監査
モデルの変革に取り組んでいます。さ
らに、財務諸表監査はもとより、非財
務情報に関わるアシュアランス関連
業務（ブローダーアシュアランスサー
ビスの1つ）の重要性も高まっており、
会計、内部統制、業務プロセス、システ
ム、データ分析、リスクマネジメント、

ガバナンス、コンプライアンスなどの
知見を要する保証業務とアドバイザ
リー業務の提供も強化しています。
　私ども監視委員会としては、これら
の執行部の取り組みが健全な形で
しっかりと行われているかどうかを確
認するため、
1． PwCあらたの経営陣が監査業務
が向かう中長期の方向性を示し、
それに対応する戦略が策定されて
いるか

2． BASのビジネスを成長させるため
の戦略が策定されているか

3． PwCあらたの成長にとって人財は
重要な資源であり、その人財の採
用や維持を適切に行うための施策
を講じているか

などに焦点を当てて監視・助言をして
いきたいと考えております。
　ステークホルダーの皆様の期待に
応えるガバナンスを実施していく所存
でありますので、どうぞよろしくお願い
いたします。

1 

ガ
バ
ナ
ン
ス

2 

人
財

3 

品
質
管
理

4 

ア
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
変
革
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1
Governance
ガバナンス

PwCあらたの「ガバナンス」
　当法人は、監査品質の持続的な向上を図り、実効性のあるガバナンス体制を実現するため、社員総会、監視委員会、経営委
員会という3つの機関を設置しています。
　これに加え、経営委員会に対して公益の観点から監督・評価・助言を行う公益監督委員会（PIB：Public Interest Body）
を設置しています。

■ 当法人のガバナンス体制

代表執行役を選任

監視・監督、評価

監視委員を選任

投資家視点

監
督
・
評
価
・
助
言

情
報
発
信
企
画
・

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
報
告

資本市場

経営者視点

法律家視点

Act
（改善）

組織風土

Check
（評価）

Plan
（計画）

Do
（実行）

社外委員 当法人
パートナー

経営者 監査役等

情報

対話・
フィードバック

対話・
フィードバック

投資

社員総会

監視委員会

経営委員会

公益監督委員会（PIB）

SEO

投資家

企業

p. 51

p. 51

p. 53p. 55

当法人の最高の意思決定機関として、定款の規定により定められた事項の決議を行う。社員総会は社員（パー
トナー）全員をもって構成される。

社員総会

執行役により構成され、当法人の業務執行に関わる意思決定を行い、経営全般に責任を負う。執行役は、その
候補者が代表執行役により指名され、監視委員会の同意をもって、執行役として選任される。

経営委員会

社外有識者と当法人の監視委員会議長および代表執行役から構成される。当委員会は社外有識者を議長と
し、客観的な視点から、当法人の経営委員会の取り組みを監督・評価し、助言を行う。

公益監督委員会

ステークホルダーに対する情報発信を企画・実施し、ステークホルダーとの対話を取りまとめ、経営委員会等
に状況を報告するなど、組織的なフィードバックをリードする。

企画管理本部SEO
（ステークホルダー・
エンゲージメント・オフィス）

代表執行役から指名された責任者のもと、当法人の業務執行全般を対象として、十分かつ適切な経験を有し、
かつ内部監査の対象業務と特別な利害関係を有していない担当者が内部監査を実施する。

内部監査室

経営委員会を統括するとともに、当法人における品質管理の仕組みに関して最終的な責任を負う。
代表執行役の候補者は、監視委員会の下に設けられた指名委員会が、当法人のパートナーにヒアリングを実
施して選定される。最終的な代表執行役候補者は社員総会に付議され、社員総会の承認により代表執行役に
選任される。

代表執行役

社員8名から構成され、経営委員会が策定する経営の方針と運営を監視・監督する。監視委員会
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　2022年7月1日より、非監査業務(BAS)を提供する部門の一部を統合しました。メンバーが専門性を維持しながら柔軟に
成長できるよう、業務の親和性ある部門を合わせて大きな運営単位とし、圧倒的な専門性で革新する社会に信頼をもたら
す努力を進めてまいります。

■ PwCあらた有限責任監査法人 組織図（2022年7月1日現在）

社員総会

監視委員会公益監督委員会（PIB）

内部監査室

R＆Q監視委員会

社員評価委員会

経営委員会
代表執行役・執行役副代表
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AI監査研究所
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監視委員会

　監視委員会は経営委員会が策定す
る経営の方針およびその運営を監視
し、透明性の高いガバナンスを担ってい
ます。監視委員会は社員8名から構成
され、監視委員会本体に加え、R&Q監
視委員会、社員評価委員会、監査委員
会、指名委員会を通じて活動します。
　監視委員の候補者は、当法人の
パートナーへのヒアリングをもとに選
定され、社員総会の決議によって監視
委員として選任されます（2022年7月
1日現在）。
議長 ： 木内 仁志
（社員評価委員会議長兼務）
副議長 ： 足立 晋（※1）

委員 ：トゥレヴァー ティセヴェラシンガ
（R&Q監視委員会議長）
濱上 孝一（監査委員会議長）
岩嶋 泰三（指名委員会議長）（※2）

梅木 典子　唐木 明子（※1）

川村 健（※2）

（※1）PwCコンサルティング合同会社パートナー
（※2）PwCアドバイザリー合同会社パートナー

　なお、監査法人以外の視点により課
題を抱える企業の経営改善に従事し
た知見は、当法人の運営上有益であ
るため、監視委員会メンバー8名のう
ち、4名をPwCコンサルティング合同
会社およびPwCアドバイザリー合同
会社から登用しています。
　監視委員会によるガバナンスの実
効性を高めるための工夫として、現
在、以下のような仕組みを導入してい
ます。

【監視委員の選任方法、構成】
● 選挙管理委員会は、監視委員の選
任にあたり、投票権を有している全
パートナーにヒアリングを実施して
監視委員の候補者を選定し、選定
された候補者とは別に立候補者が
いる場合は投票で決定する。

● 監視委員の半数の4名は監査を担
当している社員で、残りの4名はア
ドバイザリー業務を担当している社

員から構成される（バックグラウンド
の多様性）。

【監視委員会の権限】
● 代表執行役の解任議案を、社員総
会に提案する権限を持っている。

● 代表執行役の年次評価と、その結
果としての報酬を決定する権限を
持っている。

● 代表執行役の選任にあたっては、監
視委員会内に設置される指名委員
会が、投票権を持っている全パート
ナーに対してヒアリングを実施し
て、代表執行役の候補者を決定す
る権限を持っている。

1
Governance
ガバナンス

◆目標1

■ 監視委員会の構成

監視委員会

代表執行役、執行役副代表および品質管理担当執行役
から、当法人の品質管理活動の状況について報告を受
け、その妥当性を審議します。

R&Q監視委員会

社員の加入・脱退、代表社員等の選任、それらの評価なら
びに報酬等に関する案件を審議します。

社員評価委員会

当法人の財務に関する事項、当法人の業務運営に関する
事項の監査を行います。

監査委員会

代表執行役候補者の指名を公正かつ秩序正しく行うた
め、候補者を選定します。最終的な代表執行役候補者は、
監視委員会への報告、総社員の投票を経て、結果が社員
総会に付議され、社員総会の承認により、代表執行役に
選任されます。

トゥレヴァー ティセヴェラシンガ（議長）、
岩嶋 泰三、唐木 明子、木内 仁志

木内 仁志（議長）、足立 晋、梅木 典子、
川村 健、トゥレヴァー ティセヴェラシンガ

濱上 孝一（議長）、岩嶋 泰三、
梅木 典子、唐木 明子

岩嶋 泰三（議長）、足立 晋、木内 仁志、
トゥレヴァー ティセヴェラシンガ、
濱上 孝一

指名委員会
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ガバナンスと組織

◆目標1

■ 監視委員会メンバー（2022年7月1日現在）

氏　名 木内 仁志 足立 晋
トゥレヴァー

ティセヴェラシンガ 濱上 孝一 岩嶋 泰三 梅木 典子 唐木 明子 川村 健

役　職 議長（社員評価
委員会議長）

委員（R&Q監視
委員会議長） 委員 委員委員委員（指名委員

会議長）副議長 委員（監査委員
会議長）

略　歴

経営・シニア
リーダーシップ

監査 ●

●

●

●

●

●

●

●

●

自動車、電機、
エンターテインメント 金融 金融 自動車 テクノロジー 金融 消費財、小売、

金融 商社

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

BAS

品質管理

事業開発

デジタル

ESG

経理・財務

人事・労務・人財開発

法務・コンプライアンス・
リスクマネジメント

グローバル

他業種・出向経験

Industry

スキルマトリックス

2017年9月より監
視委員会委員。
M&A、事業再生、
インフラを中心と
したディールアド
バイザリー業務に
従事。
2016年から2021
年6月までPwCア
ドバイザリー合同
会社の経営委員
会委員、財務責任
者等を務めた。
2010年から2015
年まで横浜国立
大学大学院非常
勤講師、1998年
から2000年まで
国内証券会社に
おいて株式上場、
事業承継、事業再
編支援業務に従
事した。

PwCコンサルティ
ングStrategy&
パートナー。日本
に加え、中国・韓
国、米国、英国を
拠点に活動を行っ
てきた。消費財、小
売企業向けの戦
略案件を手掛け
る。経営を取り巻
くメガトレンド、I＆
D、デジタル化な
どについて積極的
な発信を行う。
PwC参画前は投
資銀行にて社内
弁護士、郵政民営
化において監査、
コンプライアンス、
CSR体制の設計
企画を担当。

2012年より現在
までPwC Japan 
グループダイバー
シティ推進リー
ダー。2012年から
2016年まで企業
文化、Corporate 
Responsibility
リーダー。
国内外の金融機
関、事業会社の監
査、アドバイザ
リー業務に従事。
2019年より日本
公認会計士協会
の理事、2022年
に常務理事に就
任。2016年より総
務省官民競争入
札等監理委員、原
子力損害賠償・廃
炉等支援機構モ
ニタリング委員。

1991年青山監査
法人入所。1998
年～2001年まで
米国出向。帰国後
は一貫してディー
ル ズ 部 門 にて
M&Aに関わるア
ドバイザリー業務
に従事。部門の中
でリスク管理担当
やさまざまなリー
ダー職を経験。現
在、ファームの重
要グローバルクラ
イアントのリード
パートナー、JBN
のアジア太平洋
地域リーダーを務
める。2017年より
監視委員会委員。

2021年9月より監
視委員会委員。
多業種にわたる
監査において内
部統制・IT分野の
評価および内部
統制に関する非
監査保証業務に
従 事 。マ ネ ー
ジャー時にロンド
ンに出向、その後
グローバル企業の
監査に多数従事。
アシュアランス研
修リーダー、品質
管理部メソドロ
ジー＆テクノロ
ジーリーダー、ま
た、日本公認会計
士協会で監査基
準委員会委員長
を務めた。

2021年より監視
委員会委員。
2017年よりPwC
グローバルネット
ワーククライアン
トパートナーとし
て、会計・規制・ト
ランスフォーメー
ションのアドバイ
ザリー業務に従
事。日本において、
多数のグローバル
銀行の監査エン
ゲージメントリー
ダーを務める。ロ
ンドンにてPwC
英国に入社。日本
への2度の出向後
に日本に移籍し、
日本での勤務経
験は17年以上と
なる。英国勅許会
計士。

2017年から2020
年まで、PwCコン
サルティング合同
会社代表執行役
CEO。
2020年からPwC
コンサルティング
副会長、PwCジャ
パングループの金
融インダストリー
リーダーおよび
Global JBNリー
ダー。
2021年からPwC 
グローバルネット
ワークのGlobal 
Boardメンバー、
PwC Japanの
General Over-
sight Board議長
およびPwCあら
たの監視委員会
副議長。

2016年から2019
年まで執行役副
代表を務め、2021
年7月に監視委
員、9月に議長に
就任。
マネージャー時に
ニューヨークに出
向し、その後グ
ローバル企業の
監査、海外上場支
援、SOX・JSOX
導入やIFRS導入
支援業務に従事。
法人内では、研修
リーダー、IFRS
リーダー、品質管
理本部アカウン
ティング・サポート
部リーダー、名古
屋事務所長など
を歴任。
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公益監督委員会（Public Interest Body：PIB）

　監査法人は、会計監査を通じて企
業の財務情報の信頼性を確保し、資
本市場の参加者等の保護を図り、もっ
て国民経済の健全な発展に寄与する
公益的な役割を有しています。当監査
法人は、組織的な運営を確保し、公益
的な役割を果たす観点から、自らが認
識する課題等に対応するため、公益監
督委員会（PIB）を設置しています。
　公益監督委員会（PIB）は、社外有
識者と当法人の監視委員会議長、代
表執行役で構成され、経営委員会の
監査品質を高めるための取り組みを
監督・評価し、経営委員会に助言を行
います。公益監督委員会は、当法人の
経営課題を適時に議論し、公益を代
表する有識者の公正かつ客観的な視
点を法人運営に取り入れることで、透
明性の確保と説明責任の強化を図り、
監査品質を向上させることを目的とし
ています。また、ガバナンス向上を目
的として、公益監督委員会社外有識
者と監視委員との協議会を定期的に
実施しています。

　社外有識者は、金融資本市場への
貢献実績、上場企業経営者としての経
験、法律家としての経験および公益の
観点から、経営委員会の推薦を受け
て監視委員会の決議により選任され
ます。
　なお、同プロセスを経た結果、2016
年8月1日より公益監督委員会（PIB）
委員であった松﨑正年氏は、2022年
6月30日をもって退任しました。また、 
2022年7月1日より、新しく嶋本正氏
が公益監督委員会（PIB）委員に就任
しました。

【公益監督委員会（PIB）の構成】
● 公益監督委員会（PIB）は、委員4名
以上で構成され、その半数以上は
外部有識者で構成。

【公益監督委員の選任方法】
● 経営委員会の推薦に基づき監視委
員会の承認により選任。

【外部有識者の要件】
● 投資家としての金融資本市場への
貢献実績、上場企業経営者または
これに準じる経験および知見、規制
当局における経験、その他、金融資
本市場のステークホルダーとして
の経験および知見を有するなど外
部有識者としてふさわしい知見を
有する者。

● 当法人および当法人の被監査会社
との間の独立性に抵触しない者。

【権限】
● 監査品質管理の仕組みとその運営
方法、公益監督委員会（PIB）の意
見、提言に対する当法人の取り組
みの状況などの事項について審議
をし、経営委員会に対して助言・提
言を行う。

● 職務遂行に必要な、当法人の品質
管理の仕組みと運営方法に関する
情報などの事項に関して、社員およ
び職員から随時報告を受けること
ができる。

1
Governance
ガバナンス

◆目標1

■ 公益監督委員会（PIB）の委員

原 良也（議長）
株式会社大和証券グループ本社 名誉顧問

鈴木 和宏
弁護士、元福岡高等検察庁検事長

嶋本 正
株式会社野村総合研究所 特別顧問

木内 仁志 
当法人 監視委員会議長

井野 貴章
当法人 代表執行役

2022年7月1日現在

原 良也 嶋本 正鈴木 和宏
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2022年度 公益監督委員会（PIB）活動概要
◆目標1

開催日 会議種別 出席者

2021年7月15日 原良也、松﨑正年、鈴木和宏、当法人監視委員

原良也、松﨑正年、鈴木和宏、井野貴章

原良也、松﨑正年、鈴木和宏、木内仁志、井野貴章

原良也、松﨑正年、鈴木和宏、井野貴章

原良也、松﨑正年、鈴木和宏、木内仁志、井野貴章

原良也、松﨑正年、鈴木和宏、当法人監視委員

原良也、松﨑正年、鈴木和宏、井野貴章

原良也、松﨑正年、鈴木和宏、木内仁志、井野貴章

原良也、松﨑正年、鈴木和宏、当法人監視委員

原良也、松﨑正年、鈴木和宏、井野貴章

原良也、松﨑正年、鈴木和宏、木内仁志、井野貴章

原良也、松﨑正年、鈴木和宏、嶋本正、井野貴章

原良也、松﨑正年、鈴木和宏、嶋本正、木内仁志、井野貴章

2021年8月31日
～9月3日

2021年9月7日

2021年11月30日
～12月3日

2021年12月7日

2021年12月14日

2022年2月25日
～3月2日

2022年3月4日

2022年4月14日

2022年5月26日
～6月1日

2022年6月3日

2022年7月5日
～8日（※）

2022年7月14日（※）

PIB社外有識者と
監視委員との協議会

PIB本会議に関する
個別事前協議

FY22第1回PIB本会議

PIB本会議に関する
個別事前協議

FY22第2回PIB本会議

PIB社外有識者と
監視委員との協議会

PIB本会議に関する
個別事前協議

FY22第3回PIB本会議

PIB社外有識者と
監視委員との協議会

PIB本会議に関する
個別事前協議

FY22第4回PIB本会議

PIBの有効性や一年の
振り返りに関する事前協議

一年の振り返り対談

※上記活動はFY22（2021年7月1日～2022年6月30日）を対象としていますが、「一年の振り返り対談」については、FY22に対応する活動として2022年7月実施分を記載しています。
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ガバナンスと組織

1
Governance
ガバナンス

【執行役およびオブザーバーの選任方針】
当法人の執行役は、代表執行役が候補者を指名し、監視委員会の同意をもって選任されます。2022年7月においては、これまで
久保田執行役副代表が兼務していた監査担当として、新たに好田健祐を執行役に選任しました。また、人財領域の機能強化
を図るため、従来の人事担当執行役に加え、鈴木智佳子をカルチャー変革推進・人財DX担当執行役に選任しました。

■ 経営委員会メンバー（2022年7月1日現在）

井野 貴章 久保田 正崇 辻村 和之 丸山 琢永 山上 眞人 出澤 尚 鹿島 章 好田 健祐

代表執行役 執行役常務
（品質管理担当）

執行役常務
人事担当

執行役
（監査担当）

執行役
（グループ会社
管理担当）

執行役常務
（ブローダー
アシュアランス
サービス担当）

執行役副代表
（アシュアランスリーダー/
アシュアランス変革担当
企画管理担当）

執行役常務
（トラストサービス開発担当/
リスクアシュアランス

リーダー）

●

●

●

●

●

●

●

金融、保険
テクノロジー、

エンターテインメント、
通信

金融 パブリックセクター、
金融 自動車、電機 金融 通信、電力・ガス、

商社、製造業

化学、商社、
医薬・医療機器、

電機

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

製造業・サービス
業の財務諸表監
査、会計アドバイ
ザリー業務に従事。
2012年に第2製
造・流通・サービス
部長。2013年から
2017年、ニュー
ヨーク事務所に
駐在。2017年に
第3製造・流通・
サービス部長。
2018年から2020
年に消費財・産業
財・サービス部長。
2017 年から2 年
間 は 定 期 採 用
リーダーを兼務。
2021年に監査事
業本部長。2022
年より監査担当の
執行役に就任。

製薬、通信、化学
品製造、不動産、
金融、第三セク
ターなどの幅広い
業種の会計監査
に携わる。1995
年よりコンサル
ティング業務に従
事し、2012年から
プライスウォー
ターハウスクー
パース株式会社
コンサルティング
部門長。
2016年PwCコ
ンサルティング合
同会社代表執行
役就任、現在は会
長。2020年から
執行役に就任し
グループ会社管
理を担当。

金融機関を中心
とした会計監査
業務をはじめ、海
外上場やM&Aな
どのアドバイザ
リー業務を多数
リードしている。
金融監査部門や
財務報告アドバイ
ザリー部門の責
任者を歴任し、
2014年より執行
役（アシュアラン
ス戦略企画担当
／金融ビジネス
副担当）に就任。
2016年より執行
役常務として金融
ビジネス全般を
担当。
2022年7月から
は人事を担当。

会計監査業務、米
国 会 計 基 準や
IFRS導入などの
会計アドバイザ
リー業務、経営統
合支援や組織再
編支援といったア
ドバイザリー業務
に従事したのち、
2016年から3年
間、大阪事務所
リーダー。2019年
より2021年6月  
まで、執行役常務
として製造・流
通・サービス部門
を管掌。
2021年7月より、
執行役常務として
ブローダーアシュ
アランスサービス
を担当。

2012年にリスク
アシュアランス
リーダー就任。
執 行 役 として
2017年にリスク・
デジタル・アシュ
アランス担当、
2021年7月にトラ
ストサービス開発
担当執行役常務
に就任。

金融機関を中心
に会計監査・アド 
バイザリー業務
に従事。2012年
からP w Cのグ
ローバルでの取り
組みである監査
改 革 、A u d i t  
Transformation 
Programの日本
のリーダーを担当
し、監査業務にお
いて最新のテクノ
ロジーの導入を
推進。
2016年AI監査研
究所を新規設立、
研究所長就任。
2019年10月に品
質管理担当の執
行役常務に就任。

2001年PwC米国
シカゴ事務所赴任
を経て、監査業務
および会計・開示・
内部統制に関する
助言業務に従事。
2016年からAI監
査研究所の立ち
上げに参加後、第
二製造流通サービ
ス部長、監査業務
変革本部長、PwC
グローバルネット
ワークAssurance 
Strategy Leader
を経て、2019年9
月に執行役専務、
アシュアランス
リーダーに就任。
2020年7月より
執行役副代表に
就任。

執 行 役 として
2014年に品質管
理担当、2018年
に 人 事 担 当 、
2019年に執行役
副 代 表 を経て
2020年7月に代
表執行役に就任。
日本公認会計士
協会において、会
計制度委員会
IASB専門委員会、
品質管理レビュー
課題検討作業部
会、品質管理レ
ビュー開示拡充
検討作業部会の
専門委員などを
務める。経済産業
省において、健康
投資の見える化
検討委員会の委
員を務める。

氏　名

役　職

略　歴

経営・シニア
リーダーシップ

監査

BAS

品質管理

事業開発

デジタル

ESG

経理・財務

人事・労務・人財開発

法務・コンプライアンス・
リスクマネジメント

グローバル

他業種・出向経験

Industry

スキルマトリックス

57 ｜ PwC



◆目標1

乙出 伸記 鈴木 智佳子

執行役
（財務担当）

執行役
（カルチャー変
革推進担当/
人財DX担当）

金融
投資銀行、証券会社、
暗号資産交換業、
ブロックチェーン

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ジェームズ
ボイントン

オブザーバー オブザーバー オブザーバー オブザーバー オブザーバー オブザーバー

製造業他

●

●

●

●

奈良 昌彦

保険業・銀行業
通信、テクノロジー、
エンターテインメント、

金融

自動車、
パブリックセクター、
その他製造業

●

●

●

●

●

宮村 和谷

●

●

山中 鋭一

●

●

●

●

●

公認会計士・弁
護士。
1994年から2004
年、金融業を中
心に監査業務に
従事。
2009年弁護士登
録。同年から法
務・契約書業務に
従事。
2017年から法務
責任者。

2017年から企画
管理業務を担当。
交通、不動産、広
告、コンテンツビ
ジネス等の監査
および会計不正
事案の調査業務
等に従事。2001
年から2003年に
企業会計審議会
幹事、2013年か
ら2017年に不動
産投資法人の監
督役員に就任。
日本公認会計士
協会監査基準委
員会委員等を務
める。日本監査研
究学会会員、日
本会計研究学会
会員。

2004年からPwC
米国ロサンゼルス
事務所に赴任。現
在は、自動車業界
向けの会計監査
や気候変動や人
権をテーマにした
プロジェクト、自
治体向けには、中
小企業を対象と
した新規事業創
出の支援等のアド
バイザリーを提供
している。2020年
よりPwC Japan
グループの自動車
セクターリーダー、
2022年よりクラ
イアント・インダス
トリーリーダーを
担当している。

2000年より、さま
ざまな業種の企
業の事業変革や
事業強化を支援
している。近年は
法人の企業向け
DX支援サービス
をリードし、2022
年よりトラスト
サービス開発サブ
リーダー、業務DX
リーダーを担当。
経済産業省 デジ
タル産業創出検
討会委員、AI社会
実装アーキテク
チャー検討会委
員、デジタル庁 ト
ラストを確保した
DX推進サブワー
キンググループ構
成員等を歴任。

一般事業会社の
監査からキャリア
をスタートし、大
手銀行への出向
を経て、帰任後の
金融危機時には
銀行業の監査・大
型プロジェクトを
経験。その後、保
険業の監査・アド
バイザリー業務に
従事。2014年か
ら8年間にわたり
保険部門の部門
長を務め、さまざ
まな環境に身を
置いた経験を人
財育成にも活か
し、部門の高い成
長を実現。2022
年より企画管理本
部人財企画室長。

2019年より品質
管理本部共同リー
ダー（PwC米国よ
り出向）。
2006年～2010
年、香港・日本を
拠点としてアジア
太平洋地区の米
国会計基準およ
びPCAOB監査
の品質管理を担
当し、トランザク
ションサービスお
よび会計アドバイ
ザリー業務にも
従事。2010年～
2013年、米国監
査プラクティス
パートナー。2013
年～2017年、米国
National Office
にて品質管理業
務に従事。

国内外の金融機
関、暗号資産交換
業およびフィン
テック・ブロック
チェーン関連企業
の監査・アドバイ
ザリー業務に従事。
2016年にフィン
テック＆イノベー
ション室室長就任。
2016年に日本公
認会計士協会暗
号資産対応専門
委員会の初代委
員長に就任。現在
も複数の委員会
活動に従事。
2019年よりカル
チャー変革を担当、
2 0 2 2年にカル
チャー変革・人財
DX担当執行役に
就任。

主に大手金融機
関に対する米国
会計基準、IFRS 
などの会計アドバ
イザリー業務なら
びに日米のSOX 
等内部統制に係
るアドバイザリー
業 務 に 従 事 。
2015年から4 年
間財務報告アドバ
イザリー部リー
ダー。2019年より
Chief Financial 
Officerとして法
人の財務全般を
担当。
2020年より執行
役に就任。

那須 伸裕

不動産、
コンテンツ、化学

●

●

●

石上 武志

●
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を法定監査に活かしていくことが有用
です。
松﨑　いかに選ばれるかを追求する
ことが重要です。私が社長になったと
きも、規模を追求しないし、上位の会
社の縮小形にもならないと宣言しま
した。エッジを効かせることが必要
で、どこに尖ったものを確立するか。
当法人が存在感を出すにはそれが生
命線だと思います。また、執行部が
尖ったところをどこに求めるかを考え
るかも非常に大事です。チャンスとな
り得るのがデジタル・グリーンであ
り、BAS業務の優位性であり、これら
を軸として企業のニーズにきっちりと
応えていくことが重要です。ニーズを
先取りするための手は打っていますの
で、今後はエッジを効かせていくこと
により、ブランドにまで高めて頂きた
いと思います。また、顧客からすると、
お付き合いするにあたり、しっかりと
した仕事ができるか、約束を守るか、
レスポンスが早いかなどが気になりま
す。どんな時でも、組織としての「足
腰」をしっかりさせておくと良いで
しょう。
鈴木　顧客と職員は経営基盤の両輪
であり、このどちらが欠けても成長は
期待できません。職員から選ばれなけ
れば業務品質が悪化し、顧客から選
ばれません。逆も然りです。顧客に選
ばれるには、長期的に優秀・有能な人
財を確保していくしかありません。

活躍し続ける自律型人財の長期育成

松﨑　自律型とは、問題が生じたとき
に自分で考えて判断できるということ
と思います。一人一人がそうなること
が目標ですね。一方、自分の頭で考え
ることが重要であるという理念が浸
透したカルチャーになれば、会議でも
異論が出てきます。組織のカルチャー
として、異論が出ることは当たり前と
いう考え方も定着させる必要があり
ます。
鈴木　デジタル・ESGに強い人財を
確保していくことは必須ですが、採用・
育成に関し、どういった人財が必要な
のかを経営陣が考えていく必要があ
ります。外的要因は変化していくもの
であり、5年・10年後にどういった人
財が必要なのか、アンテナを立てて考
えていくべきです。
原　企業価値の積み上げのために今
一番求められるものは、無形資産への

投資です。優秀な人財が中途入社す
る時代になっています。人財の長期的
な育成を差別化することにより、様々
な採用を増やすチャンスになります。
井野　新しい資本主義の中で人財の
流動化が進めば、人的資本経営を行
う企業にチャンスが来ると思います。
5年・10年後に活躍する人財を確保す
るために、異論に蓋をしないカル
チャーを大切にしながら、自律型人財
と組織の成長を進めて参ります。
木内　持続的な成長の観点から、「選
ばれる存在」は非常にわかりやすい
テーマです。個人的には、BASと監査
では観点が違うと思っています。BAS
は特定領域の高い知識と経験が求め
られ、監査は長期にわたって企業の良
きパートナーとなれるような存在であ
ることが求められます。企業のトップ
マネジメントに安心感を提供する「選
ばれる存在」となれるよう、執行部と
意見交換し合い、より良い監査法人に
していきたいと考えています。
嶋本　是非「選ばれる存在」となって
頂きたい。私も、競争力の源泉に注目
しながら、業界最大手と競争してきま
した。重要なことは、現在の位置を正
面から受け止めたうえで、独自の存在
感を示せる強みをどこまで突き詰め
られるかだと思います。人財を充実さ
せ、足腰を鍛え、存在価値を高めてい
くことが大切です。

カルチャーについて

井野　この一年、Speak up - Listen 
up - Follow upの更なる浸透を進め
てきました。FY22の職員エンゲージ
メント調査では、参加率91%、満足度
71%と、2年連続で最高評価が続いて
います。また、外部就職サイトでは、
「風通しの良さ」というテーマにおい
て、700社を超えるプロフェッショナ
ルファームの中で1位という評価を頂
きました。組織内でのコミュケーショ
ンは活性化されてきていると思ってい
ます。一方で、課題を2つ認識していま
す。一つは、Inclusion & Diversity
（I&D）の強化です。もう一つは、職員
が長いキャリアを歩むにあたり安心し

て成長できる労働環境の整備です。こ
れには、過度な労働から守られ、かつ
適切なチャレンジにより成長できる場
の提供が含まれます。この2つのバラ
ンスを取りながら、組織として成長し
ていくことが重要だと考えています。
外部委員としてのご認識はいかがで
しょうか。
原　カルチャーとは、他と差別化され
ているその組織の特性です。この一
年、PIBではPwCの強みや特性を議
論してきました。
井野　PwCらしさを自然に発揮でき
るよう、法人内で同じマインドをもっ
て行動できるカルチャーを、組織の
隅々まで浸透させるため、新年度で
は、人財に関する執行機能を充実さ
せています。

松﨑　経営陣の行動力により、職員
エンゲージメント調査の結果が改善
しました。評価もさることながら、参
加率が上がりました。これは、職員が
関心を持っているということです。こ
こで、経営陣が目指したいカルチャー
に近づいているかどうかが重要です。
I&Dについては、経営陣が意識して取
り組んでいることは理解しています
が、大事なことは、当事者がその取り
組みを有難いと思うかどうかです。目
標を決めても、当事者にとっては環境
が整っていないとミスマッチが起きま
す。当事者が取り組みやすい環境を整
えることが重要です。
鈴木　経営トップの姿勢が重要であ
ることは間違いないですが、職員が
同じ方向を向くことが重要です。職員

エンゲージメント調査の参加率と評
価は高いですが、期待した人員の増加
が叶わなかった部門があることは重
要な課題であり、改善する取り組みが
求められます。外部の評価で風通しの
良さが1位だったことなど、アピールす
べき点もあります。安心して成長でき
る環境については、ハラスメントはも
ちろん避けなければなりませんが、一
方でハラスメントと捉えられるからと
指導を控えると、組織としての発展を
阻害する可能性があります。難しくて
も、指導とハラスメントの明確なボー
ダーラインを上位者に浸透させる必
要があります。
原　監査法人として全員共通の考え
方を組織の隅々まで浸透させ続ける
ことが大切です。

品質について

井野　4+1※1による品質向上を継続し
ており、方向性は間違っていないと感
じています。目指すべき方向性として、
例えば、昨年、公認会計士・監査審査
会の検査結果について「良好であると
認められる（総合評価1）」を目指すと
申し上げました。
原　当法人の現在の評価は、概ね良
好であるという認識です。
鈴木　外部・内部の検証結果が概ね
良好であったことは評価できますが、
常に上を目指さないと今の位置も危う

くなるかもしれません。品質確保のた
めには、人財採用とIT投資が必要で
す。特に採用については、採用後の教
育・育成を含めて力を入れる必要があ
るでしょう。
松﨑　経営陣の努力の結果、外部・内
部の検証で一定の評価が得られてお
り、的を得た対応の結果だと認識して
います。時には、現場が品質を優先す
べきか迷うことがあると思います。品
質を守るのか、納期や利益を優先す
るのか。ここで、どんなことがあっても
品質を犠牲にしてはいけないというこ
とを法人内の全ての方々に浸透・徹底
することを続けて頂きたい。また、内
外の検証による総合評価は良いが、
個別には基本動作ができていなかっ
たという検出事項がありました。品質
維持には、基本が第一、基本に忠実
に、ということを言い続けることが重
要です。

井野　有限責任監査法人としての必
要な資力は維持しつつ、人財とITに必
要な投資を行っていきます。また、私
たちの行動様式の変革を、基本を大
切にしながらISQM1※2に組み込んで
いきます。

デジタルについて

原　デジタルは、監査の品質向上と人
財の活用という2つの問題を解決する
手段となりえます。他社には絶対に負
けないようにと何度も申し上げてきま
した。今後も、スピードを上げて進め
て頂きたいと思います。
鈴木　デジタル化推進により、季節的
ないし各部署の業務量の平準化を進
めることが必要です。開発コストは、
デジタル化を収益に結び付けること
によりカバーする必要があります。
松﨑　デジタルを理解している方が
リーダーシップを取っており、確実に
前に進んでいる印象を持っています。
一方、デジタルを更に進めていく中
で、自分たちの能力が不足しているの
であれば、人財獲得が鍵になります。
国籍を含めた多様性のある人財獲得
など、従来と違う発想で実施していく
必要があるでしょう。
井野　多様性のある人財獲得のため
に、レンジを広げた採用活動を進めて
いきたいと思います。一年を振り返っ

て、会計数値の目標は達成できました
が、経営基盤の強化につながる成長
ができたかについては課題を認識し
ており、来期の投資や経営に活かして
いきます。

グリーン（I&D含む）について

井野　開示を含めたESGの議論が社
会的に隆盛し、監査法人と非財務情
報の関わりへの関心も高まっていま
す。非財務情報の開示は、正確性や論
拠が注目される段階に進んでいくと感
じています。
原　グリーンは開示の話につながり
ます。企業側では、内部統制を含めた
体制作りが重要視されています。監査
法人としては、開示を含めていかに高
度な内部統制監査を実施するかで評
価が変わってきます。また、投資家は、
企業が価値を生み出していけるかを
報告書から読み取ります。ESG開示
基準は現在検討中の段階ですが、監
査法人として指導機能を発揮していく
ことが必要ではないでしょうか。海外
では開示が進んでおり、グローバルス
タンダードが求められる領域です。
松﨑　ESG開示基準に従い、適切に
開示されているかをチェックすること
は、おそらく監査法人の仕事になるで
しょう。現在は基準策定の動向を確認
している段階ですが、うまく強みにし
て頂きたい。また、企業がサステナビ
リティに関する課題にどう取り組むか

をアドバイスしていくこともあるので
はないでしょうか。ESGやサステナビ
リティは当法人のカルチャーに合って
いると感じています。後述の「選ばれ
る存在になるために」につながるとこ
ろがありますが、非監査業務（BAS）
として適切な対応ができれば、大きな
成長のチャンスになります。
鈴木　ESGの重要性は認識していて
も、何をどうやって進めるか、どこまで
開示するかについて戸惑っている企
業もあります。いかに有用なアドバイ
スができるかが問われています。
木内　監査法人への期待は、単に財
務諸表に監査意見を付すことに止ま
らないと考えています。デジタル・
ESGなど、世の中のニーズをきちんと
捉え、執行部が対応していけている
か、監視委員会として確認していきま
す。現在の執行部はニーズを先取りし
て動いていますが、ニーズ自体が常に
動いています。今後の変化を見極め、

将来に向けた監査法人の在り方と目
標を策定し、法人全体に浸透させるこ
とが重要です。

選ばれる存在になるために

井野　PwCは2021年に「The New 
Equation」という新しい経営ビジョ
ンを示しました。企業が持続的であ
るためには「Trust」を得ることが重
要であり、その活動の結果として
「Sustained Outcomes」を実現する
ことが求められています。「The New 
Equation」とは、このような環境下に
おいて私たちがどうあるべきかを問う
コンセプトです。このため、これまでと
は次元が異なる努力が必要となりま
す。単純に監査調書を充実させること
を追求するだけでは、顧客から見たら
必ずしも魅力品質ではないかもしれ
ないし、従業員から見たら楽しい仕事
ではないかもしれません。
原　PwCとしての強みを活かす必要
があります。当法人の特徴を考えた場
合、一つには内部統制監査に行き着く
のではないでしょうか。非財務情報も
含めた内部統制に強い監査法人とし
て、PwCの強みを評価して頂くことが
重要です。当法人は、監査業務の市場
シェアに成長の余地がありますが、
BAS業務は業界トップクラスです。長
期的な視点に立ち、BAS業務の強さ
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公益監督委員会

1. FY22年初に掲げた課題の総括

PwCあらた有限責任監査法人
代表執行役
井野 貴章

株式会社大和証券グループ本社
名誉顧問
原 良也（議長）

コニカミノルタ株式会社
取締役兼取締役会議長
松﨑 正年

株式会社野村総合研究所
特別顧問
嶋本 正

PwCあらた有限責任監査法人
監視委員会議長
木内 仁志

弁護士
鈴木 和宏

公益監督委員会のメンバーにより2022年度の重要な経営課題とその対応状況に
ついて振り返り対談を実施しました。

1
Governance
ガバナンス

59 ｜ PwC



を法定監査に活かしていくことが有用
です。
松﨑　いかに選ばれるかを追求する
ことが重要です。私が社長になったと
きも、規模を追求しないし、上位の会
社の縮小形にもならないと宣言しま
した。エッジを効かせることが必要
で、どこに尖ったものを確立するか。
当法人が存在感を出すにはそれが生
命線だと思います。また、執行部が
尖ったところをどこに求めるかを考え
るかも非常に大事です。チャンスとな
り得るのがデジタル・グリーンであ
り、BAS業務の優位性であり、これら
を軸として企業のニーズにきっちりと
応えていくことが重要です。ニーズを
先取りするための手は打っていますの
で、今後はエッジを効かせていくこと
により、ブランドにまで高めて頂きた
いと思います。また、顧客からすると、
お付き合いするにあたり、しっかりと
した仕事ができるか、約束を守るか、
レスポンスが早いかなどが気になりま
す。どんな時でも、組織としての「足
腰」をしっかりさせておくと良いで
しょう。
鈴木　顧客と職員は経営基盤の両輪
であり、このどちらが欠けても成長は
期待できません。職員から選ばれなけ
れば業務品質が悪化し、顧客から選
ばれません。逆も然りです。顧客に選
ばれるには、長期的に優秀・有能な人
財を確保していくしかありません。

活躍し続ける自律型人財の長期育成

松﨑　自律型とは、問題が生じたとき
に自分で考えて判断できるということ
と思います。一人一人がそうなること
が目標ですね。一方、自分の頭で考え
ることが重要であるという理念が浸
透したカルチャーになれば、会議でも
異論が出てきます。組織のカルチャー
として、異論が出ることは当たり前と
いう考え方も定着させる必要があり
ます。
鈴木　デジタル・ESGに強い人財を
確保していくことは必須ですが、採用・
育成に関し、どういった人財が必要な
のかを経営陣が考えていく必要があ
ります。外的要因は変化していくもの
であり、5年・10年後にどういった人
財が必要なのか、アンテナを立てて考
えていくべきです。
原　企業価値の積み上げのために今
一番求められるものは、無形資産への

投資です。優秀な人財が中途入社す
る時代になっています。人財の長期的
な育成を差別化することにより、様々
な採用を増やすチャンスになります。
井野　新しい資本主義の中で人財の
流動化が進めば、人的資本経営を行
う企業にチャンスが来ると思います。
5年・10年後に活躍する人財を確保す
るために、異論に蓋をしないカル
チャーを大切にしながら、自律型人財
と組織の成長を進めて参ります。
木内　持続的な成長の観点から、「選
ばれる存在」は非常にわかりやすい
テーマです。個人的には、BASと監査
では観点が違うと思っています。BAS
は特定領域の高い知識と経験が求め
られ、監査は長期にわたって企業の良
きパートナーとなれるような存在であ
ることが求められます。企業のトップ
マネジメントに安心感を提供する「選
ばれる存在」となれるよう、執行部と
意見交換し合い、より良い監査法人に
していきたいと考えています。
嶋本　是非「選ばれる存在」となって
頂きたい。私も、競争力の源泉に注目
しながら、業界最大手と競争してきま
した。重要なことは、現在の位置を正
面から受け止めたうえで、独自の存在
感を示せる強みをどこまで突き詰め
られるかだと思います。人財を充実さ
せ、足腰を鍛え、存在価値を高めてい
くことが大切です。

カルチャーについて

井野　この一年、Speak up - Listen 
up - Follow upの更なる浸透を進め
てきました。FY22の職員エンゲージ
メント調査では、参加率91%、満足度
71%と、2年連続で最高評価が続いて
います。また、外部就職サイトでは、
「風通しの良さ」というテーマにおい
て、700社を超えるプロフェッショナ
ルファームの中で1位という評価を頂
きました。組織内でのコミュケーショ
ンは活性化されてきていると思ってい
ます。一方で、課題を2つ認識していま
す。一つは、Inclusion & Diversity
（I&D）の強化です。もう一つは、職員
が長いキャリアを歩むにあたり安心し

て成長できる労働環境の整備です。こ
れには、過度な労働から守られ、かつ
適切なチャレンジにより成長できる場
の提供が含まれます。この2つのバラ
ンスを取りながら、組織として成長し
ていくことが重要だと考えています。
外部委員としてのご認識はいかがで
しょうか。
原　カルチャーとは、他と差別化され
ているその組織の特性です。この一
年、PIBではPwCの強みや特性を議
論してきました。
井野　PwCらしさを自然に発揮でき
るよう、法人内で同じマインドをもっ
て行動できるカルチャーを、組織の
隅々まで浸透させるため、新年度で
は、人財に関する執行機能を充実さ
せています。

松﨑　経営陣の行動力により、職員
エンゲージメント調査の結果が改善
しました。評価もさることながら、参
加率が上がりました。これは、職員が
関心を持っているということです。こ
こで、経営陣が目指したいカルチャー
に近づいているかどうかが重要です。
I&Dについては、経営陣が意識して取
り組んでいることは理解しています
が、大事なことは、当事者がその取り
組みを有難いと思うかどうかです。目
標を決めても、当事者にとっては環境
が整っていないとミスマッチが起きま
す。当事者が取り組みやすい環境を整
えることが重要です。
鈴木　経営トップの姿勢が重要であ
ることは間違いないですが、職員が
同じ方向を向くことが重要です。職員
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ことが大切です。
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るためには「Trust」を得ることが重
要であり、その活動の結果として
「Sustained Outcomes」を実現する
ことが求められています。「The New 
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シェアに成長の余地がありますが、
BAS業務は業界トップクラスです。長
期的な視点に立ち、BAS業務の強さ※1  PwCあらたの監査品質改善戦略を指す。18ページ参照。

※2  新しい国際品質マネジメント基準第1号（ISQM1）では、リスク・アプローチに基づく監査事務所の品質管理システムの導入が求められている。17ページ参照。
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を法定監査に活かしていくことが有用
です。
松﨑　いかに選ばれるかを追求する
ことが重要です。私が社長になったと
きも、規模を追求しないし、上位の会
社の縮小形にもならないと宣言しま
した。エッジを効かせることが必要
で、どこに尖ったものを確立するか。
当法人が存在感を出すにはそれが生
命線だと思います。また、執行部が
尖ったところをどこに求めるかを考え
るかも非常に大事です。チャンスとな
り得るのがデジタル・グリーンであ
り、BAS業務の優位性であり、これら
を軸として企業のニーズにきっちりと
応えていくことが重要です。ニーズを
先取りするための手は打っていますの
で、今後はエッジを効かせていくこと
により、ブランドにまで高めて頂きた
いと思います。また、顧客からすると、
お付き合いするにあたり、しっかりと
した仕事ができるか、約束を守るか、
レスポンスが早いかなどが気になりま
す。どんな時でも、組織としての「足
腰」をしっかりさせておくと良いで
しょう。
鈴木　顧客と職員は経営基盤の両輪
であり、このどちらが欠けても成長は
期待できません。職員から選ばれなけ
れば業務品質が悪化し、顧客から選
ばれません。逆も然りです。顧客に選
ばれるには、長期的に優秀・有能な人
財を確保していくしかありません。

活躍し続ける自律型人財の長期育成

松﨑　自律型とは、問題が生じたとき
に自分で考えて判断できるということ
と思います。一人一人がそうなること
が目標ですね。一方、自分の頭で考え
ることが重要であるという理念が浸
透したカルチャーになれば、会議でも
異論が出てきます。組織のカルチャー
として、異論が出ることは当たり前と
いう考え方も定着させる必要があり
ます。
鈴木　デジタル・ESGに強い人財を
確保していくことは必須ですが、採用・
育成に関し、どういった人財が必要な
のかを経営陣が考えていく必要があ
ります。外的要因は変化していくもの
であり、5年・10年後にどういった人
財が必要なのか、アンテナを立てて考
えていくべきです。
原　企業価値の積み上げのために今
一番求められるものは、無形資産への

投資です。優秀な人財が中途入社す
る時代になっています。人財の長期的
な育成を差別化することにより、様々
な採用を増やすチャンスになります。
井野　新しい資本主義の中で人財の
流動化が進めば、人的資本経営を行
う企業にチャンスが来ると思います。
5年・10年後に活躍する人財を確保す
るために、異論に蓋をしないカル
チャーを大切にしながら、自律型人財
と組織の成長を進めて参ります。
木内　持続的な成長の観点から、「選
ばれる存在」は非常にわかりやすい
テーマです。個人的には、BASと監査
では観点が違うと思っています。BAS
は特定領域の高い知識と経験が求め
られ、監査は長期にわたって企業の良
きパートナーとなれるような存在であ
ることが求められます。企業のトップ
マネジメントに安心感を提供する「選
ばれる存在」となれるよう、執行部と
意見交換し合い、より良い監査法人に
していきたいと考えています。
嶋本　是非「選ばれる存在」となって
頂きたい。私も、競争力の源泉に注目
しながら、業界最大手と競争してきま
した。重要なことは、現在の位置を正
面から受け止めたうえで、独自の存在
感を示せる強みをどこまで突き詰め
られるかだと思います。人財を充実さ
せ、足腰を鍛え、存在価値を高めてい
くことが大切です。

カルチャーについて

井野　この一年、Speak up - Listen 
up - Follow upの更なる浸透を進め
てきました。FY22の職員エンゲージ
メント調査では、参加率91%、満足度
71%と、2年連続で最高評価が続いて
います。また、外部就職サイトでは、
「風通しの良さ」というテーマにおい
て、700社を超えるプロフェッショナ
ルファームの中で1位という評価を頂
きました。組織内でのコミュケーショ
ンは活性化されてきていると思ってい
ます。一方で、課題を2つ認識していま
す。一つは、Inclusion & Diversity
（I&D）の強化です。もう一つは、職員
が長いキャリアを歩むにあたり安心し

て成長できる労働環境の整備です。こ
れには、過度な労働から守られ、かつ
適切なチャレンジにより成長できる場
の提供が含まれます。この2つのバラ
ンスを取りながら、組織として成長し
ていくことが重要だと考えています。
外部委員としてのご認識はいかがで
しょうか。
原　カルチャーとは、他と差別化され
ているその組織の特性です。この一
年、PIBではPwCの強みや特性を議
論してきました。
井野　PwCらしさを自然に発揮でき
るよう、法人内で同じマインドをもっ
て行動できるカルチャーを、組織の
隅々まで浸透させるため、新年度で
は、人財に関する執行機能を充実さ
せています。

松﨑　経営陣の行動力により、職員
エンゲージメント調査の結果が改善
しました。評価もさることながら、参
加率が上がりました。これは、職員が
関心を持っているということです。こ
こで、経営陣が目指したいカルチャー
に近づいているかどうかが重要です。
I&Dについては、経営陣が意識して取
り組んでいることは理解しています
が、大事なことは、当事者がその取り
組みを有難いと思うかどうかです。目
標を決めても、当事者にとっては環境
が整っていないとミスマッチが起きま
す。当事者が取り組みやすい環境を整
えることが重要です。
鈴木　経営トップの姿勢が重要であ
ることは間違いないですが、職員が
同じ方向を向くことが重要です。職員

エンゲージメント調査の参加率と評
価は高いですが、期待した人員の増加
が叶わなかった部門があることは重
要な課題であり、改善する取り組みが
求められます。外部の評価で風通しの
良さが1位だったことなど、アピールす
べき点もあります。安心して成長でき
る環境については、ハラスメントはも
ちろん避けなければなりませんが、一
方でハラスメントと捉えられるからと
指導を控えると、組織としての発展を
阻害する可能性があります。難しくて
も、指導とハラスメントの明確なボー
ダーラインを上位者に浸透させる必
要があります。
原　監査法人として全員共通の考え
方を組織の隅々まで浸透させ続ける
ことが大切です。

品質について

井野　4+1※1による品質向上を継続し
ており、方向性は間違っていないと感
じています。目指すべき方向性として、
例えば、昨年、公認会計士・監査審査
会の検査結果について「良好であると
認められる（総合評価1）」を目指すと
申し上げました。
原　当法人の現在の評価は、概ね良
好であるという認識です。
鈴木　外部・内部の検証結果が概ね
良好であったことは評価できますが、
常に上を目指さないと今の位置も危う

くなるかもしれません。品質確保のた
めには、人財採用とIT投資が必要で
す。特に採用については、採用後の教
育・育成を含めて力を入れる必要があ
るでしょう。
松﨑　経営陣の努力の結果、外部・内
部の検証で一定の評価が得られてお
り、的を得た対応の結果だと認識して
います。時には、現場が品質を優先す
べきか迷うことがあると思います。品
質を守るのか、納期や利益を優先す
るのか。ここで、どんなことがあっても
品質を犠牲にしてはいけないというこ
とを法人内の全ての方々に浸透・徹底
することを続けて頂きたい。また、内
外の検証による総合評価は良いが、
個別には基本動作ができていなかっ
たという検出事項がありました。品質
維持には、基本が第一、基本に忠実
に、ということを言い続けることが重
要です。

井野　有限責任監査法人としての必
要な資力は維持しつつ、人財とITに必
要な投資を行っていきます。また、私
たちの行動様式の変革を、基本を大
切にしながらISQM1※2に組み込んで
いきます。

デジタルについて

原　デジタルは、監査の品質向上と人
財の活用という2つの問題を解決する
手段となりえます。他社には絶対に負
けないようにと何度も申し上げてきま
した。今後も、スピードを上げて進め
て頂きたいと思います。
鈴木　デジタル化推進により、季節的
ないし各部署の業務量の平準化を進
めることが必要です。開発コストは、
デジタル化を収益に結び付けること
によりカバーする必要があります。
松﨑　デジタルを理解している方が
リーダーシップを取っており、確実に
前に進んでいる印象を持っています。
一方、デジタルを更に進めていく中
で、自分たちの能力が不足しているの
であれば、人財獲得が鍵になります。
国籍を含めた多様性のある人財獲得
など、従来と違う発想で実施していく
必要があるでしょう。
井野　多様性のある人財獲得のため
に、レンジを広げた採用活動を進めて
いきたいと思います。一年を振り返っ

て、会計数値の目標は達成できました
が、経営基盤の強化につながる成長
ができたかについては課題を認識し
ており、来期の投資や経営に活かして
いきます。

グリーン（I&D含む）について

井野　開示を含めたESGの議論が社
会的に隆盛し、監査法人と非財務情
報の関わりへの関心も高まっていま
す。非財務情報の開示は、正確性や論
拠が注目される段階に進んでいくと感
じています。
原　グリーンは開示の話につながり
ます。企業側では、内部統制を含めた
体制作りが重要視されています。監査
法人としては、開示を含めていかに高
度な内部統制監査を実施するかで評
価が変わってきます。また、投資家は、
企業が価値を生み出していけるかを
報告書から読み取ります。ESG開示
基準は現在検討中の段階ですが、監
査法人として指導機能を発揮していく
ことが必要ではないでしょうか。海外
では開示が進んでおり、グローバルス
タンダードが求められる領域です。
松﨑　ESG開示基準に従い、適切に
開示されているかをチェックすること
は、おそらく監査法人の仕事になるで
しょう。現在は基準策定の動向を確認
している段階ですが、うまく強みにし
て頂きたい。また、企業がサステナビ
リティに関する課題にどう取り組むか

をアドバイスしていくこともあるので
はないでしょうか。ESGやサステナビ
リティは当法人のカルチャーに合って
いると感じています。後述の「選ばれ
る存在になるために」につながるとこ
ろがありますが、非監査業務（BAS）
として適切な対応ができれば、大きな
成長のチャンスになります。
鈴木　ESGの重要性は認識していて
も、何をどうやって進めるか、どこまで
開示するかについて戸惑っている企
業もあります。いかに有用なアドバイ
スができるかが問われています。
木内　監査法人への期待は、単に財
務諸表に監査意見を付すことに止ま
らないと考えています。デジタル・
ESGなど、世の中のニーズをきちんと
捉え、執行部が対応していけている
か、監視委員会として確認していきま
す。現在の執行部はニーズを先取りし
て動いていますが、ニーズ自体が常に
動いています。今後の変化を見極め、

将来に向けた監査法人の在り方と目
標を策定し、法人全体に浸透させるこ
とが重要です。

選ばれる存在になるために

井野　PwCは2021年に「The New 
Equation」という新しい経営ビジョ
ンを示しました。企業が持続的であ
るためには「Trust」を得ることが重
要であり、その活動の結果として
「Sustained Outcomes」を実現する
ことが求められています。「The New 
Equation」とは、このような環境下に
おいて私たちがどうあるべきかを問う
コンセプトです。このため、これまでと
は次元が異なる努力が必要となりま
す。単純に監査調書を充実させること
を追求するだけでは、顧客から見たら
必ずしも魅力品質ではないかもしれ
ないし、従業員から見たら楽しい仕事
ではないかもしれません。
原　PwCとしての強みを活かす必要
があります。当法人の特徴を考えた場
合、一つには内部統制監査に行き着く
のではないでしょうか。非財務情報も
含めた内部統制に強い監査法人とし
て、PwCの強みを評価して頂くことが
重要です。当法人は、監査業務の市場
シェアに成長の余地がありますが、
BAS業務は業界トップクラスです。長
期的な視点に立ち、BAS業務の強さ

2. 当法人の向かうべき方向性

1
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を法定監査に活かしていくことが有用
です。
松﨑　いかに選ばれるかを追求する
ことが重要です。私が社長になったと
きも、規模を追求しないし、上位の会
社の縮小形にもならないと宣言しま
した。エッジを効かせることが必要
で、どこに尖ったものを確立するか。
当法人が存在感を出すにはそれが生
命線だと思います。また、執行部が
尖ったところをどこに求めるかを考え
るかも非常に大事です。チャンスとな
り得るのがデジタル・グリーンであ
り、BAS業務の優位性であり、これら
を軸として企業のニーズにきっちりと
応えていくことが重要です。ニーズを
先取りするための手は打っていますの
で、今後はエッジを効かせていくこと
により、ブランドにまで高めて頂きた
いと思います。また、顧客からすると、
お付き合いするにあたり、しっかりと
した仕事ができるか、約束を守るか、
レスポンスが早いかなどが気になりま
す。どんな時でも、組織としての「足
腰」をしっかりさせておくと良いで
しょう。
鈴木　顧客と職員は経営基盤の両輪
であり、このどちらが欠けても成長は
期待できません。職員から選ばれなけ
れば業務品質が悪化し、顧客から選
ばれません。逆も然りです。顧客に選
ばれるには、長期的に優秀・有能な人
財を確保していくしかありません。

活躍し続ける自律型人財の長期育成

松﨑　自律型とは、問題が生じたとき
に自分で考えて判断できるということ
と思います。一人一人がそうなること
が目標ですね。一方、自分の頭で考え
ることが重要であるという理念が浸
透したカルチャーになれば、会議でも
異論が出てきます。組織のカルチャー
として、異論が出ることは当たり前と
いう考え方も定着させる必要があり
ます。
鈴木　デジタル・ESGに強い人財を
確保していくことは必須ですが、採用・
育成に関し、どういった人財が必要な
のかを経営陣が考えていく必要があ
ります。外的要因は変化していくもの
であり、5年・10年後にどういった人
財が必要なのか、アンテナを立てて考
えていくべきです。
原　企業価値の積み上げのために今
一番求められるものは、無形資産への

投資です。優秀な人財が中途入社す
る時代になっています。人財の長期的
な育成を差別化することにより、様々
な採用を増やすチャンスになります。
井野　新しい資本主義の中で人財の
流動化が進めば、人的資本経営を行
う企業にチャンスが来ると思います。
5年・10年後に活躍する人財を確保す
るために、異論に蓋をしないカル
チャーを大切にしながら、自律型人財
と組織の成長を進めて参ります。
木内　持続的な成長の観点から、「選
ばれる存在」は非常にわかりやすい
テーマです。個人的には、BASと監査
では観点が違うと思っています。BAS
は特定領域の高い知識と経験が求め
られ、監査は長期にわたって企業の良
きパートナーとなれるような存在であ
ることが求められます。企業のトップ
マネジメントに安心感を提供する「選
ばれる存在」となれるよう、執行部と
意見交換し合い、より良い監査法人に
していきたいと考えています。
嶋本　是非「選ばれる存在」となって
頂きたい。私も、競争力の源泉に注目
しながら、業界最大手と競争してきま
した。重要なことは、現在の位置を正
面から受け止めたうえで、独自の存在
感を示せる強みをどこまで突き詰め
られるかだと思います。人財を充実さ
せ、足腰を鍛え、存在価値を高めてい
くことが大切です。

カルチャーについて

井野　この一年、Speak up - Listen 
up - Follow upの更なる浸透を進め
てきました。FY22の職員エンゲージ
メント調査では、参加率91%、満足度
71%と、2年連続で最高評価が続いて
います。また、外部就職サイトでは、
「風通しの良さ」というテーマにおい
て、700社を超えるプロフェッショナ
ルファームの中で1位という評価を頂
きました。組織内でのコミュケーショ
ンは活性化されてきていると思ってい
ます。一方で、課題を2つ認識していま
す。一つは、Inclusion & Diversity
（I&D）の強化です。もう一つは、職員
が長いキャリアを歩むにあたり安心し

て成長できる労働環境の整備です。こ
れには、過度な労働から守られ、かつ
適切なチャレンジにより成長できる場
の提供が含まれます。この2つのバラ
ンスを取りながら、組織として成長し
ていくことが重要だと考えています。
外部委員としてのご認識はいかがで
しょうか。
原　カルチャーとは、他と差別化され
ているその組織の特性です。この一
年、PIBではPwCの強みや特性を議
論してきました。
井野　PwCらしさを自然に発揮でき
るよう、法人内で同じマインドをもっ
て行動できるカルチャーを、組織の
隅々まで浸透させるため、新年度で
は、人財に関する執行機能を充実さ
せています。

松﨑　経営陣の行動力により、職員
エンゲージメント調査の結果が改善
しました。評価もさることながら、参
加率が上がりました。これは、職員が
関心を持っているということです。こ
こで、経営陣が目指したいカルチャー
に近づいているかどうかが重要です。
I&Dについては、経営陣が意識して取
り組んでいることは理解しています
が、大事なことは、当事者がその取り
組みを有難いと思うかどうかです。目
標を決めても、当事者にとっては環境
が整っていないとミスマッチが起きま
す。当事者が取り組みやすい環境を整
えることが重要です。
鈴木　経営トップの姿勢が重要であ
ることは間違いないですが、職員が
同じ方向を向くことが重要です。職員

エンゲージメント調査の参加率と評
価は高いですが、期待した人員の増加
が叶わなかった部門があることは重
要な課題であり、改善する取り組みが
求められます。外部の評価で風通しの
良さが1位だったことなど、アピールす
べき点もあります。安心して成長でき
る環境については、ハラスメントはも
ちろん避けなければなりませんが、一
方でハラスメントと捉えられるからと
指導を控えると、組織としての発展を
阻害する可能性があります。難しくて
も、指導とハラスメントの明確なボー
ダーラインを上位者に浸透させる必
要があります。
原　監査法人として全員共通の考え
方を組織の隅々まで浸透させ続ける
ことが大切です。

品質について

井野　4+1※1による品質向上を継続し
ており、方向性は間違っていないと感
じています。目指すべき方向性として、
例えば、昨年、公認会計士・監査審査
会の検査結果について「良好であると
認められる（総合評価1）」を目指すと
申し上げました。
原　当法人の現在の評価は、概ね良
好であるという認識です。
鈴木　外部・内部の検証結果が概ね
良好であったことは評価できますが、
常に上を目指さないと今の位置も危う

くなるかもしれません。品質確保のた
めには、人財採用とIT投資が必要で
す。特に採用については、採用後の教
育・育成を含めて力を入れる必要があ
るでしょう。
松﨑　経営陣の努力の結果、外部・内
部の検証で一定の評価が得られてお
り、的を得た対応の結果だと認識して
います。時には、現場が品質を優先す
べきか迷うことがあると思います。品
質を守るのか、納期や利益を優先す
るのか。ここで、どんなことがあっても
品質を犠牲にしてはいけないというこ
とを法人内の全ての方々に浸透・徹底
することを続けて頂きたい。また、内
外の検証による総合評価は良いが、
個別には基本動作ができていなかっ
たという検出事項がありました。品質
維持には、基本が第一、基本に忠実
に、ということを言い続けることが重
要です。

井野　有限責任監査法人としての必
要な資力は維持しつつ、人財とITに必
要な投資を行っていきます。また、私
たちの行動様式の変革を、基本を大
切にしながらISQM1※2に組み込んで
いきます。

デジタルについて

原　デジタルは、監査の品質向上と人
財の活用という2つの問題を解決する
手段となりえます。他社には絶対に負
けないようにと何度も申し上げてきま
した。今後も、スピードを上げて進め
て頂きたいと思います。
鈴木　デジタル化推進により、季節的
ないし各部署の業務量の平準化を進
めることが必要です。開発コストは、
デジタル化を収益に結び付けること
によりカバーする必要があります。
松﨑　デジタルを理解している方が
リーダーシップを取っており、確実に
前に進んでいる印象を持っています。
一方、デジタルを更に進めていく中
で、自分たちの能力が不足しているの
であれば、人財獲得が鍵になります。
国籍を含めた多様性のある人財獲得
など、従来と違う発想で実施していく
必要があるでしょう。
井野　多様性のある人財獲得のため
に、レンジを広げた採用活動を進めて
いきたいと思います。一年を振り返っ

て、会計数値の目標は達成できました
が、経営基盤の強化につながる成長
ができたかについては課題を認識し
ており、来期の投資や経営に活かして
いきます。

グリーン（I&D含む）について

井野　開示を含めたESGの議論が社
会的に隆盛し、監査法人と非財務情
報の関わりへの関心も高まっていま
す。非財務情報の開示は、正確性や論
拠が注目される段階に進んでいくと感
じています。
原　グリーンは開示の話につながり
ます。企業側では、内部統制を含めた
体制作りが重要視されています。監査
法人としては、開示を含めていかに高
度な内部統制監査を実施するかで評
価が変わってきます。また、投資家は、
企業が価値を生み出していけるかを
報告書から読み取ります。ESG開示
基準は現在検討中の段階ですが、監
査法人として指導機能を発揮していく
ことが必要ではないでしょうか。海外
では開示が進んでおり、グローバルス
タンダードが求められる領域です。
松﨑　ESG開示基準に従い、適切に
開示されているかをチェックすること
は、おそらく監査法人の仕事になるで
しょう。現在は基準策定の動向を確認
している段階ですが、うまく強みにし
て頂きたい。また、企業がサステナビ
リティに関する課題にどう取り組むか

をアドバイスしていくこともあるので
はないでしょうか。ESGやサステナビ
リティは当法人のカルチャーに合って
いると感じています。後述の「選ばれ
る存在になるために」につながるとこ
ろがありますが、非監査業務（BAS）
として適切な対応ができれば、大きな
成長のチャンスになります。
鈴木　ESGの重要性は認識していて
も、何をどうやって進めるか、どこまで
開示するかについて戸惑っている企
業もあります。いかに有用なアドバイ
スができるかが問われています。
木内　監査法人への期待は、単に財
務諸表に監査意見を付すことに止ま
らないと考えています。デジタル・
ESGなど、世の中のニーズをきちんと
捉え、執行部が対応していけている
か、監視委員会として確認していきま
す。現在の執行部はニーズを先取りし
て動いていますが、ニーズ自体が常に
動いています。今後の変化を見極め、

将来に向けた監査法人の在り方と目
標を策定し、法人全体に浸透させるこ
とが重要です。

選ばれる存在になるために

井野　PwCは2021年に「The New 
Equation」という新しい経営ビジョ
ンを示しました。企業が持続的であ
るためには「Trust」を得ることが重
要であり、その活動の結果として
「Sustained Outcomes」を実現する
ことが求められています。「The New 
Equation」とは、このような環境下に
おいて私たちがどうあるべきかを問う
コンセプトです。このため、これまでと
は次元が異なる努力が必要となりま
す。単純に監査調書を充実させること
を追求するだけでは、顧客から見たら
必ずしも魅力品質ではないかもしれ
ないし、従業員から見たら楽しい仕事
ではないかもしれません。
原　PwCとしての強みを活かす必要
があります。当法人の特徴を考えた場
合、一つには内部統制監査に行き着く
のではないでしょうか。非財務情報も
含めた内部統制に強い監査法人とし
て、PwCの強みを評価して頂くことが
重要です。当法人は、監査業務の市場
シェアに成長の余地がありますが、
BAS業務は業界トップクラスです。長
期的な視点に立ち、BAS業務の強さ
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ステークホルダーへの発信と対話

　当法人は、2018年に「ステークホル
ダー・エンゲージメント・オフィス
（SEO）」を設置し、ステークホルダー
との対話の司令塔として、当法人を取
り巻く多様なステークホルダーの皆
様（図表1参照）に対する情報発信の
企画・実施を行うとともに、継続的に
対話をさせていただいています。本年
度は専従者を拡充し、体制をさらに強
化しました。
　継続的な対話を通じて、さまざまな
ご意見を傾聴し、監査やトラストサー
ビスに対する期待やニーズを理解・把
握するとともに、期待ギャップの芽を
察知するように努めています。対話を
通じていただいたフィードバックにつ
いては、経営委員会に報告し、期待
ギャップの最小化、継続的な業務品質
の向上につながるよう、意思決定や品
質管理の仕組みの具体的な検討に活
用しています。
　さらに、公益監督委員会（PIB）にお
いても、ステークホルダーとの対話の
状況を報告し、効果を高めるための対
話のあり方や、対話の結果をいかに監
査品質の向上に継続的に役立てるか
などについて、アドバイスをいただい
ています。

　グローバルの資本市場において、環
境・社会・ガバナンスといった非財務
情報を考慮して投資意思決定を行う
「ESG投資」の動きが、年金基金や運
用会社など機関投資家の間に広がっ
ています。世界各地における異常気象

やそれに起因したさまざまな災害等
を背景として、地球温暖化・気候変動
は、全ての国と地域が取り組むべき喫
緊の課題として認識されています。温
室効果ガス排出量の削減、「ネットゼ
ロ」への取り組みは、具体的な目標の
設定と目標に基づく行動の質とスピー
ドが試されるようになりました。また、
環境（E）だけでなく、従業員の健康・
安全などの人的資本や企業と顧客・サ
プライヤーとの関係などの社会（S）、
これらの基盤となるガバナンス（G）
も、サステナブルな価値協創の観点か
らの取り組みが求められています。
　わが国においても、企業の持続的
な成長と価値向上の動機付けがなさ
れ、投資家にも魅力のある市場を目指
した東京証券取引所の市場区分の見
直し、サステナビリティ情報の開示に
ついての議論など、インベストメント
チェーン全体の活性化に向けた施策
が加速しています。

　私たちは、インベストメントチェーン
におけるメガトレンドの変化を直視
し、企業による適切な会計処理や情
報開示を後押しするとともに、監査品
質の向上をはじめとする各種のトラス
トサービスの提供を通じて、企業の経
営者と投資家の間の対話から生まれ
る資本市場全体での持続的な企業価
値創造や社会価値の協創に、より積
極的に貢献できる存在であり続けた
いと考えています。

　当法人を取り巻くさまざまなステー
クホルダーを10のステークホルダー
に分類しています。本稿では、特に4つ
のステークホルダー（投資家、アカデ
ミズム、監査役等、アルムナイ）との対
話についてご説明します。

　情報発信と対話の基本方針・体制

　具体的な取り組みインベストメントチェーン全体の
持続的な活性化への
監査品質を通じた貢献

継続的な品質の向上につながるよう、資本市場の声に耳を傾け、対話を行っています

1
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■ 図表1 ステークホルダーとの対話の全体像

PwCアルムナイ

投資家企業

アカデミズム

パートナー
企業

労働市場 規制当局
基準設定者
JICPA等
団体

NPO／NGO
地域社会

メディア

アライアンス先
ジョイントビジネス
リレーション 等

中・高・大学生
留学生

新卒・中途 等

CXO
監査役・監査等委員
次世代経営者 等

アセットオーナー
アセットマネージャー
アナリスト 等

PwCあらた

Greater PwC
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　財務諸表等とそれに添付される監
査報告書の主要な利用者である投資
家・アナリストの皆様への発信と対話
は、監査に対する期待と懸念を把握
し、監査品質を持続的に向上させるた
めには不可欠であると考え、継続的な
取り組みを進めています。

投資家・アナリスト等との直接対話

　投資家・アナリストの皆様への発信
と対話の場として実施している個別の
1対1のミーティングやスモールミー
ティングは、COVID-19の感染動向を
踏まえ、リモート形式と対面を組み合
わせて実施しました。本年度は、代表
執行役を含む経営メンバーが、投資
家・アナリストの皆様と直接対話し、
ダイバーシティの強化、サステナビリ
ティ情報への信頼の付与、優秀な若
手（Z世代）の採用・育成・定着、AIや
DXを活用した監査品質の向上の機会
の探求、粉飾を見逃さない監査など、
監査品質の向上に向けたさまざまな
ご意見やご質問を頂戴しました。

グローバル投資家意識調査

　グローバル投資家意識調査を海外
のメンバーファームと共同で企画し、
日本の投資家・アナリストの皆様から
もアンケートやインタビューにより意

見を収集・分析しています。今年度の
調査では、企業のESGへの取り組み
をテーマとして、ESGの最優先課題、
取り組みを促す投資家の行動、レポー
ティング、ESG情報の保証などにつ
いて調査を実施し、調査結果は「グ
ローバル投資家意識調査2021—ESG
への取り組みに対する投資家の評価」
（図表2）として公開しています。

資本市場の今や投資家との対話の
法人内への浸透

　投資家・アナリストの皆様との対話

からの学びは、PwCあらたの一人
一人がPurposeやValues and 
Behavioursを再認識し、業務により
直結した形で役立て、監査品質をより
一層向上させるように、社内研修を通
じて全役職員と共有しています。外部
の投資家・アナリストをはじめとする
資本市場に関わる各種専門家・有識
者・実務者をお迎えし、インベストメン
トチェーンの変化と私たちが果たすべ
き役割に焦点をあてた研修を企画・実
施しています。

【内部研修のテーマ】
•ESGと信用格付
•人的資本会計
•インパクト加重会計 など

　投資家・アナリスト等への発信と対話

ステークホルダー・エンゲージメント・オフィス担当パートナー　久禮 由敬

　ステークホルダー・キャピタリズムの新しい形が、国内外で日々、模索・試行錯誤されていることを実感していま
す。AI、ビッグデータ、IoT、5Gなどのサイバー空間とフィジカル空間とを融合させ、社会全体の持続可能性と人々
の幸せ（Well-Being）の実現を目指すというSociety5.0の進化とあわせて、組織の境界線を越えてさまざまなス
テークホルダーが社会全体のあり方を柔軟にデザインするアジャイル・ガバナンス実践の動きも活発化しています。
　このような変化の中で、私たちは、Purposeと「The New Equation」を羅針盤として、社会から求められる信
頼・トラストの構築・強化に貢献し続けるべく、ステークホルダーの皆様への発信と対話を通じて挑戦を重ねてい
ます。財務・非財務両面での情報の信頼性の向上をはじめ、アナログ・デジタル両面でのトラストの確保・強化と、
開示・対話を通じたマルチステークホルダーでの持続的な価値協創に、引き続き取り組んでまいります。

　担当パートナーからのメッセージ

　PwCあらたは海外のPwCメンバーファームとともに、CRUF（Corporate 
Reporting Users' Forum）の活動を10年以上支援しています。CRUFは、資本
市場の参加者間の対話をより一層実りあるものとすることを主な目的に、グロー
バルの投資家・アナリストが個人の立場で集い、世界各国と連携してさまざまな活
動を行い、企業の開示情報の利用者視点から積極的に意見発信を行うコミュニ
ティです。この1年間では、IASB情報要請「第3次アジェンダ協議」やIASB公開草
案「経営者による説明」などに対して意見発信が行われました。
　CRUF Japanでは、月1回程度の定期的な会合が開催され、上記の意見発信に
関するものに加え、監査品質に関する報告書についても意見交換が行われまし
た。より多くの投資家・アナリストの方が参加するOpen CRUFも本年度2回開催
され、非財務情報の開示や保証などについて、幅広い意見交換が行われました。

◆目標1

研修についてはp.82（人財章  研修に関する
アクション）をご参照ください。

■ 図表2
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　変化の大きな時代においては、慣例
にとらわれることなく、自分の目と心
で経済活動や事象を理解し、あるべ
き適切な会計処理とは何かを考え、ま
た、監査・保証のあり方を考える力を
備えることが求められます。
　PwCあらたは、外部学識経験者、お
よび専門資格を有し、かつ実務経験
のある常勤の研究員を擁する常設機
関として「PwCあらた基礎研究所」を
設置し、将来の監査業務に影響をも

たらすと思われる経済・社会の基礎的
な流れに関して独自の研究活動を
行っています。
　PwCあらた基礎研究所は、当法人
の設立翌年の2007年7月に設置され、
今年で15周年を迎えました。外部の学
識経験者を専門研究員として招聘し
て行う研究会活動を通じた独創的な
調査・分析・研究・育成を行うととも
に、共同研究や協力・対話を通じた学
識経験者の方 と々の交流や、研究員に
よる学会での報告も行っています。
　また、最新の研究動向やその背景

にある調査・分析等に関する内部研
修も継続的に実施し、さらに、本年度
からは、タイムリーな情報発信と対話
のため、広報誌『PwC ’s View』の
「PwCあらた基礎研究所だより」に研
究員による論考を連載しています。

【最新の研究動向に関する報告や
内部研修等のテーマ】

•英国の監査・ガバナンス改革
•サステナビリティ情報の保証
•インベストメントチェーンの進化
•人権会計と無形資産の情報開示

　アカデミズムへの発信と対話

ステークホルダーへの発信と対話 継続的な品質の向上につながるよう、資本市場の声に耳を傾け、対話を行っています

1
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PwCあらた基礎研究所 所長　山口 峰男

　当研究所は、現在の監査法人の
日常業務および会計基準・監査基
準等の設定プロセスの枠内では取
り扱われない先端的なテーマにつ
いて中長期的視点に立った理論的
かつ実務的な調査研究を行い、そ
の成果に基づいて市場に対し提言
を行っていくという方針のもと活
動を開始し、「次世代の会計および
監査」「企業の事業継続性」「企業
情報に対する計量的アプローチの
適用」の3点を主要研究テーマとし
て取り上げました。

　その研究成果は、設立の当初に
は学識経験者や研究員の論稿を
編纂した、独自の論文集（あらた基
礎研論集）として刊行され内外に
配布されました。「企業の事業継続
性」の領域では、独自の研究成果を
書籍（図表3）としても上梓しまし
た。また、先述「PwCあらた基礎研
究所だより」（図表4）の連載や、会
計・監査に関する専門雑誌等への
寄稿も行っています。
　さらに、当法人主催または他団
体との共催によるシンポジウムの
企画、外部からの招聘講演、大学に
おける講義にも積極的・継続的に
関わり、会計・監査等に関する学会
においても活動しています。
　対外的な発信に加えて、研究会
において得られた知見をパート
ナー・職員にも迅速に共有していま
す。任意研修を通じて、現行の実務
の枠にとどまらない新しい問題意
識や論点をテーマに、新たな実務

に積極的に取り組むヒントを与え
る「ナッジ」を目指します。また、外
部で発表された専門的な知見向上
に有益な情報は、研究の前段階と
して社内SNSを活用して共有し、
ナレッジマネジメントにも取り組ん
でいます。
　こうしたプロフェッショナル一人
一人に対する知的な働きかけを地
道に行ってきたことは、最新の動向
に対する個々の知見を高め、その
能力向上を通じて監査の質にも貢
献するものであり、例えば統合報
告作成支援、企業の事業継続性、
データサイエンス等の新しい領域
のビジネスにもつながっています。
　さらに10年先を見据え、引き続
き多角的かつ幅広い研究テーマに
取り組んでいく予定です。

15周年を迎えたPwCあらた基礎研究所

■ 図表3

意義 成果

■ 図表4
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　コーポレートガバナンス・コードが
企業に期待する、企業の価値創造を
実現する取り組みには、経営の監督
や監査を担う監査役・監査等委員・監
査委員（監査役等）が果たすべき役割
と責任の重要性が高まっています。ま
た、高品質な監査を実現するために
は、統治責任者としての監査役等との
コミュニケーションが不可欠です。

被監査会社からのフィードバック

　PwCあらたは、自らの監査業務を
客観的な視点から批判的に振り返り、
また、被監査会社と真摯に向き合うた
めに、被監査会社の経営者および監
査役等に「満足度調査」を通じた
フィードバックをお願いしています。い
ただいたご意見は、各監査チームが
分析を行い、監査品質をさらに向上さ
せるための具体的なアクション検討に
活用しています。さらに、全てのフィー
ドバックの分析結果は適時に経営委
員会に報告され、法人全体の意思決
定やモニタリングにも用いられていま
す（図表5）。

PwCあらた監査役懇話会と
Audit Committee Network

　PwCあらたは、監査役等との間で、
コーポレートガバナンスや監査の在り
方など、幅広いトピックについて継続
的な意見交換を行う場として、被監査
会社の監査役等の皆様にご参加いた
だく「PwCあらた監査役懇話会」を
2014年から、非監査業務の関与先を
含む幅広い会社の監査役等の皆様が
個人の立場でご参加いただく「PwC
あらたAudit Committee Network」
を2 0 15年から運営しています。
COVID-19の感染動向を踏まえ、イン
ターネットを活用したオンライン方式
で発信と対話を継続しました。直接の
対話が出来なかった監査役等には、
監査品質に関して経営メンバーから監
査役等にお伝えしたメッセージを、
ウェブサイトにも掲載し、コミュニ
ケーションの一助としています。

【対話のテーマ】

•監査上の主要な検討事項（KAM）
•コーポレートガバナンスの実態調査
•投資家エンゲージメント
•議決権行使助言方針
•企業情報開示制度改革
•サステナビリティ経営
•サステナビリティ開示基準

　PwC Japanグループは、その前身
事務所を含む70年を超える歴史の中
で、多くの多様な人財を輩出し、アル
ムナイメンバーの方々は国内および海
外で、開業や起業、教鞭や研究、企業
内会計士や専門家など、さまざまな
フィールドで活躍しています。
　PwC Japanグループは、多様な個
性を持つアルムナイメンバーのネット
ワークを活性化するため、オンライン
プラットフォームを2021年に一新し、
本年度から本格活用しています。新し
いプラットフォームを活用したオンラ
インイベントを開催し、さまざまな
フィールドで活躍するアルムナイメン
バーの経験を共有するとともに、横の
連携を強化しています。また、ご活躍
のフィールドごとにアルムナイメン
バーのバーチャルなコミュニティを作
りネットワークの活性化につなげてい
ます。
　アルムナイメンバーからは、PwCあ
らたの業務品質について忌憚のない
意見を頂戴しています。さまざまな
フィールドで活躍しているアルムナイ
メンバーとの連携により、「社会におけ
る信頼を構築し、重要な課題を解決す
る」というPurposeの実現にも、さら
に貢献したいと考えています。

　PwCアルムナイメンバーとの対話企業の監査役・監査等委員・
監査委員への発信と対話

◆目標1

■ 図表5 被監査会社からのフィードバックの活用サイクル

監査の有効性
および効率性の
継続的な向上

満
足
度
調
査

実行・報告

       監査計画
へ
の
反
映

満足度調査
監査業務の実施状況や実施結果に対して、被監査会社の率
直な意見を還元していただきます。調査へのご回答に基づ
き、監査の有効性および効率性のさらなる向上に向けて取り
組むべき点をより正確に理解し、翌年度以降の監査計画に
反映し、対応・実行しています。

〈 満足度調査による重要性が高い回答 〉
• 会社や事業についての十分な理解がある。
• 質問や依頼事項への対応がきめ細かくかつ迅速である。
• 問題の本質を理解した上での指摘やアドバイスを行っている。
• チームが（海外を含め）連携して業務を行っている。
• 担当者の誠実な姿勢や信頼感。
これらの項目については、さらなる品質の向上に向けて継続的に取り
組んでいきます。

監査計画への反映
前年度の満足度調査の結果は、被監査会社の事
業環境や事業戦略等を勘案した上で、当年度の
監査計画に反映し、監査チームが職業的懐疑心
を発揮しながら高品質な監査を効果的かつ効率
的に提供できるために役立てています。

実行・報告
監査計画に基づいて業務を実施し、有効性およ
び効率性の向上への取り組みを実行します。この
取り組み状況については、監査の終了段階にお
いて、監査業務の実施状況や実施結果として被
監査会社に報告・共有しています。
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2高品質な監査を
実現するための取り組み

人財
Talent

リーダーシップおよび品質管理体制　 契約の締結および更新

職業倫理・独立性　

人財管理

◆目標4：被監査会社の業務リスク
　　　　 の見直しと対応

監査の実施と支援

◆目標12：監査チームに対する
　　　　  適切なサポートの提供

モニタリング

◆目標15：監査業務の品質管理
　　　　  および検証

◆目標14：専門的な見解の提供

◆目標13：監督および査閲

◆目標2：行動規範と法規制の遵守
              および適切な行動 ITの活用

◆目標11：デジタル化の推進と
　　　      ITシステムの適切な管理

◆目標3：独立性の遵守

◆目標7：人財の採用、人財育成
              および人財の定着
◆目標8：教育研修
◆目標9：人財の配置
◆目標10：人事評価

◆目標5：PwCの戦略に沿った
　　　    新しいサービスの開発

◆目標6：契約の締結および更新

■ 15の品質目標

◆目標1：リーダーシップチームに 
　　　　よる適切な品質管理体
　　　　制の維持構築
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変容する社会においても、設立時より根付く
Integrity（誠実性）を重視しながら
課題解決のプロフェッショナルを育成します。

　新型コロナウイルス感 染 症
（COVID-19）下での生活や働き方
も既に約2年半が経過し、従前とは
様々なことが変わりました。例えば、
出社が当たり前であったのが、今で
は出社とリモートワークの併用にな
り、同様に被監査会社の働き方も変
わりました。そのような中でも私たち
の存在意義である「社会における信
頼を構築し、重要な課題を解決する」
は不変です。現在直面しているよう
に予測不可能な変化が起こる社会に
おいて、この存在意義を実現できる
人財としてこれまでの「当たり前」か
ら抜け出して、挑戦と成長を続けら
れ、批評家としての論評や、誰かから
の指示待ちではなく、自らがリーダー
となって課題解決のための行動を起
こせることがより大事になってきた
と思います。そして、自分の足で立つ
プロフェッショナルとして切磋琢磨

し、一人一人の個性や強みを組み合
わせることで、チームとしての結果を
追求できること、またチームを支える
ために、多様な人財が、お互いを対等
の存在として認め合うことが、必要不
可欠だと思います。
　これらの行動を起こす上で、私た
ちが大切にしていることは、Integri-
ty（誠実性）です。これは信頼の基盤
であり、Integrity（誠実性）が無け
れば私たちの存在意義は実現でき
ないと考えます。Integrity（誠実性）
は法人設立時からの私たちの遺伝
子となっています。また何事に対し
ても自分ごととして向き合える、プロ
フェッショナルとしての自律性が求
められると考えます。
　私たちが目指す存在意義を実現で
きる人財を育成するには、一人一人の
職員の価値観、働き方やキャリアパ
スを当事者が主体的に考え、キャリ

アコーチ等としっかり話し合うこと
ができ、個々人ではなく皆で人財の育
成を行っていくことが必要と考えて
います。私たちは、引き続き人財育成
に力を入れていきます。
　私たちがThe New Equationを
進めていく2022年度は、さらに挑戦
したい人財領域のテーマが沢山あり
ます。そこで、人財領域の機能を強化
し、施策の整理を進め、新しい取り組
みを行っていきます。つまり、PwC 
Japanグループとの人事施策の整合
性をさらに進めた上で、監査法人の
人財をどう成長させていくかという
ことを人財企画室および人財開発室
で検討します。そして人財育成にお
ける施策について、目指すべき企業
文化との乖離が起きないようにする
ための視点も必要であり、その役割
を担う執行役を配置しました。

出澤 尚
執行役常務 人事担当

鈴木 智佳子
執行役 カルチャー変革推進担当 
人財DX担当

奈良 昌彦
人財企画室長

人事担当パートナーからの
メッセージ （写真左から）

田所 健
人財開発室長
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PwCあらたの「人財」

品 質

PwC Professional

Act with
integrity

PwCあらたの組織風土
行動規範（Values and Behaviours）

配置・
アサインメント 研修

人 財 像 多様性の尊重と追求

採 用

　当法人は急激に変化していく時
代の流れと多様化するステークホル
ダーの期待に応えることを目標とし
て、人財の多様化に取り組んできま
した。COVID-19の影響が収束しな
い中、ロシアによるウクライナ侵攻
が始まり、社会における信頼が大き
く揺らぎつつあります。激動する時

代の中で、高品質な監査と成長の維
持を実現するために、人財の多様性
と柔軟性はより重要になってきてい
ます。
　人財の多様性と柔軟性を追求する
ために、PwCあらたでは目指すべき
人財像として「多様性の尊重と追
求」、「自律性と挑戦を支える姿勢」、
「“人”を活かし、創り上げる力」の3つ
の素養を定義しています。

　PwCの行動規範であるValues 
and Behaviours、そしてそれらを実
現する土壌であるProfess ional  
Cultureの浸透は、職員一人一人がこ
れらの素養を育むための重要な基礎
となっています。

　目指すべき人財像を実現するため、

当法人では、採用と受け入れ、研修や
アサインメントおよびキャリアプラン
も含む人財開発、そして一方的な評価
にとどまらないパフォーマンスマネジ
メントの枠組みを提供しています。こ
れらを人財のライフサイクルの一連
のプログラムとして運用し、繰り返し
実行することで、職員一人一人の継続
的な成長を支援していきます。
　私たちは、PwC Professionalと

呼ばれるグローバル共通のフレーム
ワークに基づき、目指すべき人財像を
実現すべく、さまざまな施策を講じて
います。
　2022年度、当法人は多様性と自律
性の加速のために、人事制度の変革
や法人レコグニション制度の導入など
の取り組みを行ってきました。
　これらの取り組みの結果、GPS
におけるウェルビーイングの数値に

若干の改善が見られたものの、依然
として改善すべき点が残されている
と考えています。2023年度はフレキ
シビリティの促進や職員一人一人に
合わせたキャリアプランの策定など、
職員の自律性をより促進する施策に
取り組んでいく予定です。

　PwCあらたの目指す人財像

　目標を実現するための施策

2
Talent
人財

■ PwCならではの高品質な監査を実現できる
   人財を育てるライフサイクル
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Make a
difference Care Work

together
Reimagine
the possible

多様な働き方・
キャリア実現 評価

自律性と挑戦を支える姿勢 “人”を活かし、創り上げる力

　当法人は急激に変化していく時
代の流れと多様化するステークホル
ダーの期待に応えることを目標とし
て、人財の多様化に取り組んできま
した。COVID-19の影響が収束しな
い中、ロシアによるウクライナ侵攻
が始まり、社会における信頼が大き
く揺らぎつつあります。激動する時

代の中で、高品質な監査と成長の維
持を実現するために、人財の多様性
と柔軟性はより重要になってきてい
ます。
　人財の多様性と柔軟性を追求する
ために、PwCあらたでは目指すべき
人財像として「多様性の尊重と追
求」、「自律性と挑戦を支える姿勢」、
「“人”を活かし、創り上げる力」の3つ
の素養を定義しています。

　PwCの行動規範であるValues 
and Behaviours、そしてそれらを実
現する土壌であるProfess ional  
Cultureの浸透は、職員一人一人がこ
れらの素養を育むための重要な基礎
となっています。

　目指すべき人財像を実現するため、

当法人では、採用と受け入れ、研修や
アサインメントおよびキャリアプラン
も含む人財開発、そして一方的な評価
にとどまらないパフォーマンスマネジ
メントの枠組みを提供しています。こ
れらを人財のライフサイクルの一連
のプログラムとして運用し、繰り返し
実行することで、職員一人一人の継続
的な成長を支援していきます。
　私たちは、PwC Professionalと

呼ばれるグローバル共通のフレーム
ワークに基づき、目指すべき人財像を
実現すべく、さまざまな施策を講じて
います。
　2022年度、当法人は多様性と自律
性の加速のために、人事制度の変革
や法人レコグニション制度の導入など
の取り組みを行ってきました。
　これらの取り組みの結果、GPS
におけるウェルビーイングの数値に

若干の改善が見られたものの、依然
として改善すべき点が残されている
と考えています。2023年度はフレキ
シビリティの促進や職員一人一人に
合わせたキャリアプランの策定など、
職員の自律性をより促進する施策に
取り組んでいく予定です。
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　PwCでは、パートナーおよび職員
に求められる行動のあり方が、PwC 
Professionalと呼ばれるグローバル
共通のフレームワークにより整理さ
れています。PwC Professional 
は、PwCの全ての人々がPurpose
の実現を志し、大切な価値観を行動
力の糧にできるリーダーであるため
に必要なスキルや能力を示してお
り、5つの要素で構成されます。 
PwCではこれらの要素が向上するよ
うに、採用、教育、配置（アサイン）、評
価など、あらゆる機会を通じて人財
の育成に取り組んでいます。
　変化を続ける世界において必要な
スキルや、それを求める人々の変化に
応じて、時代に即した内容を維持する
ために、PwC Professionalは定期

的に見直されています。2021年度に
追加されたデジタルや多様性の受容
力といった要素は、テクノロジーの急
激な進化や複雑化する社会課題など
の大きな変化と、それに伴うクライ
アントや社会から求められる期待・
役割の変化に対応したものであり、
2022年度以降も引き続き重要な要
素と考えています。
　デジタルについては、「Digital Up-
skilling」に限らず、それらと専門能
力を結び付けた知見を十分に発揮す
ることで、激動する時代に求められ
ている価値や品質を人間だからこそ
生み出すという観点から、行動のあり
方として取り入れられ、表現されてい
ます。
　多様性の受容力というのも、単に
受け入れる姿勢と捉えてはいません。
私たちは、急激な変化の中でも持続

的に学び、正解のない時代の複雑な
課題を解決していくために、多種多様
な人財の協力が必要不可欠であると
考えており、そのためには自己や他者
の心身の幸福を大切にし、心地よさ
や前向きなエネルギーを生み出し続
け（ウェルビーイング）、また、過去の
習慣にとらわれず、異なる視点や考え
方に学び、新しい価値を歓迎するカ
ルチャーや環境を創っていくこと  
（Inclusive Leadership）が重要だ
と考えています。
　PwC Professionalのフレーム
ワークの要素を追求していくことで、 
PwCあらたが目標とする、多様性を
尊重し、柔軟性を保持した上で多様
な人財を活かして目標を実現する
自律した人財が育成され、真のプロ
フェッショナルとしての成長が実現
できると考えています。

　PwC Professionalと人財

2
Talent
人財

PwCの一員として求められる行動のあり方・備えるべき要素を示していますPwC Professional

リーダーシップ
の発揮

幅広い専門性をもって、クライアント

信
頼
関

係の
構築　    ビジネスの洞

察
力

国
際
感

覚と

多
様
性
の

受容力
専門

能
力
と

デジ

タ
ル

ビジネス知識、イノベーション、洞察力を
もって、クライアントおよび PwCに差別化
された価値を創出していく。

幅広い専門性をもって、クライアントおよ
びPwCに高い品質と価値を提供していく。

信頼関係の構築 ビジネスの洞察力

国際感覚と多様性の受容力 専門能力とデジタル

誠実さや信頼に基づいた価値ある関係を
構築する。

地理的・文化的な境界を超越するものの
見方・考え方をもって、効果的かつ効率的
に監査業務を遂行し、他者と協働していく。

The PwC Professional

PwC Professionalのフレームワーク

■ 真のプロフェッショナルとなるために備えるべき要素を明示

リーダーシップの発揮
責任感、信頼性、柔軟性、協調性および熱意のある行動を自ら率先して行うことにより、
リーダーシップを発揮し、差別化された高品質の監査業務を提供する。

◆目標7
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2021年度

33.5% 2022年度

30.4%

全体に占める女性比率
研修およびコーチ制度

2021年度

158名

2022年度

273名

中途採用の職員数

中途採用の場合は、採用時における
能力・技能の把握に特に力を入れて
おり、その後の成長支援や配属に活
かしています。

日本の公認会計士および
試験合格者等以外の比率

2021年度

2020年度

PwCあらたスタッフの出身国数
（日本含む）

グローバル化する現在、地理的・文
化的な境界を超越するものの見方・
考え方を取り入れるため、多様な国
籍の人財を採用しています。

2022年度

22カ国
2021年度

22カ国 品質

　この不確実性の高い世の中で、社会と人々に少しでも安心をもたらすことを使命とする我々に対する
社会からの期待は大きく、それに応えるためには一人一人の多様性に基づく確かな専門性を個々人が持
つことがとても重要だと考えています。毎年、採用活動の中で数多くの就活生と接しますが、一人一人と時
間をかけて対話をすることをとても大切にしています。将来のキャリアの展望を既存のイメージにとらわ
れず、自由に語る就活生たちの姿はとても魅力的で、ぜひ仲間に加わってほしいという思いを強くする時
間でもあります。そんな新しい仲間のために、組織に依存しないキャリア構築のチャンスをできるだけ多
く用意したいと考えています。

銀行・証券アシュアランス部　森 直子（パートナー）

採用から始まる多様なキャリア構築

　監査の品質を担保するのは「人」で
す。採用活動は監査の品質を支える多
種多様な人財を確保する重要なプロ
セスであり、専門能力と誠実性を有し、
価値観を共有できる人財を採用するこ

とが重要と私たちは考えています。
　このため、全ての採用活動におい
てPwC Professionalのフレーム
ワークや成長を支援するための制度
と取り組みを採用候補者に示し、目

指すべき人財像やキャリアプランを
共有しながら採用活動を行っており、
近年では特にデジタル人財やESG人
財といった観点での採用も進めてい
ます。

採用

■ 監査品質を支える多彩な人財

PwC Professional Voice

私たちの価値観を共有できる人財の採用を最優先しています

◆目標7

多様な人財が、PwCのPurposeを共有
し、高品質な監査を追求し続ける当法人
の組織文化や業務運営を早期に理解し、
定着してもらうために、独自の仕組みや
手続に関する研修制度を充実させてい
ます。また、気軽にキャリアプランの相
談等ができるコーチを各人に1人つける
コーチ制度等、法人の職員一人一人に対
するきめ細やかなサポート制度を設け
ています。

日本の公認会計士以外の多様な
バックグラウンド・経験・能力を持
つ人財の採用を積極的に進めてい
ます。

私たちは、多種多様な観点を取り
入れるため、女性が意思決定に参
加することが重要だと考えていま
す。2030年には、マネージャー以
上の女性比率を30％以上とする
ことを目標としています。

45%
40%
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　PwCあらたの目指す人財像を実現
するには、 多様な働き方・キャリア実
現のための人財開発プロジェクトと、 
自律的に品質や効率性の向上を実行
できる人財を育成する研修プログラ
ムの提供が必要と考えています。一方
で、成長には一人一人が業務において
経験を積み重ねていくことが不可欠
です。
　人財育成モデルとしてしばしば引
用される70:20:10の法則では、学習
の70%が職場での実務経験である
O J Tから生じるとされています。 
PwC Professionalフレームワーク
では、過去の評価よりも将来の成長
に焦点を当てるとともに、日々の対
話を通じてリアルタイムで自発的に

フィードバックを求めることが重視
されます。日常業務における経験も
含め、業務の全ての場面において一人
一人のキャリアを実現し、監査品質の
向上につながるようなプロセスを採
用しています。
　OJTによる日常的なフィードバック
に加え、PwCあらたでは、個々の職員
が将来に向けてのスキルを身に付け
るためのG l o b a l  L e a d e r s h ip  
D e v e l o p m e n t  E x p e r i e n c e
（Global LDE）と呼ばれる育成プロ
グラムが設けられています。職員に
個別にアサインされたキャリアコー
チは、各自の成長戦略やキャリアプ
ランを踏まえたコーチングを実施し
ています。私たちは職員が「自ら成長

するためのコーチング」を重視してお
り、 コーチングに関する研修の提供
も行っています。

　さらに、PwCあらたでは職員の職
階により、必要とされるスキルや知識
に応じた研修プログラムを提供し、 
人財の成長を支援しています。これに
は、ビジネス環境や戦略の変化に応
じた研修プログラムも含まれます。 

　アサインメントの考え方

2
Talent
人財

成長支援の考え方 配置や研修によって最高のパフォーマンスが発揮できる環境づくりに努めています

　当法人は、被監査会社の業種別に
部門を組織し、職員が特定の業種に
継続的に関与することで、ビジネス
に関しての知見を蓄積することが、高
品質な監査の基盤になると考えてい
ます。
　配属先については採用過程からど
の業種に関心があるのか、将来どの
ようなキャリアを積みたいのかを話
し合い、入所後に本人の希望に沿っ
て配属先を決定します。そのため、
入所時から高い目的意識とモチベー
ションを持って業務に取り組むこと
ができ、監査の品質の維持・向上に

つながります。
　また、入所した後も個人のキャリ
アにおける中長期的な目標について
定期的に話し合い、目標を達成する
ために必要とされる経験を把握し、

さらにはライフステージや状況に応
じて調整を行いながら、アサインメン
トに反映させています。これにより、
環境の変化に対応した柔軟なアサ
インメントを実現しています。

配置・アサインメント 適切な配置・アサインメントにより、監査の品質を担保します

研修についての詳細は、 
p.75をご参照ください。

Performance Management／評価
についての詳細は、 
p.79をご参照ください。

◆目標8

◆目標9
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　AAOのミッションは「目指す人財像を実現するアサインメント」です。このミッションを達成するため、
AAOが取り組んでいる個人の成長を支援するアサインメントを通じて、職員の皆さんが所属部門の閑散
期を中心にさまざまな業務にチャレンジしたり、所属部門の業務経験に加えてさらに異なる専門スキル
や経験の武器を修得したい時に他部門の業務を経験することが可能となります。所属部門で充足しきれ
ないアサインの閑散期を活用して、法人横断的にアサインの機会を提供することで、多くの経験を積んで
もらいたいと思っています。このような他部門の業務経験を通じて、新しいスキル獲得・キャリアの発見
につながることを期待するとともに、部門間で偏在するリソースミスマッチの解消に寄与します。このよ
うな他部門の経験を積むことは、所属部門・受入部門双方の協力が欠かせませんが、社会の変化に対応
する職員一人一人が、変化と挑戦を続けていくために必要なキャリア形成だと考えています。
　この仕組みを実現するためにも、法人全体でリソースの可視化、そして各個人がこれまでに獲得したス
キル・経験と今後必要な業務をキャリアコーチを通じて収集し、アサインにつなげていくことで、多様な
キャリアの実現を進めています。

アシュアランス・アサインメント・オフィスリーダー　鈴木 直幸（パートナー）

目指す人財像を実現するアサインメント
PwC Professional Voice

　アシュアランス・アサインメント・オ
フィス（以下「AAO」）は、2021年度に
法人全体で最適なアサインメントの
仕組みを構築することを目指し、設置
されました。設置当初は、ジョブ間の
コンフリクト調整に時間がかかり、必
要な人員数の特定が期末監査直前に
なってしまう状況や、監査業務部門ご
とに業務負荷の時期的・人員的な偏
りや人員配置の非効率といった課題
を認識していました。このような課題
に対して、個々の部門の垣根を越えて
リソースの需給情報を共有し、同時に
アサインメント調整スケジュールのマ
イルストーンを設定し、特に期末監査
の必要人員数の早期調整完了等を進
めながら、法人全体でリソースの最
適配置を行うようにしました。この結
果、早期に特定された期末のリソース
不足人数については、監査以外の部

門、グループ会社、海外オフィスから
応援を受ける体制を整備することが
できました。リモート環境が定着した
ことで国内の各拠点、海外オフィスな
ど、働く場所に縛られない応援を受
ける体制を構築できるようになりまし
た。さらに、AAOの機能として、新規
監査業務の受入時のリソース（人選・
人数）の十分性を判断する体制を整
備するとともに、所属部門に限定され

ない部門を越えたアサイン機会を提
供する体制の整備を行い、キャリアプ
ランに沿ったアサインメントの実現
を進めています。
　今後も法人全体で、部門を越えた
配置に対する協力体制を構築し、部
門間で偏在するリソース過不足の調
整やアサインメントプロセスの高度化
を目指し、職員一人一人の成長を支援
していきます。

アシュアランス・アサインメント・
オフィス

PwCあらた有限責任監査法人　監査品質に関する報告書2022 ｜ 74

2 

人
財

3 

品
質
管
理

1 

ガ
バ
ナ
ン
ス

4 

ア
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
変
革



　当法人は、設立以来「教え合う文
化・ともに学習する文化」を大事にし
ており、研修を「継続的な成長のため
の学びの機会」と位置づけています。
　高品質な監査を提供できる人財を
育成するためには、最新の専門知識
を常にアップデートし、年次や役割に
応じたスキルを身に付けていくことが
必要であると考えます。
　研修計画の策定にあたっては
PwC Professionalのフレームワー

クで定義される5つの要素を踏まえ、
PwCの一員として求められる行動の
あり方を学び向上させるためにどの
ような知識やスキルが必要かを具体
化し落とし込んでいます。

　また、全職員に共通して求められる
研修の他にも、各自の必要や学習意
欲に応じて任意で研修を受講できる
よう、一部のeLearningを開放して

います。
　2023年度は各自のキャリアプラン
を反映した研修プログラムの策定を
目的として、必須研修の時間数を減ら
し任意研修の割合を増やすことが予
定されています。これにより個人のこ
れまでの経験や学習意欲を最大限に
反映した個別性の高い研修プランを
自律的に立てられるようになり、より
多様なスキルを有した人財の育成が
可能となると考えています。

2
Talent
人財

研修 継続的な成長のための、学びの機会を提供しています

※オレンジハイライト部分は、PwCおよび監査部門のビジョンや課題などを検討し、今期フォーカスしているプログラムを示しています。
※中途入所の職員については、リーダーメッセージ、独立性・コンプライアンス、PwCカルチャー、監査品質に関する研修および入所までの経験を考慮した上で、その他の個人に合わせた研修を
　実施しています。

PwC Professionalのフレームワーク
についての詳細は、 
p.71をご参照ください。

自律的な研修についての詳細は、
p.82をご参照ください。

研修の位置づけ

リーダーシップ
の発揮

ビジネスの
洞察力

専門能力と
デジタル

国際感覚と
多様性の受容力

信頼関係の構築

定期・新卒採用・
中途採用
プログラム

アソシエイト新入職員 シニア
アソシエイト マネージャー シニア

マネージャー ディレクター パートナー

PwC Culture（Purpose、Values & Behaviours、Professional Culture）

会計 /監査年次研修、アップデート研修

コーチング（キャリアコーチ制度 等）

ESG（環境・社会・企業統治）研修

New
Senior Associate研修

New
Manager研修

New
Senior Manager研修

New
Director研修

プロジェクトマネジメント、ファシリテーション、VRによるUpfront Coaching（事前段階のコーチング）
MBAエッセンシャル・ビジネス知識・ビジネススキルなどの学習プログラム

Digital Upskilling（デジタルスキルの向上 - Digital Quest・Digital 研修・社内バッジ制度・E資格取得補助）

VRによる不正会計体験プログラム
不正事例研究

語学学習プログラム（日 /英 /中国語学学校提供プログラム受講補助、英語レベルチェックテスト受検補助）
海外短期留学プログラム ※

グローバルマインドセット・コミュニケーション
インクルージョン&ダイバーシティ（包括性と多様性 - ジェンダー、障がい、LGBT＋インクルージョン、異文化、社内バッジ制度）

アサーティブコミュニケーション

IFRS研修 / 米国監査基準・米国会計基準研修
部門別専門領域研修　（リスク・アシュアランス、規制対応 等）

監査ツール研修 等

リバースメンタリング
（若手と上司の立場
を交代した学び）
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　監査現場を想定した、会計監査等
の専門領域の研修は、当法人を含む
PwCメンバーファームにおいて、世
界中で一貫した高品質の監査を提供
するため、グローバルで共通したカリ
キュラムを実施しています。これに加
えて当法人では、我が国独自の法令
に基づく独立性やコンプライアンス、
情報セキュリティといった研修の他
にも、会計および監査の基準、税務、
不正事例および品質管理レビューの
結果のフォローアップ等、監査のコア
スキルを磨く研修を品質管理本部に
おいて独自に企画・実施しています。
　また、インダストリー別の組織構造

となっていることを最大限に活かし、
部門ごとに必要とされる知識の共
有・深化を目的として、ビジネスの最
新情報のアップデートや部門特有の
会計・監査の論点の共有などは部門
主催の研修が実施されています。
　その他、自身のみならず他者の成
長を支援するためのコーチングスキ
ルやマインドセット醸成のための研
修、地域・文化・ジェンダーなどの多
様性を受け入れ、協働による新たな
価値の創造を目指すI&Dプログラム、
仮説思考型課題解決やプレゼンテー
ションなどビジネススキル向上のた
めの研修を設け、全ての職員の継続
的な学習と成長を支援しています。
　研修の内容は社会の変化やニーズ

を柔軟に反映するため必要に応じて
見直しています。
　当年度は、過年度に引き続き社会
的関心の高いデジタル研修やESG
研修などに加え、リモートワークの普
及と恒常化を受けて、監査における
チームワークやインタラクティブな
コミュニケーションをより強化するた
め、コーチング研修や外部の講師を
招いて関係性づくりを学ぶアサーティ
ブコミュニケーション研修を実施して
います。このように、PwC Profes-
sionalとともに監査を行う上での環
境や情勢の変化に柔軟に対応するべ
く新規研修プログラムの策定や既存
の研修の見直しを行っています。

　監査業務に関する研修プログラム

　研修講師を担当するにあたり、毎回意識しているのは2つです。
　まず、「相手が吸収できる言葉で話すこと」です。用語の使い方（説明を追加するのか・言い換えるの
か）だけでなく、話し方のスピード・リズム・間・表情も意識して、相手によって工夫します。
　もう一つは「お土産」です。特に会計/監査年次研修は、内容もぎっしり、集中して聞くだけでも大変です。
すべての内容を明日から実践してください！が理想なのですが、難しいところもあります。そのような中で
も、何か１つでも２つでも、受講生の明日以降の業務に持ち帰ってもらえるように、と意識しています。
　２つとも些細なことですが、相手の受け取り方や立場を意識し、受講生が成長できるように支援するこ
とが講師としてとても大切なことだと思っています。

アシュアランス・ラーニング・アンド・エデュケーション部　舩津 かおり（マネージャー）

研修講師として意識していること
PwC Professional Voice

研修に関するフィードバックアンケートの結果

2021年度

4.3点 /

5点
2022年度

4.3点 /

5点

社内研修の受講者からの、研修業務への関連性
や学習目的の達成度、満足度に関するフィード
バックを示した指標です。前年度と同様、高い水
準を維持しています。

◆目標8
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　キャリアの途中において、これまで
と異なる文化や環境で業務を実施す
るといった経験を通して、監査業務の
みでは得られない視点を養うことが
可能となります。監査業務において
も、その経験で養われた異なる視点
からの検討が、リスク認識の幅を広
げ、監査の質の向上に役立つと考えて
います。 このため当法人では、職員に
キャリアの途中において出向や非監
査業務への従事など、多様な経験を
積むことを推奨しています。特にパー
トナーへ昇格するにあたっては、異な
る文化を経験することが必要である
と考えています。
　出向した職員は、帰任前から担当
のパートナーと緊密なコミュニケー
ションを取り、帰任後に出向時の経
験を活かしたアサインメントになる
よう協議しています。
　現在PwCあらたで継続的に以下の
人財交流が行われています。
・海外のPwCメンバーファームへの赴
  任および海外PwCメンバーファーム 

  からの赴任者の受け入れ
・品質管理本部などの法人内の部門
  への異動
・日本公認会計士協会（JICPA）や財
  務会計基準機構（FASF）などの国
  内関係機関への出向
・事業会社への出向
・非監査業務・アドバイザリー業務へ
  の従事
　これらの経験を持つ人財を確保す
ることにより、監査を行う上でより多
角的かつ深度のある視点を得ること
ができると考えています。これに加
え、PwC退職者によるネットワークで
あるPwCアルムナイを通したフィード
バックは、私たちが外部からどのよう
な期待や評価を受けているかを知る
上での、貴重な視点となっています。

　働き方やキャリアパスは過去の踏
襲や全職員で同じといったものでは
なく、人それぞれで異なるものであり、
近年その傾向は顕著なものとなって
います。PwCあらたでは、Vis ion 
2025の実現という観点からも、デジ
タルによる高品質・高効率の実現と並
んで、個人レベルでの多様性を確保す
ることが必須の課題と考えており、画
一的な人事評価制度では多様性を正
当に評価することが困難となってきて
いるという課題認識から、多様な働き
方やキャリアの実現に即した人事制
度の見直しを行ってきました。
　2022年度からは、昇進において各
職階を3段階とするZone制や、直接
的な監査業務以外にも監査品質向
上に資する間接業務等における成果
をレコグニションする法人レコグニ
ション制度を導入しています。

多様な働き方・キャリア実現のための検討

　人事制度の変革
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働き方やキャリアの多様性に対応するため、人事制度の見直しを行っています

評価についての詳細は、 
p.79をご参照ください。
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　PwC Japanグループでは、ジェンダー、ナショナリティ（国籍や文化の違い）、ディサビリティ（障がい者支援）、働き
方改革、LGBT+インクルージョンの5つの領域に焦点を当ててI&Dを推進し、人財に関する取り組みや施策を進めてい
ます。例えば、PwCは、国連ウィメンが世界的に展開するジェンダー平等のための啓発活動 ʻHeForShe’ を推進する政
府、 教育機関、企業の30団体（10×10×10:テンバイテンバイテン）の1社として、公式に選出されており、PwC Japanグ
ループでも、社内イベントや社外セミナーの開催や内部研修の実施、特設ウェブサイトの設置等により、社内外に向けて
さまざまなメッセージを発信し続けています。
　詳細は、特集ページ「未来へ続く人づくり」（p.39）や以下のWebサイトをご参照ください。
https://www.pwc.com/jp/ja/about-us/diversity-and-inclusion.html

Inclusion & Diversity

　フルリモートのパイロット導入により夫の転勤先への同行が可能になり、この1年間フルリモートの中で
主査として監査を行いました。一度も顔を合わせたことのないメンバーもいる中でのフルリモートは不安も
ありましたが、こまめにチャットやその他のオンラインツールを使ってコミュニケーションをとり、かつ何か
チームメンバーに指示を出す際には、丁寧過ぎると思うくらい細やかに説明することを心掛けました。
　また、被監査会社への質問は対面で行う代わりに、メールで質問しますが、少しでも違和感を感じた
り、被監査会社にその重要性を伝えたい場合には電話で伝えるなど、コミュニケーションの手段を使い
分けることを意識しました。

アシュアランス・イノベーション&テクノロジー部　髙野 沙耶（シニアアソシエイト）

フルリモート下でのコミュニケーション
PwC Professional Voice

（注）2022年度に異動のあった人数を集計したもの

国内関係機関・
法人内監査関連部門異動

107名

監査に関するより多角的な観点

被監査会社のリスクをより深度のある
視点で捉えることが可能になります。

非監査業務*1・
事業会社出向

*1 アドバイザリー業務含む

48名

監査業務のみでは得られない視点

被監査会社のビジネスリスクや内部統制
上のリスクを識別する能力が向上します。

より専門的な視点 グローバルな視点

非監査経験の新たな視点 外部評価の視点

PwC
リスク認識と
監査の質の向上

海外出向 31名
63名 

異なる文化で養ったグローバルな視点

今年度
新たに出向

出向中の
人数

グローバルな監査の動向を踏まえ、現地
監査チームと協力しながらグローバルに
通用する監査を実施することができます。

退職率

9％

PwCに対する外部からの視点
外部からのPwCに対する率直な期待や
評価を把握することができます。
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　PwCグローバルネットワークで
は、 PwCの構成員が将来に向けて
多様・複雑なスキルや能力を身に付け
るための育成・評価のフレームワーク
として、 Global Leadership De-
velopment Experience（以下、 
Global LDE）を導入しています。
　Global LDEのフレームワークは
前述のPwC Professionalのフレー
ムワークに基づき、過去の評価よりも
将来の成長に焦点を当てるとともに、
日々の対話を通じてリアルタイムで
フィードバックを求めることが重視さ
れます。 こうした仕組みにより職員一
人一人が自己研鑽し、自らの強みを最
大限に発揮しながらより高度な専門
性を身に付け、日々の業務を通じて成
長しています。

　「業務品質」 を人事評価における

最重要項目として位置づけることで、 
全てのパートナー職員が監査を含む
業務の品質を最優先事項として行動
するような動機付けを行っています。

　パートナーの人事評価は、各パート
ナーが毎年作成する個人の業務計画
書に基づいて行われます。 業務計画
書においては、業務品質に関する項
目が最も重要な項目となっており、 
業務計画書の達成度合いについて各
業務部門長が評価を行い、経営委員
会に提出しています。また、外部検査
等において品質への貢献が評価され
た場合や監査品質の維持向上への取
り組みを行うなど、高い監査品質へ
の貢献が認められると判断された場
合には、その内容が適切に評価へ反
映されます。

　職員の人事評価は、 PwC Pro-
fessionalの5つの要素に対応して定
義された、 各職階に求められるスキ
ル・能力の習得状況や、部門ごとに設
定された業績評価目標の達成状況等
によって評価されます。 全ての職員
が、職階に応じてPwC Profession-
alの各要素を十分に発揮するととも
に、 業務品質が最優先される業績評
価目標を踏まえて行動することによ
り、高品質な業務の提供を可能とし
ます。

　人事評価における業務品質の位置付け

　パートナーの人事評価

　職員の人事評価
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Global LDEのフレームワークに基づいた未来志向の評価で職員の成長を促し　　ますPerformance Management／評価

専門

能
力
と

デジ

タ
ル

Th
e PwC Professionalビジネス

の

洞察力

リーダー
シップの
発揮

信
頼
関

係の
構築　     

国
際
感

覚と

多
様
性
の

受容力

キャリアコーチ
全ての職員にコーチがアサインされ、
目標設定とその実現をサポートする。

継続的な能力開発
日々自分の実施した業務を振り返り、
継続的に能力開発に取り組むこと
で、目標を達成する。

キャリアアウトルック
「将来の成長」にフォーカスして
新年度の目標を設定する。

キャリアラウンドテーブル
パフォーマンスと目標の達成度に
ついて、年度末にコーチと行った
議論に基づき、キャリアラウンド
テーブルで成長の進捗度と今後の
課題や方向性を議論する。

PwC Professionalスナップショット
PwC Professionalの各要素の達成度とパフォーマンスについて、

リアルタイムに双方向のコミュニケーションを実施する。

■ Global LDEのフレームワーク
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　当法人は、風通しの良い文化の醸
成と一人一人の価値向上を目的とし
て、360度評価を実施しています。
パートナーおよびパートナー候補者
についてはその結果が評価に反映さ
れています。 また、パートナー以外の
全てのシニアアソシエイト以上のス
タッフも360度評価の対象となって
おり、 通年でいつでも誰に対しても
評価を行うことができるため、他者か
らのタイムリーなフィードバックを個
人の成長に活かしています。

　昇進制度において、短期間での昇
進を目指す人・時間をかけて昇進する
人など、各々の働き方やキャリアパス
に即した柔軟な評価制度の実現を図
り、2022年度からは、各職階を3段
階（昇進直後の新職階における活躍
の見極め期間であるEmerging、次
の職階へのチャレンジ期間である
Advanced、両者の間の期間である
Proficient）とするZone制を採用し
ており、個々人のライフステージや多
様な歩み方に合わせた評価を実現し
ています。多様性はPwC Profes-

sionalの枠組みに落とし込まれ、そ
の職階における総合的な熟達度に基
づいてなされた評価結果は、コーチ
を通じて十分な説明とフィードバック
とともに伝えられています。

　日々直接的に監査業務に関与しな
がらも、法人全体業務等の間接業務
に関与し、監査品質の向上を支える
等の成果を残したメンバーへのレコ
グニションを行うため、2022年度よ
り法人レコグニション制度を創設し

ました。当制度を通じて、以下の活動
等への関与を評価することで、多様
な能力の構築を推進していきます。
・Speak upから始まったプロジェク
 ト全般
・研修講師（一般講師およびコアイン   
 ストラクター）
・社内の品質管理レビュー
・会計書籍の出版
・Good Coaching 
・業務効率化施策共有　等

　360度評価

　人事制度の変革（Zone制）

　法人レコグニション制度

Global LDEのフレームワークに基づいた未来志向の評価で職員の成長を促し　　ます

風通しの良い文化の醸成

マネージャー シニアマネージャー

シニア
アソシエイト ディレクター

パートナー アソシエイト

360度評価

◆目標10

　法人レコグニション制度の一環として2022年度から導入されたGood Coachingキャンペーンは、良い
Coachingを受けた経験を、受けた側からアンケートを通じてフィードバックし、そのノミネートをベースに担
当コーチを表彰する制度です。単に表彰するだけでなく、具体的な事例を部門ごとに共有することで、個人だ
けのものとせず組織としてレコグナイズすることを目的としています。当年度は214人がGood Coachingで
表彰されました。

Good Coaching
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　PwCあらたでは、職員の法人に対
する評価の一環として、毎年職員エン
ゲージメント調査Global People 
Survey〈GPS〉を実施しています。

　前年度課題として認識していた
Flexibility & Wellbeingのテーマ
については、アシュアランス・アサイン
メント・オフィス（以下、「AAO」）の設
置によるアサインメントの最適化や
個人の業務量削減等の施策により若
干の改善が見られたものの、引き続
き他のテーマに比べて低い水準にあ
り、継続的な改善活動が必要である
と認識しています。 
　また、Rewards & Recognition
のテーマについても目標を下回って
おり、評価に関する公平性と透明性
の向上が求められていると認識して
います。 

　職員エンゲージメント調査に寄せ
られた声に対しては、まず前提として
ウェルビーイングの確保のため業務
負荷の低減が必要と考えています。一
方で単純な負担の軽減だけでなく、
職員が業務を通して自己の成長を実
感できるようにするために、キャリア
プランやライフステージも考慮し、一
人一人が主体性を持って多様な働き
方を選ぶことのできる仕組みを整え
ることが必要であると考えています。
　これらの課題に対するアクションと
して、来年度は以下のような対策を講
じる予定です。
● 当期も実施していたAAOによるリ
　ソース不足への手当、および部門で

　完結していたアサインメントを法
　人全体で行うことによるアサイン
　メントの最適化の取り組みを来期
　も継続して実施します。
　

● 個々人のDevelopment Planの策
　定により、採用から一貫したキャリ
　アプランの策定およびそれに基づ
　くコーチングの強化を実施します。
● システムも含めたアシュアランス変
　革という方向からの業務の効率
　化・高度化に取り組みます。

● 人事・労務管理の観点からは引き
　続き労働時間のモニタリングによ
　る業務量の管理を実施します。
● フレキシビリティという観点から、
　現在パイロットで一部にて実施し
　ているフルリモートを今後定期採
　用枠に導入しています。また、全体
　への導入も検討します。
● 職員一人一人が個人のキャリアプ
　ランに合わせて自主的に研修を選
　べるように、必須研修の上限を設
　定し、自己研鑽のための研修の時
　間を確保します。また、コーチング
　を通しキャリアパスに必要な経験
　や能力の把握と研修の紐付けを行
　い、さらに研修を一覧化することで
　能力開発に必要な研修を部門を問
　わず受講できるようにします。

● 期限付きの他部門への異動など、
　さまざまなキャリアパスを選択で
　きるような制度の整備及びその見

える化に取り組みます。
　これらの取り組みを実現する上で
は、制度の整備といったアプローチも
重要ですが、同時に相互に多様な働
き方を認め、歓迎し合うカルチャーの
醸成も必要不可欠と考えています。そ
れを体現するのがP w Cあらたの
Professional Cultureおよびそのも
ととなるP wCのVa lue s  &  Be -
haviours（以下、「V&B」）です。PwC
のV&BにおけるCareやWork To-
getherは、お互いを気遣い合い、尊
重し合うというウェルビーイングの考
え方です。同時に、同じくPwCのV＆
Bの１つであるAct with Integrity
は、一人一人が主体的に、自分がなり
たい人物像やキャリアパスを考え、能
動的に達成したい目標を設定し、自
分の成長にオーナーシップを持って
もらうことがモチベーションの向上の
ために重要だと考えています。 
　これらを実現するために必要不可
欠なのがコーチングスキルや、コー
チングを行う上での前提となるコミュ
ニケーション能力の強化であると考え
ています。そのため、当期から研修プ
ログラムにコーチング研修やアサー
ティブコミュニケーション研修など
を取り入れています。アサーティブコ
ミュニケーション研修では、ANAビ
ジネスソリューション株式会社にご
協力いただき、ANAグループがこれ
まで培ってきたノウハウをもとに、お
互いの関係性の構築と深化をサポー
トするための実践的な研修を提供し
ていただいています。
　このように、制度という側面からの
アプローチと、カルチャーやマインド
セットという側面からのアプローチ
の相乗作用によって、職員エンゲージ
メントの改善を目指していきます。 

　来期に向けてのアクション 
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Talent
人財

目指すべき人財像を実現するための取り組み 制度とマインドセットの両面から職員エンゲージメントの改善を目指しています

AAOについての詳細は、 
p.74をご参照ください。

GPSについての詳細は、 
p.14をご参照ください。

アシュアランス変革についての詳細は、 
p.111をご参照ください。

研修についての詳細は、 
p.82をご参照ください。
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制度とマインドセットの両面から職員エンゲージメントの改善を目指しています

　不確実性が高まる時代の中でPur-
pose、The New Equation、Vision 
2025を実現するため、従来以上に多
様なソリューションを提供し続ける多
様な人財を継続的に育成していくこ
とが必要と考えています。人財が最
低限持っているべき資質として、多様
性の尊重と追求、自律性と挑戦を支
える姿勢、人を活かし、創り上げる力
を兼ね備えた、多様な領域で活躍す
るためのスキルと経験を身に付けた
人財を育成していきます。
　監査を始めとした、さまざまなキャ
リアパスを進んでいく過程で必要な
スキルと経験は多岐にわたるため、継
続的な学習とOJTやコーチングを適

切に組み合わせることで、多様な人
財を育成します。
　画一的に全員が受講すべき必須／
指定研修を必要最小限とすべく年次
ごとに一定の上限時間を設け、職員
個々人が自主的かつ自律的に学習す
るための時間を創出します。
　また、各部門で独自に開催している
研修について、他部門に所属する職
員が幅広く受講可能とすることで、部
門間の相互交流の推進と職員が受講
可能な法人内部の研修プログラムの
種類を増加させる予定です。
　さらに、自主的な学習を推進するた
め、法人が提供する研修プログラム
に加えて、語学学習や関連するビジ
ネス知識などに関する外部の学習リ
ソースを柔軟に利用した学習を推奨

するため、一定の費用補助プログラム
を提供しています。
　これらの施策により、職員がそれ
ぞれのキャリアパスや興味に応じて
必要なスキルを獲得するために、任意
で法人内部および外部の研修プログ
ラムを柔軟に選択し受講することが
可能になり、よりモチベーションの高
い学習を推進することで知識の定着
が可能になると考えています。
　学習を通じて得られた知識が、
OJTやコーチングにより知識が深ま
るとともに経験として蓄積されてい
き、法人全体として、それぞれの専門
領域に強みを持つ人財を活かしたソ
リューションを提供する集合体となる
ことを目指します。

今年度より本報告書上の研修時間の算定方法を変更しております。
従来はPwC Globalで採用している研修システム「Vantage」上に登
録された研修の受講単位を時間(1時間未満の研修は切捨てでゼロ単
位)とみなして開示しておりましたが、今年度より「Vantage」上に登録
された研修の実時間を集計し、表上に併記いたしました。なお前年度
以前の比較情報は計算が困難なため記載しておりません。

多様化を受けて、自身の成長について自ら進んで学習・研修に取り組
める環境づくりをという観点から、法人指定で必須とする研修は必要
最低限の時間数に留め、各人の必要に応じて自主的な選択のもと、受
講する任意研修の時間数を増やすといった取り組みを行っています。

研修システムに登録されていない一部の部門研修は集計の対象外と
しているため、実際の研修時間はこれよりも多いものと認識しており
ます。

　研修に関するアクション

研修時間の構成イメージ研修受講時間の考え方

必須／指定 任意

必須／指定 任意

研修受講
単位数ベース

62.1時間 ー

61.7時間 79.3時間2022年度
2021年度

2022年度

2021年度

◆目標7

研修受講
時間ベース
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3高品質な監査を実現するための
取り組み

Quality Management

品質管理

監査の実施と支援

◆目標12：監査チームに対する
　　　　  適切なサポートの提供

モニタリング

◆目標15：監査業務の品質管理
　　　　  および検証

◆目標14：専門的な見解の提供

◆目標13：監督および査閲

人財管理

ITの活用

◆目標11：デジタル化の推進と
　　　      ITシステムの適切な管理

◆目標7：人財の採用、人財育成
              および人財の定着
◆目標8：教育研修
◆目標9：人財の配置
◆目標10：人事評価

契約の締結および更新

◆目標4：被監査会社の業務リスク
　　　　 の見直しと対応

◆目標5：PwCの戦略に沿った
　　　    新しいサービスの開発

◆目標6：契約の締結および更新

■ 15の品質目標

職業倫理・独立性　

◆目標2：行動規範と法規制の遵守
              および適切な行動

◆目標3：独立性の遵守

リーダーシップおよび品質管理体制

◆目標1：リーダーシップチームに 
　　　　よる適切な品質管理体
　　　　制の維持構築
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急速に変化していく環境においても
「社会における信頼を構築し、重要な課題を解決する」
ことを目的として、
高品質な監査の実践をサポートしていきます。

執行役常務　品質管理担当
パートナー

辻村 和之
品質管理共同担当

ジェームズ ボイントン

品質管理担当パートナーからのメッセージ

　デジタル等の進化に伴い急速に環
境が変化すること、それに対応するこ
とは以前から求められてきました。し
かし、ここ数年では想定していない事
象がさまざま発生し、急速な変化に即
座に対応することが求められるように
なったと感じています。将来を見据え
て変化に対応すること、目の前で起き
ている事象に対応することの方向性
を決めるときに、拠り所となるものは
同じことではないかと考えています。
　社会から期待されている監査の品
質については、状況によって変化して
いることをいつも感じていました。こ
こ数年の急速な環境の変化で、何が
我々に求められているのか、どのよう
な対応をしていけば良いのか、常に
「社会における信頼を構築し、重要
な課題を解決する」という我々の
Purposeを実現することに立ち戻り、
情報に信頼を付与することを目標に
対応していきます。

　監査チームが高品質な監査に向け
て実施するべき事項も数年前と比較
しますと飛躍的に増加しています。環
境の変化への対応、保証するべき範
囲などさまざまですが、品質管理本部
は個別の監査チームを多様な側面か
ら支援しています。支援は、人財やシ
ステムなどインフラ面の整備に加え
て、正しい方向へ導くためのガイダン
スの配信や実施状況のモニタリングな
ど多岐に渡ります。高品質な監査が実
践できるように、リーダーシップチー
ムが主導してリスクや課題を洗い出
し、これに対応する統制を設計運用し
ていく品質管理システムの設定およ
び評価を行うQMSEと呼ぶフレーム
ワークを導入して4年目になります。こ
れによって、法人全体として高品質な
監査を実践する枠組みが整備されて
オペレーションが実行できる状態に
なっています。その枠組みの中で私ど
もは４＋１という品質向上の取り組み

を継続的に実施しています。品質管理
本部の役割としては、「高品質な監査」
の実践に向けて、「社会における信頼
を構築し、重要な課題を解決する」と
いう我々のPurposeに当てはめた適
切な水準を踏まえながら、さまざまな
側面で監査チームを支援していくこと
と考えます。
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アシュアランス・ラーニング・アンド・
エデュケーション部

品質管理本部

PwCネットワークのカリキュラムに基づく研修およ
びPwCあらた固有の研修の企画、実施、受講管理、
単位管理など

アシュアランスOGC

監査受嘱や契約締結を含む法務リスクの所管、被
監査会社および個々の監査業務のリスク管理上の
諸問題に関する法的側面からの助言など

アカウンティング・サポート部

会計分野別の専門的な見解に関する問い合わせに
対する助言の提供や最新の会計に関する情報の収
集、新たな会計基準等の導入を支援する業務担当者
のサポートなど

リスク管理部

監査事務所としての品質管理全般のモニタリングの
所管、審査体制の整備および運用、被監査会社およ
び個々の監査業務のリスクプロファイルのモニタ
リングなど

メソドロジー・アンド・テクノロジー部

Auraをはじめとする各種監査ツールの整備や監査
基準やPwC Audit Guideの適用など監査業務の
実施における具体的な監査手法の浸透や有効かつ
効率的な監査の実施のサポート

クオリティ・レビュー部

高い専門性が要求される監査業務の審査および品
質改善のためのホットレビューなど定期的検証を
実施

推薦

サポート

選任

連携

サポート

審査 品質および
リスクの監視活動

監査責任者 チームマネージャー 監査チーム
メンバー等

業務部門責任者 審査担当
パートナー

部門リスク
管理担当
パートナー

部門品質
管理担当
パートナー

チーフ
オーディター

IT 不正 年金数理税務 金融商品

各領域の専門家

監査チーム

方針の通達・サポート・
モニタリング

■ 監査現場における品質管理

■ 品質管理本部によるサポートおよびモニタリング

※独立性や職業倫理に関する業務は、インターナルファームサービス部門（p. 52参照） コンプライアンス室で実施しています。

3
Quality Management
品質管理

PwCあらたの「品質管理」
　PwCあらたでは、監査現場における品質管理、品質管理のサポートおよびモニタリング、各領域の専
門家やPwCネットワークとの連携を通じて、監査チームが主体的に課題を解決しつつ、品質管理本部
や各領域の専門家、日本企業支援ネットワーク（JBN：Japanese Business Network）などPwC
ネットワークの全てのリソースを結集して監査現場を支えています。
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■ 品質管理業務の人員数

品質管理部門（機能）

品質管理部門統括

独立性・職業倫理の管理※1

リスク管理・定期的検証等の監視活動

法務

会計の専門的見解の問い合わせへの対応

監査の専門的見解の問い合わせへの対応

教育研修・人財育成

品質管理部門合計（A）※3

監査に従事するパートナーおよび
マネージャー以上の専門職員（B）※2、※3

比率（C）※4

2022年度

パートナー

2名
2名
11名
1名
6名
3名
1名
26名

121名

21.5％

マネージャー以上
の専門職員

0名
26名
27名
1名
21名
19名
7名

101名

371名

27.2％

合計

2名
28名
38名
2名

27名
22名
8名

127名

492名

25.8％

2名
2名
8名
1名
5名
3名
1名

22名

118名

18.6%

0名
26名
27名
1名

25名
19名
5名

103名

410名

25.1%

2名
28名
35名
2名

30名
22名
6名

125名

528名

23.7%

2021年度

パートナー マネージャー以上
の専門職員 合計

品質管理本部によるサポートおよびモニタリング体制

　品質管理本部には、主に会計や監
査の領域における専門のパートナー
や職員が配置され、専門的な見解に
関する問い合わせに対する助言の提
供など、随時、業務遂行上の留意事項
について各監査チームとコミュニケー
ションを取りながら問題点の早期発
見・解決に努めています。

　世界的な知名度が高く、業界指導
力・影響力が強い被監査会社の業務
など、品質管理およびリスク管理上、
特に慎重な判断が求められる業務に
ついて、審査会による審議を行います。
　審査会は、品質管理本部のパート
ナーおよび各業務部門のパートナー
のうち、十分な知識・経験等を有し、

適切な判断を行うことができる立場
にあると認められる者によって構成さ
れます。審査会の審議は、原則として、
審査会メンバー全員の同意により行
われます。
　2022年6月までの1年間において
3業務に関する審査会が開催されま
した。見解の相違に基づく審査会はあ
りませんでした。

　品質管理本部 　審査会による審議

アシュアランス・ラーニング・アンド・エデュケーション部
PwCグローバルネットワークのカリキュラムに基づく研修の
他、当法人固有の研修を企画し、より実践的かつタイムリーな
研修を提供しています。

アシュアランスOGC
法務リスクを所管し、被監査会社および個々の監査業務にお
けるリスク管理上の諸問題について法的側面から助言してい
ます。

アカウンティング・サポート部
会計分野別に専門家を揃え、特定の会計事象がある場合、専
門的な見解に関する問い合わせに対して助言を提供していま
す。また、最新の会計に関する情報を収集し、新たな会計基準
等の導入を支援する業務担当者をサポートしています。

リスク管理部
監査事務所としての品質管理全般のモニタリングを所管し、審
査体制の整備および運用を確保し、被監査会社および個々の
監査業務のリスクプロファイルをモニターしています。

メソドロジー・アンド・テクノロジー部
当法人の監査業務の実施に関わる方針および手続の適切な
実践を確保するため、監査サポートシステムをはじめとする各
種監査ツールの整備や監査業務の実施における具体的な監
査手法の浸透を図る等により、有効かつ効率的な監査の実施
をサポートしています。

クオリティ・レビュー部
経験豊富な専任のパートナー等を配置し、高い専門性が要求
される監査業務の審査および品質改善のための定期的検証
を実施しています。また、チーフオーディターと協力して実施す
るホットレビューなど、各業務部門との連携を強化することで
適時かつ実効的な監査業務の品質改善を図ります。

※1 独立性・職業倫理の管理は、品質管理本部ではなく、インターナルファームサービス部門（p.52）に所属するコンプライアンス室の独立性グループが担当しています。
※2 監査業務に年間35時間以上関与するパートナー・専門職員のうち、6月末に在籍していた監査従事者として算定しています。
※3 品質管理部門合計（A）ならびに監査に従事するパートナーおよびマネージャー以上の専門職員（B）には、それぞれ兼務者が含まれています。
※4 比率（C）は、品質管理部門合計（A）を監査に従事するパートナーおよびマネージャー以上の専門職員（B）で除して算出しています。

◆目標12
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■ 独立性に関する方針および手続

被
監
査
会
社
グ
ル
ー
プ

• PwC Global Independence Policy　　• 国際会計士連盟の倫理規定　　• 日本公認会計士協会倫理規則
• 公認会計士法　　• 金融商品取引法、会社法　　• 米国SEC規則

PwCネットワーク

独立性ポリシーの整備・運用 職業倫理・独立性研修

保有株式等のデータベースへの登録 個人へのコンプライアンス年次確認

PwCあらた

ローテーションの管理 独立性遵守に関する検査

監査受入時や更新時の
独立性チェック 監査以外の取引の事前チェック

国内規制に対応したポリシーの
整備・運用

監査チーム

監査クライアント
データベース登録・管理 監査以外のサービスの承認

独立性評価手続 監査チームの独立性のチェック

投資や金融商品の
保有制限

監査以外の
サービス提供の制限

長期関与期間の制限

物品やサービスの購入、
ビジネス関係の制限

被監査会社からの独立性を
確保するために制限対象となる関係・取引

独立性を確保するために
実施する主な手続

　独立した立場を保持することは監
査の前提であり、監査クライアントと
の信頼関係を基礎に独立性の保持に
関する協力関係を築くことは、PwC 
としての存在意義に資するものです。
　そのため、PwCネットワークのメン
バーファームとして、PwC Global 
Independence Policy（独立性に関
する指針）を基本に、わが国の法令お
よび日本公認会計士協会の倫理規則
を踏まえたものを当法人の独立性に
関する指針とし、その遵守に係る方針
および手続を定めています。独立性の
方針および手続に関する理解を徹底
させるため、全てのパートナーおよび

職員を対象とした独立性に関する研
修を定期的に実施しています。また、
年次のコンプライアンス確認手続を
通じて、独立性に関する方針および手
続について全てのパートナーおよび職
員が理解し遵守していることを確認し
ています。
　当該方針および手続に基づき、被
監査会社をPwCネットワークが共有
するクライアントデータベースに登録
することによって、当法人の被監査会
社のみならずPwCネットワークの被
監査会社全般について独立性に関し
て制限のあるクライアントを把握で
きる体制となっており、独立性に関す
る指針の遵守を確保する枠組みとし
て維持•運用しています。

　当法人は、わが国の法令および日
本公認会計士協会の倫理規則ならび
にPwCネットワーク共通のCode of 
Conductに準拠して、職業倫理に関
する行動規範および関連するガイダン
スを定めています。当該行動規範およ
び関連するガイダンスには、職業倫理
および独立性に加えて、マネーロンダ
リング防止、反トラストや反腐敗、反社
会的勢力への対応、情報保護、インサ
イダー取引防止、被監査会社等による
違法行為への対応など、幅広い場面
に対応する規程が設けられています。

　独立性に関する方針および手続

　当法人のパートナーおよび職員に
ついて、年次のコンプライアンス確認
手続および個々の監査業務に従事す
る際に実施する独立性のチェック等
を通じて、独立性遵守を確認していま
す。また、全てのパートナーおよび職
員は、保有する有価証券や、保険や年
金を通じて間接的に運用する投資先
等をデータベースに登録することを義
務付け、独立性の諸規則に抵触して
いないことを確認しています。さらに、
執行役およびパートナー就任予定者
に加えて、無作為に抽出したパート
ナーおよび職員に対して独立性の遵
守に関する詳細な検査を毎年実施し
ています。
　被監査会社との馴れ合いを防止す
るため、監査責任者および審査担当
パートナーや監査責任者を補佐する

立場であるチームマネージャーについ
て、連続関与期間の上限および被監
査会社への関与を禁止するインター
バル期間を設け、モニタリングを実施
することで、監査担当者の適切なロー
テーションを図っています。

　被監査会社に対する業務の提供に
は一定の制限が設けられています。そ
のため、非保証業務の提供を検討す
る際には、PwCネットワークの被監
査会社を登録・管理するマスタークラ
イアントデータベース（CES）で業務
提供先に対する独立性の制限の有無
を確認した上で、PwCネットワーク
ファーム共通の非保証業務ガイダン
スを参照して業務提供の可否および
提供可能な業務を判断します。提供
可能な非保証業務については、あらか

じめ監査責任者の承認を得ることと
しています。

　当法人が外部から物品やサービス
を購入する場合や、外部企業や個人と
ビジネス上の関係を展開する場合に
は、当法人と被監査会社との間の独
立性を保持するため、取引の可否およ
び取引内容について事前に専門部署
の承認を得ることとしています。借入
先やリース契約先との間においても
独立性の問題が生じていないことを
定期的に確認しています。また、当法
人が保有する有価証券等をJBRビジ
ネス関係承認システムに登録し、独立
性の諸規則に抵触しないことを確認
しています。

　職業倫理

職業倫理と独立性・契約の締結および更新
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■ 独立性を監視するプロセスの全体像

PwCネットワークの被監査会社を登録・管理するマスターデータベース
親会社監査チームが被監査会社グループの構成を登録し、変更等の情報を収集し適時に反映する有価証券管
理データベースシステム（Checkpoint）および非保証業務承認システム（AFS）、ビジネス関係承認システム
（JBR）と連動している

CES（Central Entity Service）

パートナーおよびスタッフの個人の独立性を確保することを目的に、保有する有価証券等を登録することにより
事前に独立性違反を防止するためのシステムCheckpoint

保証業務クライアントとその関係会社等に対してサービスを提供する際に使用するシステムで、独立性リスク
評価および文書化を行い、最終的に親会社監査パートナーによる事前承認を得るために使用されるAFS（Authorisation for Services）

監査クライアント
グループ会社リスト

■Checkpoint 個人の独立性

CES
■ビジネス関係 法人の独立性

■AFS 非保証業務の独立性

■ 非保証業務の提供までのプロセス

•AFSの起票
•提供サービスの記載
•独立性の分析・評価

サービス
エンゲージメント
チーム

•AFSのレビュー
•サービス提供の
一次承認

サービス
エンゲージメント
リーダー

独立性の
専門家（スペシャリスト）
によるレビュー
※重要な案件・独立性リスクの高い案件

各テリトリー
独立性オフィス

•AFSのレビュー
•サービスチームとの
コミュニケーション
•サービス提供の最終承認

監査パートナー

提供するサービスを
監査調書に文書化

親会社監査チーム

　独立した立場を保持することは監
査の前提であり、監査クライアントと
の信頼関係を基礎に独立性の保持に
関する協力関係を築くことは、PwC 
としての存在意義に資するものです。
　そのため、PwCネットワークのメン
バーファームとして、PwC Global 
Independence Policy（独立性に関
する指針）を基本に、わが国の法令お
よび日本公認会計士協会の倫理規則
を踏まえたものを当法人の独立性に
関する指針とし、その遵守に係る方針
および手続を定めています。独立性の
方針および手続に関する理解を徹底
させるため、全てのパートナーおよび

職員を対象とした独立性に関する研
修を定期的に実施しています。また、
年次のコンプライアンス確認手続を
通じて、独立性に関する方針および手
続について全てのパートナーおよび職
員が理解し遵守していることを確認し
ています。
　当該方針および手続に基づき、被
監査会社をPwCネットワークが共有
するクライアントデータベースに登録
することによって、当法人の被監査会
社のみならずPwCネットワークの被
監査会社全般について独立性に関し
て制限のあるクライアントを把握で
きる体制となっており、独立性に関す
る指針の遵守を確保する枠組みとし
て維持•運用しています。

　当法人は、わが国の法令および日
本公認会計士協会の倫理規則ならび
にPwCネットワーク共通のCode of 
Conductに準拠して、職業倫理に関
する行動規範および関連するガイダン
スを定めています。当該行動規範およ
び関連するガイダンスには、職業倫理
および独立性に加えて、マネーロンダ
リング防止、反トラストや反腐敗、反社
会的勢力への対応、情報保護、インサ
イダー取引防止、被監査会社等による
違法行為への対応など、幅広い場面
に対応する規程が設けられています。

　当法人のパートナーおよび職員に
ついて、年次のコンプライアンス確認
手続および個々の監査業務に従事す
る際に実施する独立性のチェック等
を通じて、独立性遵守を確認していま
す。また、全てのパートナーおよび職
員は、保有する有価証券や、保険や年
金を通じて間接的に運用する投資先
等をデータベースに登録することを義
務付け、独立性の諸規則に抵触して
いないことを確認しています。さらに、
執行役およびパートナー就任予定者
に加えて、無作為に抽出したパート
ナーおよび職員に対して独立性の遵
守に関する詳細な検査を毎年実施し
ています。
　被監査会社との馴れ合いを防止す
るため、監査責任者および審査担当
パートナーや監査責任者を補佐する

立場であるチームマネージャーについ
て、連続関与期間の上限および被監
査会社への関与を禁止するインター
バル期間を設け、モニタリングを実施
することで、監査担当者の適切なロー
テーションを図っています。

　被監査会社に対する業務の提供に
は一定の制限が設けられています。そ
のため、非保証業務の提供を検討す
る際には、PwCネットワークの被監
査会社を登録・管理するマスタークラ
イアントデータベース（CES）で業務
提供先に対する独立性の制限の有無
を確認した上で、PwCネットワーク
ファーム共通の非保証業務ガイダン
スを参照して業務提供の可否および
提供可能な業務を判断します。提供
可能な非保証業務については、あらか

じめ監査責任者の承認を得ることと
しています。

　当法人が外部から物品やサービス
を購入する場合や、外部企業や個人と
ビジネス上の関係を展開する場合に
は、当法人と被監査会社との間の独
立性を保持するため、取引の可否およ
び取引内容について事前に専門部署
の承認を得ることとしています。借入
先やリース契約先との間においても
独立性の問題が生じていないことを
定期的に確認しています。また、当法
人が保有する有価証券等をJBRビジ
ネス関係承認システムに登録し、独立
性の諸規則に抵触しないことを確認
しています。

　法人としての独立性

　パートナーと職員の個人の独立性

　非保証業務提供に関する独立性

◆目標2 / ◆目標3 / ◆目標4 / ◆目標6
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用語の説明
PICT： 個人の独立性の遵守に関する検査
ACC： 年次のコンプライアンス確認
Checkpoint： 投資等登録データベース

AFS： 非監査業務の事前承認システム
CES： 保証業務クライアントデータベース
IA： 独立性評価手続

ECR： 業務に関するコンプライアンス検査
SBR： 購買等取引
JBR： 第三者との共同ビジネス関係

■ 独立性に関する法令および規則等に抵触した場合の対応プロセス

■ 独立性に関する検査

コンプライアンス
に関する年次確認
手続回答率

2021年度 2022年度

100% 100%

認識された
違反人数※

7名 6名

※違反人数には、PwCの内部ポリシー違反が含まれます。な
お、違反として認識された全ての事項に対して、認識された後
に適切な措置を実施し、違反状態が解消されたことを確認し
ています。

　国際会計士倫理基準審議会（IESBA）は、2021年４月28日付けでIESBA倫理規程の改訂（非保証業務および報酬）を公表しました。
本改訂は、IESBA倫理規程における非保証業務および報酬に関する独立性規定を強化するものです。
　このうち非保証業務に関しては、社会的影響力のある事業体（PIE）に該当する監査業務のクライアントに対する非保証業務の提供が
会計事務所等の独立性に対する自己レビューの阻害要因を生じさせる可能性がある場合には、その業務提供を全般的に禁止するなどの
新しい規定が設けられています。当法人では、本改訂を順守するために内部ポリシーやガイダンスの改訂、パートナーおよび職員に対して
改訂に関する情報共有および研修を適時に行っています。公共の利益のための大きな役割と責任を果たしクライアントおよび社会の信頼
を確保していくために、監査人に求められる高い水準の独立性の順守を徹底する体制を維持してまいります。

IESBA改訂と監査クライアントへの非保証業務提供への影響と対応

個人の独立性
PICT
ACC

Checkpoint
モニタリング

業務の独立性 法人の独立性 情報伝達フロー 各種レビュー・検査
AFSプロセス

CES／ IAプロセス
ECR

モニタリング

SBR申請
JBR申請
兼業申請
モニタリング

自己申告
相談・報告
通報

RQ品質管理部門
PwC Globalクオリティレビュー
外部検査等

独立性管理部門

レビュー委員会

違反したチーム、個人への
フィードバック・処分

独立性アカウンタビリティフレームワーク

経営層
報告報告

クライアント
PwC

Global

違反等を含む案件の報告・収集

　監査業務の提供にあたって独立性
の規則に違反する事象が生じた場合
には、可能な限り速やかに当該違反の
原因となった利害関係を解消するとと
もに、当該違反および対応策等につい

て被監査会社の監査役等と書面を
もって協議します。この他、独立性の
方針や手続などの内部規則または法
令等に違反した、または違反に関与し
たパートナーおよび職員は、所定の規
程に基づく処分の対象となります。 

独立性に関する法令および規則等に
抵触した場合の対応
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事象の発生日
決定日

契約日
効力発生日

■ 被監査会社の企業構造変化に対応する事前の独立性評価フロー 

適時共有 報告

〈 被監査会社 〉

・企業買収
・子会社等合併
・子会社等設立
・持分変動　等

　監査意見表明のためには、会計期間の開始から監査意見日までの期間において被監査会社およびその関連企業等に対し
て継続して独立性を保持する必要があります。買収や合併など被監査会社の企業集団の構造等に変化が生じ、監査先に加
わることで法人も個人も独立性を検討するべき範囲が増えます。例えば、非保証業務の提供や親族の雇用関係などがあり、
独立性違反となる恐れがあるため、事前の独立性評価が必要となります。そのため、関連情報の適時共有と協力をすべての
被監査会社にお願いしています。

　当法人は、わが国における監査の基
準とPwCネットワークにおける方針
を踏まえて、監査契約を含む全ての業
務に係る契約の新規締結および更新
に係る方針を定めています。新規契約
の締結に先立ち、時間および人的資源
を含め、当法人が監査業務を実施する
ための適性および能力を有しているか
を検討します（十分に人的資源を確保
できないことが見込まれる場合には、
新規の契約をお断りしている場合もあ
ります）。そして、当該新規の被監査会
社と当法人（パートナー・職員を含む）

の独立性など利害関係を調査すると
ともに、当該被監査会社の評判、経営
者の姿勢、ガバナンスや内部統制の状
況、会計・監査上における問題の有無
等のリスク評価手続を実施し、評価さ
れたリスクに応じて定められた適切な
承認を得ることとしています。契約の
更新に際しては、少なくとも年に一度
リスク評価を実施し、その結果に応じ
た適切な承認を得ることとしていま
す。これら一連の手続は、PwCネット
ワーク共通の受入継続評価システム
を通じて実施されます。

　
　以上のような、契約の新規締結およ
び更新にあたっては、高品質な監査を
実現できる環境を被監査会社と実現
するために、採算性等も含め、継続、受
入の判断を行っています。

　独立性評価手続

被監査会社の業務リスクの
見直しと対応

　契約の締結および更新
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現場との連携 本部との連携

監査現場からの
相談対応

ワークショップの開催 海外PwCとの連携

調書化ツールの開発 ホットレビュー※ 品質管理本部から
発信された情報の浸透

推薦

サポート

選任

連携

サポート

審査 品質および
リスクの監視活動

監査責任者 チームマネージャー 監査チーム
メンバー等

業務部門責任者 審査担当
パートナー

部門リスク
管理担当
パートナー

部門品質
管理担当
パートナー

チーフ
オーディター

IT 不正 年金数理税務 金融商品

各領域の専門家

監査チーム

■ 監査現場における品質管理

■ チーフオーディターの活動内容

※ホットレビューでは現在進行中の監査業務について、クオリティ・レビュー部と各部門のチーフオーディターが協力して監査計画の内容や手続の実施状況をリアルタイムで点検し、改善の余地について
監査チームと協議を行います。これにより、監査基準等の要求事項への対応状況のみならず、非効率な監査が行われていないかどうかが確認でき、必要な改善を監査完了前の早い段階で実施すること
が可能となります。また、点検結果については各部門内で広く共有され、点検対象外の業務においても有効活用されます。

監査現場における品質管理 
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監査責任者
実施した監査手続の査閲および評価、文書化の適切性お
よび適時性、導かれた結論について最終的な責任を負いま
す。また、継続的な品質向上を目指す原動力になります。監
査責任者の選任は、各監査部門の責任者が適性、能力およ
び経験を考慮して候補者を選任し、各パートナーの自己検
証および監査事業本部責任者のレビューによって各監査
業務への十分な関与のコミットを確認したうえで、品質管
理担当執行役、アシュアランスリーダーが承認します。

審査担当パートナー
審査担当パートナーは、監査の計画および意見表
明時のみならず、検討すべき事項が生じるたびに、
監査チームと討議し、実効性のある審査を適時に
行っています。

部門リスク管理担当パートナー
品質管理本部が実施する品質管理のための監視活
動をサポートするとともに、必要に応じて、各監査
部門において品質およびリスク管理のための独自
の監視活動を実施します。

部門品質管理担当パートナー
部門リスク管理担当パートナーから権限の移譲を
受け、部門リスク管理担当パートナーの役割のうち
品質管理に関する役割を担います。部門品質管理
担当パートナーは、各業務部門のチーフオーディ
ターと連携して各業務部門における品質管理を実
施します。

チーフオーディター
監査に関する知識・経験が特に豊富なパートナーお
よび職員により構成され、法人レベルの品質管理
活動に関する監査現場での定着を図り、監査現場
における意見やアイデアを収集して、品質管理本部
と連携しながら活動するなど、各監査部門における
自主的な品質管理活動を主導しています。

チームマネージャー
監査の全過程において、監査責任者を補佐し、各監査チー
ムメンバーが実施した監査手続およびその結果を検討し、
十分かつ適切な監査証拠が入手できていることを確認し
ます。

監査チームメンバー
監査計画に基づき、職業的懐疑心を保持・発揮しながら監
査手続を実施します。また、実施した監査手続で生じた重
要な事項等について、監査責任者およびチームマネー
ジャーに適時に報告・討議します。

各領域の専門家
ITシステムや税務、不正、金融商品、年金数理等の複雑な領
域においては、十分かつ適切な監査証拠を入手するため、
各領域の専門家が監査の各段階において十分に関与する
体制を構築しています。

監査チームの組成と支援体制 

　監査チームは、専門家で編成され
た各業務部門の中で、各人の独立性
の遵守状況、業務のリスク、必要な能
力、経験、時間の十分な確保、外部機
関による検査の結果等を踏まえ、厳
正かつ公正な監査を実施するために
必要十分な人財により、組成されてい
ます。
　業務執行社員等のローテーション
に関しては、上場会社の監査・レ
ビュー業務、非上場の公認会計士法
上の大会社等の監査・レビュー業務、
その他の監査・レビュー業務それぞれ

について、筆頭業務執行社員、その他
の業務執行社員および審査担当者
は、筆頭業務執行社員、審査担当者、
その他の主要な担当者等の役割ごと
に、関与期間年数とインターバル期間
を定め、運用と監視を行っています。
また、一定規模以上の社会的影響度
が特に高い被監査会社については、
監査従事者のローテーションも実施
しています。
　また、審査担当パートナーは、全て
の監査業務について、検討すべき事項
を監査チームと適時に討議し、実効

性のある審査を行っています。
　さらに、各業務部門にリスク管理担
当パートナーおよび品質管理担当
パートナーを配置し、品質管理本部と
連携を図りつつ、専門性を活かした品
質およびリスク管理活動を実施して
います。
　チーフオーディターは、品質管理本
部や監査部門品質管理担当パート
ナーと連携し、監査部門の自主的な
品質管理活動を主導する役割を担っ
ています。
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　監査チームは、わが国の監査の基
準およびPwCが世界で共通して採用
する監査アプローチであるP w C 
Auditに準拠して監査を行います。
PwC Auditは、国際監査基準（ISA）
の要求事項に加えて、PwCとして培っ
たノウハウをもとに開発された具体的
な方針およびガイダンスです。
　PwC Auditによる監査アプローチ
において、基本的かつ最も重要な要
素は、監査リスクの適切な評価です。
当法人は、期初の監査計画の立案時
から監査報告書を発行するまでの全
過程を通じ、継続して監査リスクの識
別および評価を行い、これに適切に対
応した監査手続を計画•実施します。
　リスク評価に関する監査基準が改
正され、ISA315（Revised）は2021
年12月15日以降開始する事業年度
から、改正監基報315は2023年3月
決算（中間決算は2022年9月中間決
算から）適用されます。改正監基報
315では、「関連するアサーション」
「固有リスク要因」や「重要な取引種
類、勘定残高又は注記事項」等の新
しい概念が導入されました。PwC
は、これに対応して新しくPwC Risk 
Assessment Processを開発しま
した。また、電子監査調書システム
（Aura）についてもリスク評価に特化
した新機能が追加されました。
　改正監基報315は被監査会社にも
影響を及ぼします。例えば、統制環境
やリスク評価プロセス、内部統制シス
テムを監視するプロセス、という主に
間接的な内部統制についての強化が
求められる場合があります。また、企
業によるITの利用の高まりを反映した
改正点があるため、IT全般統制等の

デザインの見直しが必要になるかもし
れません。
　改正監基報315は、監査リスクを適
切に識別し評価するため、被監査会
社の事業プロセスについて、取引の開
始から、それに関する情報の記録、処
理、必要に応じた修正、総勘定元帳へ
の取り込み、財務諸表での報告に至る
まで一貫して理解することを重視して
います。また、事業プロセスの理解を
通じて被監査会社のさまざまな情報
を適切に集め、裏付ける情報も矛盾す
る情報も職業的懐疑心を保持•発揮し
て検討することは、不正や誤謬を識別
するための礎となります。なお、監査
上のリスクを適切に評価し対処するた
め、全ての監査業務において、被監査
会社の経営幹部および監査役等、さ
らに経理部門長のみならず例えば営
業部門の担当者等との率直かつ深度
のあるディスカッションの実施を重視
しています。

　品質管理本部では、定期的検証、外
部機関による検査等において特に重
視されている事項や「リーチアウト」
（※詳細は後述）において識別された
リスクに対応するために、留意事項を
チェックリストとして毎年まとめてい
ます。各監査チームは、監査の計画段
階から完了段階まで、当該チェックリ
ストを用いてセルフレビューを実施
し、品質向上を図っています。また、監
査チームがチェックリストを深く理解
し効果的に利用できるように、クオリ
ティ・レビュー部がチェック項目の内
容や背景について詳細な研修を行っ
ています。これらの取り組みにより、
各監査チームは、効果的かつ効率的
に監査業務のトレンドに対応すること

ができます。

　
　
　
　監査責任者は、監査業務の監督、調
書の査閲、監査チームのコーチングを
通じて監査の品質を維持します。具体
的には、監査の進捗状況の把握、監査
チームメンバーの配置、適切な指示な
どを行い、職業的懐疑心を発揮する
ための文化の醸成や喚起とともに、リ
スクの識別、評価およびその対応に関
与し、実施された手続、結論と文書化
が十分かつ適切となるように指導・確
認する役割を担っています。
　電子監査調書システム（Aura）は、
実施した一連の監査業務を文書化
し、監査の進捗を把握できるように設
計されているため、監査チームは、全
ての作業が適切に完了し、査閲されて
いることを、容易に随時確認すること
ができます。なお、電子監査調書シス
テム（Aura）および紙面調書は、監査
報告書発行日後、原則として60日以内
（PCAOBルール適用監査においては
45日以内）にアーカイブ（編集不可の
形で隔離保管）され、10年間保存され
ます。

　審査は、全ての監査業務について、
監査の計画、実施および完了の全段
階で、監査チームによる監査の実施と
並行して行われます。審査担当パート
ナーは、監査の計画および意見表明

　監査チームによるセルフレビュー 

当法人の監査アプローチ
PwC Audit

　監査業務における監督と査閲

　審査

定期的検証については
p.103をご参照ください。

外部機関による検査等については
p.105をご参照ください。

3
Quality Management
品質管理

時のみならず、検討すべき事項が生じ
るたびに、監査チームと討議し、実効
性のある審査を適時に行っています。
　審査担当パートナーの選任にあたっ
ては、各業務部門での推薦を受け、品
質管理担当執行役が承認することで、
審査担当パートナーの適格性を確保し
ています。また、適切な審査を行う上
で必要とされる研修を受講する義務
が課され、受講したかどうかの確認が
行われています。
　また、監査責任者と審査担当パート
ナーとの間における監査上の判断の
相違については審査会における審査
により解決を図りますが、審査の最終
機関は審査担当者と定め、責任ある審
査を課しています。

　チーフオーディターは、各監査部門
で監査業務に携わるパートナーおよ
び職員のうち、監査に関する知識・経
験が特に豊富な人財（2022年6月30
日現在76名）により構成され、各業務
部門における自主的な品質管理活動
を主導します。
　また、法人レベルの品質管理活動に
ついて、監査現場での定着を図るとと
もに、法人全体の品質管理活動に役
立てるため、監査現場における意見や
アイデアを収集して、品質管理本部と
連携しながら活動しています。また、実
務的な論点や監査現場においてニー
ズが高い論点を中心にワークショップ

を開催する等、業務部門内の意見交
換の促進に貢献しています。
　チーフオーディターとしての活動を
通じた監査品質向上への貢献は、メン
バーの人事評価にも反映されていま
す。さらに、2020年度より法人全体
で開始した、監査業務プロセス改善
のためのプログラムであるE P Q
（Engagement Performance & 
Quality）の取り組みはチーフオーディ
ターが中心となり推進しており、2021
年度にEPQの各施策が法人全体に浸
透し、2022年度は深化を図りました。

電子監査調書システム（Aura）については
p.126をご参照ください。
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　監査チームは、わが国の監査の基
準およびPwCが世界で共通して採用
する監査アプローチであるP w C 
Auditに準拠して監査を行います。
PwC Auditは、国際監査基準（ISA）
の要求事項に加えて、PwCとして培っ
たノウハウをもとに開発された具体的
な方針およびガイダンスです。
　PwC Auditによる監査アプローチ
において、基本的かつ最も重要な要
素は、監査リスクの適切な評価です。
当法人は、期初の監査計画の立案時
から監査報告書を発行するまでの全
過程を通じ、継続して監査リスクの識
別および評価を行い、これに適切に対
応した監査手続を計画•実施します。
　リスク評価に関する監査基準が改
正され、ISA315（Revised）は2021
年12月15日以降開始する事業年度
から、改正監基報315は2023年3月
決算（中間決算は2022年9月中間決
算から）適用されます。改正監基報
315では、「関連するアサーション」
「固有リスク要因」や「重要な取引種
類、勘定残高又は注記事項」等の新
しい概念が導入されました。PwC
は、これに対応して新しくPwC Risk 
Assessment Processを開発しま
した。また、電子監査調書システム
（Aura）についてもリスク評価に特化
した新機能が追加されました。
　改正監基報315は被監査会社にも
影響を及ぼします。例えば、統制環境
やリスク評価プロセス、内部統制シス
テムを監視するプロセス、という主に
間接的な内部統制についての強化が
求められる場合があります。また、企
業によるITの利用の高まりを反映した
改正点があるため、IT全般統制等の

デザインの見直しが必要になるかもし
れません。
　改正監基報315は、監査リスクを適
切に識別し評価するため、被監査会
社の事業プロセスについて、取引の開
始から、それに関する情報の記録、処
理、必要に応じた修正、総勘定元帳へ
の取り込み、財務諸表での報告に至る
まで一貫して理解することを重視して
います。また、事業プロセスの理解を
通じて被監査会社のさまざまな情報
を適切に集め、裏付ける情報も矛盾す
る情報も職業的懐疑心を保持•発揮し
て検討することは、不正や誤謬を識別
するための礎となります。なお、監査
上のリスクを適切に評価し対処するた
め、全ての監査業務において、被監査
会社の経営幹部および監査役等、さ
らに経理部門長のみならず例えば営
業部門の担当者等との率直かつ深度
のあるディスカッションの実施を重視
しています。

　品質管理本部では、定期的検証、外
部機関による検査等において特に重
視されている事項や「リーチアウト」
（※詳細は後述）において識別された
リスクに対応するために、留意事項を
チェックリストとして毎年まとめてい
ます。各監査チームは、監査の計画段
階から完了段階まで、当該チェックリ
ストを用いてセルフレビューを実施
し、品質向上を図っています。また、監
査チームがチェックリストを深く理解
し効果的に利用できるように、クオリ
ティ・レビュー部がチェック項目の内
容や背景について詳細な研修を行っ
ています。これらの取り組みにより、
各監査チームは、効果的かつ効率的
に監査業務のトレンドに対応すること

ができます。

　
　
　
　監査責任者は、監査業務の監督、調
書の査閲、監査チームのコーチングを
通じて監査の品質を維持します。具体
的には、監査の進捗状況の把握、監査
チームメンバーの配置、適切な指示な
どを行い、職業的懐疑心を発揮する
ための文化の醸成や喚起とともに、リ
スクの識別、評価およびその対応に関
与し、実施された手続、結論と文書化
が十分かつ適切となるように指導・確
認する役割を担っています。
　電子監査調書システム（Aura）は、
実施した一連の監査業務を文書化
し、監査の進捗を把握できるように設
計されているため、監査チームは、全
ての作業が適切に完了し、査閲されて
いることを、容易に随時確認すること
ができます。なお、電子監査調書シス
テム（Aura）および紙面調書は、監査
報告書発行日後、原則として60日以内
（PCAOBルール適用監査においては
45日以内）にアーカイブ（編集不可の
形で隔離保管）され、10年間保存され
ます。

　審査は、全ての監査業務について、
監査の計画、実施および完了の全段
階で、監査チームによる監査の実施と
並行して行われます。審査担当パート
ナーは、監査の計画および意見表明

　現在の企業活動においては、さまざ
まな業務でITが利用されており、財務
報告や関連する内部統制においても
ITは欠かせないものとなっています。
ほとんどの企業で財務諸表を作成す
るための会計システムが使用されてお
り、売上高等の基礎情報は売上システ
ムや在庫管理システムによって生成さ
れています。これらのITによって業務
の高度化・効率化が進む一方で、近年
における会計不正や内部統制の不備
事例においては、システムへの虚偽の

データ入力や改ざんなど、ITシステム
の管理が関連する事例も生じていま
す。そのため、監査上も財務報告のた
めに使用されているITの信頼性を評
価することが必要となっています。
　私たちの監査アプローチにおいて
は、それらのITの変化やトレンドも適
時に反映しており、監査手続に反映し
ています。また、ISA315（Revised）お
よび改正監基報315においても、ITに
関する要求事項が大幅に増加してい
ます。私たちPwCでは最新の監査基
準を反映するためにPwC Auditを改
正し、ITの利用から生じるリスク評価

をより適切に行っています。

　近年、多くの企業がデジタルトラン
スフォーメーション（DX）を推進し、IT 
の活用の度合いは非常に拡大していま
す。具体的にはクラウドシステムの導入
や、RPA による自動化といった新たな
仕組みの導入が進められています。ま
た、リモートワークの定着や電子帳簿
保存法への対応等により、紙やハンコ
が中心の業務プロセスから脱し、電子
押印やワークフローシステムも多くの

ITを重視した監査アプローチ 

　監査におけるITの重要性

　DXとIT環境の変化

リーチアウト
「リーチアウト」は、品質管理本部が全監査チームに回答徴求するツールを用いて行う本部主導の能動的なリスク把握の
活動として2015年より運用をはじめたものです。相談に応じる体制から問いかける体制への能動的変化は当時のPwC
グローバルでも先進事例として評価されました。発案者のこだわりで、能動性を大事にした活動であることから、動詞を俗
称として当活動に命名しています。

企業で取り入れられるようになってい
ます。
　一方、これら新技術の導入は新たな
リスクももたらしています。例えば、
ワークフローシステムが利用されてい
る場合、なりすましによって本人以外
が不正に承認を行うなどのリスクが想
定されます。また、企業の情報や業務
の多くがデジタル化されることにより、
サイバーセキュリティのリスクも増大し
ています。特に、ランサムウェアによる
被害は近年非常に増加しており、会計
データが破壊されることによって決算
処理を行うことができない場合もある
ため、監査上も関連するリスクの評価
を実施しています。
　このように、企業がさまざまな技術
革新を取り入れ、また、新たなリスクと
向き合っているにもかかわらず、監査
人が従来の手作業を中心とした内部
統制を重視した監査を行っていては、

重大な監査上のリスクを見落とすこと
につながりかねません。それだけでな
く、企業のDX推進を監査人が足止め
するということもあり得ます。
　PwCあらたでは、ITを重視した監査
を行うことにより、クライアントの変革
のスピードに寄り添い、それに伴って生
じる新たなリスクを先回りして評価す
ることで、価値ある監査を実施できる
と考えています。

　
　ITに係る統制としては、直接的に財
務報告に関連する「IT業務処理統制」
と、セキュリティ管理や障害対応など、
システムが年間を通じて適切に運用さ
れていることを担保する「IT全般統制」

が存在します。下図のように、財務諸表
が作成されるまでには各業務プロセス
で人による統制とITによる統制が組み
合わされ、さらにIT全般統制がそれら
のシステムを支えています。
　売上プロセスを例にとると、販売管
理システムによって顧客からの受注
データをもとに出荷指示が出され、単
価マスターに登録された金額を用いて
売上金額が計算され、その売上のデー
タを会計システムにインターフェイスす
るといった、一連の処理が実施されて
います。人手が介在するのは、要所での
チェックや承認のみであり、業務プロ
セスの多くはシステムによって処理さ
れています。仮に、システムの不具合に
よってインターフェイスが二重に処理さ
れたり、単価マスターが不正に改ざん
されたりすると、売上高の金額は大き
く異なることになります。したがって、
監査においてもこれらの自動処理（IT 

業務処理統制）に誤りがないかを確か
めるために、プログラムの仕様書や
ソースコードの閲覧、実際のデータを
用いた再計算といった手続が必要にな
ります。
　また、ある時点で正しくシステムが稼
働していたとしても、適切に管理されて
いなければ意図せずプログラム変更さ
れてしまうことも起こり得ます。さら
に、誰でもプログラムやデータを変更
できるような状況であれば、リスクは
一層高まります。そこで年間を通じてIT
業務処理統制が有効に機能しているこ
とを担保するため、例えばプログラムや
ユーザーを変更する際には適切な手順
を経て実施するといったIT全般統制が
必要になります。前ページの図に示し
ているように、IT全般統制が財務報告
に関連する内部統制全体の土台となっ
ており、監査上もこれを評価すること
が非常に重要です。

　企業のIT化、デジタル化が進む中、
従来の紙の証憑や手作業による統制
の検証を中心とした監査手続ではもは
や、どれだけ大量のサンプルをテスト
したとしても、監査リスクを低減させる
には不十分です。売上計上のプログラ
ムに誤りがあれば何百万件もの取引に
影響が生じ、会計システムに不適切な
アクセス権が付与されていればどこに
不正な仕訳が計上されるか分からない
ためです。しかし、企業がシステムを運
用する中で当初想定されていた仕様
と、実装されているプログラムや設定

値が異なってしまうことは珍しくなく、
表面的な理解だけでは重大なリスクを
見過ごすことにつながりかねません。
　そのため、PwCあらたでは、監査全
体に占めるIT監査の割合を高め、IT統
制に対してより深度ある監査手続を実
施しています。具体的には、IT業務処理
統制に対しては、開発者へのヒアリン
グや仕様書の閲覧などを通じてより正
確にシステムの仕様を把握するととも
に、理解したロジックどおりの処理が
実施されているか、実際のデータを用
いて検証を行います。また、その土台と
なるIT全般統制においても、プログラ
ム変更のログデータやセキュリティに
関する設定値まで検証することで、リ
スクに対して漏れのない手続を実施し
ています。さらにPwCがグローバルで
開発したツールを利用することにより、
複雑なERPシステムにおいても正確な
検証が可能です。
　ITが業務プロセスに組み込まれるこ
とにより、大量の取引やデータをルー
ルに則って一貫して処理することがで
き、また、適切な担当者だけがアクセス
できるように制限することで不正な
データ改ざんを防止するなど、内部統
制の強化に役立ちます。その一方で、
前述のようにITを利用することによっ
て生じるリスクも存在します。企業がこ
れらITの利点とリスクを理解して内部
統制を構築するとともに、監査人も同
じくITや関連する内部統制を深く理解
することで、有効かつ効率的な監査が
実施できると私たちは考えています。
　さらに近年では、外部からのサイ
バー攻撃が企業のビジネスリスクのみ

ならず財務報告に影響を与えるリスク
も増大しており、ITから生じるリスクの
評価についてはこれらも織り込む必要
が出てきています。PwCにおいては
ランサムウェアやビジネスメール詐欺
等の一般的に財務報告に影響を与える
可能性のあるサイバーセキュリティリス
クを定め、サイバーインシデントが発生
した後の対応だけでなく、全社に対し
てこれらのサイバーセキュリティリスク
評価を行うとともに、必要に応じて内
部統制の評価等の監査手続を行って
います。PwCグローバルと連携して最
新のリスク評価を監査アプローチに取
り込んでおり、常に手法の変化するサ
イバーリスクに対応しています。

　ITに関する高度な監査手続を実施す
るため、PwCあらたには、システム・プ
ロセス・アシュアランス部（SPA）が存
在し、 300名を超えるIT 専門家が所属
しています。SPAは公認会計士だけで
なく、SE、ITコンサルタント、事業会社
経験者など多様な専門性を持つプロ
フェッショナルによって構成されてお
り、ITや監査に関するPwCグローバル
の研修を受講することで最新の情報を
キャッチアップしています。
　監査を実施する際には、クライアン
ト企業のIT環境の複雑性に応じて最
適なレベルでのSPAの関与を検討して
おり、現在は大半の監査業務において
SPAが関与しています。監査チームと
SPAは密に連携し、両者が一体となっ
た監査体制を実現しています。

監査業務プロセス改善プログラム
EPQについては
p.123をご参照ください。

時のみならず、検討すべき事項が生じ
るたびに、監査チームと討議し、実効
性のある審査を適時に行っています。
　審査担当パートナーの選任にあたっ
ては、各業務部門での推薦を受け、品
質管理担当執行役が承認することで、
審査担当パートナーの適格性を確保し
ています。また、適切な審査を行う上
で必要とされる研修を受講する義務
が課され、受講したかどうかの確認が
行われています。
　また、監査責任者と審査担当パート
ナーとの間における監査上の判断の
相違については審査会における審査
により解決を図りますが、審査の最終
機関は審査担当者と定め、責任ある審
査を課しています。

　チーフオーディターは、各監査部門
で監査業務に携わるパートナーおよ
び職員のうち、監査に関する知識・経
験が特に豊富な人財（2022年6月30
日現在76名）により構成され、各業務
部門における自主的な品質管理活動
を主導します。
　また、法人レベルの品質管理活動に
ついて、監査現場での定着を図るとと
もに、法人全体の品質管理活動に役
立てるため、監査現場における意見や
アイデアを収集して、品質管理本部と
連携しながら活動しています。また、実
務的な論点や監査現場においてニー
ズが高い論点を中心にワークショップ

を開催する等、業務部門内の意見交
換の促進に貢献しています。
　チーフオーディターとしての活動を
通じた監査品質向上への貢献は、メン
バーの人事評価にも反映されていま
す。さらに、2020年度より法人全体
で開始した、監査業務プロセス改善
のためのプログラムであるE P Q
（Engagement Performance & 
Quality）の取り組みはチーフオーディ
ターが中心となり推進しており、2021
年度にEPQの各施策が法人全体に浸
透し、2022年度は深化を図りました。

　チーフオーディター
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■ ITおよび業務プロセス関連図

・システム開発
・プログラム変更
・コンピュータ運用
・セキュリティ

●自動化された統制　●自動計算　●インターフェイス　●アクセス制限　●レポート

情報システム管理・セキュリティ管理

アプリケーションシステム

調達 生産 販売 ・・・

・・・

財務報告（決算）

運用 OS DBMS アクセス制限 ネットワーク サイバーセキュリティ クラウド

EC

EDI

IT業務処理統制

IT全般統制

会計システム

　現在の企業活動においては、さまざ
まな業務でITが利用されており、財務
報告や関連する内部統制においても
ITは欠かせないものとなっています。
ほとんどの企業で財務諸表を作成す
るための会計システムが使用されてお
り、売上高等の基礎情報は売上システ
ムや在庫管理システムによって生成さ
れています。これらのITによって業務
の高度化・効率化が進む一方で、近年
における会計不正や内部統制の不備
事例においては、システムへの虚偽の

データ入力や改ざんなど、ITシステム
の管理が関連する事例も生じていま
す。そのため、監査上も財務報告のた
めに使用されているITの信頼性を評
価することが必要となっています。
　私たちの監査アプローチにおいて
は、それらのITの変化やトレンドも適
時に反映しており、監査手続に反映し
ています。また、ISA315（Revised）お
よび改正監基報315においても、ITに
関する要求事項が大幅に増加してい
ます。私たちPwCでは最新の監査基
準を反映するためにPwC Auditを改
正し、ITの利用から生じるリスク評価

をより適切に行っています。

　近年、多くの企業がデジタルトラン
スフォーメーション（DX）を推進し、IT 
の活用の度合いは非常に拡大していま
す。具体的にはクラウドシステムの導入
や、RPA による自動化といった新たな
仕組みの導入が進められています。ま
た、リモートワークの定着や電子帳簿
保存法への対応等により、紙やハンコ
が中心の業務プロセスから脱し、電子
押印やワークフローシステムも多くの

企業で取り入れられるようになってい
ます。
　一方、これら新技術の導入は新たな
リスクももたらしています。例えば、
ワークフローシステムが利用されてい
る場合、なりすましによって本人以外
が不正に承認を行うなどのリスクが想
定されます。また、企業の情報や業務
の多くがデジタル化されることにより、
サイバーセキュリティのリスクも増大し
ています。特に、ランサムウェアによる
被害は近年非常に増加しており、会計
データが破壊されることによって決算
処理を行うことができない場合もある
ため、監査上も関連するリスクの評価
を実施しています。
　このように、企業がさまざまな技術
革新を取り入れ、また、新たなリスクと
向き合っているにもかかわらず、監査
人が従来の手作業を中心とした内部
統制を重視した監査を行っていては、

重大な監査上のリスクを見落とすこと
につながりかねません。それだけでな
く、企業のDX推進を監査人が足止め
するということもあり得ます。
　PwCあらたでは、ITを重視した監査
を行うことにより、クライアントの変革
のスピードに寄り添い、それに伴って生
じる新たなリスクを先回りして評価す
ることで、価値ある監査を実施できる
と考えています。

　
　ITに係る統制としては、直接的に財
務報告に関連する「IT業務処理統制」
と、セキュリティ管理や障害対応など、
システムが年間を通じて適切に運用さ
れていることを担保する「IT全般統制」

が存在します。下図のように、財務諸表
が作成されるまでには各業務プロセス
で人による統制とITによる統制が組み
合わされ、さらにIT全般統制がそれら
のシステムを支えています。
　売上プロセスを例にとると、販売管
理システムによって顧客からの受注
データをもとに出荷指示が出され、単
価マスターに登録された金額を用いて
売上金額が計算され、その売上のデー
タを会計システムにインターフェイスす
るといった、一連の処理が実施されて
います。人手が介在するのは、要所での
チェックや承認のみであり、業務プロ
セスの多くはシステムによって処理さ
れています。仮に、システムの不具合に
よってインターフェイスが二重に処理さ
れたり、単価マスターが不正に改ざん
されたりすると、売上高の金額は大き
く異なることになります。したがって、
監査においてもこれらの自動処理（IT 

　IT業務処理統制とIT全般統制

業務処理統制）に誤りがないかを確か
めるために、プログラムの仕様書や
ソースコードの閲覧、実際のデータを
用いた再計算といった手続が必要にな
ります。
　また、ある時点で正しくシステムが稼
働していたとしても、適切に管理されて
いなければ意図せずプログラム変更さ
れてしまうことも起こり得ます。さら
に、誰でもプログラムやデータを変更
できるような状況であれば、リスクは
一層高まります。そこで年間を通じてIT
業務処理統制が有効に機能しているこ
とを担保するため、例えばプログラムや
ユーザーを変更する際には適切な手順
を経て実施するといったIT全般統制が
必要になります。前ページの図に示し
ているように、IT全般統制が財務報告
に関連する内部統制全体の土台となっ
ており、監査上もこれを評価すること
が非常に重要です。

　企業のIT化、デジタル化が進む中、
従来の紙の証憑や手作業による統制
の検証を中心とした監査手続ではもは
や、どれだけ大量のサンプルをテスト
したとしても、監査リスクを低減させる
には不十分です。売上計上のプログラ
ムに誤りがあれば何百万件もの取引に
影響が生じ、会計システムに不適切な
アクセス権が付与されていればどこに
不正な仕訳が計上されるか分からない
ためです。しかし、企業がシステムを運
用する中で当初想定されていた仕様
と、実装されているプログラムや設定

値が異なってしまうことは珍しくなく、
表面的な理解だけでは重大なリスクを
見過ごすことにつながりかねません。
　そのため、PwCあらたでは、監査全
体に占めるIT監査の割合を高め、IT統
制に対してより深度ある監査手続を実
施しています。具体的には、IT業務処理
統制に対しては、開発者へのヒアリン
グや仕様書の閲覧などを通じてより正
確にシステムの仕様を把握するととも
に、理解したロジックどおりの処理が
実施されているか、実際のデータを用
いて検証を行います。また、その土台と
なるIT全般統制においても、プログラ
ム変更のログデータやセキュリティに
関する設定値まで検証することで、リ
スクに対して漏れのない手続を実施し
ています。さらにPwCがグローバルで
開発したツールを利用することにより、
複雑なERPシステムにおいても正確な
検証が可能です。
　ITが業務プロセスに組み込まれるこ
とにより、大量の取引やデータをルー
ルに則って一貫して処理することがで
き、また、適切な担当者だけがアクセス
できるように制限することで不正な
データ改ざんを防止するなど、内部統
制の強化に役立ちます。その一方で、
前述のようにITを利用することによっ
て生じるリスクも存在します。企業がこ
れらITの利点とリスクを理解して内部
統制を構築するとともに、監査人も同
じくITや関連する内部統制を深く理解
することで、有効かつ効率的な監査が
実施できると私たちは考えています。
　さらに近年では、外部からのサイ
バー攻撃が企業のビジネスリスクのみ

ならず財務報告に影響を与えるリスク
も増大しており、ITから生じるリスクの
評価についてはこれらも織り込む必要
が出てきています。PwCにおいては
ランサムウェアやビジネスメール詐欺
等の一般的に財務報告に影響を与える
可能性のあるサイバーセキュリティリス
クを定め、サイバーインシデントが発生
した後の対応だけでなく、全社に対し
てこれらのサイバーセキュリティリスク
評価を行うとともに、必要に応じて内
部統制の評価等の監査手続を行って
います。PwCグローバルと連携して最
新のリスク評価を監査アプローチに取
り込んでおり、常に手法の変化するサ
イバーリスクに対応しています。

　ITに関する高度な監査手続を実施す
るため、PwCあらたには、システム・プ
ロセス・アシュアランス部（SPA）が存
在し、 300名を超えるIT 専門家が所属
しています。SPAは公認会計士だけで
なく、SE、ITコンサルタント、事業会社
経験者など多様な専門性を持つプロ
フェッショナルによって構成されてお
り、ITや監査に関するPwCグローバル
の研修を受講することで最新の情報を
キャッチアップしています。
　監査を実施する際には、クライアン
ト企業のIT環境の複雑性に応じて最
適なレベルでのSPAの関与を検討して
おり、現在は大半の監査業務において
SPAが関与しています。監査チームと
SPAは密に連携し、両者が一体となっ
た監査体制を実現しています。

監査手続のデジタル化については
第4章「アシュアランス変革」
p.119をご参照ください。
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　現在の企業活動においては、さまざ
まな業務でITが利用されており、財務
報告や関連する内部統制においても
ITは欠かせないものとなっています。
ほとんどの企業で財務諸表を作成す
るための会計システムが使用されてお
り、売上高等の基礎情報は売上システ
ムや在庫管理システムによって生成さ
れています。これらのITによって業務
の高度化・効率化が進む一方で、近年
における会計不正や内部統制の不備
事例においては、システムへの虚偽の

データ入力や改ざんなど、ITシステム
の管理が関連する事例も生じていま
す。そのため、監査上も財務報告のた
めに使用されているITの信頼性を評
価することが必要となっています。
　私たちの監査アプローチにおいて
は、それらのITの変化やトレンドも適
時に反映しており、監査手続に反映し
ています。また、ISA315（Revised）お
よび改正監基報315においても、ITに
関する要求事項が大幅に増加してい
ます。私たちPwCでは最新の監査基
準を反映するためにPwC Auditを改
正し、ITの利用から生じるリスク評価

をより適切に行っています。

　近年、多くの企業がデジタルトラン
スフォーメーション（DX）を推進し、IT 
の活用の度合いは非常に拡大していま
す。具体的にはクラウドシステムの導入
や、RPA による自動化といった新たな
仕組みの導入が進められています。ま
た、リモートワークの定着や電子帳簿
保存法への対応等により、紙やハンコ
が中心の業務プロセスから脱し、電子
押印やワークフローシステムも多くの

※投資信託を除く国内上場企業が対象

328名SPA人員数 100%SPA関与社数割合

企業で取り入れられるようになってい
ます。
　一方、これら新技術の導入は新たな
リスクももたらしています。例えば、
ワークフローシステムが利用されてい
る場合、なりすましによって本人以外
が不正に承認を行うなどのリスクが想
定されます。また、企業の情報や業務
の多くがデジタル化されることにより、
サイバーセキュリティのリスクも増大し
ています。特に、ランサムウェアによる
被害は近年非常に増加しており、会計
データが破壊されることによって決算
処理を行うことができない場合もある
ため、監査上も関連するリスクの評価
を実施しています。
　このように、企業がさまざまな技術
革新を取り入れ、また、新たなリスクと
向き合っているにもかかわらず、監査
人が従来の手作業を中心とした内部
統制を重視した監査を行っていては、

重大な監査上のリスクを見落とすこと
につながりかねません。それだけでな
く、企業のDX推進を監査人が足止め
するということもあり得ます。
　PwCあらたでは、ITを重視した監査
を行うことにより、クライアントの変革
のスピードに寄り添い、それに伴って生
じる新たなリスクを先回りして評価す
ることで、価値ある監査を実施できる
と考えています。

　
　ITに係る統制としては、直接的に財
務報告に関連する「IT業務処理統制」
と、セキュリティ管理や障害対応など、
システムが年間を通じて適切に運用さ
れていることを担保する「IT全般統制」

が存在します。下図のように、財務諸表
が作成されるまでには各業務プロセス
で人による統制とITによる統制が組み
合わされ、さらにIT全般統制がそれら
のシステムを支えています。
　売上プロセスを例にとると、販売管
理システムによって顧客からの受注
データをもとに出荷指示が出され、単
価マスターに登録された金額を用いて
売上金額が計算され、その売上のデー
タを会計システムにインターフェイスす
るといった、一連の処理が実施されて
います。人手が介在するのは、要所での
チェックや承認のみであり、業務プロ
セスの多くはシステムによって処理さ
れています。仮に、システムの不具合に
よってインターフェイスが二重に処理さ
れたり、単価マスターが不正に改ざん
されたりすると、売上高の金額は大き
く異なることになります。したがって、
監査においてもこれらの自動処理（IT 

　ITに関する監査アプローチ

業務処理統制）に誤りがないかを確か
めるために、プログラムの仕様書や
ソースコードの閲覧、実際のデータを
用いた再計算といった手続が必要にな
ります。
　また、ある時点で正しくシステムが稼
働していたとしても、適切に管理されて
いなければ意図せずプログラム変更さ
れてしまうことも起こり得ます。さら
に、誰でもプログラムやデータを変更
できるような状況であれば、リスクは
一層高まります。そこで年間を通じてIT
業務処理統制が有効に機能しているこ
とを担保するため、例えばプログラムや
ユーザーを変更する際には適切な手順
を経て実施するといったIT全般統制が
必要になります。前ページの図に示し
ているように、IT全般統制が財務報告
に関連する内部統制全体の土台となっ
ており、監査上もこれを評価すること
が非常に重要です。

　企業のIT化、デジタル化が進む中、
従来の紙の証憑や手作業による統制
の検証を中心とした監査手続ではもは
や、どれだけ大量のサンプルをテスト
したとしても、監査リスクを低減させる
には不十分です。売上計上のプログラ
ムに誤りがあれば何百万件もの取引に
影響が生じ、会計システムに不適切な
アクセス権が付与されていればどこに
不正な仕訳が計上されるか分からない
ためです。しかし、企業がシステムを運
用する中で当初想定されていた仕様
と、実装されているプログラムや設定

値が異なってしまうことは珍しくなく、
表面的な理解だけでは重大なリスクを
見過ごすことにつながりかねません。
　そのため、PwCあらたでは、監査全
体に占めるIT監査の割合を高め、IT統
制に対してより深度ある監査手続を実
施しています。具体的には、IT業務処理
統制に対しては、開発者へのヒアリン
グや仕様書の閲覧などを通じてより正
確にシステムの仕様を把握するととも
に、理解したロジックどおりの処理が
実施されているか、実際のデータを用
いて検証を行います。また、その土台と
なるIT全般統制においても、プログラ
ム変更のログデータやセキュリティに
関する設定値まで検証することで、リ
スクに対して漏れのない手続を実施し
ています。さらにPwCがグローバルで
開発したツールを利用することにより、
複雑なERPシステムにおいても正確な
検証が可能です。
　ITが業務プロセスに組み込まれるこ
とにより、大量の取引やデータをルー
ルに則って一貫して処理することがで
き、また、適切な担当者だけがアクセス
できるように制限することで不正な
データ改ざんを防止するなど、内部統
制の強化に役立ちます。その一方で、
前述のようにITを利用することによっ
て生じるリスクも存在します。企業がこ
れらITの利点とリスクを理解して内部
統制を構築するとともに、監査人も同
じくITや関連する内部統制を深く理解
することで、有効かつ効率的な監査が
実施できると私たちは考えています。
　さらに近年では、外部からのサイ
バー攻撃が企業のビジネスリスクのみ

ならず財務報告に影響を与えるリスク
も増大しており、ITから生じるリスクの
評価についてはこれらも織り込む必要
が出てきています。PwCにおいては
ランサムウェアやビジネスメール詐欺
等の一般的に財務報告に影響を与える
可能性のあるサイバーセキュリティリス
クを定め、サイバーインシデントが発生
した後の対応だけでなく、全社に対し
てこれらのサイバーセキュリティリスク
評価を行うとともに、必要に応じて内
部統制の評価等の監査手続を行って
います。PwCグローバルと連携して最
新のリスク評価を監査アプローチに取
り込んでおり、常に手法の変化するサ
イバーリスクに対応しています。

　ITに関する高度な監査手続を実施す
るため、PwCあらたには、システム・プ
ロセス・アシュアランス部（SPA）が存
在し、 300名を超えるIT専門家が所属
しています。SPAは公認会計士だけで
なく、SE、ITコンサルタント、事業会社
経験者など多様な専門性を持つプロ
フェッショナルによって構成されてお
り、ITや監査に関するPwCグローバル
の研修を受講することで最新の情報を
キャッチアップしています。
　監査を実施する際には、クライアン
ト企業のIT環境の複雑性に応じて最
適なレベルでのSPAの関与を検討して
おり、現在は大半の監査業務において
SPAが関与しています。監査チームと
SPAは密に連携し、両者が一体となっ
た監査体制を実現しています。

　IT専門家の利用
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PwCあらた PwC
ネットワーク

全世界共通のポリシー（PwC Audit Guide等）や
ツール（Aura、Halo等）の開発

ファーム間のインストラクションを通じた
各国拠点による海外子会社の監査実施

品質管理のモニタリング
GAQ-I

■ グローバル監査体制

４者会議
重要な案件、新規重要子会社など必要に応じて機動的に開催

面着対応
海外であっても早い段階で、現地監査人と共に現地経営陣と対面によるディス
カッションを行い、課題を早期に解決

品質管理部門の連携
重要課題には早期に品質管理部門がサポートし、必要に応じて品質管理部門が現地の品質管
理部門とも直接コミュニケーション

専門家チームの組成
現地で専門家チームを組成した際には、日本でも専門家チームを組成し、専門家チームと監査
チームが一体となって対応

被監査会社

被監査会社
海外拠点

PwCあらた
監査チーム

海外子会社
監査チーム / JBN 

PwCあらた
品質管理部門  専門家チーム

海外PwC
品質管理部門  専門家チーム

4者会議

“One PwC”

コミュニケーションツール

サポート

サポート

監査

監査

連携

　
　グローバルに事業を展開する企業
のグループ監査を適切に実施するた
めには、海外子会社等に係る監査上
のリスクを識別し、適切な対応を図る
必要があります。PwCでは、グローバ
ルネットワーク共通の監査手法であ
るPwC Audi tを各国で適用してお
り、当法人では、企業の海外拠点の社
会、文化、法制度、言語を深く理解しつ
つ、現地PwCネットワークファームと
密接に連携することにより、海外子会
社等を取り巻く各国の事業環境を勘
案しながら、グローバルで一貫した高
品質の監査を実施します。
　当法人では、One PwCでのグロー
バル監査対応を行っています。
　国際的に事業を展開する企業の監

査を行う際に、必要に応じてJBNメン
バーを関与させ、海外子会社等の監
査を実施する監査チームとの密接な
連携を図ります。また、親会社監査
チームと子会社監査チームとの間で
はConnect Audit Manager（注）など
のコミュニケーションツールを用い
て、適時かつスムーズな情報伝達を
行っています。
　不正などの重大な問題発生時にお
いては、海外であっても早い段階で現
地監査人と共に現地経営陣との対面
によるディスカッションを実施し、重
要課題については早期に品質管理部
門がサポートし、必要に応じて現地の
品質管理部門とも直接コミュニケー
ションして解決を図ります。また、被
監査会社、被監査会社の海外子会社、
PwCあらた、海外ネットワークファー

ムの４者会議を開催し意見調整を行
うことで、会社と一緒に迅速に課題を
解決します。

 

　PwCグローバルネットワークは世
界各国・地域に、日本企業のビジネス
を支援するため、会計・監査をはじめ
とする専門家から構成される日本企
業支援ネットワークを構築していま
す。2022年6月30日現在、日本企業
支援ネットワークには663名（うち、
日本語対応可能者461名）の専門家を
配置しています。 

PwCネットワークとの連携 (Collaboration with PwC Network)

PwCあらたは、PwCネットワークと連携して、監査手法の導入や監査業務のモニタリング、テクノロジーの開発について
連携するとともに被監査会社の海外子会社の監査をPwCネットワークの各拠点とも連携しています。

　グローバル監査対応 

日本企業支援ネットワーク
（JBN：Japanese Business Network） 

3
Quality Management
品質管理

（注）Connect Audit Managerは親会社監査チームが
子会社監査チームとリアルタイムかつ安全にコミュ
ニケーションをとることを可能とするために開発さ
れたWebベースのプラットフォームです。監査の進
捗管理や協議事項の可視化が可能になります。
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◆目標12

　PwCネットワークの主要なメンバーファームとして、当法人は継続的に改善に取り組
み、クライアントへのサービス提供とPwCとしての活動の連携を図っています。この取り
組みの一環として、複数のPwCネットワークファームにおいてさまざまな役割を担ってき
た経験を持つジェームズ ボイントンを品質管理本部の共同代表として選任しています。ボ
イントンは、以前も日本において10年以上にわたり監査業務を実施した経験があります。
　クライアントに提供する品質と価値を高めるためには、日本の企業、我が国において要
求されるガバナンスや基準、監査法人に対する期待といった知見をPwCネットワークで
理解を共有することが重要となります。このような知見を共有する活動の他、他のメン
バーファームとの間で、品質管理のモニタリングのためのツール、テンプレート、ガイダン
ス、システムの共有にも取り組んでおり、このような活動を通じて、日本からPwCネット
ワークに継続的に価値を提供し、品質向上に貢献しています。PwCネットワークの独立し
た主要なファームのリーダーの一員として、他のメンバーファームと連携し、日本から知見
等の共有を通じて相互に学ぶ活動を推進し、ネットワーク全体の運営とサービス提供を
強化する責任を担っています。
　当法人は、PwCネットワークのメンバーファームの役割として、「規律」「倫理感」「尊重」
を柱に、日本のクライアントに品質の高いサービスを提供することを目指しています。「規
律」により、職業的専門家としての基準やPwCのポリシーに従って行動し、継続的に改善
するよう努めることができます。「倫理感」は、専門家としての意識を醸成し、個人としての
行動に対する私たちの道徳的責任感を導きます。「尊重」は、人との関係の礎となり、私た
ちの在り方や行動に対して良い影響を与えます。これらの資質は、日本の文化だけではな
く当法人の文化に根付いたものです。当法人のメンバー一人一人がこれらを発揮して、
「The New Equation」、すなわち「クライアントやステークホルダーが『Trust』を構築し、
『Sustained Outcomes』を実現することを支援」することできるのです。

品質管理共同担当　ジェームズ ボイントン（パートナー）

グローバル ネットワークの品質への貢献
PwC Professional Voice
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監査チーム品質管理本部

サ
ポ
ー
ト
お
よ
び
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

Aura

監
査
業
務

根本原因分析と改善策の立案

監査報告書発行

ホットレビューの結果分析と共有

➀ 独立性や契約のモニタリング

➂ 不正リスク対応

➃ 業務負荷のモニタリング（十分な時間の確保）

➄ リーチアウト（特定課題に関するアンケート）

➇ コールドレビュー（監査終了後のレビュー）

外部検査の実施

➅ Real Time Assurance
　（電子監査調書にアクセスして異常を検知）

➆ ホットレビュー（監査進行中のレビュー）

➁ 専門的な見解の問い合わせ

品質管理本部によるサポートおよびモニタリング

3
Quality Management
品質管理

99 ｜ PwC



　当法人では、事前に専門的な見解
の問い合わせが必要な事項を明示
し、監査チームが該当する事象に直面
した場合には、品質管理本部の見解
を入手することを義務付けています。
品質管理本部の担当者は、事案の内
容や監査チームの検討結果および暫
定的な結論について監査チームと十
分に議論を行い、専門的な調査を実
施した上で見解を示します。品質管理
本部の担当者は、外部の専門機関へ
の出向経験がある者など各専門領域
および実務に精通した者で構成して
います。
　2022年度は、合計457件の問い合
わせに対応しました。なお、品質管理
本部として質問や相談を推奨した結
果、質問や簡易的な相談件数は増加
しています。また、監査チームに提供
した専門的な見解のうち一般化でき
る内容については、FAQやwebcastと
して法人内のデータベースを通じて共
有しています。

　監査責任者は、その職責を果たす
ための適性、能力および経験を考慮し
て各業務部門の責任者により選任さ
れますが、さらに品質管理本部が、客
観的な視点から選任結果を個別に検
討するプロセスを採用しています。加
えて、各パートナーの年間の担当業務
に偏りがないかを確認し、パートナー
の業務のポートフォリオのレビューを

実施しています。
　このレビューにおいて、各パート
ナーは自身の年間の担当業務量、業
務の複雑性、繁忙期の集中度等を把
握し、各業務部門の責任者と面談を実
施しています。さらに品質管理本部が
客観的な視点からこれを横断的にレ
ビューし、必要に応じて関係者と協議
し、業務分担の見直しを求める等、き
め細かいモニタリングを行っています。

　品質管理本部では、監査において特
に留意すべき事項の有無や各監査
チームの対応状況を積極的に情報収
集した上で分析し、監査チームを支援
するため、アンケート形式の調査「リー
チアウト」を実施しています。リーチア
ウト活動の対象は、例えば、特定の業
種に所属する被監査会社など、調査項
目に応じて都度決定しています。
　また、質問内容もその都度使い分
けています。こうしたリーチアウトを
通じて個々の監査業務の現状に関す
る情報を入手します。これに被監査会
社の財務情報等や、監査部門からの
情報等を加味してプロファイリングす
ることにより、追加的な対応や支援が
必要な監査チームを識別します。

　品質管理本部では、リーチアウト活
動に加えて、電子化された監査調書
であるAura内のデータを自動的に集
約し、業務進捗等をモニタリングする
取り組みを進めています。この活動を
Real Time Assurance（RTA）と呼
んでおり、この活動により例えば、業
務進捗が遅れている監査チームをリ
アルタイムに発見し、対応支援するこ

とができます。該当する監査チームに
は通知を行い、改善が必要か否か調
査しています。例えば、適切な監査手
続マスターの選択、重要性基準値の
設定、監査対象とする財務諸表項目
の選定、監査アプローチの選択など、
Auditに従っていない可能性がある監
査業務や、プロジェクト管理が適切に
行われていない可能性がある監査業
務についてリアルタイムで監視し、品
質管理上の問題が顕在化する前に監
査チーム自らが必要な対処を行うこ
とができるように支援しています。ま
た、デジタルツールを用いて集約した
データを用いて、法人全体の品質の
傾向を把握するための分析を行って
います。

　リーチアウトにおける分析やRTA
により追加的な対応や支援が必要と
判断された監査チームに対して実施
される施策の代表が、ホットレビュー
です。ホットレビューでは、高リスク領
域を中心に、監査チームにより監査が
計画・実施されるのと同時に、経験あ
るレビューアーが監査チームの選択し
たテストアプローチやその結果をレ
ビューし、アドバイスを提供します。
　これにより監査チームを支援する
と同時に、現場の監査品質をモニタリ
ングしています。ホットレビューは、ク
オリティ・レビュー部を中心に、他の
品質管理部門や各業務部門のチーフ
オーディターと協力して実施されま
す。さらにレビュー時間および対象業
務の増加ならびに、レビューアー教育
およびツールの充実を図ることでホッ
トレビューの拡充を図っています。

　➄ リーチアウト

　➆ ホットレビュー

　➅Real Time Assurance

　➁ 専門的な見解の問い合わせ

　➂ 不正リスク対応→p.101参照

　➇ コールドレビュー→p.103参照

　➃ 業務負荷の見直しとモニタリング

➀独立性や契約のモニタリング
→ p.87参照

◆目標12 / ◆目標14 1 

ガ
バ
ナ
ン
ス

2 

人
財

3 

品
質
管
理

4 

ア
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
変
革

PwCあらた有限責任監査法人　監査品質に関する報告書2022 ｜ 100



3
Quality Management
品質管理

不正リスクへの対応

　わが国の監査基準においては、「監
査人は、職業的専門家としての正当な
注意を払い、懐疑心を保持して監査を
行わなければならない」と定められて
います。また、「監査における不正リス
ク対応基準」においても、不正リスク
に適切に対処する上で、職業的専門家
としての懐疑心（職業的懐疑心）が重
要であることが強調されています。

　当法人では、監査チームメンバーが
職業的懐疑心を保持・発揮し、不正リ
スクに対してより注意深く、批判的な
姿勢で臨むためには、監査チーム内で
の円滑なコミュニケーションが重要だ
と考えています。監査チームメンバー
間の率直な意見交換を通じて、監査
責任者を含む監査チームメンバー間
で、潜在的な不正リスクを含む監査リ
スクの認識、事業上の合理性に疑問を
抱かせる特異な取引等、監査上重要
な問題となる可能性のある事項およ
びその対応方針を共有します。
　また、監査チームメンバーが、不正
による重要な虚偽の表示を示唆する
状況を適時かつ適切に識別すること
ができるよう、次の取り組みを行って
います。

•パートナーおよび監査現場をリー
ドする一定以上の経験を有する職
員に対して、過去の不正事案を踏ま
えたケーススタディ研修の受講の義
務付け。

•当法人内外からの
通報制度として、
監査ホットライン※

を導入。
※監査ホットラインは、法人ウェブサイトに通報方法を記
載しています。通報者が人事等において不利益を受け
ないよう、関連規程上、明文で定めています。また、リス
ク管理部リーダーが、提供された情報に関するアクセ
ス従事者を選任します。通報対象事項に関係を有する
者にはアクセス権限を付与せず、通報者の秘密を守る
ことにより、通報者が不測の不利益を受ける事態も防
いでいます。

　監査チームが不正による重要な虚
偽表示の可能性を識別した場合には、
右表のとおり状況に応じて、法人内に
共有し、必要な対応を実施していま
す。当該監査チームに対して、審査担
当パートナーによる厳格な審査や部
門リスク管理担当パートナーによる助
言、品質管理本部による専門的見解
の提供、不正の専門家による関与など
を実施することがあります。

　近時の会計不正事例から監査上の
対応を学ぶ研修を実施するとともに、
法人外部の実務家や法律家を講師と
して招き、デジタルリスクと企業の対

応、AIの活用、リーガルリスクマネジ
メント、内部通報システムによる不正
リスク早期発見・対応のためのポイン
ト等についての研修を実施しました。

　上場する被監査会社が公表してい
る有価証券報告書等および決算短信
における財務データの数年にわたる
推移や一般的な財務比率および売上
債権等の回転期間の変遷から、不正
事例を踏まえた異常値が含まれてい
ないかなどについて、個別に監査チー
ムに問い合わせ、不正の兆候がない
か確認する取り組みを始めています。
品質管理本部も監査チームとのディ
スカッションを通じ、被監査会社の財
務情報の意味合いや事業の特徴を理
解する機会を得ることができ、リスク
プロファイリングの高度化に役立て
ています。また、品質管理本部担当者
が監査完了前の財務諸表をレビュー
し、被監査会社の事業や勘定科目の
特質を踏まえ、公表されている不正事
例に照らして不正の兆候がないか検
討し、監査チームにフィードバックす
る取り組みも始めています。

　不正リスク対応研修

　被監査会社の財務データ等の分析

不正による重要な虚偽表示の
リスク

不正による重要な虚偽表示の
可能性への対応

職業的専門家としての
懐疑心の保持および発揮
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■ 不正リスクへの対応

監査チーム

法人の体制

法人の組織
文化・風土

● 監査責任者を含むチー
ムメンバー間のインタラ
クティブな対話

● 不正リスクの識別、対応
手続立案

職業的専門家としての
懐疑心の保持および発揮

● 過去事例等の研修
● 監査ホットライン

● ステークホルダーの期待に対して、正しいことをする（Doing the right thing）、すなわち、厳正かつ
公正な高品質の監査を実践していくという組織文化

● 年齢や職階に関係なく、建設的な意見を表明すること（Speak up）が定着

● 経営者に対する質問
● 追加的な監査手続

不正による重要な
虚偽の表示を示唆する
状況への対応

● 監査チームから
品質管理本部への報告

● リスク評価、リスク対応手続の詳細およ
び監査報告に及ぼす影響検討

● 専門家の関与の要否検討
● 適格な審査担当パートナーの審査実施

不正による重要な虚偽の表示の
疑義があると
判断した場合の対応

● 品質管理本部による専門的見解の提供
● 監査チーム体制強化検討
● 部門リスク管理パートナー助言
● 審査体制の強化検討
● 品質管理本部による審査実施状況の
モニタリング

　リスク管理部は、監査業務やアドバイザリー業務を経験したり、外部機関に出向したりしてさまざまな
経験を積んできた多様な人財が、業務の受け入れから終了までの間にエンゲージメントチームで発生し
たさまざまな問題の解決を法人のリスクを勘案したうえで、エンゲージメントチームを客観的な立場から
サポートする部署です。
　さまざまな業務の中で特に重要な業務の一つとして不正事案への対応があります。監査チームからは
案件の大小にかかわらず、不正事案が報告されますが、監査チームメンバーは過去に不正事案に遭遇し
たことがない場合も多いので、常に監査チームと一緒になって深く事実関係を理解した上で、客観的な
立場から必要な監査手続やクライアントとのコミュニケーションを検討していきます。
　また、リスク管理部に相談のある案件は、時間に余裕がないことが多いため、機動的かつ頻繁に監査
チームと解決を図っていきます。

リスク管理部　鈴木 正人（パートナー）

リスクマネジメント部パートナーからのメッセージ
PwC Professional Voice
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■ レビューアーの稼働時間

ホットレビュー
（監査進行中のレビュー）

監査事務所の
品質管理体制

個々の監査業務

定期的検証

（監査終了後のレビュー
）

識
別
し
た
不
備
の
評
価
、

伝
達
お
よ
び
是
正

根本原因分析と対応策の周知徹底

次
年
度
の

施
策
へ
の
反
映

レビューの種別

ホットレビュー（監査進行中のレビュー）

定期的検証（監査終了後のレビュー）

合計

2021年度

8,062時間 

3,762時間  

11,824時間  

2022年度

8,722時間  

4,281時間  

13,003時間  

3
Quality Management
品質管理

　
　当法人では、監査事務所の品質管
理体制および個別の監査業務に関す
る定期的検証を実施しています。
　この定期的検証では、PwCネット
ワークが世界統一で採用する品質管
理レビューの仕組みであるGlobal 
Assurance Quality Inspection
（GAQ-I）を活用しています。
　GAQ-Iは、国際品質管理基準第1
号をはじめとする監査事務所の品質
管理および監査に関する基準を踏ま
えて開発されたプログラムです。レ
ビューチームはクオリティ・レビュー部

メンバーを中心に、海外のPwCメン
バーファームのパートナーおよびマ
ネージャーを含めて編成され、PwC

ネットワーク共通の方針、手続、ツー
ルおよびガイダンスを利用してレ
ビューを実施します。

　監査事務所の品質管理体制の定期
的検証は、法人全体の品質管理の仕
組みに関する内部統制が、品質管理
の基準に沿って適切に整備および運
用されているかどうか検証するもの
です。

　個々の監査業務の定期的検証は、
個々の監査業務が、監査に関する基
準等に沿って適切に実施されている
かどうか検証するものです。
　監査責任者として監査業務を実施
しているパートナーは、原則として3年
に一度は個々の監査業務の定期的検
証の対象となります。また、社会的影
響度の高い監査業務やリスクの増大
が認識された監査業務についても、
定期的な検証の対象としています。

　

　定期的検証の結果、重要な指摘事
項が識別された場合、監査責任者は
改善計画を立案・実行して追加の監査
証拠を入手することが求められます。
品質管理本部は、当該改善計画が適
時適切に立案・実施されているかを監
視します。定期的検証の結果および一
連の是正措置は、PwCネットワーク
にも共有されるとともに、監査チーム
内での役割および責任を考慮の上、

パートナーを含む各監査チームメン
バーの人事評価に反映されます。

　当法人では、定期的検証や外部機
関による検査等の結果を踏まえて、根
本原因分析を実施し、監査品質の改
善に役立てています。具体的には、改
善が望まれる事項の分布状況、問題
が識別された監査業務とそれ以外の
業務との比較、客観的な要因と潜在的

な問題点の検討といったさまざまな
分析を行っています。当法人では、こ
れらの分析結果を吟味し、PwCネッ
トワーク内で共有されているベストプ
ラクティスも考慮の上、人財の配置方
針の見直し、監査手続書の改訂、再発
を防止するためのガイダンスの作成、
現在進行中の監査業務における対応
状況の適時の確認、十分な教育研修
の実施など、必要な対応を行います。

　根本原因分析に基づいて個々の対
応策も実施されますが、発見された事
項はQMSEにおけるリスクとしても認
識され、法人全体の品質管理施策に
も反映されていきます。
　過去の定期的検証等から、発見さ
れた事項への対応策として、特に重要
かつ効果的と考えられる施策として取
りまとめられたものが「4＋1」の取り
組みです。

　2022年度において、32件（2021年
度は25件）の監査業務が定期的検証
の対象となり、うち97%（32件中31

件、なお2021年度は96％）について、
重要な指摘事項は識別されませんで
した。また、重要な指摘事項が識別さ
れた監査業務について再評価したと
ころ、監査意見を修正すべきものはあ
りませんでした。当該定期的検証は、
監査業務を実施しているパートナー
の47％を一度にカバーしています。

　「4＋1」など、品質改善に関するさま
ざまな取り組みを継続的に行った結
果、下表のとおり、2022年度において
重要な指摘が識別された監査業務が
定期的検証の対象業務に占める割合
は、2021年度より改善し3%と低水準
を維持しています。2021年度の定期
的検証の結果を踏まえて取り組んで
きた領域には、金額的に重要な勘定
科目、特に特別な検討を必要とするリ
スクを認識していない領域における、
慎重な監査手続の策定と実施、会計
上の見積りや監査に係る客観性のあ
る監査証拠の入手の徹底などがあり
ました。これらの領域について、企図
した一定の成果が挙がっていること
が確認されましたが、監査基準の要求
の高まりを見据え、今後もさらなる改
善の努力を継続していく予定です。

　なお、会計仕訳に関して実施する監
査手続水準の高度化は、従前より継
続して取り組んできた領域であり、上
場企業に対する手続は一定のレベル
に達したと自己評価しておりますが、
2022年度の定期的検証においては、
非上場企業における監査手続につい
て課題が見つかりました。監査基準お
よび求められる監査手続と文書化の
理解の再確認を徹底するとともに、品
質管理本部とチーフオーディターが一
体となって手続の標準化を推進してい
きます。
　当法人には、国際的な監査品質向
上の流れを汲み、定期的検証による指
摘事項から学ぶカルチャーが醸成さ
れています。定期的検証による指摘事
項については、速やかにその原因分析
を実施し、いち早く課題を認識すると
ともに、品質管理部門による専門的な
見解も積極的に取り入れ、対応策を講
じています。これからも、引き続き監
査の品質向上を最優先とする取り組
みを継続し、被監査会社とも協力しな
がら、日本における財務報告の品質向
上に寄与してまいります。

監査業務の定期的検証

　個々の監査業務の定期的検証

1． 定期的検証
（監査終了後のレビュー）

監査事務所の品質管理体制の
定期的検証

2． 識別した不備の評価、
伝達および是正

3． 根本原因分析と対応策の
周知徹底
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■ 定期的検証の結果

対象年度

2021年度

2022年度

対象業務

25件

32件

監査意見の
修正が必要

0件

0件

重要な指摘事項なし

24件

31件

重要な指摘事項あり

1件

1件

パートナーカバー率

41％

47％

　監査事務所の品質管理体制の定期
的検証は、法人全体の品質管理の仕
組みに関する内部統制が、品質管理
の基準に沿って適切に整備および運
用されているかどうか検証するもの
です。

　個々の監査業務の定期的検証は、
個々の監査業務が、監査に関する基
準等に沿って適切に実施されている
かどうか検証するものです。
　監査責任者として監査業務を実施
しているパートナーは、原則として3年
に一度は個々の監査業務の定期的検
証の対象となります。また、社会的影
響度の高い監査業務やリスクの増大
が認識された監査業務についても、
定期的な検証の対象としています。

　

　定期的検証の結果、重要な指摘事
項が識別された場合、監査責任者は
改善計画を立案・実行して追加の監査
証拠を入手することが求められます。
品質管理本部は、当該改善計画が適
時適切に立案・実施されているかを監
視します。定期的検証の結果および一
連の是正措置は、PwCネットワーク
にも共有されるとともに、監査チーム
内での役割および責任を考慮の上、

パートナーを含む各監査チームメン
バーの人事評価に反映されます。

　当法人では、定期的検証や外部機
関による検査等の結果を踏まえて、根
本原因分析を実施し、監査品質の改
善に役立てています。具体的には、改
善が望まれる事項の分布状況、問題
が識別された監査業務とそれ以外の
業務との比較、客観的な要因と潜在的

な問題点の検討といったさまざまな
分析を行っています。当法人では、こ
れらの分析結果を吟味し、PwCネッ
トワーク内で共有されているベストプ
ラクティスも考慮の上、人財の配置方
針の見直し、監査手続書の改訂、再発
を防止するためのガイダンスの作成、
現在進行中の監査業務における対応
状況の適時の確認、十分な教育研修
の実施など、必要な対応を行います。

　根本原因分析に基づいて個々の対
応策も実施されますが、発見された事
項はQMSEにおけるリスクとしても認
識され、法人全体の品質管理施策に
も反映されていきます。
　過去の定期的検証等から、発見さ
れた事項への対応策として、特に重要
かつ効果的と考えられる施策として取
りまとめられたものが「4＋1」の取り
組みです。

　2022年度において、32件（2021年
度は25件）の監査業務が定期的検証
の対象となり、うち97%（32件中31

件、なお2021年度は96％）について、
重要な指摘事項は識別されませんで
した。また、重要な指摘事項が識別さ
れた監査業務について再評価したと
ころ、監査意見を修正すべきものはあ
りませんでした。当該定期的検証は、
監査業務を実施しているパートナー
の47％を一度にカバーしています。

　「4＋1」など、品質改善に関するさま
ざまな取り組みを継続的に行った結
果、下表のとおり、2022年度において
重要な指摘が識別された監査業務が
定期的検証の対象業務に占める割合
は、2021年度より改善し3%と低水準
を維持しています。2021年度の定期
的検証の結果を踏まえて取り組んで
きた領域には、金額的に重要な勘定
科目、特に特別な検討を必要とするリ
スクを認識していない領域における、
慎重な監査手続の策定と実施、会計
上の見積りや監査に係る客観性のあ
る監査証拠の入手の徹底などがあり
ました。これらの領域について、企図
した一定の成果が挙がっていること
が確認されましたが、監査基準の要求
の高まりを見据え、今後もさらなる改
善の努力を継続していく予定です。

　なお、会計仕訳に関して実施する監
査手続水準の高度化は、従前より継
続して取り組んできた領域であり、上
場企業に対する手続は一定のレベル
に達したと自己評価しておりますが、
2022年度の定期的検証においては、
非上場企業における監査手続につい
て課題が見つかりました。監査基準お
よび求められる監査手続と文書化の
理解の再確認を徹底するとともに、品
質管理本部とチーフオーディターが一
体となって手続の標準化を推進してい
きます。
　当法人には、国際的な監査品質向
上の流れを汲み、定期的検証による指
摘事項から学ぶカルチャーが醸成さ
れています。定期的検証による指摘事
項については、速やかにその原因分析
を実施し、いち早く課題を認識すると
ともに、品質管理部門による専門的な
見解も積極的に取り入れ、対応策を講
じています。これからも、引き続き監
査の品質向上を最優先とする取り組
みを継続し、被監査会社とも協力しな
がら、日本における財務報告の品質向
上に寄与してまいります。

　定期的検証の結果

定期的検証の結果を踏まえた
品質改善の取り組み

　 4． 次年度の施策への反映

「4＋1」についてはp.18をご参照ください。
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公認会計士・監査審査会金融庁 勧告

監査事務所

日本公認会計士協会

被監査会社等監査

審査

行政処分 措置 検査

品質管理レビューの報告

品質管理レビュー

■ 外部機関による検査等に関する制度の概要

　日本公認会計士協会による通常の
品質管理レビューは、当法人を含む大
手監査法人に対しては、これまで原則
として、2年に一度の通常レビューが
実施されています。
　監査事務所に対しては、これらの品
質管理レビューの結果に応じて、上場
会社監査事務所名簿等に注意・勧告
の概要を「開示」または名簿からの
「抹消」といった措置が取られること
がありますが、当法人は設立以来、日
本公認会計士協会の品質管理レ
ビューの結果に基づく措置を受けた
ことはありません。
　なお、直近では2021年8月から10
月にかけて通常レビューが実施され
ました。その結果、選定された個別の

監査業務における品質管理に関する
重要な不備事項のない品質管理レ
ビュー報告書および改善勧告事項が
記載された改善勧告書を受領しまし
た。一方、当法人における監査事務所
の品質管理に関する重要な不備事項
および改善勧告事項はありませんで
した。

　
　公認会計士・監査審査会は、日本公
認会計士協会から品質管理レビュー
に関する報告を受けてその内容を審
査し、必要に応じて日本公認会計士協
会、監査事務所、被監査会社等に立入
検査を実施します（当法人を含む大手
監査法人については、原則として2年
ごとに通常検査が実施され、通常検

査の次年度において、改善状況を検
証するためのフォローアップ検査が実
施されます）。その結果、日本公認会
計士協会において品質管理レビュー
が適切に行われていなかったことが
明らかになった場合や、監査事務所に
おいて監査の品質管理が著しく不十
分である場合、監査業務が法令等に
準拠していないことが明らかになった
場合には、業務の適正な運営を確保
するために必要な行政処分その他の
措置を金融庁長官に勧告します。
　金融庁は、公認会計士・監査審査会
の勧告を踏まえて、監査事務所に対し
て戒告、業務改善命令、業務の全部ま
たは一部の停止、解散命令、課徴金納
付命令等の行政処分を行います。
　なお、当法人は、2022年6月30日現
在において、過去に金融庁による行政
処分を受けたことはありません。

外部機関による検査等

日本公認会計士協会による
品質管理レビュー

公認会計士・監査審査会による
検査
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　当法人は、日本公認会計士協会の
品質管理レビューまたは公認会計士・
監査審査会の検査において指摘を受
けた場合は、適切な対処を行うととも
に、その根本原因を分析し、再発を防
止するためのガイダンスの作成、教育
研修の実施等、必要な対応を行ってい
ます。　

　指摘事項への対応等

設立以降の金融庁による
行政処分

設立以降の日本公認会計士協会の
品質管理レビューの
結果に基づく措置 0件0件

　どの組織においてもPDCAサイクルは非常に重要なプロセスであり、クオリティ・レビュー部は監査法
人における「C」の機能を担う品質のゲートキーパーとして監査品質の継続的向上に取り組んでいます。
その取り組みとしては、監査終了後に実施する事後的な定期的検証のみでなく、監査実施期間における
ホットレビューやRTA等を通して監査期間全体を通じた監査チームの支援やアドバイスに注力していま
す。実施においては、公認会計士・監査審査会や日本公認会計士協会の品質管理レビューアー経験者を
中心にメンバーを構成するとともに、定期的検証においては、海外のPwCメンバーファームとの協調によ
る国際水準の監査品質の視点も取り入れています。

クオリティ・レビュー部　大橋 佳之（パートナー）

クオリティ・レビュー部パートナーからのメッセージ
PwC Professional Voice
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信頼されるKAMと当法人のKAMに対する取り組み

　2021年3月期から我が国において
も、監査報告書上での「監査上の主要
な検討事項（Key Audit Matters：
KAM）」の記載が始まり、2022年３月
期は上場企業の財務諸表の監査報告
書でのKAMの記載が2年目となりま
した。監査報告書において、KAMの
内容、決定理由およびKAMに対する
監査上の対応を記載することで、監査
の具体的なプロセスがKAMによって
開示されることにより、監査や財務諸
表に対する利害関係者の理解が促進
され、透明性向上につながっています。

　KAMの記載内容については、関連
する監査基準等はあるものの、具体的
な内容は各監査人の判断に委ねられ
ています。当法人においては、利害関
係者にとってどのような情報を記載す
ることが有用であるかを常に考え、
KAMの作成に取り組んできました。
どの企業の監査にも共通する一般的
な記述の内容は極力避け、個々の企
業が置かれている状況とKAMの選定
の関係、KAMにどのような論点があ
り、当該論点に対してどのように監査
を実施したのかなどについて可能な
限り記載する方針とし、当該方針に即
してKAMが作成されるよう、KAM適
用２年目においても品質管理本部が
監査チームを積極的に支援しました。
支援にあたっては、品質管理本部内の
KAM担当チームが個々の監査チーム

ごとに担当し、「相談しやすい」体制を
継続して整備・運用することにより、
監査チームからの相談や文面のレ
ビューの依頼に対応しました。加え
て、当年度においてはKAM適用の高
評価ポイントをまとめた動画配信を
行うとともに、KAM適用２年目に当
たってKAMの変更の旨や変更理由を
記載することを推奨する取り組み等
を行いました。KAMの正式なコンサ
ルテーション（専門的な見解の問い合
わせ）手続は社会的影響が大きい場
合や、特殊な内容を含む場合を中心
に実施していますが、品質管理本部に
よるKAMのレビューを実施した割合
は過半数を超えており、それ以外の
任意での相談等を含めると、品質管
理本部として当年度においてもさらに
多くのKAMの作成に対する支援を行
いました。
　KAMは監査役等とコミュニケー
ションを行った事項のうち監査人が
特に注意を払った事項の中から選定
されますが、品質管理本部のKAMの
作成に対する支援には、KAMの選定
過程が企業の状況に応じて適切で利
害関係者からも理解しやすいもので
あるかについての検討も含まれていま
す。また、利害関係者にとって有用な
KAMの作成にあたっては、企業の開
示の充実と監査チームとマネジメン
ト・監査役等との深い対話が不可欠
であり、KAMを最終化するまでの間
には、KAMのみならず企業開示の内
容に至るまで非常に多くの議論が行
われます。監査チームによる深い対話
の結果、企業の開示も拡充され、それ
に伴いKAMの内容および決定理由が

より具体的になり、KAMに対する監
査上の対応についてもKAMの内容に
沿った個別具体的な記載ができるよ
うになりました。品質管理本部では、
このようなKAMの作成プロセスにお
いて、企業の注記、KAMの内容、監査
上の対応の記載の3つがそれぞれ整
合したものとなるように、監査チーム
を支援し、KAMを最終化するまで何
度も繰り返し監査チームと検討を行
いました。監査チームと品質管理本部
が連携して取り組んだことにより、当
法人のKAMは、被監査会社との深度
ある協議に基づいた監査チームの判
断が適切に反映され、利害関係者の
観点からも理解しやすく、安心して利
用できる信頼のあるものとなってお
り、金融庁や日本証券アナリスト協会
によるKAMの事例集でも当法人の事
例が多く取り上げられています。

　KAMへの取り組みと信頼の構築

監査上の主要な検討事項
（Key Audit Matters：KAM）

◆目標12 / ◆目標14
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被監査会社 監査チーム 品質管理本部

企業の状況を踏まえた
KAMの文案の提示

KAM作成のサポート・
各種ツールの提供

マネジメント・監査役等
からのフィードバック

フィードバック結果の
共有・相談

KAM作成支援に対する品質管理本部の主な取り組み
● 品質管理本部内にKAM担当チームを設置し、監査チームにとって「相談しやすい」体制の整備と運用
● 適用２年目に当たってKAMの変更の旨や変更理由を記載することの推奨およびそのための支援
● 利害関係者の高評価ポイントを踏まえた動画配信の実施、チェックリスト•記載例の活用等によるKAM の作成支援
● 社会的影響が大きい場合や、特殊な内容を含む場合には、正式なコンサルテーション手続を実施

連結財務諸表監査のKAM領域

固定資産の評価

収益認識

のれんの評価

貸倒引当金の見積り

繰延税金資産の評価

金融商品の評価

202２年度の
KAM構成比

25％

19％

15％

7％

7％

5％

28%

14%

14%

8%

7%

7%

2021年度の
KAM構成比 連結財務諸表監査のKAM領域

その他

棚卸資産の評価

引当金の見積り（貸倒引当金以外）

組織再編

関係会社株式の評価

202２年度の
KAM構成比

6％

4％

5％

2％

5％

8%

5%

4%

4%

1%

2021年度の
KAM構成比

　KAMの検討プロセスにおいて監査
役等から感謝された事例を紹介しま
す。ある被監査会社では、会計上の見
積りの注記にどこまでの情報をどのよ
うに開示し、KAMにどのような記載
をするのかについて、被監査会社の執
行側の考えを踏まえつつ、開示を最大
限拡充する場合の記載との間の適切
なバランスを保つために、監査人が被
監査会社の執行側と監査役等の双方
に対して、KAMや関連する基準の内
容を説明しながら何度も協議を重ね

ました。その結果、最終的に、執行側、
監査役側、監査人側の全てがKAMや
注記の記載内容について納得して開
示・記載することができたことについ
て、監査役等から感謝の言葉をいただ
くこともありました。

　KAMは資本市場の実務に定着して
きましたが、いかに標準的な記載（ボ
イラープレート）を避けるか、KAMの
経年変化をどのように説明していくべ
きか、などは継続した課題であると認

識しています。
　KAMは単独でその役割を果たす
ものではなく、企業開示と組み合わせ
ることによりはじめて財務諸表利用
者にとって価値のあるものとなりま
す。気候変動をはじめとするサステナ
ビリティ情報に関する開示の充実に
対する社会の要請に合わせ、それらの
情報の信頼性に対する利害関係者の
期待に応えられるよう、継続して
KAMの実務の進展に対する取り組み
を重ねていきます。

　監査役等からのフィードバック

　KAMの今後に向けて

2022年3月期決算会社の連結財務諸表のKAMの個数は平均1.5個で、前年とほとんど差は見られませんでした。KAM領域については、収益認識基準等の適用により、収益認識をKAMに選定
した会社が増えました（14％から19％に増加）。
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◆目標12 / ◆目標14

　現在金融庁金融審議会ディスク
ロージャーワーキング・グループ（以下
「DWG」）において、金融商品取引法
に基づく四半期報告書と取引所規則
に基づく四半期決算短信による四半
期開示を一本化し、四半期決算短信
に集約することが議論されています。
　当法人としては、今後のDWGでの
議論について注視してまいりますが、

仮に四半期報告書および監査法人に
よる四半期レビューが廃止されたとし
ても、企業が投資家等に対して四半期
ごとの正確な財務報告を行うために、
監査法人に対して任意での保証を求
めるケースは多いものと考えていま
す。当法人は、そのようなニーズに対
応して、任意で四半期財務数値に対す
るレビューを実施することも含め、情

報の信頼性を向上させるための保証
業務を積極的に提供してまいります。
また、任意での四半期ごとの財務数値
のレビューを実施しない場合でも、年
度監査において重要な会計、監査上
の論点を適時に把握、検討し、期末に
おいて重要な手戻りが生じないよう
にするため、期中監査の充実化を図っ
て行きたいと考えております。

四半期開示見直しの方向性について

ESGと財務諸表監査との関連

　ESG（環境・社会・企業統治）という
言葉を目にしない日はありませんが、
ESGと財務諸表監査はどのように関
連しているのでしょうか。「E」の中で
も特に「気候変動」についての議論が
財務報告や監査の世界でも活発に
なっています。
　企業側では事業上のリスクの一つ
として気候変動リスクへの対応が行
われ始めています。財務報告の観点
からも、国際的にESGやサステナビ
リティに関する開示制度の整備に向
けた議論が急速に進展しています。そ
の流れを受けて、日本においても気候
変動に関する情報開示の質や量の充
実に向けた動きがあり、2021年には
東証プライム市場上場会社を対象と
したコーポレートガバナンス・コード
が改訂されました。TCFD提言への賛
同企業も増加傾向にあります。日本で
は温室効果ガスの削減目標を達成す
るための規制強化による事業の継続
への影響や、気候変動リスクの高い企
業からの投資の引き上げといった影
響は限定的ですが、政府の脱炭素の

方針を受けて、電力会社の石炭火力
発電設備の廃止や、排ガス規制による
ガソリン車生産工場の廃止など、気候
変動の影響を考慮した具体的な動き
も見られます。気候変動の影響等によ
る自然災害が多発する状況や各国に
よる温室効果ガスの削減の動きを受
けて、今後規制は強化され、財務への
影響はより高まっていくことが予想さ
れます。
　このような環境の変化を受けて、品
質管理本部では気候変動に関する監
査上のガイダンスを発信しています。
昨年から全ての監査業務において、
PwCの監査ガイダンスに従い、移行
リスクと物理的リスクの観点から気候
変動リスクについて計画段階から検
討し、気候変動の影響や評価プロセ
スについて監査役等とも議論するこ
とが求められています。また、社会
的影響が大きい企業の監査では、
Climate Action100 ＋に属する企業
の業種の特性なども参考に、経営者
等への質問や気候関連の開示情報の
通読、関連資料の閲覧等により、気候

変動リスクの財務諸表への影響を検
討しています。例えば、気候変動に関
する規制等による固定資産の減損の
リスクの有無や、気候の影響による市
場価格の変動や需要パターンの変化
による棚卸資産の回収可能性等につ
いて評価することを求めています。品
質管理本部では、企業のESGやサス
テナビリティに関する情報開示や保
証についての最新の動向などについ
て継続的に発信するとともに、監査
チームによる気候変動リスクの評価
や被監査会社とのコミュニケーション
等において有用な情報やツールの提
供などを行い、継続的に支援やアドバ
イスを行っています。
　このようにPwCあらたでは、ESG
やサステナビリティ関連の情報発信、
ガイダンスやツール等の提供により、
監査チームは最新の知識を入手し、
気候変動や人的資本の開示などを含
むESG情報について、経営者等と積
極的に議論する環境を整えることに
取り組んでいます。
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4次世代のトラストを実現するための
取り組み

Assurance Transformation

アシュアランス変革

リーダーシップおよび品質管理体制　 契約の締結および更新

職業倫理・独立性　

人財管理

◆目標4：被監査会社の業務リスク
　　　　 の見直しと対応

監査の実施と支援

◆目標12：監査チームに対する
　　　　  適切なサポートの提供

モニタリング

◆目標15：監査業務の品質管理
　　　　  および検証

◆目標14：専門的な見解の提供

◆目標13：監督および査閲

◆目標2：行動規範と法規制の遵守
              および適切な行動 ITの活用

◆目標11：デジタル化の推進とIT
　　　　　システムの適切な管理

◆目標3：独立性の遵守

◆目標7：人財の採用、人財育成
              および人財の定着
◆目標8：教育研修
◆目標9：人財の配置
◆目標10：人事評価

◆目標5：PwCの戦略に沿った
　　　    新しいサービスの開発

◆目標6：契約の締結および更新

■ 15の品質目標

◆目標1：リーダーシップチームに 
　　　　よる適切な品質管理体
　　　　制の維持構築
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　今年は、もともと存在していた社会
の不安定性があらためて表面化した
年でした。社会の枠組みは大きく変わ
り、短期間に元に戻ることはない、不
可逆的な変化が生じています。この
結果、社会に対する信頼が大きく損
なわれています。PwCは、「社会に信
頼を構築し、重要な課題を解決する」
ことをPurposeとしていますが、今ま
さにこのPurposeが社会から問われ
ています。
　監査における品質を考える際に、真
に高品質な監査とは、コンプライアン
スや、通常想定される業務効率を達
成するということでなく、社会や被監
査対象の期待を超え、未来を先取り
した対応をすることであるとPwCあ
らたは考えています。従来の財務諸表
監査や内部統制監査という枠組みの
中だけで満足することなく、それを超
えた、幅広い領域に対する保証を、最
先端のテクノロジーを活用して効率
的かつ深度をもって実施するととも
に、それらをリードできる人財を育て
ていく必要があります。
　PwCあらたは、「信頼」を重要なテ

ーマに据え、社会が必要とする信頼を
より広く、効率的に提供してまいりま
す。これらの中には、現在は助言業務
として実施しているものもあります
が、将来的な監査あるいは保証の枠
組みの中で提供するものも含め、社会
の期待に応えていきます。
　また、信頼性を保証する対象とし
て、社会活動全般にわたるデータ全
体へと拡大していきたいと考えていま
す。デジタル化の進展により、社会活
動における多くの意思決定がさまざ
まなデータに基づき行われるように
なりました。データへの信頼性の欠如
は、社会活動全般に対する潜在的な
不安につながり、社会そのものへの
信頼の欠如、ひいては将来への希望
の低下につながる可能性もあります。
PwCあらたでは、従来も監査の枠組
みの中で常にデータの信頼性を検証
してきましたが、今後社会活動に用い
られるデータ量の増大に対応し、最新
のテクノロジーを活用した全く新しい
手法の財務諸表監査を作り上げるこ
とで、従来では不可能と考えられてい
た水準の高品質かつ高効率な監査を

実現します。
　さらに、温室効果ガスの排出量、男
女賃金格差など多種多様な非財務情
報も、昨今はデータに基づいて作成さ
れています。これらのデータの信頼性
の担保あるいはデータの生成過程の
内部統制の信頼性についても、これま
で監査で培ってきた技術と、それを使
いこなす人財を応用することで実現
可能だと考えています。
　私たちが大切にする品質やその土
台となるセキュリティを担保しながら
これらの新たな取り組みにチャレンジ
することは容易ではありません。ま
た、これらの取り組みは私たちだけで
なしうるものではなく、被監査対象会
社ひいては社会全体のデジタル化の
進捗、データ管理の在り方にも依拠
することになります。社会からの期待
に応え、より幅広い領域に信頼を付
与するために、私たちが基盤としてき
た文化を土台として、社会全体のデジ
タル化を進めながら、アシュアランス
の変革に向けて一歩ずつ前進してい
きます。

久保田 正崇

執行役副代表　
アシュアランスリーダー／
アシュアランス変革担当／企画管理担当

PwCあらたは、デジタルテクノロジーを活用してデータの
信頼性の保証に寄与するとともに、社会の変化と期待に
応え、より良い未来に貢献するため変革を続けていきます。

アシュアランス変革担当パートナー
からのメッセージ
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Today

アシュアランス業務の拡充

コミュニケーションの拡充

社会の変化

BAS

● サステナビリティ／ ESG
● サイバーセキュリティ
● AIガバナンス
● ISMAP 　など

● 内部統制監査
● 財務諸表監査

多様なアシュアランス×デジタルにかかわ  　　　　る専門人財の育成と活躍フィールドの創出

監査業務

制度上の監査領域

KAM

社会のデジタル化

企業・企業グループでのデータ管理

主として財務情報の開示

データの在り方

情報開示の在り方

非財務情報

財務情報

p.107

社会のトラストイノベーションに貢献する
未来に向けたPwCあらたの「業務変革」

　情報開示の拡大は、被監査対象、
情報利用者、監査人の対話を促進し、
コミュニケーションの拡充をもたらす
と考えます。
　建設的な対話を実現し、経済発展と
社会的課題の解決を両立させていくた

めには、経済活動や意思決定の基礎と
なるデータおよび情報が信頼しうるも
のである必要があります。情報利用者
から被監査対象に説明責任を求める領
域は拡大していくと考えます。
　その情報の信頼性を確保するために

私たち監査法人が存在しています。
　私たちは、長年にわたり財務諸表監
査・内部統制監査を通して情報の信頼
性を確保するにあたり必要な知識と技
術を磨いてきました。これからはテクノ
ロジーを活用して監査の高度化と効率

化を両立させ、人は判断業務と被監査
対象とのコミュニケーションに注力で
きるようにします。
　被監査対象の将来予測に資する非
財務情報を財務情報と一体的に開示す
る流れを受け、アシュアランス業務の領

域は拡大し、監査で求められる知識と
技術の領域が大きく広がっていきます。
まだ制度上の監査領域にない情報に対
してもブローダー・アシュアランス・サー
ビス（BAS）としてサービスを提供し、
クライアントが社会からの信頼を得る

ための支援へと発展させていきます。
　そして、アシュアランス業務で培った
専門的な知識と技術を活かし、信頼基
盤となる規範や制度を構築し、デジタ
ル時代においても安心できる社会の実
現に貢献していきます。

4
Assurance Transformation
アシュアランス変革
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社会の要請に応じて説明責任を果たす領域を拡大

リアルタイム監査

基準・ガイダンス検討への積極的な参加

多様なアシュアランス×デジタルにかかわ  　　　　る専門人財の育成と活躍フィールドの創出

ステークホルダーとの対話ダイレクトレポーティング

持続的成長に資する情報開示

社会システムとしてのデータ管理

Tomorrow Beyond

判断領域
ヒト テクノロジー

事実確認領域

p.63

p.115

p.135

データを基礎とした経済活動・意思決定

非財務情報の開示拡大・制度制定

企業グループ・業界の枠を越えたデータ管理

　情報開示の拡大は、被監査対象、
情報利用者、監査人の対話を促進し、
コミュニケーションの拡充をもたらす
と考えます。
　建設的な対話を実現し、経済発展と
社会的課題の解決を両立させていくた

めには、経済活動や意思決定の基礎と
なるデータおよび情報が信頼しうるも
のである必要があります。情報利用者
から被監査対象に説明責任を求める領
域は拡大していくと考えます。
　その情報の信頼性を確保するために

私たち監査法人が存在しています。
　私たちは、長年にわたり財務諸表監
査・内部統制監査を通して情報の信頼
性を確保するにあたり必要な知識と技
術を磨いてきました。これからはテクノ
ロジーを活用して監査の高度化と効率

化を両立させ、人は判断業務と被監査
対象とのコミュニケーションに注力で
きるようにします。
　被監査対象の将来予測に資する非
財務情報を財務情報と一体的に開示す
る流れを受け、アシュアランス業務の領

域は拡大し、監査で求められる知識と
技術の領域が大きく広がっていきます。
まだ制度上の監査領域にない情報に対
してもブローダー・アシュアランス・サー
ビス（BAS）としてサービスを提供し、
クライアントが社会からの信頼を得る

ための支援へと発展させていきます。
　そして、アシュアランス業務で培った
専門的な知識と技術を活かし、信頼基
盤となる規範や制度を構築し、デジタ
ル時代においても安心できる社会の実
現に貢献していきます。
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密なコミュニケーション

リアルタイムな
データ分析・異常検知

AIHalo

● クラウド型ERP
● デジタル化された証憑書類
● 高度化・自動化された経理
業務
 ・ 自動仕訳
 ・ 開示書類の自動作成

データ
標準化

データ
蓄積

監査法人被監査対象

● 標準化・自動化された監査業務

● テクノロジーを活用した監査業務

● 多様なプロフェッショナル

● デジタルトランスフォーメーション
推進体制

データ可視化
ツールDigital Lab

データ分析
ツール

電子確認状
システム

監査業務変革専任者

テクニカル・コンピ
テンシー・センターEPQ

VR、ブロックチェーンなどの新技術

RPA

高度なデジタルリテラシー

データ自動連携

Next Generation Audit

　従来の監査は、被監査会社の担当
者から提供されるデータや証憑書類
をもとに、四半期や年次で行われて
きました。これからの監査は、被監査
会社および監査法人のデジタル化に
より大きく変化すると考えています。
　被監査会社のデジタル化は、自動
で連携されたデータを標準的な形
式でData Platformに格納し、蓄積
されたデータをAIなどのテクノロジ

ーがリアルタイムに分析することを
可能にします。AIの活用が進むと、全
ての取引や項目に対して監査を実施
する精査を採用できるだけでなく、
人間特有のバイアスを排除して異常
か否かを検証できるようになりま
す。監査人は、異常と判断されたデー
タに対して迅速に詳細な検討を行
い、適時に被監査会社との深いコミ
ュニケーションを取れるようになり
ます。そして、任意のタイミングで監
査が行われるようになり、投資家の

判断に有用な情報の開示が促進さ
れ、投資家との対話が活性化される
ことで重要な社会課題の解決に貢献
していくことでしょう。
　リアルタイム監査の実現に向けた
一歩として、私たちは監査業務変革
の取り組みを進めています。監査業
務変革の取り組みが有機的一体とし
て機能するようになったとき、リアル
タイム監査が実現され、監査はより高
品質化かつ効率化されると考えてい
ます。

Tomorrow - Beyond リアルタイム監査 

4
Assurance Transformation
アシュアランス変革

リアルタイム監査による高品質化

PwCあらたが考えるリアルタイム監査像

◆目標11
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Next Generation Audit

母集団全体を
対象とした分析

プロセス
マイニング

データの
取り込みと処理

AI開示
チェックリスト

決算書の
突合の自動化

新たな
領域の
監査

内部統制の
理解とテスト

リスク評価

回帰分析

AI

AI

AI

AI

AI
AI

アシュアランス業務変革への投資

PwC Japanグループとしての
テクノロジー投資金額

デジタル化推進者数
（全職員に占める比率）

デジタル研修
受講完了率

約100億円

※内訳には兼務者が含まれます

（内訳）
アシュアランス業務変革
専任者

EPQチーム
デジタルアクセラレーター

デジタルチャンピオン／
デジタルアンバサダー

101名

90名
92名

187名

414名（11.8％） 99.9％
（内訳）

テクノロジー物件費・
IT部門人件費

アシュアランス変革等に
関する費用

約80億円

約20億円

AI 機械学習能力を含む

Next Generation Audit（NGA）
では、PwCグローバルネットワーク
が世界共通で利用するさまざまな監
査ツールをプラットフォームにのせ
統合し、データ自動連携から監査調
書の作成までを一貫して行います。リ

アルタイム監査の実現にはNGAの
導入が前提となります。NGAのプラ
ットフォームは被監査会社の会計シ
ステムから取得したデータを標準化
して取り込むことで、プラットフォー
ム上にあるさまざまな監査ツールと

シームレスに連携し、データを最大
限活用しながらインサイトを引き出
すことで、高品質な監査と業務の効
率化をともに実現します。

Next Generation Audit

監査品質を高めながら効率性を実現

新たな監査体制の構築に向けて

◆目標11
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　監査の品質は、職業的懐疑心、重要性、監査証拠の十分性や適切性、監査手
続の適時性、十分な監査調書のレビュー、監査スタッフ間の十分な意思疎通な
ど、さまざまな要素の複雑な相互作用により変化します。監査業務変革の取り
組みは、監査品質を支える要素のいずれかに影響し、監査の品質向上に寄与
します。

被監査対象

企業および企業環境
最新の会計基準

不正リスク対応

オープンデータの活用
事業活動

情報開示

財務情報

非財務情報

仕訳データ

…

（借方）－－－－－
（貸方）－－－－－
（借方）－－－－－
（貸方）－－－－－

試算表

… …

現金　　 XXX
預金　 XXX
売掛金　 XXX
受取手形 XXX

契約書 注文書 請求書

…

システム
迅速・効率的かつ安全な情報共有

Connect
被監査対象との監査関連資料共有システム

データの自動連携・標準化・蓄積

Extract
被監査対象の会計システムと接続し、データを抽出

Data Platform
被監査対象のデータを常時蓄積し活用

監査業務変革の取り組みと監査品質を支える要素の関係性

4
Assurance Transformation
アシュアランス変革

Today - リアルタイム監査の実現に向けた監査業務変革の取り組み テクノロジーを活用して、監査チームでリアル　　　　　　タイムな連携を目指す

p.101
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監査法人

会計プロフェッショナル

業務プロセスの改善・業務の標準化

デジタル時代に向けたカルチャー醸成

高度な判断業務と被監査対象とのコミュニケーションに注力

Aura
オンライン監査調書システム

テクノロジーを活用した監査手続

監査チームのリアルタイムな連携

AIを利用したリスク評価手続の高度化

高度なデータ分析によるインサイトの提供

AIによる監査手続の自動化

監査手続のデジタル化

GL.ai
AIを利用した異常検出システム

AI - リスク評価システム
機械学習技術を利用した財務分析システム

データ分析ツール
データの集計といった加工作業を
容易にできる分析ツール

Cash.ai
AIを利用した現金及び預金の
監査手続自動化システム

Smart Audit Platform
AIを利用して監査手続を自動化する機能を備える
プラットフォーム

電子確認状システム
確認手続を電子化するシステム

データ可視化ツール
膨大なデータを分かりやすく直感的に
ビジュアル化して表現するツール

Halo
膨大なデータ分析の迅速化や結果の視覚化を
可能とするデータ利用監査システム

Digital Lab
ツールの共有や活動を推進するプラットフォーム

RPA
ソフトウェア型ロボットによる業務の自動化ツール

テクニカル・コンピテンシー・センター
業務の標準化および自動化を担う業務補助者の組織

EPQ
業務プロセス改善を通じた品質および効率性の向上

分析結果 判断・コミュニケーション

アシュアランス業務変革専任者
監査法人全体のデジタルトランスフォーメーション
を促進する機関の設置

デジタル研修
Digital Quest、Digital Badge
高度なデジタルリテラシーの習得

デジタルアクセラレーター
最新技術の習得を通じてソリューションの開発や
ツール・アプリを導入

リバースメンタリング
デジタルリテラシーの高い若手職員がパートナーに
学習プログラムを提供するアップスキリングの試み

デジタルチャンピオン／デジタルアンバサダー
各部門によるデジタルトランスフォーメーション促進
とカルチャー醸成の担い手

テクノロジーを活用して、監査チームでリアルタイムな連携を目指す

◆目標12・13

知的財産に関するガバナンス体制
DX・デジタル化に伴う知的財産に関するガバナン
ス体制を整備およびマネジメント
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各監査部門等

デジタル化推進者

戦略的に導くイノベーション

Digital Lab

現場から湧き上がるイノベーション

アシュアランス・イノベーション＆
テクノロジー部 101名

テクニカル・コンピテンシー・
センター

（内訳）TS 91名、AA 207名、その他 24名
322名

デジタルアクセラレーター 92名

デジタルチャンピオン／
デジタルアンバサダー 187名

EPQチーム 90名

AIや高度なデジタルツールなどの
テクノロジー導入のためには、1.標準
化、2.デジタル化、3.AIや自動化の実
現と段階的なアプローチを踏む必要
があります。

　まずは、個別性の低い手続を標準
的に実施することで、作業者の違い
による品質のばらつきを防止し、一定
の品質を確保することにつながりま
す。また、標準化したデータをデジタ
ルデータに置き換え、デジタル化に対
応したプロセスに置き換えることが

重要です。なぜならこれらのデータは
企業ごと、グループ会社ごと、部門ご
とでフォーマットや入力ルールが異な
ることがあるため、AIが真に実力を
発揮するためには形式や情報の標準
化が必要となります。

4
Assurance Transformation
アシュアランス変革

DX推進に必要な３つのステップ

デジタル時代に向けたカルチャー醸成 デジタル化の推進による業務変革のさらなる強化

標準化
Standardization

デジタル化
Digitization

AI/自動化
AI/Automation1

2
3

step

step

step

p.120

p.120

p.123
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　業務品質の向上とテクノロジーの
活用による業務改革のさらなる強化
を目的として、2021年7月より、アシュ
アランス・イノベーション＆テクノロジ
ー部とテクニカル・コンピテンシー・

センターを1つの組織にし、一体で運
営しています。
　法人全体のデジタルトランスフォー
メーションの取り組みを「アシュアラ
ンス業務変革専任者」「EPQチーム」

「デジタルアクセラレーター」「デジタ
ルチャンピオン／デジタルアンバサ
ダー」が連携して推進しています。

Digital Labは、ツールの共有やデジタル化の活動を推進するプラットフォー
ムです。実務にあわせて構築したRPA、データ分析ツール、データ可視化ツール
は、Digital Labに投稿され、法人全体で共有されます。Digital Labは、全世
界共通の監査ツールでは対応が難しい現場の細やかなニーズに応えるツール
を承認プロセスを経て展開することで、業務の効率化を図り、より高品質な監
査を実現します。

Digital Lab

108件投稿数（累積）

2,251回ダウンロード数
（年合計）

　特定のデジタルツールを用いたビジネス分析、データ分析／可視化、デジタル
技術による自動化処理、AIに関するトレーニングを受け、一定水準以上のデジ
タルスキルを習得すると、デジタルアクセラレーターに任命されます。実務にお
けるテクノロジーの活用促進に加え、新規ビジネスの創出も担います。

デジタルアクセラレーター

92名デジタル
アクセラレーター

　現場にデジタルトランスフォーメーションの取り組みを浸透させるため、全て
の部門にデジタルチャンピオン／デジタルアンバサダーを配置しました。各部門
におけるデジタルカルチャーの醸成やデジタルツールの実務導入をリードする
メンバーになります。

デジタルチャンピオン／デジタルアンバサダー

187名デジタルチャンピオン／
デジタルアンバサダー

◆目標8

AIやデジタルツールの開発、導入推進、業務の標準化、デジタル時代に向けたカルチャー醸成を、アシュアランス・イノ
ベーション＆テクノロジー部（AIT）が担当しています。AITは、監査業務やプロジェクトマネジメントの経験者、データサイ
エンティストなど多様なメンバーで構成されており、PwCあらた所属のメンバーに加え、PwCビジネスアシュアランス合
同会社のメンバーも在籍しています。
なお、本章における人員数情報は原則としてPwCビジネスアシュアランス合同会社所属者を含めています。

アシュアランス業務変革専任者
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4
Assurance Transformation
アシュアランス変革

デジタル時代に向けたカルチャー醸成 デジタル化の推進による業務変革のさらなる強化

全てのパートナーおよび職員に対して2日半のデジタル研修を実施していま
す。監査実務を想定したデータ分析ツールやデータ可視化ツールを操作するだ
けでなく、テクニカル・コンピテンシー・センターを活用した業務の標準化や
RPAによる自動化も取り扱います。さらに、デジタル研修の受講を完了した人
に対して、業務変革に関する法人全体の方向性や取り組みを学び、より高度な
デジタルスキルを習得する機会を設けることで、継続的なデジタルリテラシー
の向上を図ります。

デジタル研修

Digital Questは、デジタル活用によって仮想クライアントのビジネス課題
を解決するシミュレーション型eラーニングです。4つのシナリオの最後に登
場するアセスメントをクリアすることで、PwCグローバルネットワークが提供
するデジタル資格認証プログラム、Digital Badgeを取得できます。Digital 
Badgeによって、各自の知識・スキルが視覚化され、容易に共有できるように
なります。

Digital Quest／Digital Badge

99.9 %
デジタル研修
受講完了率

　契約書および報告書の電子発行への移行に際し、内部のオペレーション構築を担当しました。システム
の利用者である監査チームと、それをサポートするチームのメンバー双方にとって使いやすいオペレー
ションにすることを心がけました。
自社システムと電子署名のシステムをAPI連携したことで、監査チームとサポートチームの両方の作業

を効率化することができ、報告書の電子発行の割合は7割近くに達しています。電子契約は被監査会社
の協力が必要なため、報告書に比べ導入のハードルが少し高いですが、導入推進に向け継続的に取り組
みたいと思います。
電子化はサステナブルな社会の実現という意味でも意義のある取り組みだと考えており、2023年度は

報告書が80%から90％、契約書が50％（3年後には80％）を目標に、今後も意欲的に取り組んでいきた
いと考えています。

アシュアランス・イノベーション＆テクノロジー部　木村 恵子（マネージャー）

利用者視点に立った電子化オペレーション構築の取り組み
PwC Professional Voice

◆目標8

121 ｜ PwC



テクノロジーをより一層活用し、効率的かつ効果的な監査を実現するため、業務プロセスの改善および業務の標準化の
取り組みを推進しています。監査チームごとに標準化可能な業務の洗い出しを行い（EPQ→p.123）、テクニカル・コンピテ
ンシー・センター（TCC）に集約し標準化することで、デジタル化の素地を整え、NGAの実現を目指します。

TCCはAITの傘下にある組織で、監査経験のある公認会計士、テクノロジースキル
と基本的な会計に関する資格や監査経験を有するテクニカルスペシャリスト（TS）、
基礎的な会計スキルを有するアシュアランスアシスタント（AA）で構成されます。
　多くの被監査会社に対して同様の監査手続を実施する現金及び預金や借入金、純
資産などは、勘定科目単位で業務を請け負う専門チームをTCC内に設置し、拡大を進
めています。TCCは監査計画の策定段階から関与し、監査チームと密なコミュニケー
ションを取りながら被監査対象への理解を深めたうえで、標準的な方法で監査手続を
実施することにより、高品質かつ効率的な監査を実現します。監査チームからの要
請に応じて監査現場でのサポート業務も行っています。
また、2021年11月より被監査会社の承諾を得たうえで、監査契約書や監査報告書

の電子発行への移行を進めています。デジタル化へのさらなる対応として、内部のオ
ペレーションの可視化とワークフロー化を進めており、関連するオペレーションシ
ステムをダッシュボード化して進捗管理をするとともに、監査チームとそれをサポー
トするTCCとのコミュニケーションを自動化していきます。
　これらを品質面から支えるために、公認会計士を管理者として配置するとともに、
会計・監査の研修を定期的に実施しています。また、TSやAAのうち特定の分野につ
いて高い知見を持つメンバーの社内認定制度を設け、知識の研鑽および共有を進め
ています。

TCCへの業務や、システム処理の依頼は、オンライン上のロボット受付システム
を通じて行います。

TCCで標準化された業務のうち、人の判断が不要な業務はRPAに移管すること
で、さらなる効率化を実現します。例えば、Auraのセッティングや契約関連文書のドラ
フトなど、決まった手順で大量に処理する業務は、RPAの導入を順次進めています。
　業務の分担からレビューまでの一連の流れにおいて、ロボット受付システム、
RPAなどのテクノロジーおよびTCCを融合させることで、業務品質を維持しなが
ら全体として業務の標準化を実現します。

業務プロセスの改善・業務の標準化 デジタル化の土台を整え、NGAの実現を目指す

テクニカル・コンピテンシー・センター（TCC）

Robotic Process Automation（RPA）

テクニカルスペシャリスト（TS）
アシュアランスアシスタント（AA）

100%TCC関与率

34.0%契約書
電子化割合

65.7%報告書
電子化割合

19.7%
全監査時間に
占めるTCCの
作業時間の割合

8.7万件自動処理業務の
累計件数

➀ロボット受付システムにログインし、
依頼する業務内容を選択

➁業務内容をRPAにより
振り分け処理

➂業務対応➄監査チームは業務完了の連絡
を受け取り、業務内容を確認

➃業務内容の返信ロボット受付
システム

監査チーム RPA TCC
API

◆目標11・12
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監査開始

工
数

意見日

フロント
ローディング型の
業務プロセス

雪崩型の
業務プロセス

15社

50社超

150社超

2019年7月 2019年10月 2020年7月 2021年7月

EPQ Liteの実施
2021年度の
EPQ Project

 

対
象
監
査
チ
ー
ム
数

大規模監査チー
ム約 15 社を対
象として、直接型
での EPQ 施策
を実施。

2020年度からさら
に範囲を拡大。プロ
ジェクトマネジメン
トスキルの強化を
図るとともに、デー
タ分析を活用した
EPQを実施。

2022年度の
EPQ Project
前年までの活動に
引き続き、大規模監
査チームに対して
PMO を設置し、深
度あるハンズオン
支援を実施。

これまでの直接
支援に加え、間接
型での EPQ 施
策を展開。ツール
等の開発も実施。

EPQの各種研修およびツールの配布等によ
る支援は全監査チームを対象として実施

2021年7月時点でのEPQの直接
支援対象となる監査チームの数

PMOによる深度ある
ハンズオン支援の対象

Japan EPQの
開始

　これまでの法人の品質管理におい
ては、検査による指摘等に基づいて
監査品質上の課題の識別やその対応
策が実施されていましたが、監査チー
ム内に自律的な品質管理のプロセス
を構築することを通じて、より適時・

的確に品質管理高度化のための施策
を実施することが重要であるとの考
えに至りました。また、私たちの目指
す監査のデジタル化を実現するため
には組織的な監査プロセスや作業の
標準化を実現することが肝要となり

ます。これらを踏まえ、当法人ではグ
ローバルで実施されてきた監査業務
プロセス改善のためのプログラムで
あるEPQの取り組みを2020年度よ
り法人全体で開始しています。

Engagement Performance＆Quality（EPQ）

4
Assurance Transformation
アシュアランス変革

監査業務プロセスにおける課題認識

当法人では、2020年度よりEPQプ
ロジェクトの取り組みを開始し、初年
度は大規模監査チーム15社を対象と
した直接支援型でのEPQを実施し、2
年目となる2021年度においてはマト

リクス型の組織を通じて、法人全体
の監査事業への展開を進めました。

3年目となる2022年度では、過去2
年間の取り組みから➀監査における
プロジェクトマネジメント能力の推進

と標準化、➁現場コーチングやミーテ
ィングを含む監査チーム内部でのコ
ミュニケーション高度化、そして➂各
施策のデジタル化をテーマにより実
効性のある取り組みを進めています。

2022年度におけるEPQの取り組み

EPQは法人の品質向上のための重
点施策である「4+1」を構成し、業務
プロセスの改善を通じた監査品質向
上を目的として実施されるグローバル
ネットワークでの取り組みです。

EPQを通じて、各監査チームおよ
びそれぞれの職員が、作業の前倒しを
通じた監査品質上のベネフィットを
理解することにより、一人一人の行動
変革を促し、自律的なカルチャーの構
築を実現することを目指しています。

EPQとは

EPQの取り組み

◆目標11・12
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2022年度は、従来のプロジェクト
マネジメントのハンズオン支援を、深
度をさらに深めて、かつ対象を拡げて
行いました。
　プロジェクトマネジメント施策を推
進するプロジェクト・マネジメント・オ
フィス（PMO）をEPQの一部として企
画管理本部内に設置して、支援対象と
して選定した大規模監査チーム13社
のそれぞれにプロジェクトマネジメン
トに関する豊富な経験と知識を有す
るPMOメンバーを配置しました。各
PMOメンバーは、計画の評価から業
務の見える化等を通じて業務全体の
前倒しに貢献しました。また実施段階
において、タスクや個人の状況を適時
かつ定量的に把握するとともに、適時
にプロジェクト計画の更新を支援する

ことで、問題の早期識別と対応を可能
としました。これらの取り組みには、チ
ーム全員によるリーダーシップの発揮
と業務の段取りや見える化に対する
意識変革が欠かせず、今後も継続的
に改善活動に取り組んでいきます。

2022年度においてはこれまでEPQ
で推進を行ってきた、アップフロント
コーチングについてバーチャルリアリ
ティ（“VR”）を活用した動画を制作し、
全社への展開を行いました。動画の中
では、上席者は新入職員の立場を、若
い年次のメンバーは上席者の立場を

経験することで、自分とは異なる立場
から「あるべき現場コーチングの姿」
について検討を行うことができます。
　また、その他のコミュニケーション
施策としては、ミーティングの設計・準
備・運営の効果的かつ効率的な実施
方法に関する研修を、それぞれの監査
事業部門で実施しています。
　これらの取り組みはリモートワーク
が常態となる中で生まれる新たな課
題にも対応するよう設計と運用がな
されています。

2022年度の主な施策の振り返り プロジェクトマネジメントのハンズオン支援

EPQの効果

➀プロジェクトマネジメントオフィスの設置

　今後の施策設計につなげるため、
職員が日頃感じている課題や各施策
の評価について、アンケートを実施し
ました（結果については下図参照）。
その結果、EPQの主要施策である

アップフロントコーチングとハドルボ
ードミーティングについては当たり前

に実施されるようになり、プロジェク
トマネジメントについても意識される
ようになりました。

2022年度は長引くリモートワーク
環境下でのチーム内の円滑なコミュ
ニケーションやプロジェクトマネジメ
ントに重点を置いて施策を実施しま

した。4年目となる2023年度はEPQ
の基本原則に含まれるLeadership 
at all Levels（全ての職階において
リーダーシップを発揮する）や
Continuous improvement（継続
的な改善）をもとに、さらなる意識改
革、行動変革の推進を目指します。

2022年度の結果と今後の活動方針

➁VRを活用した現場コーチング
の高度化などコミュニケーション
施策の推進

「とても効果的」及び「ある程度効果的」とした回答の割合

Upfront 
Coaching

Huddleboard 
meeting

Project 
Management

0  10 20 30 40 50 60  70  80 90  100（％）

77%

62%

59%

Upfront Coaching
・事前に必要事項について確認できるため作業に悩む時間を削減できる。
・UFCの実施により、手続実施後の手戻りが減っていると実感している。

Huddleboard meeting
・定期的に問題点を相談する機会が設けられていると問題を後回しにせずに済む
のでよい。
・定期的に進捗を共有することでリモート下でも各自の負担が分かるようになっ
ていると思う。

Project Management
・タスクの網羅性、適時性、課題や不明点が見える化できるようになるため効果的。
・進捗確認がタイムリーに実施でき、作業がスタックしているかどうかが明確化さ
れる点で良い。

コメント

効果を実感したEPQの施策

◆目標11・12

◆目標12
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監査チーム

（2）依頼資料の
アップロード

（1）資料の
依頼

（3）資料のダウンロード
被監査対象

4
Assurance Transformation
アシュアランス変革

データの自動連携・標準化・蓄積 被監査対象と監査人の負担を削減

迅速・効率的かつ安全な情報共有 Connectの導入

Extractは、被監査対象のERP（統合基幹システム）から会計データを自動
で抽出します。データは暗号化・圧縮され、PwCのセキュアなデータプラット
フォームに連携されます。これまで手作業で実施されていたデータの取得を自
動化し、データ提供プロセスを簡素化することで、被監査対象と監査人の双方
の時間を削減します。連携されたデータは一定のフォーマットに変換され、
Auraなどと連携することで監査の効率化・高品質化を実現します。

Extract

33社導入社数

Data Platformは、Extractと併せ、被監査対象のデータを安全に取得・送
信・格納します。また、Data Platform上で、格納したデータに対してデータ可
視化ツールやデータ分析ツールなどのツール群を操作しながら監査手続を行う
ことができ、深度ある監査の効率的な実施を可能にします。

Data Platform

219件導入件数

Connectは、監査のあらゆる段階において迅速、効率的かつ安全に被監査
対象と情報共有を行うシステムです。

● タイムリーなステータス管理
◆ 被監査対象と監査チームの双方にて、タイムリーなモニタリングが可能

● 多様なコミュニケーション機能
◆ 被監査対象とのコミュニケーション
◆ グループ監査チームとのコミュニケーション

● 安全かつ安心なデータ共有
◆ 誤送信による情報漏えいのリスクを防止
◆ セキュリティが確保されたウェブ環境を提供
◆ Auraと連動し、受領した情報をオンラインで直接Auraに転送

Connect

Connectの特徴

88.2%
上場被監査会社の
導入率

被監査対象 監査チーム

ERP Extract Data Platform

Connect Aura

◆目標11・12

◆目標11・12
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AIで財務諸表データを分析財務諸表データをAIにインプット 監査人が結果と要因を評価AIが結果と要因をアウトプット

STEP 2 STEP 4STEP 1 STEP 3

AI

AIを利用したリスク評価システムは、過去の財務諸表データをもとにしたモデ
ルであり、企業の財務諸表をインプットすることでリスクの高い勘定科目や領域
を抽出できるシステムです。
　アシュアランス・イノベーション＆テクノロジー部と品質管理本部が協同し、不
正や誤謬が含まれているリスクの高い勘定科目や領域について、より精度の高い
監査戦略を立案できるように、監査現場での実務運用を検討しています。

監査チームのリアルタイムな連携 グローバルな電子監査調書システム、Aura

AIを利用したリスク評価手続の高度化 さらなる監査の品質向上

Auraは、2008年から導入された監査業務に関するグローバルな電子監査調
書システムであり、PwCが全世界で実施する全ての監査業務に使用されていま
す。従来の複数拠点の監査をサポートするワークシェア機能や品質チェック機能
に加えて、以下の特徴を持つ最新バージョンのAura Platinumにより高品質か
つ効率的な監査を実現しています。

Aura

100 %導入率

49社パイロット件数

GL.aiは、監査人の経験に基づく判断を再現できるよう組まれたアルゴリズム
に従い、アップロードされた総勘定元帳にある全ての取引、ユーザー、金額、アカ
ウントを調べ、不自然な取引を検出します。GL.aiを活用し、人間特有のバイアス
なく会計仕訳を検証することで、さらなる監査の品質向上に努めます。

GL.ai

AI-リスク評価システム

● ワークフロー機能管理および

ダッシュボードによる

リアルタイムモニタリング
● 完全オンライン化によるセキュリティ向上
● 監査手続の一部自動化

Aura Platinumの特徴
監査責任者

■ 完全オンラインで最新の状況をリアルタイムに連携

審査担当者
監
査
チ
ー
ム

TCC

◆目標11・12

◆目標11・12

NGAに実装予定

NGAに実装予定
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➀データ
投入

➁分析・視覚化

仕訳、有価証券、投資ファンド、
暗号資産データ

Halo for Journals

Halo for Funds

Halo for Investments

Halo for Crypto Solution

PwCは、膨大なデータ分析の迅速化や結果の視覚化を可能とするデータ利用
監査システムとして、Haloを開発しています。
● Halo for Journals
コンピュータ利用監査技法（CAAT）による仕訳データの分析をより効果的か
つ効率的に、そしてより視覚的に実施するシステムです。

● Halo for Investments
投資資産の時価評価の検証およびリスク分析をより効果的かつ効率的に、そ
してより視覚的に実施するシステムです。
● Halo for Funds
投資ファンドの取引データや残高データを用いて監査手続を自動化するシステ
ムで、導入に向けて準備を進めています。投資ファンドを管理している一部の
金融機関とはデータを連携しており、必要なデータを自動で入手することがで
きます。
● Halo for Crypto Solution

PwCグローバルネットワークと連携し導入したシステムであり、暗号資産の監
査に用いられ、暗号資産の監査に必要な監査証拠を得ることやブロックチェ
ーンから取引および残高の記録を独立した信頼性のある情報として入手するこ
とができます。Bitcoin、Bitcoin Cash、Bitcoin Gold、Litecoinなど複数の
暗号資産に対応しています。

4
Assurance Transformation
アシュアランス変革

高度なデータ分析によるインサイトの提供 データ利用システム、Halo

Halo

　スプレッドシートでは処理しきれない大量のデータを迅速に加工できるデー
タ分析ツールを導入し、幅広いデータを効果的かつ効率的に分析することで、
より多くのインサイトを被監査対象に提供していきます。

データ分析ツール

3,280名ツール
利用者数

60.8%
Halo for Journals
上場被監査会社の
導入率

378ファンド
Halo for Investmentsの導入実績

　監査で用いられるデータは膨大な量で、かつ、数値を主とすることから、その
ままでは十分に理解することが困難な場合があります。これらのデータをビジュ
アルで表現することにより、データからより多くの情報を引き出すことができる
ようになります。また、ビジュアルで表現することは、知識量や立場が異なる場
合でもイメージを容易に共有できるため、相互理解が促進され深度ある監査を
実現できます。

データ可視化ツール 908名ツール利用者数

◆目標11・12
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AIによる監査手続の自動化 AIを活用したCash.ai／Smart Audit Platform

監査手続のデジタル化 電子確認状システムの導入

Cash.aiは、AIを活用して、決算書の現金及び預金残高、銀行勘定調整表、
銀行残高証明書、為替書類、銀行の財務状況といった被監査対象のデータを
自動的に読み取り、理解し、監査手続を行います。Cash.aiの導入準備を進め
ており、監査実務への導入が実現すれば工数を削減するとともに、より高品質
で信頼性の高い監査を提供できるようになります。

Cash.ai

　電子確認状システムの導入により、確認状の発送および回収業務の効率化
と回答結果に対する迅速なフォローアップを実現します。確認手続では、PwC
が開発するPwC Confirmations（PC）と国内の4監査法人で運営する会計
監査確認センター合同会社（ACC）を利用しています。

電子確認状システム

Smart Audit Platformは、AIを利用して監査手続を自動化する機能を備
えるプラットフォームです。開示チェックと証憑突合について、監査手続の実施
から調書の作成までを自動で行うモジュールを2022年1月に導入しました。監
査実務への本格的な導入が進めば、工数を削減するとともに、より高品質で信
頼性の高い監査を提供できるようになります。

Smart Audit Platform

110件開示チェック
自動化の件数

83件証憑突合自動化の
件数

302社電子確認状
システム導入社数

私は2010年に大学院留学のため来日し、気候変動が農業に与える影響に関する調査・研究をし、博士
号を取得しました。科学技術で社会課題を解決し、よりよい未来づくりに貢献したいと思い、博士課程修
了後はサイエンスコミュニケーションの仕事に従事しました。その後、ビジネスを通じて社会課題に取り
組みたいと考えPwCに入所しました。
　現在は主にアドバイザリー業務に従事し、地政学リスクや気候変動リスクなどの重要なリスク管理の支
援や、ビジネス課題に対するリサーチ・情報収集・テキストマイニングによる分析などを担当しています。

PwCではキャリアや専門領域にかかわらず誰でもチャレンジできる環境があり、アカデミックバック
グラウンドの私も温かく迎え入れられていると感じています。自らのキャリアを主体的にデザインするこ
とができ、新しい領域のプロジェクトにもチャレンジすることができます。今後は、ESGやサステナビリ
ティとデータを掛け合わせた分野の業務に取り組み、サステナビリティ情報開示をはじめとする社会や
クライアントの重要な課題に対し、ソリューションを提供していきたいと思います。

コンプライアンス・テクニカル・ソリューションズAIT部　スワンモントリー ピッシャヤナン（アソシエイト）

多様なバックグラウンドを持つ人財が集まり、
協力してソリューションを提供する環境

PwC Professional Voice

◆目標11・12

◆目標11・12

NGAに実装予定

NGAに実装予定
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インターネットやSNSが普及し膨
大な情報が素早く拡散される現代に
おいて、ESGなどの非財務情報への
ステークホルダーの関心が高まる
中、企業や組織がトラストを得るため
には、発信する情報やデータに対す
る信頼性を確保する必要がありま
す。これらの社会的な変化を受け、
監査領域も財務領域を超えて、非財
務領域や刻々と変化するビジネスや
仕組みに対するトラストも含むもの
へと拡充しています。

　拡充していく監査領域に対応する
ためには、新たな領域に対していち早
く実務知見を獲得し、実践につなげ
ていく必要があります。財務諸表監
査や内部統制監査を通じて培ってき
た知見と経験を土台として、新たな
領域のトラストの確保に対応するた
めの人財と知見を循環させていくこ
とは、既存の監査領域も含めて全領
域の監査品質を向上させることにつ
ながると私たちは考えます。

PwCあらたは、まず自らのあり方

を次世代のものへと変化させるた
め、テクノロジーを前提とした意思決
定（→p.130）や情報セキュリティ体
制の強化（→p.131）に取り組んでい
ます。さらに、自らの改革から得た知
見を踏まえ、サイバーセキュリティや
ESG／サステナビリティなど被監査
対象が取り組むべき課題に対して助
言業務を提供し、次世代のトラスト
の醸成に貢献しています。

4
Assurance Transformation
アシュアランス変革

将来の監査領域に向けた取り組み 新たな領域の実践知見の獲得

信頼にかかわる３つの変化 変化により求められる事項

【領域拡大】
価値を測る”ものさし”がかわる

非財務領域を含めた
信頼確保能力
（ブローダーアシュアランス）

【デジタル変革】
デジタル相互接続が拡大

企画段階からの信頼確保
能力（トラストバイデザイン）

【変革の高速化】
事業変革単位の極小化と
変革の高速化

継続監査と予兆管理能力
（リアルタイムアシュアランス）

環境変化に応じた俊敏な
ガバナンス変革能力
（アジャイルガバナンス）

多様な専門領域に
わたるガバナンス能力
（ガバナンスオブ
ガバナンス）

将来の監査領域に向けた取り組みの概要

◆目標5・11
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エミリー10

データプラットフォーム

新規案件把握
契約の締結
および更新
可否の確認

アサインの検討 契約締結

CRMツール 人事システム
時間管理システム

共通の受入継続
評価システム 契約書の電子化 Aura / Halo

経営ダッシュボード

業務の実施

継続的な品質管理活動「4＋1」
の一つとして経営判断のためのデ
ータ基盤と分析体制の確立に努め
ています。
　これは経営目標や品質管理目標
への到達状況を測定するため、経営
指標や監査品質の指標に関するデー
タをモニタリングして、タイムリーに
状況を把握し適切なアクションをと
るための施策です。

CRMツールの新規の案件情報

と、人事システムに蓄積されているス
キルや時間管理システムで把握され
る余裕度をマッチングすることによ
って、一定の品質を確保するのに十
分なリソース計画の立案に役立てて
います。
　また、これらのデータは個別のリ
ソース計画立案のためだけでなく、
契約情報と組み合わせることにより
一定程度の将来予測を可能とし、法
人としての適切な採用計画の立案を

実現することもできます。
　このような異なるデータを組み合
わせて分析することで、品質向上とビ
ジネスの成長をバランスよく実現す
る経営意思決定が可能となります。
　経営基盤が保有するデータをセキ
ュアなデータプラットフォームに連
携し、異なる業務の情報を組み合わ
せて分析を行うという経営情報基盤
の構築によってデータを用いた経営
の意思決定を可能としています。

次世代監査を支える環境の整備 経営判断のためのデータ基盤と分析体制の確立

◆目標11
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情報セキュリティの管理体制

4
Assurance Transformation
アシュアランス変革

情報セキュリティの管理体制

　監査業務では、被監査対象から機
密情報を含むさまざまな情報を入手
します。
　これらの情報が外部に漏えいした
場合、被監査対象に対して多大な損
害を与え、また、当法人の信頼を揺る
がしかねない事態となります。特に、
当法人はテクノロジーを最大限に活
用した監査を推進していることから、
情報セキュリティについて万全の管
理体制を整備しています。

PwCネットワークによる24時間
監視をはじめ、情報セキュリティイン
シデント発生時においては、セキュリ
ティホットラインへの速やかな報告
を義務付けています。
インシデント発生時には、ネット

ワーク・インフォメーション・セキュ
リティ（NIS）を中心に、リスク管理
部門、法務部門、インシデント発生部

門等、関係者が協力しながら対応す
る態勢を整備しています。

　ランサムウェアをはじめ、サイバー
攻撃の脅威は年々増してきています。
当法人ではPwCネットワークの情報

セキュリティ部門である、NISと連携
し、ネットワーク防御、エンドポイント
防御、クラウド防御、アイデンティテ
ィセキュリティ、24時間365日監視と
いったサイバー攻撃に対応する体制
を構築しています。

情報セキュリティインシデント
への対応

　私たちは、情報セキュリティの維
持・強化のため、2022年6月に法人
全体でISO／IEC27001を取得しま
した。ISO／IEC27001は、情報セキ
ュリティマネジメントシステム
（ISMS）に関する国際規格です。ISO

／IEC27001の導入を機に、情報の
機密性・完全性・可用性についてバラ
ンスが取れたマネジメントの実行お
よび情報の有効活用に、より一層取
り組んでいきます。
　金融業界全体のインシデント対応

能力のさらなる向上を目的として、
2020年10月には「金融業界横断的
なサイバーセキュリティ演習（Delta 
Wall V）」に参加しました。

ISO/IEC27001（ISMS）認証の取得

サイバーセキュリティ

信頼される監査業務のために

ISO/IEC27001（ISMS）認証 情報の機密性・完全性・可用性の維持

クラウド
防御

24時間
監視

ネットワーク
防御

エンドポイント
防御

アイデンティティ
セキュリティ

サイバー
セキュリティ

kubota-16

◆目標11

◆目標11
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サイバーリスクはテクノロジーやIT
技術の進歩により、日々変容していま
す。制度対応である会計監査の枠組
みの中でノウハウを蓄積することの
困難性から、PwCあらたではブロー
ダーアシュアランスサービス（以下、
BAS）として提供されるいわゆるアド
バイザリー業務の中でノウハウの蓄
積も進めています。
　また、会計監査における内部統制
評価の知見を活用したBASも展開し

ています。
一例として、2022年5月にプレス

リリースしたサイバーハイジーン評価
サービスは、サイバーハイジーンを維
持管理する内部統制の有効性を評
価するサービスであり、サイバーハイ
ジーンを継続した会社の仕組みで担
保することができているかを評価す
るサービスです。
このようにPwCあらたでは、日々

変容するサイバーリスクに対して、会

計監査におけるノウハウとBASにお
けるノウハウの双方を駆使すること
で企業におけるデジタルトラストの
実現に寄与しています。
またPwC Japanのメンバーとし

て、これらのノウハウはPwC Japan
グループでの共同プロジェクトなど
により、企業への支援だけでなくさま
ざまな国際的なイベントにおけるデ
ジタルトラストの構築にも寄与してい
ます。

サイバーリスクに対する取り組み

サイバーセキュリティ アドバイザリー業務を通じたノウハウの蓄積

クライアント

知見
（経験、技法やノウハウ）の

循環と深化、探索

監査業務

BAS

チーム

クライアント チーム

◆目標5・11・14

※サイバーハイジーン評価
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4
Assurance Transformation
アシュアランス変革

2015年、持続可能な開発目標
（SDGs）が国連加盟国によって採
択され、また世界最大の年金基金で
ある年金積立金管理運用独立行政
法人（GPIF）が国連の責任投資原
則（UN PRI）への署名を発表して以
来、日本国内においてもビジネスに
おいてサステナビリティ／ESGを考
慮することの重要性が広く認識され
るようになりました。さらには、2021
年6月のコーポレートガバナンス・コ
ード改訂において、上場企業にはサ
ステナビリティについての基本的な

方針を策定し自社の取り組みを開示
することが求められています。

PwCあらたにとってもサステナビ
リティ／ESGは非常に重要な経営課
題であると認識しており、マテリアリ
ティ分析等を通じて、私たちにとって
の重要なサステナビリティ／ESG課
題を特定しています。
　私たちの業務が生み出す環境負
荷を低減させていきますが、より大
きなインパクトを生み出すべく、私た
ちの提供する監査やアドバイザリー
業務といったプロフェッショナルサ

ービスが顧客や社会の課題解決に
役立つように努めていきたいと考え
ます。
　また私たちのビジネスモデルを鑑
みると、倫理的かつ誠実な企業文化
の醸成、インクルージョン&ダイバー
シティ、人財育成／優秀な人財の確
保と維持、情報セキュリティ／サイ
バーセキュリティはビジネスの持続
性を支える極めて重要な課題であ
り、これらの課題については、積極
的に取り組みを推進しています。

　環境関連の取り組みは、企業の持
続的な成長を実現するために不可欠
な要素の1つです。

PwCは、2030年までに温室効果
ガス排出量を実質ゼロとする「ネッ
トゼロ」を掲げ、環境負荷軽減に向
けた施策をグローバルで積極的に
推進しています。

PwC Japanでは、リモート環境
を活用する新しい働き方の中でもネ
ットゼロ活動を社内に浸透させ、共
通・共有の社会課題として認知して
もらう取り組みを行っています。

2022年度は気候変動対策をテー
マとする社員参加型のイベントや、脱
炭素社会の実現を目指した「ネット

ゼロ アイデアソン」を実施し、グルー
プ全体の意識改革を進めています。
また、2018年7月から航空機利用

により排出される温室効果ガス全量
をカーボンオフセットし、2022年7
月にはオフィスの消費電力について
100％再生可能エネルギーを実現し
ました。

サステナビリティ／ESGに対する課題認識

PwCあらたのネットゼロの取り組み

サステナビリティ／ESG ESGに対する課題認識

　会計監査では財務諸表に影響を与えるリスクを検討したうえで監査手続を行い、監査意見を表明しま
す。近年、検討が必要となるリスクとして、気候変動をはじめとしたサステナビリティに関するテーマが取
り上げられることが多くなりました。そのため、当法人では主として会計監査の実効性を高める観点から
サステナビリティ戦略室を立ち上げ、サステナビリティに関する各種研修の実施等を通じ、知見のある人
財の確保・育成に努めています。
また、サステナビリティ戦略室は統合報告書やサステナビリティレポート、あるいはESG格付への対応

といった、情報開示を中心としたアドバイザリー業務を提供することで、企業価値の向上と資本市場の発
展に寄与していくこととしています。

サステナビリティ・アドバイザリー部　政田 敏宏（ディレクター）

サステナビリティ情報の充実を通じて
企業価値の向上と資本市場の発展に寄与する

PwC Professional Voice

◆目標5

133 ｜ PwC



PhaseⅠ
基盤整備と
業務品質確保

● 非財務／ ESG情報開示に関するアドバイザリー業務および
保証業務の提供

● 職員のESGリテラシーの向上

●さまざまなツールの開発

● 品質管理体制強化

● 基準・ガイダンス検討への積極的な参加

2022

2030 and Beyond

● 統合思考／統合報告の
リーディングアドバイザー

● 統合監査のリーディングプロバイダー

Phase Ⅱ
業務高度化と
業務基盤の深化

Phase Ⅲ
リーディングファームとして
業界に貢献

　企業が株主資本主義からマルチ
ステークホルダー資本主義に移行し
ていく中で、企業情報開示におけ
る、サステナビリティ／ESG情報の
重要性はますます高まることが予想
されます。
　またそれらサステナビリティ／
ESG情報は将来財務情報とも呼ば
れており、中長期的には企業の財務
情報と密接に関係するものでもあり
ます。また企業にはそれらの非財務
情報と財務情報を戦略的に結合させ
て開示する統合報告の実践が求めら
れています。そしてそのような情報開
示の進展に伴い、監査法人に求めら

れる役割もまた大きく進化していくも
のと考えられます。
　私たちは、このような新たな環境の
変化の中でも、多くの企業の皆様に
寄り添ってサポートできる存在であり
続けたいと考えています。そして
2030年に向けて、統合思考／統合報
告のリーディングアドバイザー、統合
監査のリーディングプロバイダーにな
ることを目指しています。
この目標を、3つのフェーズによっ

て確実に達成したいと考えています。
その第1フェーズは、「基盤整備と業
務品質確保」のフェーズと位置付けて
います。私たちのクライアントが直面

する非財務情報開示に関するさまざ
まな課題の解決をサポートできるよ
うになるべく、数多くの研修やOJT
を通じた大規模なアップスキリング
を実施するとともに、全職員が活用で
きる情報基盤の整備や新たなサービ
スの開発を実施する予定です。
サステナビリティ／ESGの課題は

多岐にわたり、また産業によって課題
は全く異なりますが、私たちはクライ
アント固有の課題を理解し、その課
題解決が支援できるよう、自らのケイ
パビリティを高めていきたいと考えて
います。

サステナビリティ／ESGサービス拡充のロードマップ

■ サステナビリティ／ESGビジネスのロードマップ

監査チームのリアルタイムな連携 多くの企業の皆様に寄り添うために

◆目標5
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　私たち監査法人は、長年にわたり
財務情報をはじめとする情報の信頼
性を確保するための方法論を確立
し、絶え間なく改善することで、全て
のステークホルダーが安心して情報
を活用できる環境の構築を目指して
います。

　昨今、社会の変化は激化しており、
ESGやDXなど事業活動の成果を測
る“ものさし”となる情報が拡大して
います。そのため、恒久的に有効に機
能する詳細ルールの設定は難しくな
り、情報の利用者側のみで信頼性を
判断することがより一層困難な状況
となっています。このような背景か
ら、社会において求められる多様な
情報の信頼性確保に対する期待が
高まっており、いかにその信頼性を築
くか、あるいは評価するか、という方
法論を新たに確立していくことが求
められています。
例えば、企業にとって、AIなどの技

術を利活用したビジネスモデルの大
胆な刷新やDXの成果を出すことも、
重要な経営課題の一つとなっていま
す。そこで、PwCあらたは、次世代の
トラストの実現につながるさまざま
なテーマに関する基準やガイダンス
の検討に積極的に関与することで、
検討の場において求められる信頼付
与に関する知見を共有するとともに、
将来求められ得る多様なテーマに関
する信頼付与に必要となる知見を広
げ深める探究を行っています。

PwCあらたでは、これらの多様な
テーマに関する基準・ガイダンスの検
討に関与しつつ、将来求められる信
頼付与に必要な知見探究をしていく
うえで必要となる➀多様な専門性、
➁実務知見、➂客観性を兼ね備えた
Community of solversを育成し、
その貢献の場として、監査業務に加
えてBAS業務での活躍フィールドを
創出し続けています。また、私たちが
築いてきた金融工学や保険数理、各

種法令対応、サイバーセキュリティ、内
部統制、リスクマネジメント、ESG等
に関する知見も、将来求められ得る
多様なテーマに関する信頼確保のた
めの方法論の検討に貢献しうると考
えています。
　会計監査を通じて、様々な分野の
信頼づくりに応用・展開可能なアシュ
アランスやガバナンスに関する専門
性や実務知見、客観性を培い、またそ
れらの強みを活かして多様なテーマ
に関するトラストづくりに財務諸表
監査に従事するメンバーとBAS業務
に従事するメンバーが力をあわせて
貢献することで、多様なテーマに関す
る専門性を培い続けています。今後
もPwCあらたは、この監査とBASの
知見循環サイクルを運営していくこと
で、これからの社会に求められる多
様なテーマに関する情報発信に取り
組んでいきます。

4
Assurance Transformation
アシュアランス変革

基準・ガイダンス検討への積極的な参加 多様なテーマに対応するための専門性を培う

　変わりゆく監査を肌で感じています。
　新人職員研修でもデジタルツールを用いての演習が多く、法人全体として職員のデジタルスキルの成
長を後押ししていると感じています。実際の監査業務でも、データ分析ツールを用いた仕訳テストを経験
しました。手作業では時間と手間のかかる業務も、テクノロジーを活用してどうやったら効率化できるか
を日々検討しています。
　監査実務と研修を通じて、会計士として監査をする中でテクノロジーの重要性が日増しに高まってい
ると感じています。会計知識を増やすことと並行して、テクノロジーを適切に利用できる人財になれるよ
う日々の業務に励んでいきたいと思います。

アシュアランス・イノベーション＆テクノロジー部　財茂 宙（アソシエイト）

デジタル時代の若手会計士として
PwC Professional Voice

基準・ガイダンス検討への参加と監査品質の向上の好循環を目指して
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　監査や会計処理の基準やガイダン
スがまだない領域への監査や保証業
務の要請が高まっていいますが、AI、
ブロックチェーンなどテクノロジーの
変化がシステム、統制へ影響してお
り、高度にデジタル化された取引な
どの検証には、関連するデータの生

成プロセスの理解が不可欠です。関
連する内部統制に依拠できない場
合、実証手続のみで合理的な心証を
得ることは困難であり、より品質の高
い監査を実現するためには、関連す
るデータの生成プロセスから理解す
ることが有効と考えています。

PwCあらたはこれらの知見を蓄積
し、監査の品質向上に活かすととも
に、官公庁との意見交換や人財交流
を通じて社会の経済システムの安定
へ貢献してまいります。

基準・ガイダンス検討への
積極的な参加

■ 図1 基準・ガイダンス検討への積極的な参加

新たなビジネスや社会の仕組み

監査法人の特徴

恒久的な詳細ルールを
有効に設定する難しさ

多様な活躍フィールドの創出

情報利用者側のみでの
信頼性判断の困難さ

社会の変化

実務家としての知見

客観性
（全体を俯瞰しての
リスクアプローチ）

多様な専門性
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監査法人の

対応
ガバナンス・コードへの
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各指針への対応に関する本報告書の記載との関連・参照につ
いては後述p.141～142のとおりです。また各指針への対応状
況および現状の課題と方針の詳細については、下記のウェブ
ページに掲載しています。
https://www.pwc.com/jp/ja/about-us/member/assurance/governance-code.html

監査法人のガバナンス・コードへの対応
当法人は「監査法人のガバナンス・コード」を採用し、
資本市場を支える重要なインフラである会計監査に対する社会の期待に応え、
より品質の高い監査の実施に向け、経営を改善してまいります。

2017年3月31日に公表された「監
査法人の組織的な運営に関する原則
（監査法人のガバナンス・コード）」は、
大規模な上場企業等の監査を担う監
査法人の組織的な運営において確保
されるべき原則を規定したものであ
り、当法人もこのガバナンス・コードを
採用しています。
　資本市場を支える重要なインフラで
ある会計監査に対する社会の期待に
応えるため、監査法人に対しては、より
高いレベルの目標に向け、経営を改善
していくことが求められています。
「監査法人のガバナンス・コード」は当
法人に対して、原則および指針への対
応を通じて、形式的な対応ではなく、
より実効性の高い組織運営の実現を
求めています。
当法人は2017年度から「監査法人

のガバナンス・コード」を採用してお
り、当年度である2022年度は6年目
になります。
初年度である2017年度は、各原

則・指針の適用および各原則・指針へ
の対応の有無について確認し、その結
果を開示するとともに、認識した課題
について、その対応に関する「高度化
の方針」として明示しました。

2018年度は、初年度の課題を解決
すべく対応を図ったほか、コードの運
用・適用についてさらに実効性を高め
るための施策を講じました。また、第
三者にも関与を求め、達成度を評価
し、実効性を確認しました。

2019年度及び2020年度は、改めて
各原則の趣旨を鑑み、当法人の現状
の課題を認識し整理したうえで、
「4+1」を中心とした品質管理活動を

開始し、2021年度も「4+1」を継続し
て施策としての定着を図りました。

2022年度は、監査を取り巻く外部
環境の目まぐるしい変化に対応し、ま
たISQM1「監査事務所の品質マネジ
メント」の適用を見据え、当法人の品
質管理システムを高度化し、プロアク
ティブかつリアルタイムなリスク認識
とそれへの対応を柔軟に実施できる
態勢の整備に努めました。
次年度（2023年6月期）は、ISQM1

対応の深度を深めつつ、資本市場や
労働市場において「選ばれる存在」と
なるために必要となる差別化された
監査品質を見定めたうえで、長期的に
活躍できる人財を育成する体制整備
に取り組みます。
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　昨年度は、原則1～原則5すべてを
横断する課題として、「目まぐるしい環
境変化にも柔軟に対処し監査品質を
確保できる態勢の整備」を掲げまし
た。これまでに実施している「4+1」の
実施やISQM1導入への対応を通し、

コンプライアンスレベルでの監査品
質を満たす態勢を、一定の実効性を
もって整備できていると自己評価して
います。次年度は、これをさらに推し
進め、コンプライアンスレベルを超え
て差別化された監査品質の実現を目

指し、原則4に関連して以下の課題を
設定し、取り組んでいきます。また、原
則5に関連し、昨年度からの取り組み
であるPIBとの対話密度の充実を定
着させていきます。

次年度に向けた課題

監査法人は、組織的な運営を実効的
に行うための業務体制を整備すべき
である。また、人材の育成・確保を強
化し、法人内及び被監査会社等との
間において会計監査の品質の向上
に向けた意見交換や議論を積極的
に行うべきである。

原則4

監査法人は、本原則の適用状況など
について、資本市場の参加者等が適
切に評価できるよう、十分な透明性
を確保すべきである。また、組織的
な運営の改善に向け、法人の取組み
に対する内外の評価を活用すべきで
ある。

原則5

当法人が持続的に発展する上では、差別化された
監査品質を提供することが不可欠であり、コンプラ
イアンスはもとより、市場の期待に沿い、価値ある
監査を提供したい。その実現にむけて、人財の長期
的な成長を促し、組織的なCapabilityを拡大し、
「選ばれる存在」となるための基盤となる人財と業
務品質を生み出す体制を整備する。

課題

環境変化のスピードが速まるにつれ、対処すべきリ
スクは増加することが予想される。このため、よりリ
スクに焦点をあてた公益監督委員会（PIB）での議
論を促進するため、監視委員との協議を含めたPIB
における対話の密度を向上する。

課題
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組織体制

監査法人は、会計監査の品質の持続的な向上に向けた法人全体の組織的な運営を実現するため、実効的に経営（マネジメント）機能を発揮すべきである。

監査法人は、監査法人の経営から独立した立場で経営機能の実効性を監督・評価し、それを通じて、経営の実効性の発揮を支援する機能を確保すべきである。

参照表

監査法人が果たすべき役割
原則・指針 参照

監査法人は、会計監査を通じて企業の財務情報の信頼性を確保し、資本市場の参加者等の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与する公益的な役割
を有している。これを果たすため、監査法人は、法人の構成員による自由闊達な議論と相互啓発を促し、その能力を十分に発揮させ、会計監査の品質を組織とし
て持続的に向上させるべきである。

監査法人は、その公益的な役割を認識し、会計監査の品質の持続的な向上に向け、法人の社
員が業務管理体制の整備にその責務を果たすとともに、トップ自ら及び法人の構成員がそれ
ぞれの役割を主体的に果たすよう、トップの姿勢を明らかにすべきである。

監査法人は、法人の構成員の士気を高め、職業的懐疑心や職業的専門家としての能力を十分
に保持・発揮させるよう、適切な動機付けを行うべきである。

監査法人は、法人の構成員が、会計監査を巡る課題や知見、経験を共有し、積極的に議論を
行う、開放的な組織文化・風土を醸成すべきである。

監査法人は、法人の業務における非監査業務（グループ内を含む。）の位置づけについての考
え方を明らかにすべきである。

監査法人は、実効的な経営（マネジメント）機関を設け、組織的な運営が行われるようにすべ
きである。

監査法人は、会計監査に対する社会の期待に応え、組織的な運営を確保するため、以下の事
項を含め、重要な業務運営における経営機関の役割を明らかにすべきである。

● 監査品質に対する資本市場からの信頼に大きな影響を及ぼし得るような重要な事項につ
いて、監査法人としての適正な判断が確保されるための組織体制の整備及び当該体制を活
用した主体的な関与

● 監査上のリスクを把握し、これに適切に対応するための、経済環境等のマクロ的な観点を
含む分析や、被監査会社との間での率直かつ深度ある意見交換を行う環境の整備

● 法人の構成員の士気を高め、職業的専門家としての能力を保持・発揮させるための人材育
成の環境や人事管理・評価等に係る体制の整備

● 監査に関する業務の効率化及び企業においてもIT化が進展することを踏まえた深度ある
監査を実現するためのITの有効活用の検討･整備

監査法人は、経営機関の構成員が監査実務に精通しているかを勘案するだけではなく、経営機関として、
法人の組織的な運営のための機能が十分に確保されるよう、経営機関の構成員を選任すべきである。

監査法人は、経営機関による経営機能の実効性を監督・評価し、それを通じて実効性の発揮
を支援する機能を確保するため、監督・評価機関を設け、その役割を明らかにすべきである。

監査法人は、組織的な運営を確保し、公益的な役割を果たす観点から、自らが認識する課題
等に対応するため、監督・評価機関の構成員に、独立性を有する第三者を選任し、その知見を
活用すべきである。

監査法人は、監督・評価機関の構成員に選任された独立性を有する第三者について、例えば
以下の業務を行うことが期待されることに留意しつつ、その役割を明らかにすべきである。
● 組織的な運営の実効性に関する評価への関与
● 経営機関の構成員の選退任、評価及び報酬の決定過程への関与
● 法人の人材育成、人事管理・評価及び報酬に係る方針の策定への関与
● 内部及び外部からの通報に関する方針や手続の整備状況や、伝えられた情報の検証及び
活用状況の評価への関与

● 被監査会社、株主その他の資本市場の参加者等との意見交換への関与

● 社会の期待を超える監査の実現へ（p.9）
● PwCあらたの組織風土（p.11）
● PwCあらたの品質管理～QMSEフレームワーク（p.17）
● マネジメントディスカッション（p.27）
● ガバナンスと組織（代表執行役）（p.57）

● PwC Japanグループ（p.23）
● PwCあらた有限責任監査法人組織図（p.52）
● 多様な働き方・キャリア実現のための検討（p.77）
● 非保証業務提携に関する独立性（p.88）
● 社会のトラストイノベーションに貢献する（p.113）

● 品質管理本部によるサポートおよびモニタリング体制（審査
会による審議）（p.86）

● 公益監督委員会（PIB）（p.55）
● 公益監督委員会 この一年を振り返って（p.59）

● PwCあらたの基礎となるProfessional Cultureの醸成（p.13）
● Performance Management／評価（p.79）

● ガバナンスと組織（p.57）

● 成長支援の考え方（p.73）
● 多様な働き方・キャリア実現のための検討（p.77）
● Performance Management／評価（p.79）

● 社会のトラストイノベーションに貢献する（p.113）

● ガバナンスと組織（経営委員会）（p.57）

● PwCあらたの組織風土（p.11）
● PwCあらたの基礎となるProfessional Cultureの醸成（p.13）

監査法人は、法人の構成員が共通に保持すべき価値観を示すとともに、それを実践するため
の考え方や行動の指針を明らかにすべきである。

● Our Purpose（p.3）
● PwCあらたが果たす役割と私たちが目指す監査品質（p.5）
● PwCあらたの基礎となるProfessional Cultureの醸成（p.13）

● PwCあらた有限責任監査法人組織図（p.52）
● ステークホルダーへの発信と対話（p.63）
● PwCあらた基礎研究所（p.65）
● 品質管理本部によるサポートおよびモニタリング体制（p.86）
● 監査現場における品質管理（p.91） 

● 監視委員会議長からのメッセージ（p.50）
● PwCあらたの「ガバナンス」（p.51）
● ガバナンスと組織（監視委員会）（p.54）
● 公益監督委員会（PIB）（p.55）
● 公益監督委員会 この一年を振り返って（p.59）

● 公益監督委員会（PIB）（p.55）
● 公益監督委員会 この一年を振り返って（p.59）

原則1

原則2

原則3

指針
1-1

指針
1-2

指針
1-3

指針
1-4

指針
1-5

指針
2-1

指針
2-2

指針
2-3

指針
3-1

指針
3-2

指針
3-3
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業務運営

監査法人は、組織的な運営を実効的に行うための業務体制を整備すべきである。また、人材の育成・確保を強化し、法人内及び被監査会社等との間において会計
監査の品質の向上に向けた意見交換や議論を積極的に行うべきである。

監査法人は、経営機関が監査の現場からの必要な情報等を適時に共有するとともに経営機
関等の考え方を監査の現場まで浸透させる体制を整備し、業務運営に活用すべきである。ま
た、法人内において会計監査の品質の向上に向けた意見交換や議論を積極的に行うべきで
ある。

監査法人は、法人の構成員の士気を高め、職業的専門家としての能力を保持・発揮させるために、
法人における人材育成、人事管理・評価及び報酬に係る方針を策定し、運用すべきである。その際
には、法人の構成員が職業的懐疑心を適正に発揮したかが十分に評価されるべきである。

監査法人は、併せて以下の点に留意すべきである。
● 法人のそれぞれの部署において、職業的懐疑心を適切に発揮できるよう、幅広い知見や経
験につき、バランスのとれた法人の構成員の配置が行われること

● 法人の構成員に対し、例えば、非監査業務の経験や事業会社等への出向などを含め、会計
監査に関連する幅広い知見や経験を獲得する機会が与えられること

● 法人の構成員の会計監査に関連する幅広い知見や経験を、適正に評価し、計画的に活用す
ること

監査法人は、被監査会社のCEO・CFO等の経営陣幹部及び監査役等との間で監査上のリス
ク等について率直かつ深度ある意見交換を尽くすとともに、監査の現場における被監査会社
との間での十分な意見交換や議論に留意すべきである。

監査法人は、内部及び外部からの通報に関する方針や手続を整備するとともにこれを公表
し、伝えられた情報を適切に活用すべきである。その際、通報者が、不利益を被る危険を懸念
することがないよう留意すべきである。

監査法人は、被監査会社、株主、その他の資本市場の参加者等が評価できるよう、本原則の
適用の状況や、会計監査の品質の向上に向けた取組みについて、一般に閲覧可能な文書、例
えば「透明性報告書」といった形で、わかりやすく説明すべきである。

監査法人は、会計監査の品質の向上に向けた取組みなどについて、被監査会 社、株主、その他
の資本市場の参加者等との積極的な意見交換に努めるべきで ある。その際、監督・評価機関
の構成員に選任された独立性を有する第三者の 知見を活用すべきである。

● 法人の業務における非監査業務（グループ内を含む。）の位置づけについての考え方

● 会計監査の品質の持続的な向上に向けた、自ら及び法人の構成員がそれぞれの役割を主
体的に果たすためのトップの姿勢

● 法人の構成員が共通に保持すべき価値観及びそれを実践するための考え方や行動の指針

● 監督・評価機関の構成や役割。監督・評価機関の構成員に選任された独立性を有する第三
者の選任理由、役割及び貢献

● 監督・評価機関を含め、監査法人が行った、監査品質の向上に向けた取組みの実効性の評価

監査法人は、本原則の適用の状況や監査品質の向上に向けた取組みの実効性を定期的に評
価すべきである。

監査法人は、資本市場の参加者等との意見交換から得た有益な情報や、本原則の適用の状
況などの評価の結果を、組織的な運営の改善に向け活用すべきである。

監査法人は、併せて以下の項目について説明すべきである。

● 経営機関の構成や役割

● PwCあらたの「人財」（p.69）
● PwCあらたの「品質管理」（p.85）
● 品質管理本部によるサポートおよびモニタリング体制（p.86）
● 監査現場における品質管理（p.91）
● 監査チームの組成と支援体制（p.92）
● Engagement Performance & Quality（EPQ）（p.123）

● PwCあらた有限責任監査法人組織図（p.52）
● PwCあらたの「人財」（p.69）
● 成長支援の考え方（p.73）
● 配置・アサインメント（p.73）
● 多様な働き方・キャリア実現のための検討（p.77）

● PwCあらたの「人財」（p.69）
● 成長支援の考え方（p.73）
● Performance Management／評価（p.79）

● ステークホルダーへの発信と対話（p.63）
● 監査現場における品質管理（p.91）

● 不正リスクへの対応（p.101）

● 2015年より、「監査品質に関する報告書」を公表しています。

● 社会の期待を超える監査の実現へ（p.9）
● PwCあらたの組織風土（p.11）
● PwCあらたの品質管理～QMSEフレームワーク（p.17）
● マネジメントディスカッション（p.27）

原則4

透明性の確保

監査法人は、本原則の適用状況などについて、資本市場の参加者等が適切に評価できるよう、十分な透明性を確保すべきである。また、組織的な運営の改善に向
け、法人の取組みに対する内外の評価を活用すべきである。原則5

指針
4-1

指針
4-2

指針
4-3

指針
4-4

指針
4-5

指針
5-1

指針
5-2

指針
5-3

指針
5-4

指針
5-5

● PwC Japanグループ（p.23）
● PwCあらた有限責任監査法人組織図（p.52）
● 多様な働き方・キャリア実現のための検討（p.77）
● 非保証業務に関する独立性（p.88）
● 社会のトラストイノベーションに貢献する（p.113）

● ステークホルダーへの発信と対話（p.63）

● ガバナンスと組織（p.57）

● 公益監督委員会（PIB）（p.55）
● 公益監督委員会 この一年を振り返って（p.59）

● 監査業務の定期的検証（p.103）

● 監査業務の定期的検証（p.103）

● ステークホルダーへの発信と対話（p.63）

● Our Purpose（p.3）
● PwCあらたが果たす役割と私たちが目指す監査品質（p.5）
● PwCあらたの基礎となるProfessional Cultureの醸成（p.13）
● マネジメントディスカッション（p.27）

組織体制

監査法人は、監督・評価機関がその機能を実効的に果たすことができるよう、監督・評価機関
の構成員に対し、適時かつ適切に必要な情報が提供され、業務遂行に当たっての補佐が行わ
れる環境を整備すべきである。

● 監視委員会議長からのメッセージ（p.50）
● ガバナンスと組織（監視委員会）（p.54）
● 公益監督委員会（PIB）（p.55）
● 公益監督委員会 この一年を振り返って（p.59）

指針
3-4

原則・指針 参照
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法人の概要について要約したものを掲載します。
AQIや財政状態および経営成績に関しては、数値
に基づいた説明を行っており、特にAQIでは認識
した課題やリスクと関連の強い指標を開示し、経
年推移の分析を通じて、当法人の監査品質の維
持・向上のための対応や姿勢を説明しています。
この他、上場会社等被監査会社リストや事業環
境と経営方針といった情報を記載し、透明性のあ
る開示を行っています。

Company
Overview

● AQI（人財）
● AQI（品質管理）
● AQI（アシュアランス変革）
● World Economic Forumの
　コモンメトリクス対照表

● 財政状態および経営成績
● 上場会社等被監査会社リスト
● 監査制度の概要
● PwCあらた有限責任監査法人について
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Company Overview

人財
採用 ▶ 人財定着 ▶ 人財育成

インクルージョン&ダイバーシティ

人財の定着

人財交流（出向・異動）

2021年 2022年

満足度 71% 71%

退職率※ 8% 9%

平均有給休暇取得日数（パートナーを除く） 16.2日 17.2日
男性の育児休暇取得率 77% 88%

2021年 2022年

PwCネットワーク内（海外を含む）での異動 102名 168名
PwCネットワーク外への出向 16名

パートナーに占める海外赴任経験者割合 48%

こころの相談窓口　相談件数 88件 106件

2021年 2022年

全体に占める女性比率 33.5% 30.4%

マネージャー以上に占める女性比率 17.1% 18.6%

PwCあらた在籍スタッフの出身国数（日本含む） 22カ国 22カ国
中途採用の職員数 158名 273人
日本の公認会計士および試験合格者等以外の比率 45% 40%

18名
50%

※PwCあらた有限責任監査法人　正職員対象

　PwCあらたでは、高品質な監査の基礎と
なる人財定着のためにさまざまな指標を参
照しています。そのうちの一つとして、PwC
あらたは今後も働き続けたいかなどの総合
的な職員エンゲージメントに関する質問に
対して肯定的な回答をした人の比率を集計

し、その分析結果に基づいて人事施策を実
施しています。当年度は、前年度と同様、職員
エンゲージメントについて目標値の70％を
達成することができました。男性の育児休暇
取得率についても周知徹底により前期より
改善しましたが、引き続き100％の目標値を

達成すべく施策を実行していきます。
　退職率については前期とほぼ変わらない
水準を維持していますが、今後も人財定着
のための取り組みを継続していきます。

　PwCあらたでは、職員がキャリアの途中に
おいて異なる文化や環境での業務を経験する
ことで、多様な視点から思考できる人財を育

成し、高品質な監査の実現につながると考え
ています。当年度は前年度と比較して増加して
いますが、これはコロナ禍において抑制され

ていた組織間・地域間の異動が再開したこと
によるものです。

　PwCあらたでは、不確実性の時代の中、ス
テークホルダーからの多様な期待に応えるた
めには、多種多様なバックグラウンドや文化、
能力を持った人財が、PwCの存在意義を共
有し、時代の変化に柔軟に対応していくこと
が、高品質な監査の実現につながると考えて
います。そのため、多様性を測るための指標

を施策の実施において参照しています。当年
度は前年度と比べ全体に占める女性比率が
減少した一方、マネージャー以上に占める女
性の比率が増加していますが、これはTCCの
職員がPwCビジネスアシュアランス合同会
社に転籍したことによる変動です。女性比率
については今後も政府の目標値を実現でき

るように取り組んでいきます。また、中途採用
の職員数については前年度抑制していた採
用を当年度は積極的に行ったことから増加し
ています。日本の公認会計士及び試験合格
社等以外の専門職員の割合についてもTCC
の職員の転籍により減少しています。

（2021年3月～6月） （2021年7月～2022年6月）
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※1　監査従事者：年間35時間以上監査業務に従事している者を監査従事者としています。

研修
監査従事者※1 の平均研修受講時間

研修に対するフィードバックアンケートの結果

人員構成・執務状況
職階ごとの人員構成

2021年 2022年
パートナーおよび日本駐在海外の
PwCメンバーファームパートナー 181名（5.8％） 193名（6.7%）

マネージャー以上の職員 830名（26.9%） 874名（30.2%）

スタッフ 2,078名（67.3%） 1825名（63.1％）

監査従事者※1 のうちパートナーに対するマネージャーとスタッフの割合

2021年 2022年
パートナーに対するマネージャー以上の
専門職員の比率 1：3.5 1：3.1
パートナーに対する全専門職員の比率 1：15.7 1：11.7
監査従事者※1 の年間平均執務時間

2021年 2022年

監査従事者※1 の年間平均執務時間 1,851時間 1,888時間

2021年 2022年

監査従事者※1 の平均研修受講時間 研修受講単位ベース　 62.1時間 研修受講単位ベース　 61.7時間
研修受講時間ベース　79.3時間

2021年 2022年

研修に対するフィードバックアンケートの結果 4.3点／5点 4.3点／5点

　パートナー1人あたりのマネージャー以上
の専門職員および全専門職員の数を示した
指標で、監査チームの構成に関する参考指

標です。当年度はTCCの職員がPwCビジ
ネスアシュアランス合同会社に転籍し、ま
たパートナーの人数が増えた結果、パート

ナー1人あたりの専門職員の数は減少して
います。

　監査従事者の平均の年間執務時間を表し
た指標で、従業員の労働環境を表した参考
指標です。働き方改革や残業モニタリングお

よび効率化等の施策の継続の一方、新型コロ
ナウイルスの感染拡大に伴うリモートワーク
の年間を通しての導入、および関連する対応

により、前年度から大きな変動なしとなりま
した。今後も引き続き労働環境の改善に取り
組んでいきます。

　監査従事者が年間、どれだけ研修に時間
を充てたかを示す指標で、専門家としての知
識や技能の維持・向上に関する参考指標で
す。公認会計士協会の定める継続的研修制
度では、3年間で120時間（年間平均40時間）
の研修受講が求められていますが、当法人で

は会計や監査も含め、より高い水準での知識
や技能の獲得を目指しています。当年度は研
修時間をより正確に算定するため、前年度と
同様の受講単位ベースでの算出とともに、研
修時間ベースでの算出も行っていますが、研
修時間は前年度と比べて概ね同程度の水準

となっています。今後はより個人のキャリア
に即した研修を受講できるよう、必須研修時
間を減らし、任意研修に当てられるように制
度変更を行っていく予定です。

　社内研修の受講者からの、研修業務への関連性や学習目的の達成度、満足度に関するフィードバックを示した指標です。前年度と同様、高い水準
を維持しています。

　PwCあらたの職員の人員構成を示した指標で、組織の規模や構成を表した参考指標です。当年度はTCCの職員がPwCビジネスアシュアランス
合同会社に転籍した結果、全体の人数が減少し、またパートナーが増えた結果、人員構成について変動が生じています。
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個別の監査業務
独立性に関する検査

2021年 2022年

独立性に関する確認への回答率 100% 100%

Company Overview

品質管理

認識された違反人数 7名 6名

専門的な見解の問い合わせ

再監査を伴う有価証券報告書または四半期報告書の訂正報告書事案

2021年 2022年

正式な専門的な見解の問い合わせ数 552件 457件
見解の相違に基づく審査会の開催数 0件 0件

2021年 2022年
監査報告書等の再発行を伴う財務諸表の
修正再表示 4件 0件

2021年 2022年
監査従事者に占める品質管理本部の人員比率
（マネージャー以上） 23.7% 25.8%

パートナー 22名 26名
マネージャー以上の専門職員 103名 101名

※違反人数には、PwCの内部ポリシー違反が含まれます。なお、違反として認識された全ての事項に対して、認識された後に適切な措置を実施し、その結果、違反状態が解消されたことを確認しております。

品質管理本部によるサポートおよびモニタリング ▶ 品質管理本部のサポート体制整備
品質管理業務の人員数

　当法人における年次のコンプライアンス確
認手続は、全てのパートナーおよび職員から回
答を得ています。また、無作為に抽出したパー

トナーおよび職員に対して、独立性の遵守に関
する詳細な検査を実施しています。違反人数に
ついては引き続きゼロを目指します。なお、違反

として認識された全ての事項に対して、認識さ
れた後に適切な措置を実施し、その結果、違反
状態が解消されたことを確認しています。

　品質管理部門による専門的な見解の提供
数は、前年度にKAMの適用初年度に係る専
門的な見解の問い合わせや、専門的な見解の
問い合わせを必須とする事項の範囲拡大によ

り一時的に増加した一方、当年度はこれらの
要因が存在しないことから減少しています。な
お、データベースを通じた公式な相談以外に
も、品質管理本部として非公式な相談を推奨

した結果、非公式な相談件数は増加していま
す。また、見解の相違に基づく審査会は、該当
する事項がなく、開催されませんでした。

　再監査を伴う有価証券報告書または四半期報告書の訂正報告書事案はありませんでした。

　品質管理本部は、高度な専門性を必要とするため、引き続きマネージャー以上の専門職員を中心に組織し、監査業務従事者に占める人員比率を高く
保っています。
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定期的検証の結果

2021年 2022年

25件 32件
監査意見の修正が必要 0件 0件
重要な指摘事項なし

対象件数

24件 31件
1件 1件

パートナーカバー率 41% 47%

レビューアーの稼働時間（ホットレビュー）

重要な指摘事項あり

8,062時間 8,722時間
3,762時間 4,281時間

レビューアーの稼働時間（合計） 11,824時間 13,003時間
レビューアーの稼働時間（定期的検証）

外部検査による処分

2021年 2022年

0件 0件設立以降の金融庁による行政処分

0件 0件設立以降の日本公認会計士協会の
品質管理レビューの結果に基づく措置

　ホットレビューを含めた品質改善に関するさまざまな取り組みを継続的に行った結果、重要な指摘事項ありの件数は引き続き低水準を維持していま
す。なお、重要な指摘事項が識別された監査業務について再評価したところ、監査意見を修正すべきものはありませんでした。

　当法人は、設立以来、監査品質の持続的向上を目指して日々取り組んでおり、設立以降、金融庁による行政処分および日本公認会計士協会の品質
管理レビューの結果に基づく措置を受けたことはありません。
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※1　デジタル化推進者数：法人全体のデジタル化を推進するメンバーとしています。

Company Overview

アシュアランス変革
アシュアランス変革への投資とテクノロジー等の活用

　今年は、もともと存在していた社会の不安
定性があらためて表面化した年でした。PwC
のPurposeである「社会に信頼を構築し、重
要な課題を解決する」ということが、社会から
強く問われています。
　PwCあらたは、「信頼」を重要なテーマに据

え、社会が必要とする信頼をより広く、効率的
に提供するために必要な投資を継続していき
ます。将来的なNext Generation Audit
（NGA）の実現に向けて、様々な環境を整備し
ていきます。
　社会からの期待に応え、より幅広い領域に

信頼を付与するために、私たちが基盤としてき
た文化を土台として、社会全体のデジタル化を
進めながら、アシュアランスの変革に向けて一
歩ずつ前進していきます。

2021年監査業務変革への投資 2022年

PwC Japanグループとしての
テクノロジー投資金額

約89億円 約100億円
デジタル化推進者数※1

（全職員に占める比率）
352名（11.4％） 414名（11.8%）

デジタル研修の完了率 99.9％ 99.9%

2021年テクノロジー等の活用 2022年

Digital Labの投稿数（年合計） 97件 108件
Digital Labのダウンロード数（年合計） 1,788回 2251回
テクニカル・コンピテンシー・センター
（TCC）関与率 94.4% 100%

全監査時間に占める
TCCの作業時間の割合 16.8% 19.7%

RPA
自動処理業務の累計件数 4.5万件 8.7万件
Extract
導入済みおよび導入中 24社 33社

デジタルアクセラレーター 48名 92名

　高品質な監査とは、コンプライアンスや通
常想定される業務効率を達成することにとど
まらず、社会や被監査会社の期待を超え、未
来を先取りした対応をすることであると考えて
います。幅広い領域に対する保証を、最先端の

テクノロジーを活用して効率的かつ深度を
持って実施するとともに、それらをリードでき
る人財を継続的に育成していきたいと考えて
います。
　また、2022年から新たに契約書、報告書電

子化の取り組みがスタートしたため、新たに契
約書および報告書の電子化割合の指標を追
加しています。
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2021年テクノロジー等の活用 2022年

2022年

2021年度から新たに開示した項目

Data Platform導入件数 137件 219件
Connect
上場被監査会社への導入率 89.8% 88.2%

Aura
（電子監査調書システム）導入率 100% 100%

AI-リスク評価システム
パイロット件数 45社 49社

16社 110件
10社 83件

Halo for Journals
上場被監査会社の導入率 47.0% 60.8%

データ可視化ツール利用者数 881名 908名
データ分析ツール利用者数 2,929名 3,280名
Smart Audit Platform
開示チェック自動化件数

Smart Audit Platform
証憑突合自動化件数

契約書電子化割合 34.0%

報告書電子化割合 65.7%

Halo for Investments
の導入実績 299ファンド（12社） 378ファンド

電子確認状システム導入社数 201社 302社
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Company Overview

World Economic Forumのコモンメトリクス対照表
　PwCは2020年9月に世界経済フォーラムが発表した「ステークホルダー資本主義の進捗の測定～持続可能な価値創造のための共通の指標と
一貫した報告を目指して～（Measuring Stakeholder Capitalism：Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value 

Creation）」の作成に参画しました。以下に、当白書で定められたESG指標の共通測定基準「コモンメトリクス」の中核測定基準に関する対照表を掲載し
ました。項目に関連性が薄いものについてはN／Aとして、数値の精緻化に取り組んでいるものについては－としています。

目的の設定
ビジネスは、経済面、環境面、社会面の問題にソリューションを提示するために存在する旨をふまえた上での、企業
の目的の表明。企業の目的は、株主を含む全てのステークホルダーに価値をもたらすものであるべきです。

ガバナンス機関の構成
最高ガバナンス機関の構成と、構成員に関する事項：経済、環境、社会的なトピックに関する専門知識、社内取締
役か社外取締役か、独立性、在任期間、他社での兼任ポジションやコミットメントの数、コミットメントの性質、
ジェンダー、社会的過少評価グループ出身者の有無、代表するステークホルダー。

ステークホルダーに影響を与えるマテリアル・イシュー
企業と主要なステークホルダーにとってマテリアルなトピックのリスト、そのトピックの特定方法と、ステークホル
ダーとの関わり方。

リスクと機会のビジネスプロセスへの統合
企業のリスク要因と機会を開示し、企業が特に（一般的なリスクとは別に）直面している主要マテリアル・リスクと
機会を明確に特定。そうしたリスクへの企業の問題意識、リスクと機会の経時的な変化、そのような変化への対応
について記載。ここでいう機会とリスクには、気候変動や、データ・スチュワードシップなどを含む、経済面、環境
面、社会面でのマテリアル・トピックを含めるべきです。

土地利用と生態系への配慮
保護地区または、生物多様性の保全の鍵になる重要な地域（KBA）の中もしくは隣接して、所有・リース・管理して
いる地域の数及び広さ（ヘクタール）を報告。

水ストレス地域における水消費量および取水量
重要なオペレーションの場合、下記を報告：取水量（メガリットル）、水消費量（メガリットル）、WRI（世界資源研究
所）の「アキダクト水リスク地図ツール」が示す、水ストレスが高いまたは極めて高い地域での、取水量と水消費量
の割合。
全バリューチェーン（上流と下流）に関しても、必要に応じて、同様の情報を推計し報告。

温室効果ガス（GHG）排出量
全ての関連する温室効果ガス（二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素、フッ素化ガス等）について、GHGプロトコルに基
づくスコープ1およびスコープ2の全ての排出量を、二酸化炭素換算トン（tCO2e）で報告。
必要に応じて、マテリアルな上流と下流（GHGプロトコルのスコープ３）の排出量の推計も報告。

TCFDの実施
気候変動関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の勧告を完全に実施。必要であれば、完全な実施までの最大
3年間のタイムラインを開示。世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つと共に、1.5℃
に抑える取り組みを追求し、2050年までに温室効果ガス排出量を実質排出ゼロ（ネットゼロエミッション）にする
という、パリ協定の目標と整合性のある、温室効果ガス排出目標を設定しているか、もしくは設定すると誓約して
いるか、について開示。

汚職防止
1. ガバナンス機関の構成員、従業員、ビジネスパートナーの中で、組織の腐敗防止ポリシーとその手続きに関し
て、研修を受けた者の割合（地域別）。

a.  前年度までに発生して、今年度中に確認された汚職事件の合計件数と、その性質。
b.  今年度発生して、今年度中に確認された汚職事件の合計件数と、その性質。
2. 汚職撲滅に向けて、より広い意味での運営環境や社内文化を向上させるための、取り組みやステークホルダー・
エンゲージメントについての議論。

倫理的助言と通報制度の保護
以下の場合に利用できる、内部および外部のメカニズム。
1. 倫理的・合理的行為や組織としてのインテグリティ（誠実さ）に関する助言を求める。
2. 非倫理的もしくは不法な行為や、組織としてのインテグリティ（誠実さ）の欠如に関する懸念がある場合の通報。

テーマ 中核指標と開示事項 関連ページ

地
球

ガ
バ
ナ
ン
ス
の
原
則

ガバナンスの目的 p.9

p.51

p.63

p.87

p.101

p.4

下記
参照

N/A

N/A

ガバナンス機関の
質

ステークホルダー・
エンゲージメント

倫理的行動

リスクと機会の監督

気候変動

自然の喪失

淡水利用の可能性

2022年度　24,012 t

温室効果ガス総排出量 PwC Japanグループ合計

※2022年度より、スコープ3の調達品の排出量のカウントを開始し、
　総排出量に含めています。
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PwCは2020年9月に世界経済フォーラムが発表した「ステークホルダー資本主義の進捗の測定～持続可能な価値創造のための共通の指標と
一貫した報告を目指して～（Measuring Stakeholder Capitalism：Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value

Creation）」の作成に参画しました。以下に、当白書で定められたESG指標の共通測定基準「コモンメトリクス」の中核測定基準に関する対照表を掲載し
ました。項目に関連性が薄いものについてはN／Aとして、数値の精緻化に取り組んでいるものについては－としています。

多様性とインクルージョン
従業員区分別の、年齢層、ジェンダー、その他多様性の指標（エスニシティ等）からみた、雇用割合。

研究開発費総額
研究開発関連の総費用

給与の平等
優先的な平等の分野である、ジェンダー、エスニシティ、平等に関わるその他の指標等からみた、主要な事務所に
おける、従業員区分別の基本給と報酬の比率。

納税総額
法人税、財産税、控除対象外付加価値税、その他売上税、雇用主負担の給与税、その他企業にとって費用となる税
金等を含む、企業の世界全体での総納税額と内訳。

金融投資への貢献
1. 資本的支出（CapEx）から減価償却費を差し引いた合計金額と、企業の投資戦略の説明。
2. 自社株取得額に配当支払額を加えた合計金額と、株主への資本還元に関する企業戦略の説明。

賃金水準
地域の最低賃金と比較した、ジェンダー別の標準初任給の比率。
CEOを除く従業員の年間総報酬の中央値と、CEOの年間総報酬との比率。

児童労働、強制労働のリスク
自社及びサプライヤーの業務において、児童労働・強制労働に関わる重大なリスクがあると考えられる場合の説
明。こうしたリスクは下記の点に関連して発生する可能性があります。
a. 業務の種類（製造工場等）と、サプライヤーの種類
b. 当該業務を行う国または地域、リスクがあると考えられるサプライヤー

健康と安全
業務上の傷害による死亡・重大な業務上の傷害（死亡除く）・記録対象となる業務上の傷害の件数と割合、業務上
の傷害の主な種類、労働時間。
業務以外での従業員の医療やヘルスケアサービスの利用を、組織としてどのように促進しているか、およびその適
用範囲の説明。

教育訓練
報告対象期間における、ジェンダー及び従業員区分の、1人当たりのトレーニングの平均時間
（従業員全体へのトレーニング時間の合計÷従業員数）
フルタイムの従業員一人あたりの、トレーニングと人材育成の平均費用
（従業員全体へのトレーニング費用の合計÷従業員数）

雇用者数と比率
1. 報告対象期間における、年齢層、ジェンダー、地域、その他の多様性指標別の新規雇用者数総数および新規雇
用比率

2. 報告対象期間における、年齢層、ジェンダー、地域、その他の多様性指標別の離職者総数および離職者比率

経済的貢献
1. 発生主義ベースで計算した、直接的な経済価値の創出と分配額（EVG&D）。グローバルな事業運営のための基
本的な要素をカバーし、理想的には下記項目で分類されていること。
–収益　–営業費用　–従業員の給与と福利厚生費　–出資者への支払　–政府への支払　–コミュニティ投資

2. 政府からの財政援助金。報告対象期間における、政府からの財政援助金の総額。

テーマ 中核指標と開示事項 関連ページ

人

繁
栄

・出所 ： World Economic Forum「ステークホルダー資本主義の進捗の測定～持続可能な価値創造のための共通の指標と一貫した報告を目指して～」

尊厳と平等

健康と

ウェルビーイング

将来のための

スキル

雇用と富の創出

より良い製品と
サービスの
イノベーション

コミュニティと

社会の活力

p.77

p.82

p.40

p.72
p.78

p.153

p.116

p.153

下記
参照

—

—

N/A

男女の賃金比率　83.1%

給与の平等　Pay Equity

＜計算方法＞厚生労働省が定義する方法にもとづいて集団を把握し、女性の年間平均賃金（※）を男性の年間平均
賃金で除して算定しています。総賃金については当年度に支払った賃金と当年度に発生した賞与を総賃金と定義し
ています。※総賃金を年間延べ人数で除して計算

男性と女性の賃金の違いは、マネージャー以上の管理職の職階における女性比率が、それ
以外の女性比率よりも少なくなっているためです。今後はより積極的に女性の管理職への
登用が進むように取り組みを進めていきます。
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2021年度：54,856百万円 2021年度：2,363社

※監査業務数の内訳
　金商法・会社法監査 142／金商法監査 51／会社法監査 439
　 学校法人監査 1／その他の法定監査 234／その他の任意監査 290

Company Overview

財政状態および経営成績
　当法人の2021年度および2022年度の要約財務諸表は次のとおりです。なお、当法人の財務諸表は、他の独立会計監査人による監査を受けています。
詳細はウェブサイトをご参照ください。

業務収入

業務費用

　営業利益

営業外損益

　経常利益

特別損益

　税引前当期純利益

　法人税、住民税及び事業税

　法人税等調整額

　当期純利益

54,856

52,356

2,499

16

2,515

▲ 15

2,500

578

70

1,851

56,458

54,670

1,787

▲ 6

1,781

▲ 54

1,726

707

▲ 188

1,207

2022年6月期2021年6月期

流動資産

固定資産

　資産合計

流動負債

固定負債

　負債合計

資本金・資本余剰金

利益余剰金

　純資産合計

　負債・純資産合計

22,138

25,201

47,340

15,271

12,501

27,772

2,363

17,204

19,567

47,340

24,255

24,231

48,487

15,347

12,281

27,628

2,447

18,412

20,859

48,487

2022年6月期2021年6月期

　当法人の業務収入の内訳および顧客数の内訳は、下記のとおりです。なお、非監査業務の提供先の大部分は、被監査会社以外の企業です。監査業務
の提供による知識・経験と非監査業務の提供による知識・経験は、両分野の業務品質を相互に高める効果があるものと考えており、独立性（p.87）に配
慮しつつ適度なバランスを保持して両分野の業務品質の向上を図っています。

その他の指標

業務収入

非監査報酬

百万円
28,252

非監査業務

社
1,233

監査報酬

百万円
28,206

監査業務※

社
1,157

顧客数

2022年度

百万円
56,458

2022年度

社
2,390

要約損益計算書 要約貸借対照表

要約財務諸表
（単位：百万円） （単位：百万円）
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上場会社等被監査会社リスト
　2022年6月30日現在における当法人の上場会社等の被監査会社は、以下のとおりです。

株式会社雪国まいたけ

日本ドライケミカル株式会社

日本工営株式会社

株式会社高田工業所

株式会社LIFULL

株式会社ミクシィ

株式会社インタースペース

B－R サーティワン アイスクリーム株式会社

株式会社エプコ

エムスリー株式会社

エレマテック株式会社

株式会社トーメンデバイス

カゴメ株式会社

SREホールディングス株式会社

あいホールディングス株式会社

アークランドサービスホールディングス株式会社

シキボウ株式会社

トヨタ紡織株式会社

イオンリート投資法人

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン

株式会社フェリシモ

株式会社クラレ

旭化成株式会社

ヘルスケア＆メディカル投資法人

ラサールロジポート投資法人

マリモ地方創生リート投資法人

大江戸温泉リート投資法人

CREロジスティクスファンド投資法人

タカラレーベン不動産投資法人

アドバンス・ロジスティクス投資法人

株式会社バロックジャパンリミテッド

共和レザー株式会社

株式会社ワールド

株式会社ボルテージ

株式会社ネクソン

株式会社イルグルム

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

株式会社ブロードバンドタワー

大王製紙株式会社

株式会社シャノン

株式会社マクロミル

日本パーカライジング株式会社

Appier Group株式会社

株式会社ファブリカコミュニケーションズ

旭有機材株式会社

株式会社Ｊストリーム

株式会社インテージホールディングス

応用技術株式会社

株式会社Finatextホールディングス

株式会社ＪＭＤＣ

株式会社ツムラ

H.U.グループホールディングス株式会社

太陽ホールディングス株式会社

株式会社フォーカスシステムズ

株式会社構造計画研究所

株式会社フルキャストホールディングス

株式会社アクシージア

綜研化学株式会社

デクセリアルズ株式会社

サークレイス株式会社

大和工業株式会社

愛知製鋼株式会社

株式会社メタルアート

株式会社フジクラ

オーナンバ株式会社

株式会社マルゼン

株式会社ファインシンター

株式会社アイ・アール ジャパンホールディングス

トレンダーズ株式会社

パンチ工業株式会社

株式会社メタップス

株式会社ベルシステム24ホールディングス

SMN株式会社

株式会社豊田自動織機

株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ

株式会社アイチコーポレーション

株式会社小森コーポレーション

酒井重工業株式会社

株式会社ダイフク

株式会社キトー

株式会社東芝

東芝テック株式会社

芝浦メカトロニクス株式会社

ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社

株式会社大泉製作所

沖電気工業株式会社

ルネサス エレクトロニクス株式会社

株式会社ワコム

株式会社アルバック

シャープ株式会社

ソニーグループ株式会社

澤藤電機株式会社

レーザーテック株式会社

株式会社イーエムネットジャパン

株式会社アンビスホールディングス

株式会社Fast Fitness Japan

プレミアグループ株式会社

トヨタ自動車株式会社

日野自動車株式会社

株式会社タチエス

フタバ産業株式会社

株式会社アイシン

株式会社エクセディ

豊田合成株式会社

株式会社ゼンショーホールディングス

株式会社うかい

白銅株式会社

ノーリツ鋼機株式会社

株式会社ブシロード

株式会社日本創発グループ

ホクシン株式会社

ピジョン株式会社

兼松サステック株式会社

豊田通商株式会社

兼松株式会社

アステナホールディングス株式会社

兼松エレクトロニクス株式会社

ユニ・チャーム株式会社

株式会社サンゲツ

加賀電子株式会社

株式会社AOKIホールディングス

株式会社丸井グループ

株式会社東和銀行

松井証券株式会社

東京海上ホールディングス株式会社

日本都市ファンド投資法人

東急リアル・エステート投資法人

福岡リート投資法人

共栄タンカー株式会社

株式会社ビジョナリーホールディングス

イーレックス株式会社

株式会社シーイーシー

トランス・コスモス株式会社

日本管財株式会社

株式会社船井総研ホールディングス

株式會社オオバ

コナミホールディングス株式会社

アークランドサカモト株式会社

株式会社イエローハット

＊株式会社ミクシィは2022年10月1日付で株式会社MIXIへ社名変更している。　
＊コナミホールディングス株式会社は2022年7月1日付でコナミグループ株式会社へ社名変更している。　
＊アークランドサカモト株式会社は2022年9月1日付でアークランズ株式会社へ社名変更している。　 ※証券番号順に記載。
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監査制度の概要

Company Overview

　わが国では、金融商品取引法、会社
法等に基づいて企業の財務諸表監査
が義務付けられています。
　監査の実施主体については公認会
計士法に定められており、公認会計士
および監査法人が監査を実施します。
　会計監査は高度に専門的な業務で
あり、十分な専門的能力を有する者
が行うことが必要であるため、会計お

よび監査の専門的能力を有し、実務
経験を有する公認会計士によって実
施されます。公認会計士の資格は個
人に対して付与されるものですが、金
融商品取引法や会社法の監査対象と
なる大企業に対して行われるため、組
織として監査を実施することが必要
であるため、5人以上の公認会計士で
監査法人を設立して組織的な監査を

実施します。
　監査法人は公認会計士法に基づい
て設立する特殊法人です。監査業務
は公認会計士および監査法人のみが
行うことができる独占業務ですが、監
査法人が実施できる業務は、監査証
明業務および非監査証明業務（特定
のアドバイザリー業務）に限定されて
います。

　監査法人は社員（パートナー）の出
資により設立され、社員総会による
意思決定により運営されています。
また、出資責任については、従来は社
員の無限連帯責任となっていました
が、2008年に公認会計士法が改正
され、「有限責任監査法人」の組織形

態を選択することができるようにな
っています。
　公認会計士および監査法人は、第
三者の観点から、被監査会社の財務
諸表が「一般に公正妥当とみとめら
れた会計基準」に準拠して作成され
ていることを保証する業務を行うた

め、被監査会社から一定の独立性を
保持することが求められており、被
監査会社との会食や被監査会社への
アドバイザリー業務の提供が制限さ
れるとともに、監査責任者等はロー
テーションをすることなどが義務付
けられています。

＜公認会計士法第2条1項及び2項＞
1. 公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
2. 公認会計士は、前項に規定する業務のほか、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関
する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うこと
が制限されている事項については、この限りでない。
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PwCあらた有限責任監査法人について

事業内容

　監査法人の事業内容は、公認会計士法第2条におい
て、監査証明業務および非監査証明業務に限定されてお
ります。当法人では、監査証明業務およびアドバイザリー
業務（非監査証明業務）を提供しています。前者について
は、主に上場企業等の監査証明業務により監査報酬を得

ています。
　後者については、監査業務で蓄積した、財務諸表の作
成、規制対応、内部統制、内部監査等に関する知見を活用
して、主に被監査会社以外の会社に対して、アドバイザリー
業務を提供することで報酬を得ています。

事業環境と経営方針

　監査業務は、金融商品取引法や公認会計士法に基づき
実施される業務であるため、金融庁や公認会計士・監査審
査会、自主規制団体である日本公認会計士協会といった
機関による規制のもとで行われる業務です。また、グロー
バル経済の発展、日本企業の海外進出により、監査対象と
なる日本企業は世界各国に展開しており、高度なグローバ
ル対応能力が求められます。
　さらに、昨今の急速な社会および企業のデジタル化を
受け、監査・アドバイザリー業務ともデジタル化を推進して
おり、当法人の2025年に向けたビジョンは「デジタル社会
に信頼を築くリーディングファーム」と定めています。監査
業務においては、デジタルツールを利用した監査の実施や
監査プロフェッショナルのスキル向上など監査変革の取り
組みを実施しています。また、アドバイザリー業務において
は、企業のデジタルトランスフォーメーションに伴う、ガバ
ナンス、規制対応、内部統制の整備や内部監査に関するア
ドバイザリー業務を強化しています。

編集・執筆（五十音順）
綾部 泰二　飯沼 篤史　池崎 万里　上野 史久　浦崎 晶子　片山 恵　河野 毅　神林 徹　阪本 歩　佐賀 睦美　鈴木 邦宜　
関根 和昭　染井 拓馬　田原 英俊　手塚 大輔　野内 美輪　平松 宏一郎　福山 哲子　藤井 美明　星澤 由香　安井 由夏　
矢萩 由紀子　山本 健太郎　山本 大輔 　渡邊 三南子
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名　称

設　立

代表者

人員数

所在地

PwCあらた有限責任監査法人
www.pwc.com/jp/assurance

2006年6月1日

代表執行役 井野 貴章

パートナー（社員）

公認会計士

会計士補・全科目合格者

USCPA・その他専門職員
事務職員

合計

•東京
〒100-0004
東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
Tel：03-6212-6800（代表）　Fax：03-6212-6801

〒100-0004 
東京都千代田区大手町1-2-1 Otemachi One タワー

•名古屋
〒450-6038
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 JRセントラルタワーズ38F
Tel：052-588-3951（代表）　Fax：052-588-3952

•大阪
〒530-0011
大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪タワーA36F
Tel：06-6375-2610（代表）　Fax：06-6375-2611

•福岡
〒812-0012
福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-1 JRJP博多ビル4F
Tel：092-477-7600（代表）　Fax：092-477-7601

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 185名
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 877名

・・・・・・・・・・・・・ 642名
・・・・・・・・・・ 1,090名

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 98名
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,892名
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法人概要

（2022年6月30日現在）

ウェブサイトに本誌と関連する情報を掲載しております。
https://www.pwc.com/jp/ja/about-us/member/assurance/transparency-report.html

※2021年7月1日付で部門再編により約200名がPwCビジネスアシュアランス合同会社へ転籍しました。
※人数には非常勤職員を含んでいます。

本誌に関するアンケートにご協力ください。
ステークホルダーの皆様からのご意見・ご感想をお待ちしております。
https://forms.gle/RWWwHMYb97zLRRjy9

本誌に対するご意見・ご感想は下記メールアドレスまでお寄せください。
jp_aarata_assurance-management-office-mbx@pwc.com

https://www.pwc.com/jp/ja/about-us/member/assurance/transparency-report.html
https://forms.gle/RWWwHMYb97zLRRjy9
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